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２－１－１ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

評価対象事業年度 年度評価 令和４年度 

中長期目標期間 平成 28 年度～令和４年度（第１期） 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 文部科学大臣 

 法人所管部局 研究振興局 担当課、責任者 基礎・基盤研究課量子研究推進室、澤田和宏 

 評価点検部局 科学技術・学術政策局 担当課、責任者 科学技術・学術戦略官（制度改革・調査担当）付、髙橋憲一郎 

主務大臣 原子力規制委員会（法人の業務のうち放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項について共管） 

 法人所管部局 原子力規制庁長官官房放射線防護グループ 担当課、責任者 放射線防護企画課、新田晃 

 評価点検部局 原子力規制庁長官官房 担当課、責任者 総務課、吉野亜文 

 

３．評価の実施に関する事項 

国立研究開発法人審議会（以下「審議会」という。）からの意見聴取、ヒアリング 

下記の手続きにより、文部科学省、原子力規制委員会の審議会において、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「QST」という。）の令和４年度の業務の実績（以下「令和４年度業務実績」という。）

及び第１期中長期目標期間における業務実績（以下「期間業務実績」という。）について QSTからヒアリングを行い、評価についての意見を聴取した。 

令和５年６月 20 日、令和５年７月 12日 文部科学省の国立研究開発法人審議会量子科学技術研究開発機構部会（以下「部会」という。）を開催し、業務実績評価の実施方針について確認し、QST から令和４年度業

務実績及び期間業務実績に関するヒアリングを行った。 

令和５年７月５日 原子力規制委員会の部会を開催し、業務実績評価の実施方針について確認し、令和４年度業務実績及び期間業務実績のうち放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及

び治療に係るものに関する事項について QST からのヒアリングを行った。 

令和５年７月 26 日 文部科学省の部会において、令和４年度業務実績に関する評価及び期間業務実績に関する評価についての意見を委員から聴取した。 

令和５年８月１日 原子力規制委員会の部会において、令和４年度業務実績及び期間業務実績のうち放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項に関する評

価についての意見を委員から聴取した。 

令和５年８月４日 文部科学省の審議会（第 27 回）において、令和４年度業務実績に関する評価及び期間業務実績に関する評価について諮問した。 
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４．その他評価に関する重要事項 

平成 31 年３月１日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が達成すべき業務運営に関する目標（中長期目標）に、高輝度 3GeV 級放射光源（次世代放射光施設）の整備等に係る研究開発および官民地域パ

ートナーシップによる次世代放射光施設の整備等、出資業務に関する事項を追記。 

平成 31 年４月１日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の中長期目標を達成するための計画（中長期計画）に、高輝度 3GeV 級放射光源（次世代放射光施設）の整備等に係る研究開発および官民地域パ

ートナーシップによる次世代放射光施設の整備等、出資業務に関する事項を追記。 

令和元年 11 月 29 日 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が達成すべき業務運営に関する目標（中長期目標）に、基幹高度被ばく医療支援センターの整備等に関する事項を追記。 

令和２年２月 27 日 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の中長期目標を達成するための計画（中長期計画）に、基幹高度被ばく医療支援センターの整備等に関する事項を追記。 

令和２年３月５日 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が達成すべき業務運営に関する目標（中長期目標）に、量子生命科学に係る研究開発等に関する事項を追記。 

令和２年３月 31 日 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の中長期目標を達成するための計画（中長期計画）に、量子生命科学に係る研究開発等に関する事項を追記。 

令和４年７月 28 日 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が達成すべき業務運営に関する目標（中長期目標）に、「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３年 12 月 24 日デジタル大臣決

定）に関する事項を追記。 

令和４年８月 24 日 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の中長期目標を達成するための計画（中長期計画）に、「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３年 12 月 24 日デジタル大臣決

定）に関する事項を追記。 
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２－１－２ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 総合評定 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，Ｄ） 

Ａ 平成２８

年度 

平成２９

年度 

平成３０

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

評定に至った理由 法人全体に対する評価に示すとおり、国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効

果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められるため。 

 

２．法人全体に対する評価 

QST がこれまで精力的に進めてきた量子生命科学および量子マテリアルに関する独自の研究活動が、それぞれ量子生命科学研究所の竣工および量子機能創製研究センターの発足、という形で令和 4 年度に結実し

たことについて特に高く評価できる。個々の研究開発では、量子センサー、量子ビーム応用、放射性薬剤、重粒子線治療、放射線影響・被ばく医療、核融合などの分野において顕著な成果を挙げたと認められる。

また、若手人材の育成、次世代放射光施設（NanoTerasu）の整備、原子力災害対策や被ばく医療活動の体制整備などについて、年度計画に沿って着実に実施したと認められる。従って自己評価は妥当であると判断

した。具体的な成果については下記に記す。 

 

・ 令和４年度に従来の活動がまとまり、今後への発展・成果の創出が期待できる顕著な形で研究活動基盤が提示されたことを高く評価する。QST 発足時には全く計画になかった量子生命科学分野が第 1 期中長期

目標期間中に創出され、令和４年度に当該分野では世界唯一の研究施設となる量子生命科学研究所が竣工し、本格的に研究を推進するための研究環境を整備したことは、特に顕著な成果と評価できる。（p.9参

照） 

・ 戦略的理事長ファンドによって第１期中長期目標期間の初年度から継続的に推進してきた量子マテリアルの研究活動が結実し、令和４年度に量子機能創製研究センターの発足に至った。さらに同センターが

中核施設となり、国の量子技術イノベーション拠点の一つである量子機能創製拠点に選定され、他拠点との連携を進めるなど、拠点活動が進展した。（p.9参照） 

・ 生命科学においてブレイクスルーとなるナノ量子センサ開発について、リアルタイム多項目計測やセンサの大幅な高感度化など、高度化が着実に進むとともに、温度やｐH等の細胞状態のリアルタイム計測に

も成功するなど、生命科学研究への応用に資する成果が創出された。（p.16 参照） 

・ 量子イメージング創薬アライアンス「脳とこころ」で産学連携により開発した新規 PET プローブにより、多系統萎縮症患者の α シヌクレイン病変を高いコントラストで可視化することに初めて成功した。霊

長類モデル動物を対象にした神経回路間の相互作用を可視化するイメージング手法により、記憶ネットワーク障害と症状出現の関連を明らかにした。また、てんかんモデルサルで化学遺伝学を利用したオンデ

マンド治療を初めて可能にした。（p.27参照） 

・ 放射性薬剤を用いた次世代がん治療研究においては、これまで開発をしてきた 64Cu-ATSMについて、第Ⅰ相医師主導治験を終了した。その成果をもとに設立された創薬ベンチャー企業「リンクメッド株式会社」

を QST 認定ベンチャーとして認定した。国内初の α線治療薬剤 211At-MABGについて、福島県立医科大学と共同で、医師主導治験を開始した。（p.27 参照） 

・ 宇宙放射線被ばくにおいて線量寄与の大きい重粒子成分を低減させる遮蔽法を発案し、被ばくリスクを半減できることを初めて定量的に示したほか、宇宙放射線の性質に特化した新しい線量評価指標の必要

性を提示した。また、ICRP等の放射線防護、規制の国際的な検討に貢献した。（p.37参照） 

・ バイオアッセイに関する国際相互試験において、尿中 Pu-DTPA の分析でトップラボラトリーに選定される等、その水準について国際的にも高く評価されている。（p.38 参照） 

・ 世界最高強度の MeV 級クラスターイオンビームを用いた材料や細胞等のイメージングや分析に向けた照射・分析技術の開発を完了することで、高強度 MeV級クラスターイオンビームの生成・利用等に係る加速

器・ビーム技術を確立し、利用研究に供した。（p.46 参照） 

・ 高崎研に量子機能創製研究センターを設置し、さらに産学共創サテライトラボを東京工業大学・東北大学に設置・運用したほか、クロスアポイントメント制度等を活用し国内外の研究者を参画させることで産

学連携体制を強化した。（p.46参照） 

・ 高周波加熱装置の製作では、世界で初めて単一ジャイロトロンで３周波数において１MW出力、300 秒間の連続運転を実現した。これにより幅広い運転領域を確保可能になるだけでなく、核融合原型炉の低コス

ト化にも貢献し、計画を上回る成果である。（p.63参照） 

・ JT-60SA で令和３年３月に統合試験運転中に発生したトラブルへの再発防止策として絶縁強化処置を実施した。この処置の効果を確認するため、トカマク装置初となる全体パッシェン試験を開発して実施し、

得られた知見を ITER 機構に提供することにより ITER 計画の確実な推進に貢献した。令和４年度内に統合運転再開に至らず中長期計画の一部が未達となったものの、不具合に対する対応によって ITER の組立

と運転のリスク低減に貢献しており、計画にない成果を挙げていると評価できる。（p.64 参照） 

・ 「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」管理法人として、成果最大化に向けた事業推進のマネジメントを高いレベルで実施したことにより、当該管理課題が A評価を獲得した。（p.86参照） 

・ ４つの協力指定病院に加え、他の地区の「緊急被ばく医療支援チーム（REMAT）」職員や REMATに所属しない職員などにも対象を広げて合同訓練を開催したことなど、確実な原子力災害対策や被ばく医療活動を
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行い、原子力災害対策・放射線防御のネットワークの構築が進展した。（p.98参照） 

・ 「被ばく医療診療手引き」を完成させ、全国の高度被ばく医療支援センター、原子力災害拠点病院、原子力災害医療協力機関等に、当初計画の 800 部から更なる要望に応え、合計 1,000 部配布した。（p.99

参照） 

・ これまで培ってきた環境試料測定技術およびその分析法の高度化をさらに進め、他機関と連携しながら、これまでに収集・蓄積した他地点の試料も活用し、北西太平洋の試料分析から、検出された Pu が福島

原子力発電所事故由来でないことを示すなど、今後の政策基盤となる科学的根拠の収集へ協力したことは重要な活動である。（p.102 参照） 

・ 次世代を担う人材育成をするため QST リサーチアシスタント制度を運用し、令和４年度は 41 名の大学院生を雇用するなど、QST の最先端の研究開発に関与・参画させることにより、人材育成に貢献している

こと。（p.105参照） 

・ 次世代放射光施設（NanoTerasu）において、放射線業務従事者登録や入退室管理をせずに放射光実験への参加が可能となる実験ホールの非管理区域化を実現したこと。（p.114 参照） 

 

 

３．項目別評価の主な課題、改善事項等 

・ 量子機能創製拠点において、ダイヤモンド NV センターがナノ分野の計測以外で他の技術に対して優位性を達成できるよう、また量子コンピュータの実現につながるダイヤモンド NV センター中における量子

ビットやイオントラップ量子ビット等について成果を出せるよう、短期目標と長期目標をうまく設定するなどマネジメントの工夫が必要である。（p.10参照） 

・ 大学との連携強化については、人材育成等の観点から有意義である一方で、今後しっかりと優秀な研究者を育成できるよう取り組んでいく必要がある。（p.17参照） 

・ 重粒子線治療について、治療の普及という面で保険収載は貴重な活動である一方、対象の拡大などのさらなる取組が期待される。（p.28 参照） 

・ 今後は、基礎研究の成果をヒトにおける放射線防護策及び被ばく医療へどのように橋渡ししていくのかが課題であり、QST には、今後も各方面と連携をしながら、この分野をリードしていくことが期待され

る。（p.39参照） 

・ Top10％論文数の減少について、コロナの影響により海外との共同研究が制限されたことなど他律的な要因が認められるものの、国内研究者の利用促進や独自研究の充実などを含め、その原因分析と対策の検

討を行うこと。（p.47 参照） 

・ QSTが ITER 国内機関として指名されていることを踏まえ、引き続き ITER 計画や BA 活動を牽引するとともに、我が国における核融合の研究体制において中心的な役割を果たすこと。（p.65 参照） 

・ 技術的な困難があることは認めるものの、令和４年度内に JT-60SAの統合試験を再開できなかったことを踏まえ、大規模な試験を行うことは経費の面でも重い責任があることを認識し、Ａ評定に甘んじること

なく JT-60SA のファーストプラズマに向け、引き続き調整作業を進めるとともに、システム設計が不十分なことによる予測不可能な技術的困難に見舞われることを避けるため、システムエンジニアリングの徹

底を図るとともに、同様の事象が起こらないよう対策を講じること。（p.65 参照） 

・ ＳＩＰ管理法人としての秀でたマネジメントが、その他の課題に対してグッドプラクティスとして展開されることを期待する。（p.87参照） 

・ 万一の場合の備えが求められる機能であり地道な積み重ねが必要な活動であるが、最新の成果を取り入れグレードアップしながら継続的に活動を進めるとともに、より活動を広げていただきたい。（p.99 参

照） 

・ 国民の福島の状況についての正しい理解と放射線に対するリテラシーを高めることを通じて、福島の復興・再生に貢献することを期待する。（p.103参照） 

・ QSTリサーチアシスタント制度のさらなる拡張を期待するとともに、学生の所属する大学等の研究室との連携の強化を図ってほしい。（p.106 参照） 

・ 放射線被ばく医療・防護分野の長期的な人材育成・受入れへ期待するとともに、リサーチアシスタントとして受け入れた研究者の当該分野への定着状況把握についても努めていただきたい。（p.106 参照） 

・ NanoTerasu の運用に当たっては、官民地域パートナーシップにより複数の主体が参画することになることから、安全管理や情報セキュリティ等について一元的な対応ができるよう適切な体制を構築すること。

（p.114 参照） 

・ 経済や安全保障にかかわる社会情勢の変化が懸念される中で、外部環境の変化に対するリスクマネジメントの重要性が増しており、適切に対応していく必要がある。（p.119 参照） 

・ 女性の働く環境だけでなく、全体的な働き方の改善によりダイバーシティが推進されることを期待する。（p.134 参照） 
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４．その他事項 

研究開発に関する審議

会の主な意見 

本評価書における法人の業務実績の評価について、妥当であると考えられる。 

監事の主な意見 特になし。 

※評定区分は以下のとおりとする。（「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準（平成 27 年 6 月 30日文部科学大臣決定、平成 29 年 4 月 1日一部改定、以降「旧評価基準」とする）」p28） 

Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成

果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 
Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の

創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、
着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の

工夫、改善等が期待される。 
Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見

直しを含め特段の工夫、改善等を求める。 
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２－１－３ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 項目別評定総括表 

 

中長期目標 年度評価 項目別調
書№ 

備
考 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

 １．量子科学技術及び放射線に係る医学に関する研究開発          

 （１）量子科学技術に関する萌芽・

創成的研究開発 

量子生命科学研究に係る事項 
Ａ Ａ Ａ Ａ 

a 
Ｂ A Ｓ Ｎｏ．１  

量子生命科学研究以外に係る事項 b 

（２）量子生命科学に関する研究開発     Ａ A Ａ Ｎｏ．２  

（３）放射線の革新的医学利用等のための研究開発 Ａ Ｓ Ｓ Ａ Ａ S Ｓ Ｎｏ．３  

（４）放射線影響・被ばく医療研究 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ A Ａ Ｎｏ．４  

（５）量子ビームの応用に関する研究開発 

（最先端量子ビーム技術開発と量子ビーム科学研究） 
Ｓ Ａ Ａ Ａ Ａ A Ａ Ｎｏ．５  

（６）核融合に関する研究開発 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ A Ａ Ｎｏ．６  

２．研究開発成果のわかりやすい普及及び成果活用の促進 

Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 

b 

Ｂ 

b 

A 

a 

Ａ 

a 

Ｎｏ．７ 

 

３．国際協力や産学官の連携による研究開発の推進  

４．公的研究機関として担うべき機能      

 （１）原子力災害対策・放射線防護等における中核機関としての機能 a a a a  

（２）福島復興再生への貢献 a a b a  

（３）人材育成業務 b b b a  

（４）施設及び設備等の活用促進 b b b b  

（５）官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の整備等 b a a a  

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき事項 
Ａ 

Ｂ Ａ Ｂ Ｂ B Ｂ Ｎｏ．８  

Ⅲ．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B Ｂ Ｎｏ．９  

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B Ｂ Ｎｏ．10  
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※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 
※２ 難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 
※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 
※４ 「項目別調書 No.」欄には、本評価書の項目別調書 No.を記載。 

※５ 評定区分は以下のとおりとする。 

【研究開発に係る事務及び事業（Ⅰ）】（旧評価基準 p24～25） 

Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な

成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認めら

れ、着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層

の工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な

見直しを含め特段の工夫、改善等が求められる。 

 

【研究開発に係る事務及び事業以外（Ⅱ以降）】（旧評価基準 p25） 

Ｓ：国立研究開発法人の活動により、中長期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上で、かつ質的に顕著な成

果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：国立研究開発法人の活動により、中長期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする。）。 

Ｂ：中長期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中長期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中長期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずるこ

とを命ずる必要があると認めた場合）。 

 
なお、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」のうち、内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価せざるを得ない場合や、一定の条件を満たすことを目標としている場合など、業務実績を定

量的に測定し難い場合には、以下の要領で上記の評定に当てはめることも可能とする。 

Ｓ：－ 

Ａ：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。 

Ｂ：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。 

Ｃ：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）。 

Ｄ：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要。 
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２－１－４－１ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ｎｏ．１ 量子科学技術に関する萌芽・創成的研究開発 

関連する政策・施策 ＜文部科学省＞ 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題への対応 

施策目標９－１ 未来社会を見据えた先端基盤技術の強化 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第 16条 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

令和５年度行政事業レビュー番号 

＜文部科学省＞ 0271 

 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主な参考指標情報 

 基準値等 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

論文数 － ３報  

(３報) 

０報  

(18報) 

５報 

(115 報) 

44 報 

（138 報） 

０報 

（59 報） 

０報 

（108 報） 

０報 

（67 報） 

TOP10％論文数 － ０報  

(０報) 

０報  

(０報) 

０報 

(１報) 

０報 

（５報） 

０報 

（２報） 

０報 

（２報） 

０報 

（２報） 

知的財産の創出・確保・活用の質的量的状況 － 出願０件 

登録０件 

出願０件 

登録０件 

出願３件 

登録０件 

出願０件 

登録０件 

出願０件 

登録０件 

出願０件 

登録０件 

出願０件 

登録０件 

優れたテーマ設定がなされた課題の存在 － ６件 ６件 ８件 18 件 ８件 ６件 ７件 

優れた研究・技術シーズの創出成果の存在 － ６件 ６件 ６件 16 件 22 件 20 件 20 件 

  （※）括弧内は他の評価単位計上分と重複するものを含んだ論文数（参考値）。 

 

 ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

予算額（千円） 200,012 805,490 1,052,391 1,098,100 324,759 239,969 229.269 

決算額（千円） 194,572 1,035,723 1,387,480 1,664,170 495,697 472,095 374,927 

経常費用（千円） 180,279 761,254 980,568 1,625,389 591,195 599,904 480,550 

経常利益（千円） 5,299 87,674 276,089 △176,271 △107,802 △123,288 △90,406 

行政コスト（千円） ― ― ― 1,786,528 597,017 588,484 487,462 

行政サービス実施コスト（千円） 110,098 662,168 504,202 ― ― ― ― 

従事人員数 10 11 13 62 13 12 8 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価軸（評価の視点）、 

指標等 

法人の業務実績等・自己評価 
主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

【評価軸】 

①国際動向や社会的ニーズ

を見据え、量子科学技術の進

歩を牽引する可能性のある

研究開発を実施し、優れた研

究・技術シーズを生み出して

いるか 

 

②研究開発成果を最大化す

るための研究開発マネジメ

ントは適切に図られている

か 

 

 

【評価指標】 

①研究開発マネジメントの

取組の実績 

 

 

【モニタリング指標】 

①優れたテーマ設定がなさ

れた課題の存在 

 

②優れた研究・技術シーズの

創出成果の存在 

 

③論文数 

 

④TOP10％論文数 

 

⑤知的財産の創出・確保・活

用の質的量的状況 

 

1）拠点横断的研究開発  

○ 部門間の異分野共有を図るための研究交流会を、Web 参加を含め

て 235 名の出席を得て高崎研を会場に開催し（７月 20日、21日）、

第２期中長期目標期間で中心となる研究を主に発表を行い、情報

共有をした。また、とりわけ参加者間によるポスター発表会では、

特に若手研究者により活発に意見交換が交わされた。また、参加

者アンケートでは７割強が相互に研究を理解したとの意見が得

られ、これらの研究交流を通じて、令和５年度以降への異分野交

流を推し進める土台を築いた。（評価軸②、評価指標①） 

○ 量研大での研究開発成果の活用に取り組むために、令和３年度に

引き続き研究開発部門等他組織の研究員・技術員のイノベーショ

ンセンター付併任を更に２名増員し、量研のリサーチ・アドミニ

ストレーター（以下「QRA」という。）による担当者会議を開催し

（令和４年度 11 回開催）、本部と各部門とが組織横断的に連携し

て課題検討を進めた。具体的にはこの会議体において QRA 各員が

各研究開発部門から推薦された研究課題の紹介・検討を通じ、各

部門・拠点における研究成果活用ノウハウを共有し、懸念事項を

意見交換により明らかにした。これにより、令和５年度への QRA

活動の方向性の整理に資した。（評価軸②） 

○ 各拠点が有するノウハウや知見を相互に活用し、重点的に資金を

投入しての、部門・拠点横断及び異分野横断による二つの融合的

研究開発を実施した。また、拠点横断的な研究開発を理事長のリ

ーダーシップによって推進する QST革新プロジェクト及び QST未

来ラボによる研究開発を継続して実施した。そして、令和４年度

の上期及び下期における理事長ヒアリングを通じて、理事長を始

め各役員による各研究課題の進捗及び成果を確認し、その後の研

究開発にフィードバックした。（評価軸②、評価指標①） 

○ 融合促進研究のうち標的アイソトープ治療（以下「TRT」という。）

に関して、RI医学の専門家等外部委員を構成員に含めての検討会

を令和３年度に引き続き開催し、国内外の医療用アイソトープに

関する動向把握及び意見交換等を通じて、今後の利用推進の検討

に資した。これは量研職員２名が原子力委員会専門部会委員とし

て医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン

の策定に参画するなど、国家戦略としての RI 医学推進の一翼を

担う役割を果たした。211At-MABG の治療薬開発について、臨床試

験を福島県立医科大学にて開始し、First-in-Human 試験を開始し

たほか、さらには、これまでの量子医科学研究所（以下「量医研」

評定：Ａ 

【評定の根拠】 

以下のとおり年度計画を上回る顕著な成果を創出し

たことから A 評定と評価する。 

 

・理事長直轄組織である QST 革新プロジェクトにおい

ては、重電企業各社と共同開発により、量子メス用小

型マルチイオン源が完成し、マルチイオン治療の臨床

試験に向けて関係省・機関との協議、調整を進め、令

和５年度からのマルチイオン治療の臨床試験開始の見

通しを立てるなど、レーザー入射系、超伝導シンクロ

トロン、マルチイオン照射の３要素全てにおいて、産

学連携での共同開発により、量子メス実機の社会実装

に向けて大きく進展させた。さらには、令和５年度か

らの量子メス棟（仮称）建設の下地を作った。また、

量子メス普及実現への期待の声に応えるため、産業競

争力懇談会での「超電導で拓くカーボンニュートラル

社会」の推進テーマに重電企業と共に提案するなど積

極的に取り組んだ。（評価軸①②、評価指標①） 

・戦略的理事長ファンドによる研究助成が大型外部資

金等の獲得の呼び水となり、外部資金の獲得額も令和

３年度に比べて増となり（令和４年度の外部資金総額

約 40億円（令和３年度比約９億円増加））、研究助成事

業からの投資額を大幅に上回った。量研における萌芽

的研究採択者の科研費獲得割合が増加し（令和４年度

は全体の 23.7％）、令和４年度の獲得額は過去最高とな

った。これらは、戦略的理事長ファンドの制度が適切な

スキームによりマネジメントされ、外部資金獲得のた

めのフィージビリティスタディとしての役割を果たし

た成果であり、研究者の外部資金獲得に向けてのマイ

ンド醸成に大きく寄与した。その結果、令和４年度にお

ける量研全体の外部資金獲得額の増大のみならず、量

研の若手研究者の研究力向上を牽引する役割を担っ

た。また、創成的研究は、チャレンジングな研究や産学

官連携による新たな研究領域の開拓・推進で先導的役

割を果たすとともに、幅広い分野で飛躍的な成果の創

出に結び付いた。（評価軸①②、評価指標①） 

評定 Ｓ 

＜評定に至った理由＞ 

 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的

な特別な成果の創出の期待等が認められるた

め。 

 なお、自己評定はＡであるが、戦略的理事長

ファンドにより推進した「量子メス」の研究開

発において、マルチイオン治療の臨床試験開

始に見通しを立てたことや、同ファンドによ

り量子機能関連の研究を充実させ、大型外部

資金の獲得や、量子機能創製研究センターの

設置を実現したことを高く評価し、Ｓ評定が

妥当であると判断した。 

 

（判断の根拠となる実績） 

・ 令和４年度に従来の活動がまとまり、今

後への発展・成果の創出が期待できる顕

著な形で当領域の活動基盤が提示された

ことを高く評価する。QST発足時には全く

計画になかった量子生命科学分野が第 1

期中長期目標期間中に創出され、令和４

年度に当該分野では世界唯一の研究施設

となる量子生命科学研究所が竣工し、本

格的に研究を推進するための研究環境を

整備したことは、特に顕著な成果と評価

できる。 

・ 戦略的理事長ファンドによって第１期中

長期目標期間の初年度から継続的に推進

してきた量子マテリアルの研究活動が結

実し、令和 4 年度に量子機能創製研究セ

ンターの発足に至った。さらに同センタ

ーが中核施設となり、国の量子技術イノ
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という。）、高崎研、福島県立医科大学に東京工業大学を加えた四

者で 211At-MABG試験の高度化に向けた非臨床試験支援体制を構築

した。具体的には、211At-MABG の製造方法を改良し、前駆体の化

学構造の見直しや、東京工業大学の持つ特許技術「ネオペンチル

ユニバーサルハロゲン標識技術」を駆使した標識法の改変等を用

いて、合成反応の最適化を図り、標識率の改善や標識時間の短縮、

製造試薬の見直し等による薬剤安全性の更なる改善向けて検討

を進めるなど外部機関との協力を拡大し、より密に行った。（評

価軸①、評価指標①） 

○ 融合促進研究のうち脳機能に関して、脳内を高精度に可視化し操

作する新次元技術の開発のうち、三光子レーザー用発振器を改良

した顕微鏡開発において、千葉地区にて顕微鏡鏡体の光学系の改

良を実施、関西光科学研究所（以下「関西研」という。）にてレー

ザー装置の最適化を進めた。関西研の近赤外の多光子レーザーを

用いて脳深部の各細胞の賦活化を行い、局所回路での制御を可能

にした。また、量医研－量生研の研究分野横断的に、ナノダイヤ

モンドの生体脳における計測への応用を進め、脳表マクロファー

ジの細胞内温度や pH が認知症モデルマウスで変化することを明

らかにした。これにより、新規開発の超高感度 ELISA リン酸化タ

ウ計測の所見が、タウ PET 画像と相関することを見いだした。こ

のように、ナノダイヤモンドを活用した極超高感度の体液中微量

分子計測法開発を開始するなど、レーザー技術と量子技術との融

合による開発を推し進めた。（評価軸①、評価指標①） 

上記のように、これらの異なる研究分野の融和から、新たな研究

対象への拡大に貢献した。 

○ 理事長のリーダーシップの下、機動的な資金配分により推進して

いる QST革新プロジェクトの量子メス研究は、令和４年度は、住

友重機械工業株式会社と共同開発した量子メス用小型マルチイ

オン源が完成し、マルチイオン治療の臨床試験に向けて、関係省・

機関との協議、調整を進め、令和５年度からの臨床試験開始の見

通しを立てた。また、東芝エネルギーシステムズ株式会社と共同

開発した量子メス用超伝導シンクロトロンの製造を開始した。さ

らに、住友重機械工業株式会社及び日立造船株式会社との共同研

究においてレーザーイオン加速装置のターゲット・ビームライン

の改良を継続して整備し、量子メスでの実用化に向けて高純度の

炭素イオンを連続供給可能な装置開発に取り組むなど、量子メス

を構成する３要素とも量子メス実証機の社会実装に向けて、産学

連携による更なる共同開発を進展させた。また、量子メス実証機

を設置するための専用建屋（量子メス棟（仮称））の建設において

は、現地環境や契約面において厳しい状況が続いたが、関係省庁

及び地元自治体との調整及び手続を密かつ丁寧に行い、令和５年

度からの建設工事開始への道筋を付けた。これにより、量子メス

の実機による実証に向けての整備開始の準備を進展させた。さら

・量子機能関連の研究開発に戦略的理事長ファンドを

充当した結果、研究開発が着実に進捗し、大型外部資金

の獲得にもつながった。これらの活動・実績に基づき、

世界最先端の量子機能に関する研究開発及び量子技術

の社会実装を強力に推進する量子機能創製研究センタ

ーが設置され（令和４年４月１日）、さらに国の量子技

術イノベーション拠点における量子機能創製拠点（令

和４年５月 26 日設置）として選定され拠点活動が順調

に進展した。 

 

 

【課題と対応】 

・産学官連携、特に企業との連携を推進していくに当た

っては、従来のイノベーションハブの枠組みをより充

実させ、量研が国から指定された量子技術基盤拠点・量

子生命拠点の着実な進展を図る仕掛けを構築してい

く。 

ベーション拠点の一つである量子機能創

製拠点に選定され、他拠点との連携を進

めるなど、拠点活動が進展した。 

・ 理事長直轄の QST 革新プロジェクトにお

いて、重粒子線がん治療装置「量子メス」

の研究開発を進め、量子メス用小型マル

チイオン源を完成させ、さらに令和５年

度からのマルチイオン治療の臨床試験開

始の見通しを立てるなど、量子メス実機

の社会実装の道筋が明確になった。 

・ 戦略的理事長ファンド資金の投入により

適切な研究支援がなされたことや、研究

拠点としての意識改革を含む環境整備が

なされたことから、外部資金獲得が前年

度と比較して約９億円増と過去最高にな

った。また、当該ファンドの適切なマネ

ジメントは、若手研究者の研究力向上や、

新たな研究領域の開拓・推進にも結び付

いた。 

 

＜今後の課題＞ 

・ 量子機能創製拠点において、ダイヤモン

ド NV センターがナノ分野の計測以外で

他の技術に対して優位性が達成できるよ

う、また量子コンピュータの実現につな

がるダイヤモンド NV センター中におけ

る量子ビットやイオントラップ量子ビッ

ト等について成果を出せるよう、短期目

標と長期目標をうまく設定するなどマネ

ジメントの工夫が必要である。 

・ 量子メスの普及に向けては、費用対効果

の検討や保険適用の獲得が必要であり、

実用化に向けてデータが充実することを

期待する。 

・ 外部資金獲得額が増加していることか

ら、今後ますますの研究成果の発信に期

待する。 

・ 法人において各年度評価の捉え方は、ど

うマネジメントするかの意識に通じるた

め、評価を通り一遍のものとするのでな

く具体的な活動に活かしてほしい。また、

具体的な活動が良い評価につながるよう

な考え方を理事長のトップダウンによる
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には、量子メス普及の実現への期待の声に応えていくべく、一般

社団法人産業競争力懇談会（以下「COCN」という。）に対し、推進

テーマである「超電導で拓くカーボンニュートラル社会」の中に

量子メスを含めるよう、重電企業と共に提案し、COCN2022 年度プ

ロジェクト最終報告書「超電導で拓くカーボンニュートラル社

会」（令和５年２月９日取りまとめ）の構想図に反映された。上記

報告書を始め今後の COCN による活動を通じての国等への政策提

言が期待される機会を得た。 

このように量子メスの実機開発、啓蒙活動、環境整備（建屋建設）

を多角的に並行して進め、量子メス実機の社会実装に向けて大き

く進展させた。（評価軸①②、評価指標①、モニタリング指標①） 

○ また、QST 未来ラボ等から正式な組織として創設された「量子生

命科学領域」（平成 31 年度）は、令和３年度に「量子生命科学研

究所」に改組、令和４年７月に量子生命科学研究所（以下「量子

生命棟」という。）を竣工し、量子生命科学研究の飛躍的始動の実

現に至った。（評価軸①） 

○ 理事長主導により、理事長直轄組織を設けて研究を推進する QST

未来ラボ事業については、令和４年度においては、新たな研究発

展を重点化するため創成的研究として推進するため新規の公募

は行わず、拠点横断型における１課題、及び拠点形成型における

４課題を継続実施した。令和４年度をもって終了となる３課題の

うち、「脳量子バイオマーカー拠点形成グループ」（量医研）につ

いては、画像検査と血液検査の相互促進的な開発を促進する新た

な多施設連携体制として、国内の大学等 18 施設と Multicenter 

Alliance for Brain Biomarker (MABB)の体制を構築、体液や画

像からのデータ取得・解析や臨床試験の計画の作成等を進めた。

未来ラボにおける本研究課題は令和４年度をもって終了となる

が、第２期イノベーションハブ・アライアンス事業「トータルス

テージ脳疾患創薬アライアンス」にて、産学連携アライアンスと

学学連携アライアンス（MABB）を連携させることで、脳疾患診断・

治療薬開発の高次ネットワークとしての産学・学学連合を創出、

脳疾患診断薬と治療薬開発と実用化の全ステージをカバーする

ことを目的とした体制構築を行うなど、本事業での実施が更なる

段階へと展開していく礎となった。このように QST 未来ラボ事業

において、理事長の主導による拠点横断的で新たな融合研究を推

進し展開させたことから、令和４年度をもって所期の目的を達し

たと判断し、事業終了とした。 

また、一部の研究課題（拠点形成型の２課題）については、令和

５年１月に理事長を委員長とする未来研究推進委員会を Web 開

催し、成果報告を行うとともに審議の上、令和５年度おいては創

成的研究として継続実施した。これにより、これまで共同で活動

を行ってきた外部の産学機関との連携をベースに、令和５年度に

おいて新たな研究発展へとつなげていくことが期待される。（評

マネジメントのみでなく、法人内におい

て広く醸成する必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・ 引き続き、量子科学技術に関する萌芽・

創成的研究開発に取組続けることが QST

全体にとって重要である。 

・ 量子機能創製拠点として、他拠点との連

携を進めるとともに、量子技術の社会実

装に興味を持つ民間企業との協力を深

め、社会実装の拠点となることを期待す

る。 

・  

・ さらに QST の独自性を生み出していくこ

とで、カーボンニュートラルなどの社会

的な課題の解決につなげていくことを期

待する。 

・ 比較的短期的な目標及び長期的な目標を

上手く設定し、研究の初期から着実に成

果を出すとともに長期目標については研

究進捗に応じて臨機応変に研究の方向性

を見直すという研究マネジメント上の工

夫が必要である。 

・ てんかん発作を抑制する治療法の開発が

理事長ファンドでなされており、今後も

このような挑戦的な課題の発掘と支援が

理事長ファンドでなされることを期待す

る。 

・ 顕著な研究開発マネジメント業績を上げ

ているにも関わらず、QSTの自己評定がＡ

に留まってしまった点が気になった。 
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価軸②、評価指標①） 

 

【論文数・TOP10％論文数・知的財産の創出・確保・活用の質的量的状

況（モニタリング指標③～⑤）】 

○ 論文数：０報（56 報） 

○ TOP10％論文数：０報（１報） 

○ 知的財産の創出・活用の質的状況：０件 

※（ ）内は他の評価単位を含む  

 

 

2）その他の萌芽的・創成的研究開発 

○ 戦略的理事長ファンドによる研究助成事業において、令和４年度

新規開始分（萌芽的研究 21件、創成的研究５件）を採択し、令和

３年度以前から継続実施の研究課題（創成的研究９件）とともに

研究予算を配分し、研究・技術開発を支援した。新規分を含む令

和４年度に実施した全研究課題の研究代表者に対し、事務局によ

る中間ヒアリング（８月～９月）において、各研究課題の進捗状

況や今後の研究予定を確認し、計画的に遂行するよう支援した。

また、令和４年度末に行った未来研究推進委員会において審議の

上、創成的研究として継続対象の９課題を令和５年度へ継続させ

た。 

これらの戦略的理事長ファンドによる研究助成については、大型

外部資金等の獲得の呼び水となり、外部資金の獲得額も令和３年

度に比べて増となった。具体的には、令和４年度の外部資金総額

約 40 億円（令和３年度比約９億円増加）となり、戦略的理事長

ファンドによる研究助成事業からの投資額を大幅に上回る獲得

金額となった。また、萌芽的研究の採択者の科研費獲得額につい

ては、量研全体の科研費獲得者のうち、萌芽的研究採択者による

獲得割合は第１期中長期目標期間において年々増加し、令和４年

度には全体の 23.7％となった。更に獲得額については、令和２年

度以降、萌芽的研究費の累積額を萌芽的研究採択者の科研費獲得

累積額が上回り、第１期中長期目標期間のうち令和４年度におい

て獲得金額が最高となるなど、萌芽的研究への投入資金を上回る

外部資金獲得額となった。 

このことから、戦略的理事長ファンドが外部資金応募前のフィー

ジビリティスタディ研究の一助となり、効果的な外部資金の獲得

につながった。これは、戦略的理事長ファンドの制度が、適切な

スキームによるマネジメントに基づき実施したことに加え、外部

資金獲得のためのフィージビリティスタディとしての役割を果

たしたもので、研究者の外部資金獲得に向けてのマインド醸成に

大きく寄与した。その結果、令和４年度における量研全体の外部

資金獲得額の増大につながり、また、これのみならず量研の若手

研究者の研究力向上を牽引する役割を担った。（評価軸②、評価
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指標①） 

○ また、量子センシング、量子情報デバイス等の量子機能関連の研

究開発に戦略的理事長ファンドを充当した結果、研究開発が着実

に進捗し、大型外部資金の獲得にもつながった。これらの研究活

動及びその実績は、世界最先端の量子機能に関する研究開発及び

量子技術の社会実装を強力に推進する量子機能創製研究センタ

ーの発足（令和４年４月１日）に寄与した。当センターは、「量子

未来社会ビジョン」（令和４年４月 22日策定）に基づく「量子機

能創製拠点」（令和４年５月 26日発足）として量研が国の量子技

術イノベーション拠点の一端の役割を担うことになった。（評価

軸①、評価指標①） 

○ 創成的研究に関して、令和４年度に新たに採択した５件の研究課

題のうちの１件である「生体内 reprogramming による若返り」（量

生研）においては、老化細胞の同定や排除にとどまらず、若返り

をも含む老化制御の可能性が議論され始めている生体内

reprogramming を、放射線被ばくや腫瘍組織で検証し、その治癒

の可能性を探るとともに、その発生メカニズムを解明するもの

で、がんを含む多くの加齢性疾患の改善や治療につながることが

期待される。また、令和３年度に採択した「重粒子線による致死

性不整脈制御における心臓交感神経除神経メカニズムの解明」の

研究課題（量医研）においては、東海大学と共同で、世界初とな

る炭素イオン線（重粒子線）を用いての難治性致死性心室不整脈

の治療を実施した。難治性不整脈に苦しむ患者への新たな選択肢

としての可能性を広げるもので、がん以外の疾患に対する重粒子

線の医学利用の第一歩にもなるものとして期待されている。 

このように創成的研究では、チャレンジングな研究や産学官連携

による新たな研究領域の開拓・推進で先導的役割を果たすととも

に、飛躍的な成果創出につながった。（評価軸①、モニタリング指

標①） 

○ 令和３年度から開始した、大学院生である QST リサーチアシスタ

ントを対象に、海外に通用する発表力向上を目指す助成金制度で

ある黎明的研究を量研内公募し、令和４年度においては、英語に

よる論文投稿や口頭発表について４件（人）を採択した。４人中

３人は博士前期課程在籍生であり、英語での発表等は本人の意欲

と量研研究者の指導の下で成し得たもので、将来の量子科学技術

を担う有望な若手人材の育成に資した。（評価軸②、評価指標①） 

 

【論文数・TOP10％論文数・知的財産の創出・確保・活用の質的量的状

況（モニタリング指標③～⑤）】 

○ 論文数：０報（11 報） 

○ TOP10％論文数：０報（１報） 

○ 知的財産の創出・活用の質的状況：０件 

※（ ）内は他の評価単位を含む 
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【前年度主務大臣における

指摘事項等への対応状況】 

 

・引き続き QST革新プロジ

ェクトで取り組んでいる量

子メスの研究開発を進める

とともに、関係行政機関と

連携しながら産業化に向け

て着実に取り組むこと。 

 

 

・量子メスの研究開発プロジ

ェクトに次ぐ新たな研究開

発プロジェクトを創出する

ことを期待する。 

 

 

・早期の知財の創出・確保・

活用に向けて取り組むこと。 

 

 

・若手研究者のみならず、シ

ニア研究者にも着目した人

材育成・活用を期待する。 

 

 

 

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

 

 

○ 令和３年度から量子メスの実機開発の段階へ移行し、複数の重電

企業と個別に共同研究により開発を進めてきているところであ

る。引き続き関係省庁と連携し、重電企業の協力を得つつ、実証

機の完成に向けて更に加速させていく。 

 

 

 

 

○ 量子メス研究プロジェクトが属する QST 革新プロジェクトは、理

事長直轄組織による研究開発の重点化により一層の研究開発の

進展を図るプロジェクトであることから、社会からの要請や未来

を見据えた上で、社会実装等を強力に進める必要のある研究開発

の探索に向けて検討していく。 

 

○ 萌芽的・創成的研究開発は独創的視点を含む研究開発ゆえに、

新技術・新知見の芽出し研究の側面があるので、知的財産等の

研究成果の早期の創出に資するよう支援、助成していく。 

 

○ 若手研究者対象の萌芽的研究とは別に、創成的研究は分野及び量

研内外の組織を横断しての連携による研究であり、新たな研究分

野を開拓していく研究助成プログラムである。よって、想定対象

とする中堅・上級の研究者向けにおいて適しており、これまでに

培ってきた研究経験を十分に生かし、量研の研究開発の進展にも

資するものとなるよう、制度の見直しを検討していく。 

  

 
４．その他参考情報 

決算額が予算額を上回った理由は、受託や共同研究及び自己収入等の収入の増額によるものであり、これらの資金を有効に活用することで、着実な成果の創出がなされたと認められる。 
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２－１－４－１ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ｎｏ．２ 量子生命科学に関する研究開発 

関連する政策・施策 ＜文部科学省＞ 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題への対応 

施策目標９－１ 未来社会を見据えた先端基盤技術の強化 

施策目標９－３ 健康・医療・ライフサイエンスに関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第 16条 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

令和５年度行政事業レビュー番号 

＜文部科学省＞ 0271、 0286 

 
２．主要な経年データ 

 ③ 主な参考指標情報 

 基準値等 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

論文数 － － － － － 52 報 

（52 報） 

74 報 

（74 報） 

69 報 

（69 報） 

TOP10％論文数 － － － － － ３報 

（３報） 

１報 

（１報） 

３報 

（３報） 

知的財産の創出・確保・活用の質的量的状況 － － － － － 出願１件 

登録０件 

出願６件 

登録０件 

出願７件 

登録１件 

優れたテーマ設定がなされた課題の存在 － － － － － 14 件 14 件 19 件 

優れた成果を創出した課題の存在 － － － － － ９件 18 件 22 件 

企業からの共同研究の受入金額・共同研究件数 
－ － － － － 受入金額 50万円 

件数４件 

受入金額 110 万円 

件数２件 

受入金額 918.5万円 

件数５件 

クロスアポイントメント制度の適用者数 － － － － － ４人 ５人 ５人 

  （※）括弧内は他の評価単位計上分と重複するものを含んだ論文数（参考値）。 

 
 
 ④ 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

予算額（千円） ― ― ― ― 592,044 817,926 1,099,647 

決算額（千円） ― ― ― ― 4,164,308 4,224,391 2,675,990 

経常費用（千円） ― ― ― ― 1,297,982 1,978,511 2,024,247 

経常利益（千円） ― ― ― ― 41,498 44,387 51,275 

行政コスト（千円） ― ― ― ― 1,412,082 2,297,994 2,526,758 

行政サービス実施コスト（千円） ― ― ― ― ― ― ― 

従事人員数 ― ― ― ― 51 70 76 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価軸（評価の視点）、 

指標等 

法人の業務実績等・自己評価 
主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

【評価軸】 

①量子生命科学に関する基

礎的研究開発及び経済・社会

的インパクトの高い革新に

至る可能性のある先進的な

研究開発を実施し、優れた成

果を生み出しているか 

 

②研究開発成果を最大化す

るための研究開発マネジメ

ントは適切に図られている

か 

 

③国際協力や産学官の連携

による研究開発の推進がで

きているか 

 

④産学官の共創を誘発する

場を形成しているか 

 

 

【評価指標】 

①研究開発マネジメントの

取組の実績 

 

②産学官連携の質的量的状

況 

 

 

【モニタリング指標】 

①優れたテーマ設定がなさ

れた課題の存在 

 

②優れた成果を創出した課

題の存在 

 

③企業からの共同研究の受

入金額・共同研究件数 

 

④クロスアポイントメント

下記に列挙するように、各研究テーマにおいて定量的な解析等を実

施し、それにより生命現象のメカニズムの解明等に踏み込む結果等を

得た。 

 

○ ナノ量子センサによるリアルタイム多項目計測の精度が生命研

究に適用可能なレベルであることを実証し、インパクトの高い論

文発表に至ったとともに（Segawa et al., PNMRS, 2023）、５ナ

ノメートル量子センサの大幅な高感度化を通じて無褪色超解像

イメージングを実現した。また、生体ナノ量子センサを温度や粘

弾性等の微小環境定量技術を精製タンパク質試料や培養細胞試

料の他、ヒト、マウス等の個体由来の試料にも適用し、ヒト検体

からのコロナウイルスの検出、ラット海馬の神経活動モニタリン

グ、細胞内温度分布に基づくマウス受精卵の活性計測を実現し

た。ODMR 計測システムの全自動化を達成し、量子センシングの専

門家ではない生命科学研究者が広く利用することを目的として、

全自動 ODMR 計測システムを構築し、特許出願にまで至った。こ

れらの成果は、多数細胞の多様な生命情報を超高感度・高分解能

で同時計測する技術の実現を通した生命科学研究の推進に貢献

する。（評価軸①④、評価指標①②、モニタリング指標①②⑦） 

○ 神経変性疾患の原因タンパク質が液－液相分離することで生じ

る液滴について物理化学パラメータの計測・解析を実施し年度計

画を達成するとともに、令和３年度に確立したハイドロゲル結合

実験法を用いた網羅解析により、ALS での TDP-43 変異において

これまでに報告されてきた線維形成の促進だけではなく、LCドメ

インの線維形成を阻害する変異が多く存在することを明らかに

するとともに、LC ドメイン保存領域内に存在するメチオニンを変

異させると線維形成能が低下することを明らかにした。（評価軸

①③、評価指標①、モニタリング指標①②） 

○ 細胞内・細胞間ストレス応答研究において、細胞生存に関わる分

子の生体ナノ量子センサによる標識と計測法の検討を行い、ナノ

ダイヤモンドセンサの細胞内タンパク質の標識法を開発すると

ともに、放射線に対する細胞応答解析へのナノダイヤモンドセン

サの活用を開始した。（評価軸①、評価指標①、モニタリング指標

①②） 

○ 再生細胞やオルガノイドの細胞状態（温度、pH等）の計測を実現

したことに加え、再生脳オルガノイドを用いた代謝 MR イメージ

ング、遊走細胞内温度計測を実現するとともに、開発した ODMR計

測システムを名古屋大学医学系研究科に設置することで量子計

測拠点の拡充を行った。これらの成果は、機能発現と温度変化の

相関解析の実現に加え、臨床応用を加速する。（評価軸①、評価指

評定：Ａ 

【評定の根拠】 

以下のとおり年度計画を上回る顕著な成果を創出し

たことから A 評定と評価する。 

 

・ ナノ量子センサについては、リアルタイム多項目計測

系の開発に加え、センサの大幅な高感度化による無褪

色超解像イメージング、超微量検出システム、全自動

ODMR 計測システムを実現するとともに、再生脳オルガ

ノイドや生体組織を用いた温度計測、機能との相関解

析、生体の動きの影響を排除する技術開発を行った。

以上のことは、一般の医学・生命科学研究者による利

用の促進、生命科学研究の推進、臨床応用の加速に資

する。（評価軸①②③④、評価指標②） 

・ 量子イメージング研究では、非専門家である企業の

技術者でもすぐに利用できる世界最先端の超偏極

MRI/NMR の実験装置系を稼働させるとともに、長寿命・

低毒性分子プローブを新規に設計、化学合成すること

により超偏極-13C 及び 31Pの代謝可視化に成功した。以

上は、国内における超高感度 MRI/NMR の技術開発と応

用研究の本格化に向けた取組である。（評価軸①②、評

価指標②） 

・ 量子論的生命現象の解明研究においては、ハトの磁

気受容メカニズムの一端を解明した。高分解能中性子

結晶構造解析により、従来不可能であった正確なタン

パク質の立体構造の観測や予測に資する成果を得た。

量子化学・古典力学シミュレーション計算により、ヌ

クレオソームの構造安定性に重要なアミノ酸と発がん

との関係を発見した。量子インスパイア計算を用い、

従来法より 1,000 倍速い脳信号データ解析処理法を開

発、特許出願し、医療分野での実装に資する成果を得

た。（評価軸①②④、評価指標①②） 

・ マネジメントについては、プロジェクトディレクタ

ー２名を選定し、量研内外との連携推進のための体制

を強化した。また、PRISM（量子技術領域）による産学

官共創誘発の場の形成に基づき、全自動 ODMR計測シス

テムの開発・中性子回折装置の高度化を行うとともに、

超偏極 MRI 施設等の整備を実施し、テストベッド設置

に向けた拠点拡充を行った。Q-LEAPを精力的に推進し、

令和５年度研究費の 1.1 億円増額が決定されるなど、

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

（判断の根拠となる実績） 

・ 生命科学においてブレイクスルーとなる

ナノ量子センサ開発について、リアルタ

イム多項目計測やセンサの大幅な高感度

化など、高度化が着実に進むとともに、

温度やｐH 等の細胞状態のリアルタイム

計測にも成功するなど、生命科学研究へ

の応用に資する成果が創出された。 

・ 量子イメージングについては、超偏極

MRI/NMR の実験装置系の稼働や、長寿命・

低毒性分子プローブを新規に設計・化学

合成することにより、超偏極 MRI/NMR の

技術開発や本格的な応用研究につながる

成果が創出された。 

・ 高分解能中性子結晶構造解析により、従

来は不可能であった正確なタンパク質の

立体構造の観測や予測に資する成果を得

た。また、量子インスパイア計算等の計

算科学の活用による脳信号データ解析処

理法の開発など独自性の高い成果が創出

された。 

・ Q-LEAP量子計測・センシング（量子生命）

「量子生命技術の創製と医学・生命科学

の革新」の Flagship プロジェクトにおい

て、QSTの基盤を生かし産学連携体制を構

築したとともに、ヘッドクォーター統括
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制度の適用者数 

 

⑤論文数 

 

⑥TOP10％論文数 

 

⑦知的財産の創出・確保・活

用の質的量的状況 

 

標①、モニタリング指標①②） 

○ 多くの病気・病態に関連する炎症に着目し、炎症局所で生じる変

化を検出したことに加え、ナノダイヤモンドを用いて、確立した

PCR 検出系によりフェムトモーラーレベルでの微量のコロナウイ

ルスの検出、確立した ELISA 検出系によりピコモーラーレベルで

の炎症性サイトカインの検出に成功するとともに、北海道大学遺

伝子病制御研究所に ODMR 顕微鏡を設置することで量子計測拠点

の拡充を行った。これらの成果は、量子センシングによる超高感

度の PCR及び ELISA 検出系を確立し、量子計測プラットフォーム

を北大に設置することで、免疫学研究における生体ナノ量子セン

サの臨床応用を加速する。（評価軸①、評価指標①、モニタリング

指標①②） 

○ マウス脳実質内での生体ナノ量子センサ計測のために、新規レー

ザー顕微鏡システムを構築し動物での測定実験を行い、１細胞か

らの温度計測に成功した。（評価軸①、評価指標①、モニタリング

指標①②） 

○ 発がん機序解明研究において、生体適合性を高めたナノ量子セン

サを用いてマウス等の体内計測を行うための装置、方法等の開発

を開始したことに加え、生体内に導入したナノ量子センサによる

温度計測をかく乱する呼吸や心拍等の生体の微細な動きの影響

を信号処理によって排除し、細胞温度計測を少ない誤差で行う方

法を開発し、実際に乳がんモデル動物において、ラット乳管細胞

内での高精度温度計測に成功した。これらの成果は、生体内にお

いて異なる条件下の細胞温度変化等の本格的解析の実現に貢献

する。（評価軸①、評価指標①、モニタリング指標①②） 

○ 量子イメージングについては、MRI/NMR 装置において偏極寿命や

代謝反応等を評価する技術を用いて、長寿命超偏極・低毒性代謝

プローブについて 30 種類以上の候補物質からの探索を行い、そ

の物性評価として熱平衡状態での緩和時間の測定を実施した。ま

た、より効率的な探索の指針と実験結果の解釈を与えることを目

的として、長寿命分子プローブの人工設計の高度化に向けた緩和

時間計算プログラムの開発を行い、年度計画を達成した。加えて、

生体内における代謝プローブ候補物質の反応を評価するため、低

温超偏極装置を稼働させて超高感度 MRI/NMR をセットアップし、

NMR 装置において生きた細胞やオルガノイド試料の代謝反応を検

出するための評価系を構築しただけでなく、国内における超高感

度 MRI/NMR の技術開発と応用研究の本格化に向けて、超偏極-13C

ピルビン酸を用いて NMR スペクトルの経時変化を捉え、MRI によ

りケミカルシフトイメージング画像の取得に成功した。さらに、

超偏極 NMR により、ピロフォスファターゼによるピロリン酸から

リン酸への加水分解過程の可視化を実現し、超偏極 NMRによる 31P

の代謝可視化に世界で初めて成功した。これらの成果は、計算科

学による新しい長寿命・低毒性分子プローブの設計・化学合成の

実現と、国内における更なる技術開発を通した応用研究の本格化

に資する。（評価軸①、評価指標①、モニタリング指標①②） 

○ 色素を有する光合成光捕集タンパク質等の生物分子を調整し、最

適化を進めた超短パルスレーザー計測システムを用いて、コヒー

外部資金獲得により研究開発成果最大化を推進した。

量子技術イノベーション拠点として拠点間連携の推進

に加え、量子生命科学の普及、研究成果発信、人材育

成を積極的に進めた。特に、東北大学大学院における

連携講座の開講、千葉大学との令和５年度の連携大学

院設置に向けた協力、量子生命科学に関する講義動画

の配信等を行った。さらに、令和５年度戦略目標策定

に向け関係方面に協力、内閣府「量子技術の実用化推

進 WG」において量子計測・センシング領域有識者とし

て講演を行う等、国主導の科学技術政策へ積極的に貢

献した。（評価軸②③④、評価指標①②） 

 

 

【課題と対応】 

・ 更に効率よく研究を推進し、発展的な成果創出のた

めには、量研内部での横断的連携に加え、量子ビーム

関連の施設単位での連携なども強化し、多層的な連携

を実施することで、放射線や量子ビームの生物応答／

影響などの独自性の高いテーマを遂行し、量研の強み

を最大限化する取組を推進する。 

・ 多様な分野間交流を活性化することが重要であり、

そのためには、若手の会や大学との連携を含めてトッ

プダウンによるマネジメントの継続・強化に努める。 

・ 量子生命の新しい価値の創造を目指し、Q-LEAP や

PRISM で構築した連携を始め、自発的に産学官連携の

枠組みを構築する取組を継続する。 

・ 学生や若手研究者に加え、企業の研究者の量子生命

科学分野への参入を促進するため、「量子生命科学サマ

ーセミナー2022」の配信のような取組を継続的に実施

する。 

・ オルガノイドや脳といった比較的大きく複雑な試料

での計測による画期的な生物学的発見を通して、ナノ

量子センサの発展を達成するためには、細胞内外の詳

細な計測位置と生理的意義をつなぐ緻密な定量的評価

の実現が重要である。また、古典的生物現象と量子論

的解明の間のギャップが狭まりつつあるものの、その

ギャップは小さくない。「生物学の課題を量子論的な観

点で見直す」ことを目的として、ナノ量子センサによ

る計測と発がんや老化などの生物学的現象のメカニズ

ム解明を結びつけるためには、その過程に伴う変化を

経時的・空間的に捉えることが重要である。以上の課

題を克服するため、より一層のナノ量子センサ技術の

先進化・精緻化・高度化を進める。 

・ 「量子論的生命現象の解明と模倣」において、社会

的・経済的に計り知れないインパクトが期待できる生

命現象の模倣を実現するため、光合成の模倣による食

料生産や温室効果ガスの低減など、新たな研究方策を

のマネジメントによる連携研究において

多くの成果を創出した。 

 

＜今後の課題＞ 

・ 大学との連携強化については、人材育成

等の観点から有意義である一方で、今後

しっかりと優秀な研究者を育成できるよ

う取り組んでいく必要がある。 

・ 鳥の帰巣本能の解明の手掛かりとなり得

る研究や、中性子結晶構造解析による新

たなタンパク質の立体構造解析モデルの

研究は、サイエンスとしては興味深い成

果だが、今後、医学などの分野でどのよう

に応用できるかという観点でも研究が進

展することを期待する。 

・ 量子生命拠点において、チーム間連携が

促進される仕組みが構築されることを期

待する。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・ ナノ量子生体センサや、超偏極 MRI 技術

による診断技術の開発について、さらに

医学応用による治療への貢献が進むとと

もに、知財確保もあわせて取組が進むこ

とを期待する。 

・ 連携大学院については、量子生命領域の

発展に重要であるため、今後も引き続き

推進されることを期待する。 

・ 本格的な産学連携の加速を図るため、実

際のビジネスにつながる道が見えるよう

にすることにも留意いただきたい。 
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レンス測定実験を実施し、500fs 以上保持する量子コヒーレンス

の観測に成功し、年度計画を達成した。（評価軸①、評価指標①、

モニタリング指標①②） 

○ 量子コヒーレンスが機能性に関わる磁気受容研究を進め、関連タ

ンパク質の磁場応答を明らかにした。具体的には、独自開発した

磁石装置と X 線溶液散乱法により、ハトの鉄硫黄クラスタータン

パク質ISCA1が磁場に応じて凝集状態を変えることを実証すると

ともに、高磁場環境で ISCA1 が柱状の多量体を形成した時、磁場

感知タンパク質クリプトクロムが ISCA1 に結合して整列し、磁場

情報を方位の情報に変換していることを発見した。この成果は、

鳥の帰巣本能の解明につながるインパクトの高い論文発表（Arai 

et al., Protein Sci, 2022、令和４年５月プレスリリース）に

至った。（評価軸①、評価指標①、モニタリング指標①②） 

○ 超精密構造生物学と量子化学計算による分子論的解析について

は、電子伝達タンパク質の反応開始以降の状態にあるタンパク質

について、複数の状態に対して全原子構造解析と計算科学を組み

合わせてタンパク質中の原子運動と電荷分布を観測し、その機能

を推定したことに加え、酸化還元酵素の高分解能中性子／X 線構

造解析を実施し電荷分布を明らかにするとともに、中性子準弾性

散乱によるリン脂質分子の運動の実測データと計算科学を組み

合わせることでリン脂質分子のダイナミクスを記述する新規解

析モデルを確立し、疾患関連タンパク質と脂質膜の複合体におけ

るタンパク質部分のダイナミクスを正確に抽出し、脂質膜のダイ

ナミクスとの相関を知るための基盤を構築した。さらに、光合成

の電子伝達を担う高電位鉄硫黄タンパク質について中性子とし

て非常に高い分解能で全原子構造の決定に世界で初めて成功し、

従来の定説とは異なり、アミドプロトンは多様な位置に存在し、

ペプチド結合に多様性が存在することを見いだし、アミドプロト

ンの僅かな構造変化により電子伝達が制御されていることを発

見し、酸化還元反応メカニズムの本質を捉えるタンパク質の立体

構造解析に新たなモデルを提唱するインパクトの高い論文発表

（Hanazono et al., Sci Adv, 2022、令和４年５月プレスリリー

ス）に至った。これらの成果は、より正確なタンパク質の立体構

造の観測や予測を実現するものであり、高分解能中性子結晶構造

解析による生命科学研究進展に貢献する。（評価軸①、評価指標

①、モニタリング指標①②） 

○ 量子化学・古典力学シミュレーション計算により、タンパク質や

核酸が複数結合して形成される分子において、アミノ酸変異の引

き起こす電子状態（量子状態）・分子運動・構造変化を解析し、分

子ドメイン間のシグナル伝達への影響を明らかにしたことに加

え、H2A-H2B ヒストン脱離計算により、H2A-H2B ヒストン脱離に

おいてヌクレオソームの構造安定性に重要なアミノ酸を特定し、

それらが発がんに関係するアミノ酸と一致することを発見した。

これらの成果は、H2A-H2B ヒストン脱離を伴う遺伝子発現制御の

異常が発がんを引き起こす可能性を示唆するインパクトの高い

論文発表（Ishida et al., JMB, 2022）につながった。（評価軸

①、評価指標①、モニタリング指標①②） 

視野に入れた検討を開始する。 
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○ 生体関連ラジカル反応におけるトンネル効果の関与を明らかに

するため、２種類のラジカルと代表的な水溶性抗酸化物質を用

い、抗酸化反応における速度論的同位体効果のデータを収集し、

抗酸化物質のラジカル消去反応における水素移動反応について、

ストップフロー法により水中及び重水中の反応速度定数を決定

し、年度計画を達成した。（評価軸①、評価指標①、モニタリング

指標①②） 

○ 生命現象の階層横断的解析基盤として、臨床／心理実験や動物実

験から得られるデータに基づき、神経回路、個体状態に加え、背

後に潜在するよりミクロな階層である分子（神経伝達物質）機構

とをつなぐデータ解析並びに解析アルゴリズムの開発及びその

適用を進展させたことに加えて、量子インスパイア計算技術に基

づく高次元時空間データ解析の新手法により、人間が頭の中で運

動を意図した時の脳信号データの解読を従来法より1,000倍速く

行える技術を開発し、特許出願に至った。これらはリアルタイム

処理が求められる個体運動パターン解析や医療分野での実装を

加速する成果である。（評価軸①、評価指標①、モニタリング指標

①②） 

○ 量子確率論の脳内処理過程への適用として、ヒトを対象とした認

知実験を実施し、ベルの不等式の破れを検証するための実験デザ

インを複数考案し検証するとともに、検証する人数の規模を複数

設定して実験デザインの調整を行ったことに加えて、周辺視野の

色クオリアはイリュージョンではないかとの従来からの問いに

対して中心視野と周辺視野で同等のクオリア構造を明らかにし

て周辺視野に色経験が存在することを証明したほか、自己意識の

ゆがみが大きいほど錯視が大きく、数理モデルにより錯視量を予

測できることを見いだした。これらはヒトを対象とした意識の神

経基盤解明に貢献する成果である。（評価軸①、評価指標①、モニ

タリング指標①②） 

○ イオンビーム照射後、水に生じる微視的変化を測定する方法を確

立し、エネルギー付与により生じる分子運動を観察し、年度計画

を達成した。（評価軸①、評価指標①、モニタリング指標①②） 

○ 原子間力顕微鏡を用いたDNA二本鎖切断末端の修復速度定量法の

開発に向けて、DNA 断片の末端に修復タンパク質が結合する様子

を観察する方法を確立したことに加え、難修復性の DNA-タンパク

質架橋損傷に関連する新しい修復機構を発見し、論文発表に至っ

た。これは抗がん剤による難修復性損傷の修復に関わる分子の発

見によるものであり、効果的な抗がん剤の開発に貢献する成果で

ある。（評価軸①、評価指標①、モニタリング指標①②） 

○ 電子伝達系に関わるタンパク質分子の電子物性を明らかにする

ため、液体状態の放射光分光実験を可能にする高速液体ジェット

装置と放射光を用いた予備的実験を行ったことに加え、銅タンパ

ク質を用いた放射光分光実験による電子状態実測データと量子

化学計算により得られたデータとを比較し、電子状態の解析を行

った。これらは次世代放射光を用いた多様な生体分子試料の分光

実験を可能にすることに加え、電子伝達タンパク質の機能と電子

状態との関係性解明につながる成果である。（評価軸①、評価指
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標①、モニタリング指標①②） 

○ クロスアポイントメントによる外部連携ラボ４チームを含む合

計 19 研究チームにて、総合的に量子生命科学研究を推進する体

制を継続した。所長、副所長、研究総括に加えて、プロジェクト

ディレクターを２名選任し、量生研内及び機構・部門内の連携促

進、外部の大学等との連携加速、産学連携推進のための体制を強

化した。（評価軸②③、評価指標①、モニタリング指標④） 

○ 産学官連携によるテストベッドの設置に向けて、生体ナノ量子セ

ンサ計測用 ODMR システムの全自動化、全原子構造解析に向けた

中性子回折装置 BIX-4の高度化に加え、超高感度 MRIの実現に向

けた低温超偏極装置及び実験動物用 MRI を稼働させ、拠点機能を

拡充した。（評価軸③④、評価指標①②） 

○ 研究所首脳陣により全チームリーダーのヒアリングを実施し、研

究の方向性、年度計画の達成状況、研究所内外の連携状況等を確

認し、人員配置等について検討した。（評価軸②、評価指標①） 

○ PRISM「量子技術領域」にて、令和３年度フィージビリティスタデ

ィ実施状況を基に、令和４年度は２件共に本採択となり研究開発

を加速した（どちらも運営費交付金へのアドオン）。加えて、本事

業に基づき、上記テストベッド整備の一部（生体ナノ量子センサ

計測用 ODMR システムの全自動化、全原子構造解析に向けた中性

子回折装置 BIX-4 の高度化）を実施した。（評価軸②④、評価指

標①②、モニタリング指標⑦） 

・ 量子技術を用いた生体機能計測の効率化 

・ 量子技術を用いた生体高分子構造情報取得に向けた中性子

回折装置の高度化 

○ 量子技術イノベーション拠点として、各分科会活動に参加、国際

シンポジウムを共催するなど、拠点間連携を推進した。（評価軸

③、評価指標①） 

【国際連携分科会】 

・ 国際シンポジウム QI2022 開催：令和３年度に引き続き、

量研が量子センシングトラックチェアを務めた。 

【知財・標準化分科会】 

・ 量子生命拠点としての知財・標準化の状況を共有（第４回

分科会） 

【産官学連携分科会】 

・ 量子生命拠点より、活動報告（第４回分科会） 

【人材育成分科会】 

・ 分科会への参加と、拠点間情報共有 

【その他】 

・ Nano tech 2023にて、量子技術イノベーション拠点展示会

に参加するとともに、nano tech Special Symposium： 

Nanotechnology Accelerating Quantum Future Society を

開催 

○ 国が主導する科学技術政策に関し、有識者として講演等を行い、

貢献した。（評価軸②③、評価指標①） 

・ 新規戦略目標策定に向けた取組： 

戦略的創造研究推進事業（CREST、さきがけ、ACT-X、ERATO）
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において、JST-CRDS と協力して対応（令和５年度の戦略目

標として「量子フロンティア開拓のための共創型研究」が

決定） 

・ 内閣府【量子技術の実用化推進 WG】における取組： 

第６回 WG（１月 18 日）にて、量子計測・センシング領域

有識者として「量子拠点の現状、利用環境整備、産学官連

携体制強化の在り方について」講演 

○ 量子生命科学の普及のため、２件の特集号企画・出版に加え、１

件の研究会開催、一般を対象としたパンフレットの作成・配布を

行った。（評価軸②、評価指標①） 

・ 実験医学別冊 最強のステップ UPシリーズ「フロントラン

ナー直伝 相分離解析プロトコール」監修・出版 

・ Q-LEAP 量子 AI との連携企画として、日本神経回路学会誌

にて「今すぐ使える量子計算！？」を企画・執筆 

・ 超偏極技術の応用や社会実装の開拓のため、DNP（Dynamic 

Nuclear Polarization)研究会開催：参加者 150 名超、30

社の企業と日本画像医療システム工業会参加 

・ 千葉地区一般公開にて、「量子生命クイズ」を作成するとと

もに、量生研で実施している研究内容を紹介する一般向け

パンフレットを制作・配布 

○ 研究成果の発信のため、量研主体で２件のプレス発表に加え、６

回の取材対応を行い、誌上掲載された。（評価軸②、評価指標①） 

・ 令和４年５月 10 日プレス発表：鳥の“帰巣本能”を解明す

る新たな手掛かりを発見～磁場に応じて機能するタンパ

ク質複合体の性質を明らかに～ 

・ 令和４年５月 27 日プレス発表：タンパク質の立体構造解

析に新たなモデルを提唱～より正確な立体構造の観測や

予測を実現！生命科学研究の進展に寄与～ 

・ 令和４年４月 21 日：読売新聞夕刊 ５面 みんなのカガク 

Snap shot掲載「陽子線の極小アート」 

・ 令和４年６月 12 日：日経産業新聞 26 面 サイエンス欄掲

載「遺伝子に傷 進化の宿命か」 

・ 令和４年６月 24 日：日経サイエンス ８月号 特集「地磁

気を視る 渡り鳥の量子コンパス 動物たちの磁気感覚」 

・ 令和４年９月 30 日：日経産業新聞 ９面 イノベーション

欄掲載「Next Tech 2050 センサーも『量子』が主役 EV

から細胞まで、ダイヤで高精度計測 材料開発で日本に強

み」 

・ 令和５年１月１日：日刊工業新聞 ６面 千葉欄掲載「産業

TREND 量子が開く未来」 

・ 他、量子生命棟落成式に関する記事掲載：産経新聞、日刊

建設工業新聞、日経バイオテク ON LINE、千葉日報、毎日

新聞に掲載 

○ Q-LEAP 量子計測・センシング（量子生命）「量子生命技術の創製

と医学・生命科学の革新」において、適切な研究マネジメントを

行い、研究体制の構築や進捗管理、研究推進を行った。（評価軸

②、評価指標①） 
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・ ２回の領域会議を開催：プロジェクトディレクター、研究

参画者、アドバイザリーボードメンバー、文部科学省量子

研究推進室、JST 担当者が参加し、研究進捗状況の報告及

び今後の研究計画について議論。 

・ The 5th International Forum on Quantum Metrology and 

Sensing：固体量子センサ FS と共催：国際シンポジウム

Quantum Innovation 2022 との共同プログラムとして開催 

・ 令和５年度研究費についてプロジェクトディレクターヒ

アリング：令和５年度研究費として 1.1 億円の増額決定 

・ Q-LEAP 第５回シンポジウムを開催（ハイブリッド）：量子

生命 FS が企画・運営 

・ 量子生命 FS の研究開発成果に基づき「用語集」を作成、

量研 HP にて公開 

○ 国内外研究機関との意見交換を通して、産学連携や人材育成を推

進した。（評価軸③、評価指標①②） 

・ 東北大学大学院医学系研究科 量子生命・分子イメージン

グ連携講座開講：連携教授１名、連携准教授４名 

・ 千葉大学融合理工学府 先進理化学専攻を改組し、令和５

年度の量子生命科学コース開講に向けて、千葉大学と協

力：量子生命研より客員教員 12 名体制にてコース担当、

定員は修士 15 名、博士３名で調整。 

・ 東京工業大学生命理工学院長と協力し、量子生命科学分野

の教授公募 

・ 電気通信大学と合同セミナー開催：全５回のセミナーのう

ち、令和４年８月４日 電通大見学会、令和４年 12 月８日 

量子生命棟見学会を開催し交流 

・ 模擬面接等の支援により、JST 創発的研究支援事業に若手

研究者２名採択 

・ 世界最大のナノテク国際展（参加者３万人以上）「nano 

tech 2023」において、 特別シンポジウム｢ナノテクで加速

する量子未来社会｣を実施、｢量子センシングと超偏極 MRI｣

講演 

・ nano tech 2023 量子技術イノベーション拠点展示会参加 

・ 講義動画「量子生命科学サマーセミナー2022 ようこそ！

量子生命科学の世界へ」を作製、限定配信：量子生命科学

会、Q-LEAP 量子生命と共同発信、265名が登録 

 

 

【前年度主務大臣における

指摘事項等への対応状況】 

 

・アカデミアとの共同研究に

おいて、QST の関与や貢献度

がより大きくなることが期

待される。 

 

 

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

 

 

○ 今後、量子生命棟の本格稼働等が進む中、Q-LEAP 等に参画中のア

カデミアの共同研究者をコア・ユーザーとして位置づけ、量子計

測技術を駆使した最先端の研究を加速していく予定である。これ

により、一般の研究者には馴染みの薄い量子計測技術のアカデミ

アにおける利活用を促進すると同時に、量研とアカデミアが単な

る施設提供者とユーザーの関係ではなく、量研とアカデミア相互
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・量子生命科学分野の今後の

研究開発・社会実装を更に推

進すべく、分かりやすく広報

すること。 

 

 

 

 

のクロスアポイントメント等を活用した緊密な協働研究体制を

築くことで、量研を中心とした量子生命拠点が、真の量子生命科

学研究を世界に発信できると考えている。 

 

○ 現在、量研及び関係するウェブページのコンテンツの充実を進め

ており、また、高校生・大学生・大学院生・一般向けに量子生命

科学の講義動画を制作、YouTube を用いた限定発信を行ったとこ

ろである。一般向け講演会への講師派遣、各種イベントへの出展

等も進めている。さらに、社会実装を進めるために、これまで実

施してきた一般社団法人量子技術による新産業創出協議会（Q-

STAR）、日本製薬工業協会、バイオインダストリー協会との連携に

よるセミナー開催等を、今後も継続していく。 

 

【研究開発に対する外部評

価結果、意見等】 

 

【研究開発に対する外部評価結果、意見等】 

○ 生物学的な課題を量子論で解明するという目標設定に向けて広

い分野にわたる課題について研究が進捗しているものと評価す

る。令和４年度は、生物学・医学における実践が一段と進むとと

もに、磁場検出と鳥の帰巣行動の相関や、電子移動タンパク質の

超高解像度解析による新知見、抗酸化反応におけるトンネル効果

など、量子論的生命科学に関係する研究成果の創出が特に顕著で

ある。基礎的で科学的価値の高い研究のみならず、社会的インパ

クトという点では、ナノ量子センサによる研究の基盤を支える

ODMR 計測システムの全自動化、超偏極プローブの開発など、比較

的早い時期での社会実装が期待される研究が、量子技術の旗印の

下に進んでおり、想定以上の大きな進展が見られている。今後の

発展に必須となる検討が多角的に実施されており、高く評価す

る。 

○ クロスアポイントメントによる外部連携ラボ４チームを含む、計

19 の研究チームにて量子生命科学研究を推進する体制を継続し、

プロジェクトディレクターPD を２名配置し、研究所内および量

研・部門内の連携促進、外部の大学等との連携加速、産学連携推

進のための体制を強化した。 

○ Q-LEAPや PRISM の枠組みを活用して、産学官共創の場形成が、順

調に推進されており、優れた研究開発成果を社会実装する体制が

できている。特に、PRISM を活用した全自動 ODMR 計測装置の開発

や中性子回折装置の高度化は、高く評価する。また、企業からの

共同研究契約数および受け入れ研究費の増加が顕著であり、今後

さらなる産学官の連携の促進と、イノベーションの加速が期待で

きる。 

○ コロナ禍においても、国際会議の主催、オンライン配信を駆使し

た次世代の人材育成を展望した取組みなど積極的な活動がなさ

れており、極めて高く評価する。 

○ 学との連携では、量子生命に関する連携講座の開設や新しい大学

院コースの設置を進め、さらに企業からの研究者の学位取得等も

視野に入れたシステム作りを行っており、極めて順調と判断でき

る。 

○ JST-CRDS や内閣府への新規戦略目標設定に向けた継続的な取組
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により、令和５年度の戦略目標として「量子フロンティア開拓の

ための共創型研究」が追加されたことは特筆すべき成果である。

また、内閣府「量子技術の実用化推進 WG」や「量子技術のバイオ

分野への展開に関する検討」において有識者として講演するな

ど、国が主導する科学技術政策への積極的な貢献は、量子生命科

学研究を大きく前進させるための取組として評価する。 

○ 量子技術イノベーション拠点として、量子生命科学分野における

国際的に主導的な役割を果たす中核的な研究開発拠点の形成が

進んでいる。日本の量子技術イノベーション戦略を生命科学分野

において産学官の連携で強力に牽引し、「量子生命科学」の普及

に大きく貢献している。国際的にインパクトの高い研究成果の創

出や積極的な広報・アウトリーチ活動の点に関しても高く評価で

きる。 

○ 大きな目標として、「生命現象の『解明と模倣』」が設定されてい

るが、現時点では「模倣」にまでは至っていない感は否めない。

生命現象を模倣することにより、社会的・経済的に計り知れない

インパクトが期待できる分野も少なくない（例えば光合成の模倣

による食料生産や温室効果ガスの低減など）。模倣も視野にいれ

た研究方策を検討して頂きたい。 

○ 多岐にわたる研究課題を整理し、量子生命科学が貢献しうる課題

と、量子生命科学を持ち出さなくてもよい課題に分類しておく

と、今後の研究方策の検討に有用であろう。 

○ 研究開発から生まれた成果を社会実装に繋げる枠組みを構築す

るにあたり、どのような社会課題を解決するのかという視点から

の検証が必要。 

 

４．その他参考情報 

決算額が予算額を上回った理由は、受託や共同研究及び自己収入等の収入の増額によるものであり、これらの資金を有効に活用することで、着実な成果の創出がなされたと認められる。 
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２－１－４－１ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ｎｏ．３ 放射線の革新的医学利用等のための研究開発 

関連する政策・施策 ＜文部科学省＞ 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題への対応 

施策目標９－１ 未来社会を見据えた先端基盤技術の強化 

施策目標９－３ 健康・医療・ライフサイエンスに関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第 16条 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

令和５年度行政事業レビュー番号 

＜文部科学省＞ 0271 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報 

 基準値等 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

論文数 
－ 180報 

(180 報) 

163報  

(163 報) 

227報 

(227 報) 

190報 

(190 報) 

229報 

（229 報） 

211報 

（211 報） 

167報 

（167 報） 

TOP10％論文数 
－ 11 報 

(11報) 
８報  
(８報) 

７報 
(７報) 

13 報 
(13報) 

17 報 
（17 報） 

15 報 
（15 報） 

12 報 
（12 報） 

知的財産の創出・確保・活用の質的量的状況 
－ 出願 31 件 

登録 33 件 
出願 30 件 
登録 22 件 

出願 30 件 
登録 27 件 

出願 53 件 
登録 24 件 

出願 49 件 
登録 14 件 

出願 72 件 
登録 21 件 

出願 57 件 
登録 28 件 

優れた成果を創出した課題の存在 
－ 研究領域ごとに

記載 
研究領域ごとに
記載 

研究領域ごとに
記載 

研究領域ごとに
記載 

研究領域ごとに
記載 

研究領域ごとに
記載 

研究領域ごとに
記載 

新規薬剤等開発と応用の質的量的状況 

－ 新規放射性薬剤
の開発：４種類以
上、 

うち治療法の評
価：３種類 

新規放射性薬剤
の開発：８種類以
上、 

うち治療法の評
価：４種類 

新規放射性薬剤
の開発：８種類以
上、 

うち治療法の評
価：４種類 

新規放射性薬剤
の開発：15 種類
以上、 

うち治療法の評
価：９種類 

新規放射性薬剤
の開発：22 種類
以上、 

うち治療法の評
価：６種類 

新規放射性薬剤
の開発：20 種類
以上、 

うち治療法の評
価：７種類 

新規放射性薬剤
の開発：15 種類
以上、 

うち治療法の評
価：５種類 

臨床研究データの質的量的収集状況 

－ 重粒子治療症例：

362例、 
さらに疾患別症
例：887 例 

全 2,276例、うち

先 進 医 療 A ：
1,861 例 
うち先進医療 B：

30 例、 
うち保険診療：
273例 

全 4,331例、うち

先 進 医 療 A ：
1,196 例 
うち先進医療 

B：170例、 
放医研の治療例：
830例 

全 7,435例、うち

先 進 医 療 A ：
3,859 例 
うち先進医療 

B：188例、 
放医研の治療例：
917例 

全 11,090 例 

うち先進医療 A：
4,516 例 
うち先進医療 B：

231例、 
量研の治療例：
866例 

全 15,218 例 

うち先進医療 A：
5,473 例 
うち先進医療 B：

252例、 
量研の治療例：
705例 

全 19,818 例 

うち先進医療 A：
6,229 例 
うち先進医療 B：

268例、 
量研の治療例：
762例 

 （※）括弧内は他の評価単位計上分と重複するものを含んだ論文数（参考値）。 

 

 



26 

 

 

 

 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

予算額（千円） 7,922,446 7,344,333 7,411,235 7,507,161 7,982,864 7,915,571 7,843,067 

決算額（千円） 8,291,547 8,255,390 7,998,669 9,769,683 8,205,245 8,855,468 11,336,595 

経常費用（千円） 11,252,136 8,867,563 8,852,804 8,516,888 8,141,901 8,488,414 9,211,875 

経常利益（千円） 201,807 143,024 326,535 447,460 307,553 156,252 1,136,198 

行政コスト（千円） ― ― ― 11,376,250 9,516,013 9,957,388 10,548,574 

行政サービス実施コスト（千円） 9,270,654 7,064,795 6,512,676 ― ― ― ― 

従事人員数 304 312 322 309 311 304 312 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価軸（評価の視点）、 

指標等 

法人の業務実績等・自己評価 
主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

【評価軸】 

①経済・社会的インパクトの

高い革新に至る可能性のあ

る先進的な研究開発を実施

し、優れた成果を生み出して

いるか。 

 

②実用化への橋渡しとなる

研究開発に取り組み、橋渡し

が進んでいるか。 

 

③研究開発成果を最大化す

るための研究開発マネジメ

ントは適切に図られている

か。 

 

④重粒子線がん治療の普及・

定着に向けた取組を行い、保

険収載に係る科学的・合理的

判断に寄与しているか。 

 

 

【評価指標】 

①研究開発マネジメントの

取組の実績 

 

 

【モニタリング指標】 

①優れた成果を創出した課

題の存在 

 

②新規薬剤等開発と応用の

質的量的状況（光・量子イメ

ージング技術を用いた疾患

診断研究及び放射性薬剤を

用いた次世代がん治療研究） 

 

③臨床研究データの質的量

的収集状況（重粒子線を用い

たがん治療研究） 

Ⅰ.1.(3) 放射線の革新的医学利用等のための研究開発 

1）光・量子イメージング技術を用いた疾患診断研究 

○ 独自開発のタウ PET プローブの臨床試験が、企業との連携でグロ

ーバルに進展し、実用化のめどが立った。タウ PET 画像を AI 解

析し、認知症の自動診断・鑑別を可能にするシステムを構築した。

（Matsuoka et al., Mov. Disord.,2022、プレス発表）自動診断

化を含め実用化への前進は計画を上回る進展で、多様な認知症関

連疾患の診断における新機軸となる。（評価軸①②、モニタリング

指標①②） 

○ 量子イメージング創薬アライアンス・脳とこころで世界でもほと

んど類を見ない複数企業との産学連携により開発した新規PETプ

ローブにより、多系統萎縮症患者の α シヌクレイン病変を高い

コントラストで可視化することに初めて成功した。（Endo et al., 

Mov. Disord., 2022、プレス発表）また、創薬への貢献が見込ま

れることから、製薬企業との連携による治療薬の臨床試験への活

用が決まった。パーキンソン病、レビー小体型認知症患者におい

ても、α シヌクレイン病変を PET で画像化しうる所見が得られ

始めた。このような産学連携で難易度の高い α シヌクレイン病

変画像化の成功は診断や治療薬開発のブレイクスルーとなる。

（評価軸①②③、評価指標①、モニタリング指標①②） 

○ 人工受容体 DREADD の独自開発リガンドにより、霊長類モデル動

物を対象に化学遺伝学的に認知・情動機能ネットワークを精緻に

操作する技術を向上させ、神経回路間の相互作用を可視化するイ

メージング手法の確立につなげた。これにより記憶ネットワーク

障害と症状出現との関係が明らかになった。更にてんかんモデル

サルで化学遺伝学を利用したオンデマンド治療を初めて可能に

した。（Miyakawa et al., Nat. Commun., 2022、プレス発表）本

成果は、認知症・うつ病などの精神・神経疾患の症状の原因とな

る回路障害の理解や治療法開発を可能にすることを示した。（評

価軸①、モニタリング指標①） 

○ 全身情報と認知・情動機能に関する大型外部資金（ムーンショッ

ト目標９：逆境の中でも前向きに生きられる社会の実現プロジェ

クト）獲得に成功した。高齢化社会・ストレス社会で「よりよく」

生きることを脳科学の観点から支援する研究開発の基盤が強化

された。（評価軸①③、評価指標①、モニタリング指標①） 

○ TSPO 標的新規薬剤（18F-FEDAC）PET/CT の腫瘍イメージング評価

目的の臨床第Ⅱ相試験（特定臨床研究）を継続し、臨床有用性を

評価した。また、18F-FEDAC PET/CT による肝腫瘍イメージングに

成功した。これらは今後更に症例を積み重ね臨床応用性を検討す

るための基盤となった。さらに、神経変性疾患の評価を目的とし

評定：Ｓ 

【評定の根拠】 

以下のとおり年度計画を上回る特に顕著な成果を創

出したことからＳ評定と評価する。 

 

・タウ PET プローブの臨床試験や、タウ PET 画像に基

づく自動診断化は年度計画を上回る展開であると共

に、実用化を見据えた顕著な進展で、多様な認知症関連

疾患の診断における新機軸となる。（評価軸①②） 

・世界でもほとんど類を見ない複数企業との同時連携

で、難易度の高いαシヌクレイン病変の画像化に成功

したことは年度計画を上回る目覚ましい成果で、認知

症や関連疾患の診断や治療薬開発におけるブレイクス

ルーとなった。既に治療薬の臨床試験での活用も決ま

っており、創薬への貢献が見込まれる。（評価軸①②③） 

・人工受容体 DREADD の独自開発リガンドによる化学遺

伝学的研究は、脳内の特定神経回路が果たす機能的役

割の解明に寄与するのみならず、てんかんなどの疾患

のオンデマンド治療を可能にすることを示した。治療

における有用性の基礎的実証は、年度計画を大きく上

回る成果であり、社会的なインパクトも大きい。（評価

軸①） 

・国産放射性治療薬 64Cu-ATSMは社会実装に向けリンク

メッド社を設立、計画を上回る成果であり、また 抗組

織修復因子テネイシン C抗体研究は令和５年度 AMED創

薬ブースターに内定し、次世代治療薬として画期的な

成果である。（評価軸①②③）  

・抗ポドプラニン抗体研究は令和４年度～令和６年度

AMED 革新がんにより国内初のアルファ線抗体治療薬非

臨床試験を開始し、またアルファ線小分子治療薬 211At-

MABG は医師主導治験を福島県立医科大学にて開始、国

産化に向け進展し、更に入手困難な 225Ac 製造の大規模

化を国内アカデミアで初めて達成し、実用化基盤を整

えた。（評価軸①②） 

・重粒子線がん治療の研究成果として、令和３年度まで

に８疾患について保険収載を達成したことに基づき、

重粒子線治療の優位性に関する情報発信を積極的に行

った。また、J-CROS の活動に加えて、QST 病院重粒子線

治療臨床研究検討会の疾患別班会議の開催など、医療

連携の強化を推進した成果として、治療件数で令和３

評定 Ｓ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的

な特別な成果の創出の期待等が認められるた

め。 

本評価単位については、α シヌクレイン病

変 PET イメージングの臨床評価の加速や、脳

回路異常のオンデマンド治療への化学遺伝学

の応用、複数の放射性薬剤の医師主導治験の

実施やベンチャー設立、国際マッチドペア研

究による重粒子線治療の優位性を示す明確な

臨床的エビデンスの取得などを高く評価し

て、Ｓ評定が妥当であると判断した。 

 

（判断の根拠となる実績） 

・ 量子イメージング創薬アライアンス「脳

とこころ」で産学連携により開発した新

規 PET プローブにより、多系統萎縮症患

者の α シヌクレイン病変を高いコント

ラストで可視化することに初めて成功し

た。霊長類モデル動物を対象にした神経

回路間の相互作用を可視化するイメージ

ング手法により、記憶ネットワーク障害

と症状出現の関連を明らかにした。また、

てんかんモデルサルで化学遺伝学を利用

したオンデマンド治療を初めて可能にし

た。 

・ 放射性薬剤を用いた次世代がん治療研究

においては、これまで開発してきた 64Cu-

ATSM について、第Ⅰ相医師主導治験を終

了した。その成果をもとに設立された創

薬ベンチャー企業「リンクメッド株式会

社」を QST 認定ベンチャーとして認定し

た。国内初のα線治療薬剤 211At-MABG に

ついて、福島県立医科大学と共同で、医
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④論文数 

 

⑤TOP10％論文数 

 

⑥知的財産の創出・確保・活

用の質的量的状況 

 

 

 

 

 

た 18F-FEDAC PET/CT も臨床試験を開始した。18F-FEDAC はがんを

はじめとして神経変性疾患や認知症、気分障害など脳神経疾患を

評価可能な画像技術として臨床応用が期待されており、これに係

る臨床試験を着実に進める成果となった。早期膵癌発見を目指す

新規人工アミノ酸（11C-MeLeu）PET/CT の臨床第Ⅱ相試験も継続

し、また、膵癌イメージングの臨床有用性を検討した。食道癌重

粒子線治療前後のメチオニン PET の臨床有用性についての研究

論文を発表した。（Narushima et al., Sci. Rep., 2022）本成果

は重粒子線治療に関わる腫瘍疾患の予後予測や再発診断を可能

にする核医学画像診断に寄与する成果となった。（評価軸②、モ

ニタリング指標②） 

○ PET プローブ開発に必要な標識中間体 11C-シアン及びフルオロデ

オキシグルコース（18F-EFH）の簡便製造法を確立し、製造ユニッ

トを作成した。この成果は、多種の PET プローブ合成に使用され、

疾患診断研究や創薬に有用なプローブ開発に貢献した（Kikuchi 

et al., Chem. Sci.,2022、Fujinaga et al., Org. Lett., 2022）。

（評価軸①、モニタリング指標①②） 

○ 膜貫通 AMPA 受容体調節性タンパク質 γ-8(TARPγ-8)を画像化で

きる新規 PETプローブ 11C-TARP-2105を開発し、動物脳内TARPγ-

8 を PET で定量する方法を確立した （Yu et al., J Med. 

Chem.,2022、Yamasaki et al., J. Cereb. Blood Flow Metab., 

2023）。また、独自に確立した 18F-フルオロアルキル化標識技術を

利用して、アシルグリセロールリパーゼを標的とする PET プロー

ブ 18F-FEPAD を開発し、動物全身の褐色細胞の画像化に成功し、

インビボで生体におけるエネルギー代謝機能の評価を可能にし

た（Cheng et al., Acta Pharmacol. Sin.,2022、Okamura et al., 

Bioconjug. Chem., 2022）。これらの成果により生体内現象を可

視化できるプローブライブラリを拡充した。（評価軸①、モニタ

リング指標①②） 

○ 臨床で免疫チェックポイント阻害薬の治療効果を PET 画像診断

で予測することに使用できる新規 PET プローブ 11C-MTrp の安定

製造法と分析法を確立し、安全性と被曝線量試験を行った。さら

に、令和４年度末に薬剤審査委員会へ臨床使用の申請を行うこと

で、臨床応用の実現に向けた取り組みに貢献した。（評価軸②、

モニタリング指標②） 

○ 新型高磁場MRIにおいて従来よりも４倍速以上の高速撮像及び複

数の定量画像の撮像に成功した。また正常マウス脳及び脳腫瘍モ

デルで病理画像との重畳化比較により精度と有用性を実証し、

JST 共創の場形成支援プログラムの獲得に寄与した。これらの成

果により、MRI から病理像が推定できる革新技術「病理 MRI」の

実現に貢献した。（評価軸③、評価指標①） 

○ 関西研で開発した３光子レーザーを広視野顕微鏡に実装し、「広

く、深く、高速な」ミクロイメージングを実現した。形態を捉え

る２光子顕微鏡と光検出磁気共鳴用の共焦点顕微鏡を連装し、ナ

ノダイヤを導入することで、脳内の各種細胞における環境計測

（pH、温度など）を可能にした。この成果は、脳病態における細

胞内外環境変化の役割解明を可能にした。（評価軸①③、評価指標

年度比 38％の大幅な増加を達成した。重粒子線治療の

優位性が広く認識されたことを示す成果である。（評価

軸④） 

・米国 Mayo Clinic 及び韓国延世大学と再発直腸癌の

マッチドペア研究を実施し、重粒子線治療の有用性を

示す明確な臨床的エビデンスを取得した。X線に対する

重粒子線治療の優位性を高いレベルで実証した成果で

あり、国内外での重粒子線治療の普及に寄与するもの

である。（評価軸④） 

 

 

【課題と対応】 

・放射性薬剤を用いた診断と治療が融合したセラスノ

スティクスの早期実現が求められている。放射性薬剤

を用いた次世代がん治療研究においては、抗ポドプラ

ニン抗体NZ-16開発では引き続き非臨床試験を進める。
64Cu-ATSM医師主導治験では第Ⅱ相試験の開始に向け引

き続き研究を進める。 

・放射性薬剤の効果を評価するための線量評価技術の

臨床導入が必須である。線量評価研究では、幅広い核種

で臨床に則した線量評価技術の確立を目指し、統合化

要素技術の開発を進める。 

・診断用・治療用核種製造のために、核種の量産化、国

産化は急務である。治療用核種 64Cuや 225Ac 等の標識薬

剤の GMP製造を進め、安定的な製造開発を進める。 

・上記の課題を解決していくために、産学官・学学連携

などの組織間ネットワークが不可欠である。産業界と

の連携の推進、大型予算の獲得を進め、大学・研究機関

等との共同研究、人材の育成、国際協力・技術移転など

の活動も引き続き行う。 

師主導治験を開始した。 

・ 直腸癌術後再発に対する重粒子線治療と

X 線治療の比較では、米国 Mayo Clinic 及

び韓国延世大学それぞれとのマッチドペ

ア研究により、重粒子線治療の優位性を

示す明確な臨床的エビデンスを取得し、

また広報活動などによって国内外での重

粒子線治療の普及に寄与する成果を得

た。 

 

＜今後の課題＞ 

・ 基礎研究と治療をつなげられる組織およ

び人材の育成に留意されたい。 

・ 外部資金のさらなる獲得が期待される。 

・ 開発した技術や治療法が臨床の中心に位

置づけられるよう、社会のニーズにマッ

チしていくことに留意されたい。 

・ 重粒子線治療について、治療の普及とい

う面で保険収載は貴重な活動である一

方、対象の拡大などのさらなる取組が期

待される。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・ 光・量子イメージング技術を用いた疾患

診断研究、放射性薬剤を用いた次世代が

ん治療研究、重粒子線を用いたがん治療

研究、いずれの研究領域においても優れ

た成果を創出している。 

・ 重粒子線がん治療の優位性を示す明確な

臨床的エビデンスを取得したことは、重

粒子線がん治療の普及に向けた重要な貢

献として評価できる。 

・ αシヌクレイン病変の PETイメージング

について、QSTが研究の拠点となり複数企

業との連携により成果を出していく過程

は高く評価できる。 

・ 64Cu-ATSM の第１相臨床試験の完了と放

射性治療薬の創薬ベンチャー企業の創

出、225Ac-NZ-16の開発は顕著な成果と認

められる。 
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①、モニタリング指標①） 

○ 特定の神経細胞を顕微鏡レベルで刺激しながら、脳全体への影響

を PET で捉える新しい脳機能操作法・評価法を開発するため、小

動物 PET と２光子顕微鏡の同時計測が可能な PET 検出器を開発

し、小動物固定具などの最終的な調整作業を完了した。（評価軸

①、モニタリング指標①） 

○ 令和３年度に開発したマルチリング動物PET装置のシンチレータ

部分を高感度素材に変更した検出器開発が完了し、ヒト頭部へ応

用する方策をまとめた。これにより、感度や分解能が更に向上し

た次世代ヘルメット型 PET 装置の実証機開発が可能となった。

（評価軸①②、モニタリング指標①） 

○ マウス脳を１mm 以下の世界最高レベルの空間分解能で画像化す

る PET 装置の開発に成功した（Kang et al., J. Nucl. Med., 

2022）。これまでに可視化が困難であった微小病変や初期病態を

捉えることが可能になり、病態研究や創薬の加速が見込まれる成

果となった。（評価軸①、モニタリング指標①） 

○ 認知症の画像と体液バイオマーカーを相互促進的に開発する学

学連携体制 Multicenter Alliance for Brain Biomarkers（MABB）

を運営し、MABB サイトを 10 施設から 17 施設に拡充した。タウ

PET 画像と相関する血液バイオマーカーの開発に成功した。神経

心理検査や画像・血液検査のプロトコールを標準化し、未病～軽

度認知障害に重点を置いたデータ・サンプル収集を開始した。本

成果により、認知症の次世代創薬・診療ワークフローの実現に寄

与した。（評価軸③、評価指標①） 

○ 脳疾患創薬に資する画像バイオマーカー開発の産学連携体制で

ある量子イメージング創薬アライアンス・脳とこころにおいて、

αシヌクレイン及び TDP43 病変の PET プローブ開発を進めたこ

とに加えて、代謝賦活型グルタミン酸受容体 2/3型の新規プロー

ブ評価を行い、臨床応用の準備を開始した。認知症モデルマウス

では、同プローブにより興奮性シナプス前部の障害を PET で鋭敏

に捉えられることが示され、非臨床の薬剤開発を促進するシナプ

ス評価系が実現した。ヒトでもシナプス障害を鋭敏に捉えるイメ

ージング技術が確立すると見込むことができる成果となった。

（評価軸①③、評価指標①、モニタリング指標①②） 

 

【論文数・TOP10％論文数・知的財産の創出・確保・活用の質的量的状

況（モニタリング指標④～⑥）】 

○ 論文数：Movement Disorders、Neurology を含む 51 報 

○ TOP10％論文数：７件  

○ プレス発表件数：５件 

○ 知的財産：特許出願数 14件、特許登録数２件 

 

【モニタリング指標以外の参考指標状況】 

○ 受賞：10件（ベルツ賞 1等賞、第 19 回日本核医学会研究奨励賞・

最優秀賞、第 36 回塚原仲晃記念賞など） 
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2）放射性薬剤を用いた次世代がん治療研究 

○ 放射線治療後の修復反応で発現誘導されるテネイシンCを認識す

る抗体を 225Ac 標識し治療効果評価を進め、令和５年度 AMED 創薬

ブースターに内定（総額 0.8億円）した。低 pH 標的と薬剤 pHLIP

の詳細な腫瘍内分布解析を論文として公表した（Jin et al., 

Cells, 2022）。２剤併用治療の線量評価は PHITSによる線量分布

シミュレーションを進めた。抗ポドプラニン抗体の非臨床試験に

関しては AMED 革新がんを獲得し、抗体の製造と非臨床試験の詳

細計画の作成を進めた。211At-MABG 研究は福島県立医科大学での

世界初の医師主導治験を令和４年６月より開始した。これは国内

２番目のアルファ線治療薬の治験開始である。さらに、分子標的

薬抵抗性のがん細胞を標的としたアルファ線放出核種標識抗体

を合成し、モデル動物にて、その治療効果と毒性を評価した。こ

れらの成果により、社会的ニーズの高い悪性中皮腫治療など効果

的な治療法がない症例に対する TRT の実用化に大きく貢献した。

（評価軸①②、評価指標①、モニタリング指標①） 

○ 日本発の放射性治療薬の国内初の治験として先行する薬剤 64Cu-

ATSM は第Ⅰ相試験（安全性の検証と投与量の確定を行う試験）の

16 名が終了、第 I 相最終レベル（レベル４）の３例投与が終了

し、症例検討会を開催した。引き続き、第Ⅱ相試験の準備を進め

た。また、創薬ベンチャー企業「リンクメッド株式会社」を令和

４年７月４日に設立し、QSTベンチャーとして認定を受けた。現

状有効な治療法の乏しい再発悪性脳腫瘍の治療法開発に貢献す

る画期的な成果である。また、QST 発ベンチャーを設立したこと

も実用化を加速する著しい成果である。（評価軸①②③、評価指

標①、モニタリング指標①） 

○ 第１期中長期目標期間での臨床 MRI 研究成果を着実に論文化し

た。TRT の評価研究に資する多核種 MRI 技術開発では、MR 感受性

核種の１つである 17O 標識水を用いた眼科領域のファースト・イ

ン・ヒューマン試験を論文化し、日本磁気共鳴医学会大会におい

て、大会長賞最優秀賞受賞の成果を上げた。これらの成果は、超

偏極 MRI の臨床応用に向けた基盤技術開発に貢献するのみなら

ず、従来の造影剤では不可能であった水トレーサーとしての可能

性を示した。（評価軸①②、評価指標①、モニタリング指標①） 

○ ナノ薬剤送達技術の活用について、ナノ粒子による微小血管 MRI

などがん環境の評価技術を用いた病態適用を行い、ヒト患者由来

腫瘍モデルにおいて初めてその微小環境の可視化に成功すると

ともに、日本 DDS 学会で最も権威ある「水島賞」を受賞した。ま

た、反応性造影剤として酸化ストレス量子センサにより、腫瘍増

殖とミトコンドリア機能不全との関係を明らかにし（Bakalova 

et al., Redox. Biol., 2022）、同じ原理に基づく治療法がトッ

プ 10%引用論文となった（Zhelev et al., Cancers, 2022）。これ

らは酸化ストレスとミトコンドリア機能不全を利用した全く新

しいがん治療法開発に道を開く画期的な成果である。（評価軸

①②③、評価指標①、モニタリング指標①） 

○ 加えて、治療効果を予測するコンパニオン造影剤の一つで、腫瘍
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での組織透過性を評価しうる「分子ものさし造影剤」を開発し特

許出願（出願番号 2022-067148）し社会実装への取り組みを進め

た。組織透過性を指標とした全く新しいがん治療薬の開発に道を

開く画期的な成果である。（評価軸①②③、評価指標①、モニタリ

ング指標①） 

○ 小型で高性能な動物実験用 Whole Gamma Imaging(WGI)２号機の

吸収検出器リングの開発が完了した。本成果は第２期中長期目標

期間でのヒトサイズ WGI 開発へとつながり、多発病変・微小転移

がんの診断・治療の実用化に大きく貢献する成果となった。本 WGI

研究は中谷医工計測技術振興財団長期大型助成（５年間３億円）

を獲得した。（評価軸①③、評価指標①、モニタリング指標①） 

○ TRT に係る線量評価手法において、蛍光飛跡検出器内にイメージ

ングされたアルファ線の蛍光トラックの長さから飛程を測定し

エネルギーを同定するアルゴリズムを開発し、基本技術の開発を

完了した。本成果により、TRT における生物学的効果を評価する

ための物理量取得が可能になった。（評価軸①③、評価指標①、モ

ニタリング指標①） 

○ 膵癌の高感度画像診断に利用できる可能性のある 11C 標識メチル

ロイシン及び 11C 標識メチルプロリンのファースト・イン・ヒュ

ーマン試験（健常男性６名）について、各臓器・組織に設定した

３次元 Volume Of Interest（VOI）における静注後約 90 分間の

放射能曲線に基づいて内部被ばく線量を評価した。更に膵癌患者

を対象とした 11C 標識メチルロイシン PET/CT 臨床研究第Ⅱ相試

験を開始し、臨床応用、社会実装にむけて研究開発を進めた。（評

価軸①②③、評価指標①、モニタリング指標①） 

○ 大型サイクロトロンの火災を受けて、製造自動化装置の開発とと

もに小型加速器によるアルファ線源（225Ac）の製造を可能にする

ための照射装置を新設した。また、作業者の被ばく線量低減を念

頭に、放射線管理区域全体の運用を見直すことで、従前の５倍と

なる製造量を見込む技術的・法的な要件を解決した。この結果、

世界的に入手困難な 225Ac の自家製造の大規模化を国内アカデミ

アで初めて可能にし、量研単独で臨床試験を計画できる基盤を整

えた。（評価軸①②③、評価指標①、モニタリング指標①） 

 

【論文数・TOP10％論文数・知的財産の創出・確保・活用の質的量的状

況（モニタリング指標④～⑥）】 

○ 論文数：55 報 

○ TOP10%論文数：１報 

○ プレス発表・プレス報道件数：１件、マスコミ発表件数：６件 

○ 知的財産：特許登録数３件、特許出願数７件、商標出願数２件 

 

【モニタリング指標以外の参考指標状況】 

○ 受賞件数：５件（日本磁気共鳴医学会 Most Valuable Reviewer 

Award、日本医学放射線学会 JCR フェロー、日本 DDS 学会第 15

回日本DDS学会水島賞、第123回日本医学物理学会学術大会ICRPT

賞、量研理事長賞） 
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3）重粒子線を用いたがん治療研究 

○ J-CROS の活動を主導するとともに、千葉大学・群馬大学と連携

し、各先進医療 Bの臨床試験を遂行した。令和４年度に保険収載

が見送られた疾患について、JASTRO における先進医療 A の適応

症例の見直し作業を進めるとともに、J-CROS 疾患別分科会で、次

回診療報酬改定に向けた対応について方針を定め作業を開始し

た。これらの活動を通し、次回診療報酬改定における重粒子線が

ん治療の保険適用拡大に向けた基盤を構築した。また、令和３年

度までに８疾患について保険収載を達成したという保険適応の

拡大を機に、重粒子線治療の優位性に関する情報発信を目的とし

て講演会、取材対応等広報活動を積極的に行った。加えて、QST病

院重粒子線治療臨床研究検討会の疾患別班会議を開催するなど、

近隣医療機関との連携強化に努めた結果、１月時点の治療件数で

昨年度比 37％の大幅な患者数の増加が得られた。このような成果

は重粒子線治療の優位性が広く認識されたことを示した。（評価

軸①④、評価指標①、モニタリング指標①③） 

○ 多施設共同臨床試験のための品質管理に関するデータとして、治

療計画 CT キャリブレーションの施設間比較データを国内重粒子

線７施設すべてで収集し、監査結果をまとめた。米国 Mayo Clinic

とのマッチドペア研究は、仙骨脊索腫に続いて直腸癌に関する成

果を取得した。韓国延世大学と直腸癌術後再発に対する重粒子線

治療と X線治療の比較解析で、重粒子線治療は予後・障害ともに

良好であることが示され、論文発表を行った。（Chung et al. Sci. 

Rep., 2022）。これらの研究成果により重粒子線治療の優位性を

示すエビデンスを明確化した。（評価軸④、モニタリング指標③） 

○ 消化管高度近接例に対する重粒子線治療後のフォローアップに

関する研究について、臨床試験を開始して症例集積を継続した。

また QST 病院班会議や J-CROS 分科会、諸学会での口頭発表を通

じて外科内科領域医師への試験内容の提示を実施した。これらの

取り組みによって、保険収載を目指した症例集積の拡大に貢献し

た。（評価軸④、モニタリング指標③） 

○ 回転ガントリーを用いた重粒子線治療について、臨床的有用性の

検証を継続するとともに臨床応用を推進する研究開発を実施し

臨床試験の実現に貢献した。回転ガントリーを用いた重粒子線治

療高度化として、炭素イオン線の第 I 相線エネルギー付与（LET）

増加試験を頭頸部癌において開始し、11例が治療された。膵癌に

おいてもLET最適化を行う炭素イオン線の線量増加試験が開始さ

れ、７例が登録、６例が治療された。 

○ 超伝導シンクロトロンの詳細設計を通じ機器レイアウトを決定

するとともに、超伝導電磁石等の構成装置に対する詳細設計を実

施した。また、マルチイオン源のビーム試験を通じて、所期のマ

ルチイオンビームの特性が得られることを実証するとともに、多

価イオンビーム電流の増強に向けて改良を実施することにより、

重粒子線治療装置の画期的小型化を図る量子メスの実現に大き

く貢献した。 

○ 低酸素効果を考慮したマルチイオン治療の臨床モデルを開発し、
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これを用いた in-silico 研究を実施した。また、マルチイオン治

療の QA プロトコールを開発するとともに、治療の安全性と有効

性の最終検証に向けて、治療室における動物実験を実施し、臨床

試験の実現に貢献した。 

○ ファントム実験及び動物実験による開放型PETの原理検証が完了

し、これを基に今後の臨床研究に向けた基本計画を策定した。 

○ 前立腺がん重粒子線治療の標準化について、海外の動向も参考に

準備した中リスク症例を対象とした４回照射法の第Ⅱ相の試験

について IRB の承認を取得した。また、国際的人材育成として、

令和４年度は重粒子線治療研修のため韓国からの医師・看護師・

放射線技師の研修、中国、台湾から医師の研究を受け入れた。さ

らに、米国の Mayo clinicと定期的にリモートカンファレンスを

開始するなど連携を強化し、海外への普及に資する取り組みを推

進した。 

○ 膵臓がんの日本人を対象とするランダマイズ比較試験について、

日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）放射線治療グループ会議で検

討を重ね、新たな技術を用いた重粒子線線量増加試験を先行実施

することを決め、順調に開始させた。これにより、従来よりも局

所制御効果を高めた重粒子線治療によるランダマイズ試験を可

能とした。また、更なる高度化照射法であるマルチイオン照射法

については厚労省と事前相談を行い、保険収載を前提とした試験

計画の検討を開始し、マルチイオン臨床試験の実現に向けて、そ

の基盤を構築した。（評価軸④、モニタリング指標③） 

○ マルチイオン照射効果を明らかにした細胞実験及び動物実験の

成果を論文化し、一部を令和４年度に投稿した。生物効果の磁場

等による影響については計画通りに動物実験を完了し成果の取

りまとめを実施した。 

○ 肝臓癌と子宮頸癌について、民間企業と千葉大学の協力のもと、

免疫チェックポイント阻害薬併用の医師主導治験を実施し、子宮

頸癌については終了となるため、登録した症例の初期安全性につ

いて令和４年度に論文化し投稿した。肝臓癌は試験継続により、

現在 15 例が登録され、予定数の登録は完了した。 

○ マルチイオン照射に向けた LET 依存性については、既存臨床デー

タを用いて、重粒子線治療後の晩期骨障害と LET の関連を解析

し、晩期骨障害と LETそのものは関連しないことを明らかにし、

年度計画は達成した（Mori et al., Radiat. Oncol., 2022） 

○ 一方、以前解明した線量平均 LET値と腫瘍制御が相関するという

事実を元に、頭頸部腫瘍に対する炭素線による LET 最適化の臨床

試験並びに膵臓癌に対するLET最適化を加えた線量増加試験を開

始した。骨軟部腫瘍に対するマルチイオン照射を用いた LET 最適

化に向けたフィージビリティ試験の計画書が IRBで承認され、症

例登録準備を進めた。頭頸部腫瘍についてもシミュレーション研

究を開始し、年度計画は達成した。これらの成果は、従来適応外

であった高度進行肝臓癌への治療を始め、より高い局所効果が必

要な患者の治療も可能となり、重粒子線治療の適応拡大に貢献し

た。（評価軸③④、評価指標①、モニタリング指標③） 

○ メディカルデータバンク事業について、これまで量子生命・医学
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部門に限定していた研究代表者を他の部門、外部機関まで拡大

し、新たな利用希望者の研究体制の整備と計画書の立案の支援を

行った。また、治療前に加え、治療中・後の血液試料の採取・保

管・提供を行う体制も整え、それら試料を解析する研究へ試料提

供も行った。さらに、国立がん研究センターとの共同研究体制構

築も進め、バンク化した臨床試料の利用拡大や有効活用を促進し

た。（評価軸③、評価指標①） 

 

【論文数・TOP10％論文数・知的財産の創出・確保・活用の質的量的状

況（モニタリング指標④～⑥）】 

○ 論文数：61 件 

○ TOP10％論文数：４件 

○ プレス発表件数：９件 

○ 知的財産：特許出願数 57件、特許登録数 28件 

 

【前年度主務大臣評価にお

ける指摘事項等への対応状

況】 

 

・大型サイクロトロン停止と

なった火災の対策、原因究明

と研究成果への影響最小化

が課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

・産学連携量子イメージン

グアライアンス「脳とここ

ろ」と、国内研究機関の多

施設連携アライアンス

「MABB」の成果を相互に活

用できる体制が求められ

る。 

 

 

 

・重粒子治療の患者増への対

応が課題であり、モニタリン

グが必要である。 

 

 

 

 

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

 

 

 

○ 火災の原因については消防署と協力して原因究明に引き続き努

めているところである。火災原因としては小動物の侵入又はそれ

以外の原因による絶縁不良の可能性が高く、大電力を使用する類

似機器の緊急点検を行い、侵入防止が不十分な箇所等について対

策を行った。小型サイクロトロンは早期の復旧が見込まれている

ため、研究成果への影響最小化として小型サイクロトロンの積極

的な利活用を行う。具体的には、大型サイクロトロンで製造を行

っていた核種のうち、小型サイクロトロンで製造が可能な核種
225Ac、64Cu などは小型サイクロトロンで代替製造を行い、研究の

早期復旧、継続を進めている。 

 

○ 第２期中長期計画に向けて、脳疾患診断・治療薬開発の高次ネッ

トワークとしての産学・学学連合の設立を準備している。これに

より中枢疾患創薬の初期から実用化までの全ステージを、バイオ

マーカー開発と一体化して促進することを目指す。具体的には、

国内バイオバンクとの連携により、初期から治験実施に至る創薬

の全ステージをカバーする。「脳とこころ」アライアンスはこれ

まで画像バイオマーカー開発に注力してきたが、MABB との融合

により画像・体液バイオマーカーの相互促進的開発を、アカデミ

アと企業のニーズに合わせて推進する体制を構築する。 

 

○ 患者増に加え、治療の高度化、新型コロナウイルス感染症対応に

よる業務量の増大への対応として、人員の確保とスタッフのモチ

ベーションアップのため現場へのインセンティブの強化等を行

った。また、計画中の前立腺癌中リスク症例の４回照射法第Ⅱ相

臨床試験など短期小分割化の推進や治療計画装置の更新等によ

る業務効率の向上を図った。引き続き、医療制度別、疾患別の患

者数の推移をこまめにモニターし、病院会議等で共有して、各部
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・実用化を進めるためにも、

外部資金のさらなる獲得が

期待される。 

 

署の業務調整に活用する。 

 

○ 先進核医学基盤研究部は現在まで研究基盤組織として、量研内外

の研究に貢献し、科研費を中心に多件数獲得してきた。研究分担

者としても多くの外部資金（AMEDムーンショット、革新がん、次

世代がん、学術研究支援基盤形成）の獲得に参画している。 

 

【研究開発に対する外部評

価結果、意見等】 

 

【研究開発に対する外部評価結果、意見等】 

 

 光・量子イメージング技術を用いた疾患診断研究については、ミクロ

レベルからマクロレベルまで、動物から臨床まで一気通貫した研究開

発体制を基に、特に産学連携・学学連携で中心的な役割を果たしてい

る。タウ PETプローブによる臨床試験、αシヌクレイン病変の画像化、

DREDD リガンドの開発等、認知症やがんに対する新たなイメージング技

術の開発とその臨床応用で優れた実績、重要性が高い研究成果を生み

出し、年度計画を上回る特に顕著な成果を創出している。 

 

 放射性薬剤を用いた次世代がん治療研究については、部門間・拠点間

の連携協力プロジェクトが実施されている。産学連携・共同研究による

人材育成等にも積極的に取り組むなど、研究開発マネジメントが適切

に行われている。国内初のα線抗体治療薬の非臨床研究の開始や日本

発の放射性治療薬の治験実施など、年度計画を上回る成果を創出して

いる。次年度への計画は新規 PET/CT のⅡ相試験を始め、放射性薬剤の

新規開発や臨床利用治験等、これまでの実績を基盤とした研究企画と

なっている。 

 

 重粒子線を用いたがん治療研究については、韓国・米国等の海外施設

との治療成績の比較検討により重粒子線治療の優位性を示した。疾患

別検討会における検討等を含め、重粒子線治療の一層の普及に貢献し

ている。保険収載の拡大は大きな成果だが、限定的であり、肺がん等の

罹患患者数の多い疾患への適応拡大を目指して頂きたい。重粒子線治

療を外科的治療に置き換わる有益な治療法として、非進行膵がんや早

期肺がん等の多くの充実性臓器悪性腫瘍に対する治療法として保険収

載されることを期待する。 

 

  

 

４．その他参考情報 

決算額が予算額を上回った理由は、受託や共同研究及び自己収入等の収入の増額によるものであり、これらの資金を有効に活用することで、着実な成果の創出がなされたと認められる。 
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２－１－４－１ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ｎｏ．４ 放射線影響・被ばく医療研究 

関連する政策・施策 ＜文部科学省＞ 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題への対応 

施策目標９－１ 未来社会を見据えた先端基盤技術の強化 

施策目標９－２ 健康・医療・ライフサイエンスに関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第 16条 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

令和５年度行政事業レビュー番号 

＜文部科学省＞ 0271 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報 

 基準値等 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

論文数 
－ 86 報  

(86報) 

54 報  

(54報) 

92 報 

（92 報） 

82 報 

(82報) 

89 報 

（89 報） 

111報 

（111 報） 

76 報 

（76 報） 

TOP10％論文数 
－ ３報  

(３報) 
２報  

(２報) 
３報 

（３報） 
３報 

(３報) 
２報 

（２報） 
５報 

（５報） 
５報 

（５報） 

知的財産の創出・確保・活用の質的量的状況 
－ 出願０件 

登録４件 
出願２件 
登録１件 

出願２件 
登録０件 

出願３件 
登録０件 

出願４件 
登録０件 

出願２件 
登録２件 

出願０件 
登録０件 

（※）括弧内は他の評価単位計上分と重複するものを含んだ論文数（参考値）。 

 
 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

予算額（千円） 1,765,603 1,709,333 1,500,069 1,506,934 1,238,027 1,201,039 1,184,958 

決算額（千円） 1,860,130 2,066,622 1,899,445 2,041,428 2,225,826 1,743,643 1,480,046 

経常費用（千円） 2,314,847 2,123,168 2,080,486 1,997,029 1,980,037 1,880,809 1,477,863 

経常利益（千円） 28,624 10,311 △53,357 △57,457 △33,636 △9,534 △28,650 

行政コスト（千円） ― ― ― 2,691,402 2,168,616 2,023,548 1,618,038 

行政サービス実施コスト（千円） 2,459,761 2,239,644 2,089,953 ― ― ― ― 

従事人員数 60 79 83 75 74 74 66 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価軸（評価の視点）、 

指標等 

法人の業務実績等・自己評価 
主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

【評価軸】 

①放射線影響研究の成果が

国際的に高い水準を達成し、

公表されているか。 

 

 

【評価指標】 

①国際水準に照らした放射

線影響研究成果の創出状況 

 

 

【モニタリング指標】 

①論文数 

 

②TOP10％論文数 

 

③知的財産の創出・確保・活

用の質的量的状況 

 

 

Ⅰ.1.(4) 放射線影響・被ばく医療研究 

1）放射線影響研究 

○ 被ばく時年齢と線質については、寿命短縮及び髄芽腫の解析を進

め、肺がん誘発の生物学的効果比が 13keV/mm炭素線で雄 1.1、雌

2.6、２MeV 中性子線で雌雄とも 4.7 前後と国際放射線防護委員

会（ICRP）リスクモデルより小さいことを提示した論文が７月採

択された（Suzuki et al., Radiat. Res., 2022）。乳がんでは系

統による遺伝要因の影響が相乗に近いリスクモデルで説明され

ることを提示して５月に公表したほか（Nishimura et al., 

Anticancer Res., 2022）、疫学と動物実験に共通するリスクモデ

ルとして「思春期にピークを持つ被ばく時年齢依存性、単調な到

達年齢依存性、直線的な線量依存性」が支持されること、生活習

慣の修飾効果の記述には従来の絶対リスク・相対リスク以外の形

式を許容したリスクモデルが適切であることを提示する論文を

発表し（Imaoka et al., J. Radiat. Res., 2023）、ICRP 関連会

合でも紹介した（９月）。（評価軸①、評価指標①） 

○ 放射線発がん影響の修飾については、母世代の高脂肪摂取による

リスク修飾が見られた子世代の病理解析を完了し、再生不良性貧

血及び胸腺リンパ腫により早期死亡が増加していることを明ら

かにした。生活リズム変化の修飾効果について長期的リスクを観

察し、照射による寿命短縮影響の悪化は見られないという結果を

得た。社会心理ストレスの修飾効果については、急性影響を促進

する効果があることを７月に公表したほか（Nakajima et al., J. 

Radiat. Res., 2022）、寿命への長期影響の解析を完了し、リス

クの顕著な修飾効果はないという結果を得た。（評価軸①、評価

指標①） 

○ これらは、異なる人種間の放射線リスクの転換法、重粒子線治療

や宇宙放射線の影響推定等に資する顕著な成果であり、ICRP関連

会合等での情報提供を通して、放射線加重係数や個人差の取扱い

の国際的検討に貢献した。 

○ 次世代ゲノム・エピゲノム技術等により各腫瘍の解析を進め、B

リンパ腫において放射線特異的なゲノム欠失変異が見られるこ

とを世界で初めて示し、論文を８月に発表した（Tachibana et 

al., Carcinogenesis, 2022）。この欠失変異を被ばくに起因する

がんを識別する分子指標として利用することで、国際機関が用い

る被ばくリスク評価法の不確かさの低減への貢献が期待される。

細胞増殖に関連する変異が、カロリー制限下のマウスに発生した

T リンパ腫で減少していることを明らかにし、論文を１月に発表

し、発がん機序解明のための情報提供に貢献した（Nakayama et 

al., PLoS One, 2023）。（評価軸①、評価指標①） 

評定：Ａ 

【評定の根拠】 

以下のとおり年度計画を上回る顕著な成果を創出し

たことから A 評定と評価する。 

 

・放射線リスクに関する動物実験によって、生物学的効

果比といった数値の提示に加え、乳がんの年齢依存性

や生活習慣の修飾効果を記述する数学的リスクモデル

など、疫学に共通するリスクモデルを提示することが

でき、放射線防護に資する成果として国際組織の関連

会合で発表した。（評価軸①、評価指標①） 

・宇宙放射線から重粒子成分をそぎ落とす遮蔽法を発

案し、被ばくリスクを半減できることを示したほか、宇

宙放射線の性質に特化した新しい線量評価指標の必要

性を提示した。（評価軸①、評価指標①） 

・医療従事者の眼の水晶体被ばく線量を測定するため

の線量計ホルダの開発での特許を取得したほか、イン

ターベンショナルラジオロジー（IVR）に従事する医師

らに直接声掛けをして個人線量計と個人保護具の装着

率を上げる方策を講じた。（評価軸①、評価指標①）  

・平面型カテキンが有する新規生物活性の解明、ヒスト

ン脱アセチル化酵素複合体の新規候補分子が障害を受

けたゲノムを修復する新たな仕組みを明らかにした成

果の公表等、放射線防護剤開発に資する知見を得た。

（評価軸①、評価指標①） 

・iPS 細胞における変異研究を発展させたテーマが、

AMED ムーンショット目標７に採択された。（評価軸①、

評価指標①） 

・アクチニド核種の体内除染剤（Ca/Zn-DTPA）の投与に

よる治療効果を評価するための体内動態モデルを開発

し、原子力機構大洗研究所の Pu 内部被ばく事例で得ら

れたバイオアッセイデータに適用した結果を公表した

（評価軸①）。バイオアッセイに関する国際相互試験

（PROCORAD-2022）において、尿中 Pu-DTPA の分析でト

ップラボラトリーに選定され、量研及び日本の線量評

価技術水準の高さを証明した。（評価軸①、評価指標①） 

・血清を用いたアクチニド核種の体内除染割合評価法

を開発し、内部被ばくスクリーニング法の精緻化に貢

献する成果を得た。（評価軸①、評価指標①） 

 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

■文部科学大臣が所掌する事項に関する評価 

（判断の根拠となる実績） 

・ 宇宙放射線被ばくにおいて線量寄与の大

きい重粒子成分を低減させる遮蔽法を発

案し、被ばくリスクを半減できることを

初めて定量的に示したほか、宇宙放射線

の性質に特化した新しい線量評価指標の

必要性を提示した。また、ICRP 等の放射

線防護、規制の国際的な検討に貢献した。 

・ 放射線リスクに関する動物実験によっ

て、生物学的効果比といった数値の提示

に加え、乳がんの年齢依存性や生活習慣

の修飾効果を記述する数学的なモデルな

ど、疫学に共通するリスクモデルを提示

し、ICRP 等の放射線防護、規制の国際的

な検討に貢献した。 

・ 平面型カテキンが有するがん細胞障害作

用の発見、ヒストン脱アセチル化酵素複

合体の新規候補分子が障害を受けたゲノ

ムを修復する新たな仕組みの解明等、放

射線防護剤開発に資する知見を得た。 

・ バイオアッセイに関する国際相互試験

（PROCORAD-2022）において、尿中プルト

ニウムの分析でトップラボラトリーに選

定され、QSTならびに日本の線量評価技術

水準の高さを証明した。 

 

＜今後の課題＞ 

・ 人材の育成と確保の推進や AI 等のさら

なる活用に期待する。 
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○ 幹細胞を評価する実験を行い、ラット乳腺幹細胞の動態が照射終

了後であっても数週間にわたって変化し続けることを解明した

ほか、胸腺の幹細胞を含む未分化な細胞集団の動態に対する放射

線の影響が年齢によって異なり、T リンパ腫のリスクの被ばく時

年齢依存性を説明することを示した論文を発表した（Sunaoshi 

et al., Biology, 2022）。（評価軸①、評価指標①） 

○ 遺伝子改変動物を用いた発がん実験で、Brca1 遺伝子に日本人集

団で最も多いとされる L63X 変異をゲノム編集技術で導入したラ

ットが放射線誘発乳がんに感受性を示す結果を８月に発表した

（Nakamura et al., Cancer Sci., 2022、プレス発表）。さらに、

同ラットの腎がん及び中皮腫感受性に関する共同研究成果も発

表し（Kong et al., Redox Biol., 2022及び Luo et al., Cancer 

Sci., 2023）、Top10%論文になるなど計画を上回る成果となった。

ヒトに近い遺伝子変異を持つ同ラットモデルを用いることで、遺

伝性乳がんの仕組みの解明、予防法の開発につながることが期待

される。がん起源細胞の系譜解析実験については、乳腺内腔細胞

のクローン性増殖が50mGyという低線量の被ばくで抑制されるこ

とを示し、低線量放射線の影響機序解明のための情報提供に貢献

した。（評価軸①、評価指標①） 

○ これらの成果のうち、年齢や遺伝要因による個人差に関する情報

を ICRP タスクグループ 111 へ提供し、放射線防護における個人

差の取り入れの検討に貢献した。 

○ 環境放射線の計測技術開発及び調査については、宇宙放射線被ば

くにおいて線量寄与の大きい重粒子成分を低減させる遮蔽法を

発案し、被ばくリスクを半減できることを初めて定量的に示した

ほか、宇宙環境で用いる線量評価の指標の違いによって重粒子成

分の線量寄与に３倍の差異が生じることを８月に発表した

（Naito and Kodaira, Sci. Rep., 2022）。これは、深宇宙探査

で用いる宇宙船の遮蔽機能の実装に資する成果であるほか、宇宙

放射線の性質に特化した新しい線量評価指標の必要性を示すこ

とに貢献した。（評価軸①、評価指標①） 

○ 線量計測に用いる蛍光飛跡検出器の素子間の感度の違いを着色

度合いから補正する方法の開発により、アルファ線トラックの蛍

光強度のバラつきを補正前の 1/6 以下に抑えることに成功した

（Kusumoto et al. Radiat. Meas., 2023）。これは、素子の選別

が不要かつ信頼性の高い線量評価の実現に貢献する。月惑星の地

表層に含まれる水資源を探索するため、中性子検出器（リチウム

ガラスシンチレータと波形弁別プラスチックシンチレータの組

合せ）の要素技術を開発した。（評価軸①、評価指標①） 

○ 職業被ばくではこれまで調査対象となることが少なかった看護

師の被ばくを調査し、被ばくの理由が医師のそれとは傾向が異な

り、被ばくの自覚なく X 線管球に近づき年間３～５mSv の高い水

晶体等価線量となる事例が多いことを見いだした。医療従事者の

手指の被ばく線量について、診療手技ごとに正確な線量を決定す

るため、小型ガラス線量計素子の応答を国際規格 ISO4037-3 に準

拠して妥当な個人線量当量を与える技術開発を完了した

（Kowatari et al., Radiat. Prot. Dosim., 2022）。これらは、

 

【課題と対応】 

・低線量研究等の社会的使命と、ICRP 等の国際放射線

防護規準策定のためのニーズを負った本分野の未来を

支えるため、第２期中長期目標期間を担うべき指導的

人材や若手の抜擢が急務である。 

・第２期中長期目標期間の放射線影響研究では、これま

での成果を発展させ、老化・炎症の観点の取り入れや人

への外挿、多様な計測技術の開発と国民の被ばく線量

収集技術の実装、ICRP が進める防護体系改訂への貢献

と専門人材の育成を図っていく。 

・第２期中長期目標期間の被ばく医療研究では、これま

での基礎的研究の成果の社会実装に向けて、線量評価

手法の高度化、局所放射線障害の治療に向けた橋渡し

研究、標準的被ばく医療法の策定に向けた調査研究を

実施しつつ、その中で専門人材の育成を図っていく。 

 

・ 積み重ねの中から大きな成果が生まれる

ため、継続的な研究の推進を期待する。 

・ 成果を社会に訴え、国民の放射線に対す

るリテラシーを高めるための、さらなる

努力に期待する。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・ バイオアッセイに関する国際相互試験

PROCORAD-2022 において尿中 Pu-DTPA の

分析でトップラボラトリーに選定された

ことは、成果が客観的に認められたもの

として評価できる。 

・ 宇宙放射線による被ばくリスクを半減で

きる遮蔽法の発案や新たな放射線防護剤

の開発に資する成果など、地道な基礎研

究を着実に積み上げている。 

・ 生体内に備わる被ばくのリスク低減効果

の科学的な解明は進めるべき課題であ

り、継続的な研究の推進を期待する。 

・ 社会的意義が極めて大きい放射線影響研

究と被ばく医療研究は我が国において

QSTが担う責務であり、着実に進めている

ことを高く評価する。 

 

 
■原子力規制委員会が所掌する事項に関する

評価 
原子力規制委員会国立研究開発法人審議会に
おいて以下の意見が示されており、顕著な成

果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認
められると評価した。 
 

＜評価すべき実績＞ 
・ 放射線影響研究において、年齢依存性や

生活習慣による放射線がんリスクの修飾

効果を記述する数学的モデルの提示、放
射線特異的なゲノム欠失変異や遺伝子の
特定の変異が放射線誘発乳がんに感受性

を示すことの発見等顕著な成果を上げ
た。QST の若手・中堅の研究者が、ICRP 
関連会合に積極的に参画して、これらの

成果について情報提供を行ったことも、
特筆すべき貢献である。また、宇宙放射線
の重粒子成分を低減化する遮蔽法を発案

し、将来の深宇宙有人探索の向上に貢献
するための基盤を構築したことは、顕著
な成果を上げていると評価する。 

・ 被ばく医療研究において、アクチニドバ
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職業被ばく線量の低減化のための情報提供に貢献した。（評価軸

①、評価指標①） 

○ 自然放射線物質による被ばくについては、飲用水のラドン濃度モ

ニタリングの簡便な手法を発案し、簡便・安価・高効率に水中ラ

ドン濃度計測を可能にした。また、大気中放射性物質の吸入被ば

く模擬環境場の設計を流体シミュレーションにより検討し、８月

に成果を発表した（Iwaoka et al., Radiat. Environ. Med., 

2022）。これらは、環境放射線による被ばく線量の評価や低減化に

貢献する。（評価軸①、評価指標①） 

○ 血管造影などの透視装置による患者被ばく線量の評価や記録の

ため、Webシステム”RADIREC”の開発を開始し、一般ユーザーへ

の公開に向けた準備を進めた。医療被ばく線量のデータ収集技術

については、放射線治療時の低線量被ばくによる二次がんの仕組

みを理解するために、重粒子線治療患者の全身被ばく線量分布を

高精度に評価するシステム”RT-PHITS for CIRT”を開発した（原

子力機構との共同研究、８月プレス発表; Furuta et al., Phys. 

Med. Biol., 2022）。地域医療情報連携ネットワークを活用し、

医療被ばく情報を収集する仕組みの構築に着手した。これらは、

血管造影や透視撮影、一般撮影等における患者被ばく線量の高精

度評価に貢献する。（評価軸①、評価指標①） 

○ 電離放射線障害防止規則改正に対応した水晶体被ばく低減法に

ついては、医療従事者の眼の水晶体被ばく線量を測定するため

に、蛍光ガラス線量計を鉛防護眼鏡に取り付けるためのクリップ

を開発し特許を取得した（特許第 7120569 号、８月取得）。IVR術

前ブリーフィングの時間を設け、医師らに直接声かけをして個人

線量計と個人保護具の装着を促すと、装着率はほぼ 100％に達し、

個人線量は一時的に上昇することを明らかにした（Matsuzaki et 

al., Int. J. Environ. Res. Public Health, 2022）。頭部コン

ピュータ断層撮影（頭部 CT）時に患者の顔面に向けて入射する放

射線の量を低減する方式を用いると、効果的に患者の水晶体線量

が低減できることを明らかにした（Nagamoto et al., Radiat. 

Prot. Dosim., 2022）。頭部 CT 撮影中に患者介助者が手背に受け

る被ばく線量を測定し、頭部固定作業１回につきおよそ１mSv に

及ぶことを明らかにした（Nagamoto et al., Radiat. Prot. 

Dosim., 2022）。これらは、医療に関係する放射線被ばくの低減

に貢献する成果である。（評価軸①、評価指標①） 

○ 放射線リスク・防護研究基盤については、運営委員会（８月、12

月）にて重点研究課題に関する検討と取りまとめが完了し、これ

らを記載した報告書をまとめたほか、低線量研究のレビュー論文

が１月に採択された（Suzuki, Imaoka et al., J. Radiat. Res., 

2023; Suzuki, Imaoka et al., J. Radiat. Res., 2023［２報］）。

国際ミニワークショップを 10 月に開催して活動を公表したほ

か、米国 International Dose Effect Alliance の会合で活動を

報告した（11月）。経済協力開発機構／原子力機関（OECD/NEA）

に協力して放射線による有害転帰経路に関する国際共著論文を

９月に発表した（Burtt et al., Int. J. Radiat. Biol., 2022）。

また、動物実験アーカイブについては登録と運用を行い、アーカ

イオアッセイ手法の迅速化による大幅な

前処理時間の短縮と、超高感度 ICP 質量
分析法による高精度化は、高度専門機関
として特徴ある研究であると高く評価で

きる。バイオアッセイに関する国際相互
試験において、尿中 Pu-DTPA の分析でト
ップラボラトリーに選定される等、その

水準について国際的にも高く評価されて
いる。また、平面カテキンのがん細胞傷害
作用の発見等成果を上げている。 

 
＜今後の課題・改善事項等＞ 
・ 今後は、基礎研究の成果をヒトにおける

放射線防護策及び被ばく医療へどのよう
に橋渡ししていくのかが課題であり、QST 
には、今後も各方面と連携をしながら、こ

の分野をリードしていくことが期待され
る。 

・ 研究成果を個別に内容確認すれば、「顕著

な成果」と「国際的に高い水準を達成し、
講評されている」と判断する事が可能で
あるものの、一目で判断出来るような提

示の工夫が必要と考える。Top 10％論文
数に着目した場合、数が２〜５報と多く
ないが、それを以て成果が不十分である

ということにはならない。指標の位置づ
けと示し方について考慮が必要ではない
か。 

・ 宇宙放射線被ばく低減材の開発について
は、軽量化等も考慮した宇宙船材料とし
ての実装化につながる取組に期待する。

バイオアッセイ手法に関する成果は基幹
高度被ばく医療支援センターの能力を向
上するものとなることを期待する。 
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イブ共同利用の拠点の構築については運用規則の制定を行った。

これらは、放射線影響や防護に関する課題解決のための活動を推

進するためのオールジャパン体制の構築に貢献する。（評価軸①、

評価指標①） 

○ 生活圏評価に係るパラメータ設定のためのデータ取得に関する

原子力発電環境整備機構との共同研究最終年の課題を順調に進

めた。陸域土壌中の放射性核種の挙動解明に安定元素の挙動を適

用して研究を進め、得られた成果の学会発表に加え、開発した脱

離分配係数（Kd）分析法の手順書を作成した。これらは、放射性

廃棄物による我が国の長期被ばく線量評価に貢献する。（評価軸

①、評価指標①） 

 

【論文数・TOP10％論文数・知的財産の創出・確保・活用の質的量的状

況（モニタリング指標①～③）】 

○ 論文数：49 報 

○ TOP10%論文数：４報 

【モニタリング指標以外の参考指標状況】 

○ ICRP 関連会合において９件の発表によって情報を提供した。 

 

 

2）被ばく医療研究 

○ 放射線障害からの組織再生研究に向け、有望視できる新規候補分

子を安定化するための調整に成功し、治療効果のさらなる検証を

行った。さらに、損傷を受けたゲノムを修復することでゲノム異

常を防ぐ新規候補分子の解析を行い、ヒストン脱アセチル化酵素

複合体の新規候補分子が損傷を受けたゲノムを修復するための

新たな仕組みを明らかにした論文を４月に発表した(Kusakabe 

et al., iScience, 2022)。ヒストン脱アセチル化酵素の活性制

御を標的とした新たな放射線防護開発への応用が期待される。

（評価軸①、評価指標①） 

○ iPS 細胞における変異発生の原因の解析を進め、iPS 細胞ではゲ

ノムメチル化サイト CpG が変異の好発部位であること、特にその

脱メチル化過程で変異が生じることを示し、エピゲノムを制御す

る機構がゲノム配列そのものに与える影響を初めて明らかにし

た。また、エピゲノムを制御する酵素群の解析により、多くの癌

の予後及び転移活性のバイオマーカーを同定した。これらは、iPS

細胞の評価法、変異抑制法の開発への応用のみならず、同じく大

規模なエピゲノムの変化が起こる発癌や様々な疾患での変異発

生メカニズムの解明につながる成果である。また、iPS 細胞にお

ける変異研究を発展させたテーマが、AMED ムーンショット目標７

に採択された。（評価軸①、評価指標① ） 

○ DNA 損傷が細胞分裂やゲノム複製を乗り越えて引き継がれ、一定

期間残存する可能性を示唆する結果を得た。また、高濃度の過酸

化水素の反応性と、過酸化水素から生じるヒドロキシルラジカル

と標的分子との距離による反応性の違いを明らかにした論文を

発表した（Igarashi et al., Cancers, 2022）。これは、放射線

が生じる活性種の中でヒドロキシラジカルよりも高濃度の過酸
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化水素が障害因子として働いている可能性を示す有用な知見で

ある。（評価軸①、評価指標①） 

○ 抗酸化物質カテキンの誘導体（平面型カテキン）が通常のカテキ

ンに比べて顕著に細胞傷害性を示すことを明らかにし、特に、正

常細胞に比べがん細胞への傷害の度合いが大きいことを見いだ

した。さらに、平面型カテキンがミトコンドリア膜電位の低下を

介したアポトーシスを誘導し、がん細胞死を誘発することを明ら

かにした。また、抗酸化物質メラトニンは、プロトン共役電子移

動機構によりラジカルを消去していることを明らかにした

（Manda et al., Redox Biochem. Chem., 2023）。これらの知見

は、高活性な抗酸化物質や放射線防護剤の分子設計に貢献する。

（評価軸①、評価指標①） 

○ これら放射線による障害治療及びリスク低減化等の研究成果の

創出並びに科学的な情報の発信は、放射線利用の安全確保に貢献

するものであり、今後、国や国際機関による放射線規制向上の基

礎となる成果である。 

○ 放射線事故における被ばく線量の迅速かつ正確な評価に向けて、

従来法であるアルファスペクトロメトリーと質量分析法を併用

した高感度アクチニド分析法について論文発表（Yang et al., 

Radiat. Prot. Dosim., in press; Yang et al., Radiat. Prot. 

Dosim., in press［２報］）したほか、弘前大学との共同研究に

より尿中ストロンチウム分析法の開発を進めた。（評価軸①、評

価指標①） 

○ メッシュファントムを用いた計算シミュレーション技術を活用

した不均等被ばく状況における外部被ばく線量評価の高度化を

行うため、国際原子力機関（IAEA）等で検証された過去の事故例

をベンチマークとして検証計算を行い、当時不可能であった臓器

線量推定が可能となった。（評価軸①、評価指標①） 

○ 乳幼児用甲状腺モニタについては、令和５年度中の製品化に向け

た準備を継続した。（評価軸①、評価指標①） 

○ AI を用いた染色体解析システムについては、他の高度被ばく医療

センターへの展開に向けた準備を継続し、令和５年度以降の運用

に目途をつけた。（評価軸①、評価指標①） 

○ 低エネルギーX 線による皮膚被ばくの個人線量当量評価を目指

し、ラジオクロミックフィルム（評価線量分布画像）を用いた空

気カーマの測定結果から皮膚線量当量を算出する手法を開発し

た。（評価軸①、評価指標①） 

○ これらは、多様な放射線事故に対する被ばく線量評価手法の開

発・整備に貢献する。 

○ 高エネルギー放射光マイクロビームを利用することにより、生体

組織中 Cs のミクロンレベルの分布及び解析を実現した。U の骨

組織移行解析を進め、ウラン体内動態データを構築した。量子ビ

ーム技術を活用した血清内Uのキレート剤による除染割合評価法

を確立し、発表した（Uehara et al., Anal. Methods, 2022）。

（評価軸①、評価指標①）また、生体内アクチニドの化学形判別

の精度向上を目指し、関西研、量医研、量生研との組織横断研究

を推進したほか、量研ビームラインでのウラン化学形解析の基盤
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を整備した。これらは、内部被ばくスクリーニング法の精緻化に

貢献する。（評価軸①、評価指標①） 

○ 極低線量放射線により変動する生体指標の定量精度を高めるこ

とにより、生体線量評価技術の高感度化を行った。また、高度被

ばく医療線量評価棟に設置した統合型体外計測装置を用いて、肺

線源を有するファントムを用いた実験を行い、241Am 及び 239Pu に

対する検出下限値を解析し、装置の有効性を評価した。（評価軸

①、評価指標①） 

○ アクチニド核種の体内除染剤（Ca/Zn-DTPA）の投与による治療効

果、すなわち内部被ばく線量低減効果を評価するための体内動態

モデルを開発し、原子力機構大洗研究所の Pu 内部被ばく事例で

得られたバイオアッセイデータに適用した結果について論文発

表した（Tani et al. Radiat. Prot. Dosim., in press）。（評価

軸①、評価指標①） 

○ アクチニドバイオアッセイ（便）について、試料（人工便）の乾

式灰化条件の最適化や有機物分解試薬の選定等を行い、安定かつ

高回収率な分析手法を開発した。また、バイオアッセイに関する

国際相互試験（PROCORAD-2022）において、尿中 Pu-DTPA の分析

でトップラボラトリーに選定され、量研及び日本の線量評価技術

水準の高さを証明した。（評価軸①、評価指標①）これらのバイオ

アッセイ手法の確立は、確実な放射線被ばく事故への対応に貢献

する。 

 

【論文数・TOP10％論文数・知的財産の創出・確保・活用の質的量的状

況（モニタリング指標①～③）】 

○ 論文数：27 報 

○ TOP10%論文数：１報 

 

【前年度主務大臣における

指摘事項等への対応状況】 

 

・低線量研究や ICRP 等の国

際放射線防護基準策定を担

うべき指導者や若手の抜擢

が急務である。 

 

・放射線リスク・防護研究

基盤(PLANET)運営委員会・

動物実験線量率効果検討 WG 

合同委員会を開催し、動物

実験データの数理モデル解

析と放射線リスク・防護研

究課題の改訂作業を継続し

た。こうしたオールジャパ

ンでの具体的な重点研究課

題検討は、放射線影響や防

護に関する課題解決のため

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

 

 

○ 30 代から 40 代の研究者を ICRP のタスクグループのメンバー

に、20代の職員をメンティーに推薦し、国際的な場で低線量研

究や基準の見直しにおける優先的な研究課題に関する議論に参

加できる機会を作っている。 

 

○ 今後も、PLANET 委員会の活動を通して、オールジャパンでの重

点研究課題の検討を継続していく所存である。令和４年度は、平

成 28年度より進めてきた重点研究課題への対応の成果を学会発

表及び査読制国際誌で発表するとともに、国際ミニワークショッ

プ及び報告書の形でまとめ、ICRP主勧告改訂へ向けた動きなど

の昨今の事情を反映した重点研究課題の改訂版も含めて公表し

た。 
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に必要不可欠で、QST には

継続的に役割を果たすこと

を期待している。 

 

・甲状腺被ばく線量モニタ

リングのための乳幼児用甲

状腺モニタや染色体線量評

価のための AI 自動画像判

定アルゴリズムの開発など

原子力災害対応に資する成

果については、今後の実用

化に向けて更なる努力を期

待する。 

 

・放射線障害の治療に向け

た基礎研究はインパクトの

ある成果であるので、今後

の実際的な事故後の高線量

被ばく医療の発展にどのよ

うに繋がっていくのか分か

りやすく示すことが必要で

ある。 

 

 

 

 

 

○ 原子力規制庁からの支援も受けつつ、他機関にも展開できるよ

うに準備を進めてきた。具体的には、乳幼児用甲状腺モニタに

ついては令和５年度の製品化に向けた具体的な協議をメーカー

と進めるとともに、染色体線量評価のための AI 自動画像判定に

ついては、他の高度被ばく医療センターで作成された染色体画

像に対する検証を行った。  

 

 

 

 

○ 基礎研究を臨床的な視点を考慮しつつ更に発展させるとともに、

臨床との橋渡し研究を充実させた。また、深刻な事象に対応する

重要な医療であるにも関わらず日常的には必要性がないことが被

ばく医療技術の特殊性である一方で、そのことが同技術の発展、

高度化の大きな壁となっている。この問題の克服を目指し、重粒

子線治療など量研で日常的に行っている計画被ばくの場において

基礎研究により得られた成果の臨床への橋渡し研究を行うこと

で、実際的な事故後の高線量被ばく医療の発展につなげていく。 

【研究開発に対する外部評

価結果、意見等】 

【研究開発に対する外部評価結果、意見等】 

放射線影響研究については、大学等との共同研究の推進や要所を押

さえた国際協力の展開など、成果を最大化するためのマネジメントが

適切に行われている。放射線影響に関する重要な課題に積極的に取り

組んでおり、年度計画を上回る成果を創出している。線量低減手法お

よび被ばく影響修飾要因の検討に加え、人材の育成・確保の推進、ア

ーカイブの充実・発展に期待する。 

被ばく医療研究については、診断・治療への適用を念頭に、体系的

な研究計画に沿って研究が進められており、各研究項目において計画

を上回る成果を創出されている。被ばく医療研究をメカニズム解明か

ら制御の方向へ、除染法や治療薬開発まで計画的に進められており、

研究マネジメントも正常に機能している。いずれの領域でも研究は順

調に進行しており、論文数、受賞、研究費獲得状況、共同研究数等、

十分な成果が出ている。全国の関係機関との協力体制を維持し、我が

国の原子力災害医療体制を牽引することを期待する。 

 

  

 

４．その他参考情報 

決算額が予算額を上回った理由は、受託や共同研究及び自己収入等の収入の増額によるものであり、これらの資金を有効に活用することで、着実な成果の創出がなされたと認められる。 
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２－１－４－１ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ｎｏ．５ 量子ビームの応用に関する研究開発 

関連する政策・施策 ＜文部科学省＞ 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題へ

の対応 

施策目標９－１ 未来社会を見据えた先端基盤技術の強化 

 

＜復興庁＞ 

政策 復興施策の推進 

施策 東日本大震災からの復興に係る施策の推進 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第 16条 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する研究開発評価、政策評

価・行政事業レビュー 

令和５年度行政事業レビュー番号 

＜文部科学省＞ 0255、 0271 

 
 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報 

 基準値等 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

論文数（※） － 240報  

(243 報) 

267報  

(267 報) 

250報 

(250 報) 

264報 

（264 報） 

271報 

（271 報） 

249報 

（249 報） 

205報 

（205 報） 

TOP10％論文数 － ８報  
(８報) 

12 報  
(12報) 

９報 
(９報) 

12 報 
（12 報） 

９報 
（９報） 

13 報 
（13 報） 

１報 
（１報） 

知的財産の創出・確保・活用の質的量的状況 － 出願 7 件 
登録 13 件 

出願 23 件 
登録 6 件 

出願 36 件 
登録 13 件 

出願 48 件 
登録 18 件 

出願 37 件 
登録 15 件 

出願 39 件 
登録 12 件 

出願 51 件 
登録 25 件 

学協会賞等受賞数 － 26 件 18 件 19 件 24 件 11 件 14 件 19 件 

研究成果関連プレス発表数 － 11 件 25 件 15 件 21 件 20 件 17 件 17 件 

共同研究数（大学・公的機関・民間） － 142 件（重複案
件あり）（大学
71 件、公的機関

59 件、民間 21
件） 

153 件（重複案
件あり）（大学
84 件、公的機関

55 件、民間 28
件） 

169 件（重複案
件あり） 
（大学 93 件、

公的機関55件、
民間 39 件） 

158 件（重複案
件あり） 
（大学 88 件、

公的機関53件、
民間 36 件） 

157 件（重複案
件あり） 
（大学 93 件、

公的機関40件、
民間 40 件） 

155 件（重複案
件あり） 
（大学 97 件、

公的機関37件、
民間 37 件） 

156 件（重複案
件あり） 
（大学 95 件、

公的機関33件、
民間 38 件） 

施設共用利用課題数（年間課題数） － 178件 183件 211件 185件 162件 171件 176件 

施設利用収入額 － 70,168千円 77,189千円 85,524千円 78,804千円 55,284千円 63,196千円 71,280千円 

優れたテーマ設定がなされた課題の存在 － ９件 ８件 ８件 ９件 ８件 ８件 ８件 

優れた成果を創出した課題の存在 － ８件 10 件 13 件 ９件 ９件 ８件 ９件 

（※）括弧内は他の評価単位計上分と重複するものを含んだ論文数（参考値）。 
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 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

予算額（千円） 4,738,374 5,040,154 5,115,730 5,132,901 4,691,849 4,442,950 4,833,248 

決算額（千円） 5,698,795 5,724,075 6,801,270 5,702,293 5,587,012 5,957,717 6,676,771 

経常費用（千円） 5,964,546 6,082,492 5,832,791 5,306,391 5,432,442 5,442,798 5,572,693 

経常利益（千円） 110,877 △156,875 92,825 △19,896 △85,534 △6,756 14,129 

行政コスト（千円） ― ― ― 10,427,474 5,994,325 5,999,938 6,146,355 

行政サービス実施コスト（千円） 4,682,180 6,526,820 5,686,346 ― ― ― ― 

従事人員数 286 290 307 268 274 272 268 

  



46 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価軸（評価の視点）、 

指標等 

法人の業務実績等・自己評価 
主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

【評価軸】 

①様々な分野の本質的な課

題を解決すべく、経済・社会

的インパクトが高い、革新に

至る可能性のある先進的研

究を実施し、優れた成果を生

み出しているか。 

 

②高輝度3GeV級放射光源（次

世代放射光施設）の整備等に

係る研究開発に着実に取り

組んでいるか。 

 

③研究開発成果を最大化す

るための研究開発マネジメ

ントは適切に図られている

か。 

 

 

【評価指標】 

①研究開発マネジメントの

取組の実績 

 

 

【モニタリング指標】 

①優れたテーマ設定がなさ

れた課題の存在 

 

②優れた成果を創出した課

題の存在 

 

③論文数 

 

④TOP10％論文数 

 

⑤知的財産の創出・確保・活

用の質的量的状況 

 

Ⅰ.1.(5) 量子ビームの応用に関する研究開発 

・最先端量子ビーム技術開発 

○ 世界最高強度のMeV級クラスターイオンビームを用いた材料や細

胞等のイメージングや分析に向けた照射・分析技術の開発を完了

することで、高強度 MeV級クラスターイオンビームの生成・利用

等に係る加速器・ビーム技術を確立し、利用研究に供した。 

○ クラスタービーム技術の応用により、フタロシアニン（C32N8H18）

分子イオン注入を実現し、ダイヤモンド中に隣接する４つの窒素

－空孔（NV）の形成に世界で初めて成功した。多量子ビット形成

による小規模量子情報処理装置に応用展開につながる成果であ

る。（Kimura et al., Appl. Phys. Exp., 2022）（評価軸①、モ

ニタリング指標①②） 

○ 世界最大級の強度で実験できるJ-KARENに大口径の可変形鏡とプ

ラズマミラーシステムを導入し、パルスの時間コントラストを３

桁上げることに成功した。さらに、プラズマミラーシステムの高

繰り返し動作を可能とするためにプラズマミラー生成照射条件

の最適化や大型光学素子のアライメントの高速化を行うことで

0.1 Hz 運転を実現し、施設共用に供した。世界最高レベルの時間

コントラスト・集光性能を同時に利用可能な超高強度レーザー装

置として、高強度場科学の新たな研究成果の創出を進め、世界の

高強度レーザー科学研究を牽引する拠点の礎と期待される。（Kon 

et al., High Power Laser Sci. & Eng., 2022、Kon et al., 6th 

Asia Pacific Conference on Plasma Physics 招待講演、令和４

年 10月）（評価軸①、モニタリング指標①②） 

○ X 線レーザーや量子メスインジェクターの高安定化に向けた

100Hz 高繰り返し前段部を組み込んだ 10Hz レーザーシステムの

構築など、今後の高強度レーザーの更なる利用拡大につながる高

強度化・高安定化技術を確立した。（評価軸①、モニタリング指標

①） 

○ 軟X線波長領域の極短パルス高次高調波をはじめとする量子ビー

ム発生装置開発に向けた取り組みでは、平均出力 100W 超の赤外

増幅装置を開発するとともに、それと光パラメトリックチャープ

増幅技術を組み合わせた２µm 帯数サイクルパルス光源による高

次高調波発生装置を構築の構築を完了した。（評価軸①、モニタ

リング指標①） 

○ さらに、２µm帯数サイクルパルス光源の性能において、世界トッ

プクラスの平均出力性能を達成した。（Ishii, 12th Asian 

Symposium on Intense Laser Science（ASILS12）招待講演、令

和４年 12 月）（評価軸①、モニタリング指標①） 

○ 線型加速器運転制御システムのプロトタイプを構築、動作試験を

評定：Ａ 

【評定の根拠】 

以下のとおり年度計画を上回る顕著な成果を創出し

たことからＡ評定と評価する。 

 

・ 研究成果の創出（評価軸①） 

国内外研究機関や産業界との密接な連携のもと、基礎

科学としての重要な発見、産業応用に革新をもたらす

量子技術等で優れた成果を創出し、著名学術誌で論文

発表を行うとともに、社会実装につながる実用技術を

創出した。 

顕著な成果として、学術面では、希土類元素の発光を利

用した単一フォトン源の開発（Sci. Rep.）、国際共同

実験による高エネルギーイオン発生の実証（Light 

Sci. Appl.）などに係る成果がある。 

産業応用面では、ダイヤモンド NVセンターによるワイ

ドダイナミックレンジ電流計測技術、レーザー駆動量

子メス入射器に必要となるターゲット供給システムな

ど、企業と連携して社会実装における課題解決に努め

た。 

 

・ 次世代放射光施設整備（評価軸②） 

 パートナー機関と密接に連携し、加速器の高度化、ビ

ームラインの要素技術開発、放射線常時モニタリング

システムの開発等を着実に進め、令和５年度のファー

ストビーム、令和６年度からの本格運用にめどをつけ

た。 

 

・ 研究開発マネジメント（評価軸③） 

 令和４年４月１日付で高崎研に量子機能創製研究セ

ンターを設置し活動を開始した。産学協創サテライト

ラボとして、東京工業大学の目黒ラボを運用するとと

もに、仙台ラボの本格運用に向け東北大学と「東北大－

QST量子材料協奏拠点」の設置に関する協定書を締結し

た。このようなサテライトラボの設置・運用とクロスア

ポイントメント制度等を活用した国内外の著名研究者

の参画を通して産学連携体制を強化した。 

 量子機能創製拠点（令和４年５月発足）において、量

子技術の実用化加速、新しい技術シーズの創出とニー

ズの開拓を図るため、量子マテリアル・量子センシング

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

（判断の根拠となる実績） 

・ 世界最高強度の MeV 級クラスターイオン

ビームを用いた材料や細胞等のイメージ

ングや分析に向けた照射・分析技術の開

発を完了することで、高強度 MeV 級クラ

スターイオンビームの生成・利用等に係

る加速器・ビーム技術を確立し、利用研

究に供した。 

・ クラスターイオンビーム技術の応用によ

るフタロシアニン（C32N8H18）分子イオン

の注入を実現し、ダイヤモンド中に４つ

の隣接する窒素―空孔（NV）の形成に世

界で初めて成功した。 

・ 直径１μm以下のナノピラー構造により、

単一フォトン源の発光を 20 倍に増強す

ることに成功し、電磁界シミュレーショ

ン解析でその原理解明を行うなど、量子

センシングの高感度化につながる重要な

成果を得た。 

・ 高強度レーザーのコントラストを高める

ことで、不透明な物質内にレーザー光が

侵入する「相対論的透過現象」を実現し、

レーザーの時間波形とターゲット膜厚を

最適化することで、従来の倍以上の効率

で高エネルギーイオンの発生を実証する

とともに、さらなる高エネルギーレーザ

ーイオン加速につながる成果を得た。 

・ 高崎研に量子機能創製研究センターを設

置し、さらに産学共創サテライトラボを

東京工業大学・東北大学に設置・運用し
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完了するとともに、遠隔操作・監視システムとして各加速器運転

制御に実装し、線型加速器全 40 台の RFコンディショニングを開

始するなど、加速器の高度化に係る技術開発を完了した。（評価

軸②、モニタリング指標①） 

○ ビームライン光学素子の光学評価試験やマルチプローブ測定用

試料ステージの試作・評価試験の結果に基づき、実機に採用する

光学素子ホルダーの設計・製作やエンドステーション装置の設計

を進め、運転開始当初に整備するビームラインの要素技術開発を

完了した。（評価軸②、モニタリング指標①） 

○ 施設の運用開始に向けて、インターロック機能を有するデータロ

ガーに放射線モニタを接続するとともに、施設内に可動式放射線

モニタの配置やケーブル配線等を実施し、実験ホールの非放射線

管理区域化に重要な放射線常時モニタリングシステムのプロト

タイプの実装を完了した。令和５年度のファーストビーム、令和

６年度からの本格運用開始に向けた研究開発に着実に取り組ん

だ。（評価軸②、モニタリング指標①） 

 

【マネジメント実績】 

○ 領域等会議を定期的にオンライン開催し、研究進捗状況の把握や

課題への早期対処に努めた。成果最大化に向けて、量研内外・産

学官との連携、人材・資金確保、成果発信・普及等に係る方策を

検討し、組織的に対応する等の取組を進めた。また、プロジェク

トレビューや毎月開催の研究発表会等を通して、研究成果の共

有、連携協力の推進、人材の育成に注力した。（評価軸③）この活

動は、最先端量子ビーム技術開発のみならず、量子ビーム応用研

究においても共通的に行った。 

○ 第２期中長期計画を担う若手・中堅研究者の人材育成を目的とし

て、「さきがけ」等の競争的資金獲得に向け令和２年度に運用を

開始した部門内の支援制度について、令和４年度も制度の充実を

図りつつ継続的に運用した。具体的には、応募支援者として各地

区副所長と研究企画部外部資金担当者がチームとなり、公募内容

の調査と対象者の選出、対象者との事前面談及びチェックシート

に基づく応募内容の明確化、資料作成時のブラッシュアップを行

うとともに、招へいした外部有識者（メンター）の指導の下で、

募集提案の狙いなどを分析し結果を申請書に反映させるなどの

取組を新たに開始した。（評価軸③、評価指標①）この活動は、最

先端量子ビーム技術開発のみならず、量子ビーム応用研究におい

ても共通的に行った。その結果、防衛装備庁・令和４年度安全保

障技術研究推進制度（タイプＳ）、A-STEP（育成型）等の採択につ

ながった。 

○ 平成 28 年度に導入した高崎研のプロジェクト制については、第

１期中長期計画の研究開発を担った各プロジェクトの評価を実

施した。その結果を受けて、研究者による自由な発想や萌芽的・

創成的な試みの中から第２期中長期計画の下で実施すべき研究

開発を立案、計画し、新提案８件を含む 15 プロジェクトからな

る研究体制と、関西研（木津地区）でのプロジェクト制の導入に

向けた研究体制を整えた。（評価指標①） 

技術と光技術の融合により拠点機能の拡充を構想し、

その実現に向けた組織体制、外部資金の獲得に関する

検討を開始した。 

 競争的資金の獲得に向けた支援として、外部有識者

（メンター）の指導の下で、募集提案の狙いを分析し結

果を申請書に反映させるなどの新たな取組を進めた。

その結果、安全保障技術研究推進制度、A-STEP 等の大

型競争的資金を獲得した。 

 

以上から、量子ビームによる経済・社会的インパクトが

高い顕著な成果を複数創出するとともに、成果最大化

のための研究開発マネジメントを適切に行ったと自己

評価した。 

 

 

【課題と対応】 

【課題】 

・量子技術の基盤として、イオンビーム、電子線、レー

ザー、放射光等を総合的に活用し、量子機能創製拠点に

おける産学官の連携や協創を通して、高度な量子機能

を発揮する量子マテリアルの研究開発・安定的供給基

盤の構築を推進する。 

 

【対応】 

・国の「量子未来社会ビジョン」の量子機能創製拠点と

して、量子マテリアル・デバイス創製に関する研究開発

に集中的に取り組むとともに、市場ニーズの高い量子

マテリアルの安定的な生産技術の開発を行う。また、拠

点における産学官連携を推進し、量子マテリアル・デバ

イスの実用化・社会実装を促進する。 

・拠点機能の強化・拡充に向けて、極短パルスレーザー

等の光技術と量子マテリアル・センシング技術の融合

による、新たな量子機能創製に関する研究開発を推進

する。また、次世代放射光施設については、国の主体と

して整備・運用を着実に進め、量子科学技術プラットフ

ォームとして利活用することで量子マテリアル・デバ

イスの研究開発による成果の創出を目指す。 

・量子技術の利活用促進に向けたハブ機能を拠点に構

築し、産学官人材の参入・交流を促進するとともに、量

子技術の基盤となる研究開発等を担う人材の育成・確

保を進める。 

 

 

たほか、クロスアポイントメント制度等

を活用し国内外の研究者を参画させるこ

とで産学連携体制を強化した。 

 

＜今後の課題＞ 

・ Top10％論文数の減少について、コロナ禍

の影響により海外との共同研究が制限さ

れたことなど他律的な要因が認められる

ものの、国内研究者の利用促進や独自研

究の充実などを含め、その原因分析と対

策の検討を行うこと。 

・ J-KAREN 等の世界最先端の施設を活用し

た研究等の基礎的な研究が盛んに行われ

ているため、アウトプットとしての論文

成果の創出については、共著論文だけで

なく 1st Author での Top10％論文が出る

ようにするなど、改善を期待する。 

・ 民間委託研究のさらなる獲得や、特許料

収入などによる民間外部資金の獲得を期

待する。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・ QSTとしての成果は着実に出ている。共同

研究の下での成果が多いが、共同研究で

も、QSTが先導する科学技術の大きな成果

を期待する。 

・ 令和 7 年度以降、次世代放射光施設

（NanoTerasu）の超高輝度放射光を使っ

たハイスループット分析及び Materials 

Infomatics（MI）への発展を期待する。 

・ NanoTerasu の令和６年度本格運用に向

け、様々な連携機関の協力も得て万全の

体制を整備したことは、今後の量子科学

技術の次なる飛躍に向けた重要かつ大き

な目標へ到達したものと評価する。 

・ 将来のレーザー駆動型加速器実現を視野

に、国際連携による革新的技術開発を着

実に進めていただくことを期待する。 

・ RIイメージング技術を活用したボトムア

ップ研究である、干ばつに対するイネの

根の水獲得機能を解明する研究は、量子

ビーム応用の活動の幅を広げるものと評

価する。 

・ 外部資金獲得については、外部有識者に

よる指導の充実などの取組により一定の

成果が得られている。 
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○ 高崎研では、プロジェクト制の活用により若手研究員をチーフに

登用するとともに、拠点長表彰を実施して有益かつ顕著な業績等

をあげた個人、団体を顕彰し、所員の士気高揚や能力資質の向上

に努めた。高崎研、那珂研究所（以下「那珂研」という。）、六ヶ

所研究所（以下「六ヶ所研」という。）と共同企画による衛生講演

会を２回開催し、認知の偏りと、その偏りに気が付いた時の対処

法、またアサーティブなコミュニケーション等を学ぶことによ

り、組織の活性化と業務の効率化を図った。（評価軸③）この活動

は、最先端量子ビーム技術開発のみならず、量子ビーム応用研究

においても共通的に行った。 

○ 関西研では、研究所内表彰や他機関との合同シンポジウムにおい

て若手研究員を対象としたベストポスター賞表彰などを設ける

等、職員のモチベーション向上を図った。また、光量子レーザー

関連技術情報交換会等の定期的に開催する研究発表会を通して、

研究成果の共有、若手人材の育成に注力した。（評価軸③）この活

動は、最先端量子ビーム技術開発のみならず、量子ビーム応用研

究においても共通的に行った。 

○ 第２期中長期計画に向けた研究開発の集約化のための研究組織

の集約化・再編の一環として進め、高崎研（東海地区）の撤収と

研究プロジェクト等の高崎、木津地区への移転は令和４年度末ま

でに完遂した。（評価軸③、評価指標①） 

○ 研究開発の効率的推進と研究成果の最大化のため、PRISM、補正予

算や競争的資金等を活用して研究施設・設備の DX化を推進した。

関西研（木津地区）では先端研究設備整備補助事業による整備を

完了した。関西研（播磨地区）では SPring-8 の専用ビームライ

ン・専用装置の自動化を進めるとともに、受託している文部科学

省マテリアル先端リサーチインフラ事業で DX 化を含む機器高度

化やデータ利活用に必要な“データ構造化”を推進した。（評価

軸③、評価指標①） 

○ 優れた研究成果を積極的にプレス発表するとともに、QST 高崎サ

イエンスフェスタ 2022（令和４年 12 月７日）をリアルとオンラ

インでハイブリッド開催した。また、学会・地域等が開催するオ

ンラインの各種研究会、講演会などへの参画を通じて、研究成果

を幅広く発信して社会に橋渡しする取組を実施し、量研のプレゼ

ンス向上、量子ビーム科学研究の認知度向上に貢献した。（評価

軸③、評価指標①）この活動は、最先端量子ビーム技術開発のみ

ならず、量子ビーム応用研究においても共通的に行った。 

○ J-KAREN の利活用については、海外機関（欧州 ELI-BL、ルーマニ

ア極限レーザー核物理研究所 ELI-NP、独国 HZDR 等）から研究者

が来日参加するイオン加速実験を着実に実施するとともに、高コ

ントラスト化のためのプラズマミラーシステムの開発を進め、国

際競争力を更に高めるための施設共用装置（オプション）への導

入にめどをつけた。このような環境整備に伴い、令和５年度の施

設共用に対する申込みが増加（令和４年度：８件採択→令和５年

度：10件審査）した。（評価軸③、評価指標①） 

○ 大阪大学レーザー科学研究所、理研 SACLAとの三機関連携を促進

し、研究開発や施設の共用促進などの文部科学省への提案を三機
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関共同で実施した。日本学術会議主催の公開シンポジウム「将来

のエネルギー科学技術に向けたパワーレーザーと高エネルギー

密度科学の役割と展望」の共催や理研光量子工学研究センターと

の定例合同セミナー等を通じた連携促進と研究員のモチベーシ

ョン向上に努めた。 

○ 社会実装（企業連携）取組支援では、知財化支援を目的として、

これまでの研究現場からの自発的な知財相談に加え、研究企画部

の知財担当者が各リーダーから研究開発計画の聞き取りを行い、

知財の掘り起こしと出願後の利活用に向けて知財戦略の相談を

実施した。（評価軸③、評価指標①） 

○ 第２期中長期計画における革新的量子デバイスやエネルギー変

換デバイス等の創製のための硬・軟 X 線相補利活用に向け、QST

未来ラボ（令和２年度～４年度）の活動を通して、オペランド

ARPES に向けた要素技術や量子生命科学研究に要する高速液体ジ

ェットシステム等の測定技術開発、次世代スピンメモリ候補材料

の研究など、次世代放射光施設における国側の３本の共用ビーム

ラインの利活用が期待される先端的研究テーマの開拓を進めた。

また、先端的テーマの予備的研究等を通して、新たな外部資金の

獲得、放射光科学の研究分野を担う次世代の研究リーダー育成に

も注力した。（評価軸②③、評価指標①） 

○ 産学官連携として、「リチウムイオン電池電極材料のイオンマイ

クロビームによる３次元評価技術の開発（東京工業大学等）」な

どの 24 件の大学との共同研究、「硬組織体の量子ビーム照射技術

に関する研究（原子力機構）」の８件の国立研究開発法人等との

共同研究、８件の民間企業との共同研究を実施した。（評価指標

①） 

○ 各種学会や研究会等において、12 件の国内会議招待講演、10 件

の国際会議招待講演（うち２件が国内開催、５件がオンライン開

催）を通じて、量子ビーム科学研究及び量研の認知度向上に貢献

した。（評価指標①） 

○ 群馬大学大学院、同志社大学大学院の２件の連携大学院協定に基

づき量子ビーム科学に係る講義・教育を実施するとともに、連携

大学院生として３名、リサーチアシスタントとして８名、実習生

として 27 名の学生を受け入れ、研究開発に係る実習などを通じ

て、次世代を担う人材育成に貢献した。（評価指標①） 

【論文数・TOP10％論文数・知的財産の創出・確保・活用の質的量的状

況（モニタリング指標③～⑤）】 

○ 論文数：35 報（35）報【37 報】（モニタリング指標③） 

○ TOP10％論文数：０報【２報】（モニタリング指標④） 

○ 特許等出願数：10 件【０件】、登録数：４件【０件】（モニタリン

グ指標⑤） 

※【〇】は令和３年度数値※（〇）は他の評価単位含む 

 

・量子ビーム科学研究 

○ 次世代電池の実現に向けて、実用触媒・担体として用いる炭素粉

末に対する量子ビーム照射技術を開発し、窒素含有炭素触媒等の

活性と耐久性の向上を実現した。 
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○ 保護基を導入した新規モノマーに適したグラフト重合技術を開

発し、新規電解質膜を組み込んだ燃料電池セルが実用性能の電池

出力及び耐久性向上を示すことを実証した。（モニタリング指標

②） 

○ 加えて、電池出力と耐久性向上に重要な膜構造を中性子小角散乱

と部分散乱関数を組み合わせた新たな解析手法で解明した。

（Zhao et al., Macromolecules, 2022、Advances in Engineering

社 HP に掲載、令和４年８月プレス発表）また、原子間力顕微鏡

によるグラフト型高分子電解質膜の断面の直接観察から、疎水相

（基材高分子）と親水相（グラフト鎖）の分布を確定し、親水相

の径や連結度合いが導電効率に寄与することを初めて明示した。

いずれも次世代電池に不可欠な高耐久導電性高分子の開発につ

ながる成果である。（Motegi et al., Langmuir, 2022）（評価軸

①、モニタリング指標②） 

○ 有機インフォマティクスによる先端有機機能材料創製では、先端

高分子機能性アライアンスを通して、これまで蓄積したデータベ

ースの探索システムの製作を完了し、会員向け web アプリの公開

を実現した。 

○ イオンビーム照射と化学エッチング技術の拡張により、漆類似成

分のカシューオイル黒色樹脂の表面に微細な凹凸を形成して、可

視光を 99.98％以上吸収する至高の暗黒シートを開発した。

（Amemiya et al., Sci. Adv., 2023、令和５年１月プレス発表）

（評価軸①） 

○ 炭化ケイ素（SiC）中のシリコン空孔（VSi）の基底及び励起準位の

両者のスピンを同時に共鳴させるスピン操作の実現により、磁場

と温度を同時に計測ができる単一フォトン源のスピン情報制御

技術を開発した。（モニタリング指標①） 

○ 加えて、量子センシングの高度化につながるナノピラー構造によ

る単一フォトン源の発光増強技術の開発に成功した。（Sato et 

al., Sci. Rep., 2022）（評価軸①、モニタリング指標①） 

○ 自動車機器メーカーらと共同で、ダイヤモンド NV を用いて電気

自動車のバッテリーの動作確認・燃費予測につながるワイドダイ

ナミックレンジ電流計測（0～130A）での高確度、高安定計測に成

功した。（Hatano et al., Sci. Rep., 2022）（評価軸①、モニタ

リング指標①②） 

○ ダイヤモンド NV を用いてミリメートルレベルの位置分解能でラ

ットの心磁計測に成功した。更なる高感度化により脳磁計測への

応用展開につながる成果である。（Arai et al., Commun. Phys., 

2022） 

○ 量子センシングの高感度につながる多光子吸収によるスピン操

作の高精度化に成功した。（特願 2022-136881）（評価軸①、モニ

タリング指標①②） 

○ キャビティ構造及びポンプ光を用いることで光検出磁気共鳴の

シグナルの増強に成功し、ダイヤモンド NV の磁気感度を一桁向

上に成功した。これらは高感度磁気センサへの応用展開につなが

る成果である。（Hahl et al., Sci. Adv., 2022）（評価軸①、モ

ニタリング指標①②） 
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○ ダイヤモンド中に NV センターを精密に形成するための単一イオ

ン注入システムを設計するために、ドップラーレーザー冷却され

たカルシウムイオンと共同冷却された状態から単一の窒素イオ

ンを超低エミッタンスで引き出せる条件を明らかにした。（評価

軸①） 

○ スピン波を活用した超省エネデバイスや超並列演算回路に道を

拓く、材料の種類によらず電子スピン波を観測できる電気的手法

の開発に成功した。（Saito et al., Phys. Rev. Res., 2022、令

和５年１月プレス発表）（評価軸①、モニタリング指標①） 

○ 放射光メスバウアー分光によるオペランド局所磁性探査技術を

活用して、新たに合成したフェリ磁性ホイスラー合金の分析を行

い、同合金が次世代磁気メモリに適した優れた電子・磁気的性質

を持つことを解明した。これら一連の計測・解析により、スピン

トロニクス材料の計測・解析手法を確立した。（モニタリング指

標①） 

○ 再生医療用デバイスの開発では、複合ゲル中のタンパク質と糖の

定量分析技術を利用し、化学組成と物理的硬さを制御した複合タ

ンパク質ゲル作製技術を確立した。（モニタリング指標①） 

○ レーザー駆動の量子ビーム発生技術について、アト秒 X 線パルス

生成のための中赤外自由電子レーザー用シードレーザーと高次

高調波発生部を製作し、気体のトンネル電離を確認してその技術

を確立した。 

○ モザイク結晶等導入によるアクセプタンス増大により、高輝度ガ

ンマ線源開発に不可欠なレーザー・コンプトン散乱ガンマ線の散

乱角－エネルギースペクトル測定に成功した。 

○ 中赤外自由電子レーザーの高効率化、短パルス化を進め、窒素ガ

ス中に集光した際のトンネル電離による蛍光の観測に成功した。 

○ 貴金属元素溶液の連続処理に向け企業と共同で試作機を開発す

るとともに、王水等難処理廃液を用いたレーザー還元により、還

元微粒子化による貴金属回収に成功し、物質検知、微量各種分析、

元素分離技術等の高度化を完了した。 

○ 量子メスの実現に向けたイオン加速では、企業と連携し炭素イオ

ンビームの高効率・高純度発生が可能な誘導加熱機構を備えたタ

ーゲット供給システムを開発し、高純度炭素イオンビームの発生

技術を確立した。（特願 2022-190747）（評価軸①、モニタリング

指標①） 

○ 加えて、超高強度レーザーのコントラストを高めることで、不透

明な物質内にレーザー光が侵入する「相対論的透過現象」を実現

した。この現象を利用し、薄膜中の全ての電子をレーザーの輻射

圧で吹き飛ばすことに成功した。更にレーザーの時間波形とター

ゲット膜厚を最適化することで、従来の倍以上の効率で高エネル

ギーイオンの発生を実証するとともに、レーザーイオン加速の研

究分野でまだ到達できていない 100MeV 超のイオン加速が視野に

入った。第２期中長計における「レーザー加速原理に基づく小型

高エネルギー加速器実現」につながる成果である。（Dover et al., 

Light Sci. Appl., 2023、令和５年３月プレス発表）（評価軸①、

モニタリング指標①②） 
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○ 陽子加速のターゲットに水素クラスターを用いることで、純度

100％の陽子ビーム生成を実現した。省電力でコンパクトな陽子

ビーム加速器の実現につながると期待される。外部機関（東京大

学、神戸大学、京都大学、名古屋大学）との研究連携による成果

である。（Jinno et al., Sci. Rep., 2022、令和４年 10 月プレ

ス発表）（評価軸①、モニタリング指標①） 

○ 電子加速では、入射レーザービームマスクの導入による電子ビー

ムの大幅な位置制御性・安定性向上技術を確立するとともに、電

子ビームのエネルギー分布などのパラメータの取得とバンチ長

計測を実施した。（特願 2023-2781、Nakanii et al., Appl. Phys. 

Express, 2023）（評価軸①） 

○ X 線レーザーを集光照射可能な高精度微細加工装置を用いた誘電

体試料表面に１nm 未満の高精微細加工構造の形成を実現した。

（特願 2023-41379）（評価軸①） 

○ サブ 10 フェムト秒パルス光源を開発した上で、サブフェムト秒

精度で計測できる２次元電子分光計測技術を確立した。さらに、

観測される量子ビートの周波数で分離する２次元分光の新解析

法を独自に開発し、光励起した蛍光タンパク質に対して適用する

ことで電子励起状態における量子コヒーレンスを同定した。本計

測・解析手法は、光合成における高効率なエネルギー移動の起源

とされる、量子コヒーレンスの関与の有無を解明できる可能性が

あり、第２期中長期計画における「量子生命の理解に基づく効率

的なエネルギー循環等の実現」につながる成果である。

（Tsubouchi et al., Opt. Express, 2023）（評価軸①、モニタ

リング指標②） 

○ 固体の光応答と固体内の光伝搬を第一原理計算に基づいて解析

できる第一原理計算コード（以下「SALMON」という。）により、誘

電体薄膜に高強度光パルスを照射した際の高次高調波発生過程

を理論予測した。薄膜内の光伝搬の様子や、反射光・透過光スペ

クトルの膜厚依存性を明らかにした。極短パルスレーザー及びそ

れを用いた高次高調波発生技術によるアト秒軟X線光源開発のた

めの理論検証データを提供すると同時に、「光による量子状態制

御を用いた超高速スイッチ素子開発」を目指した量子技術理論計

算への展開が期待される。（Yamada et al., Phys. Rev. B, 2023）

（評価軸①、モニタリング指標②） 

○ 理論シミュレーションにより、２次元材料のバレー偏極を極短パ

ルスレーザーで制御できることを予測した。SALMON コードにスピ

ン軌道相互作用を組み込むことで実現した成果である。量子マテ

リアルによる光駆動スピン制御実現につながると期待される。

（Hashmi et al. Phys. Rev. B, 2022） 

○ また、社会実装を進めるレーザー打音技術では、産学連携で橋梁

計測のための長距離計測技術やタイル等の計測の研究を実施し、

適用範囲の拡大を図るなど複数の優れた成果を創出した。（令和

５年３月プレス発表）（評価軸①） 

○ 拠点横断的な融合研究では、ファイバー中での非線形過程である

ソリトンシフトを応用した赤外光の波長シフトと短パルス化の

同時達成技術により波長変換させた波長 1.7µm、出力 0.56W の三
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光子顕微鏡用の光源を完成させた。 

○ 放射光を用いたブラッグコヒーレントX線回折法の高温下計測シ

ステムを整備し、電子デバイスの基幹材料であるチタン酸バリウ

ム（BaTiO3）ナノ結晶粒子について、誘電特性に関わる粒子内部

の不均質構造の非破壊３次元イメージングを昇温しながら行う

放射光技術を完成した。（モニタリング指標①②） 

○ さらに、本手法による材料組織観察結果に基づく物質設計によ

り、これまでで最大の体積収縮を示す負熱膨張物質の開発に成功

し、次世代材料開発に貢献した。今後、同手法による電場下やガ

ス雰囲気下などのオペランド計測を可能とし、様々な機能性材料

への適用を図る。（Nishikubo et al., Chem. Mater., 2023、令

和５年１月プレス発表、日経新聞電子版に掲載）（評価軸①、モニ

タリング指標①②） 

○ 放射光内部転換電子メスバウアー分光法では、電流・電場を印加

した磁性多層膜を局所磁性探査するオペランド分光装置を開発

し、電場印加下のスペクトルの取得及びコバルト鉄シリコン合金

（Co2FeSi）薄膜の電場誘起磁気異方性変調効果の観測に成功し

た。 

○ さらに、機械学習を導入して、放射光角度分解光電子分光法の顕

微計測と組み合わせることにより、材料の電子状態を高速・自動

で顕微可視化できる新技術を構築した。（Iwasawa et al., npj 

Quantum Mater.誌, 2022、日刊工業新聞"量子科学でつくる未来"

の記事として内容紹介）（評価軸①、モニタリング指標①②） 

○ 放射光を用いたその場観察技術を活用して、複数のアルミニウム

-3d 遷移金属合金水素化物の水素吸放出の温度圧力条件を精査

し、アルミニウム（Al）と鉄（Fe）に加えて、同じく資源量豊富

な Al とマンガン（Mn）の合金の水素化物が、軽金属合金水素貯

蔵材料の候補物質となることを提示した。（モニタリング指標①） 

○ TRTを目指し、新規 211At 標識母体の in vivo 安定性及び担がんマ

ウスでの腫瘍への高集積を確認し、アルファ線放出核種の製造・

導入技術の開発を完成した。 

○ 臨床展開に向け、大量製造・低毒性標識・正常組織集積抑制の観

点から、液体ビスマス（Bi）標的技術、有機ホウ素によるハロゲ

ン標識技術、取り込み阻害薬の事前投与法を開発し、211At 治療薬

の普及に貢献する顕著な成果を発信した。（モニタリング指標①） 

○ 具体的には、液体金属技術を取り入れた 211At の大量製造のため

の液体 Bi 標的技術を開発し、固体 Bi標的の限界を超える大電流

ヘリウム（He）ビームによる長時間連続照射を達成した。211At薬

剤の臨床普及への貢献が期待される成果である。（Ishioka et 

al., 米国特許登録、日本特許登録）（評価軸①、モニタリング指

標①） 

○ また、放射線分解に強く、低毒性のホウ素前駆体を利用する放射

性ハロゲンに対する新標識経路を発見し、診断・治療用放射性ハ

ロゲン薬剤開発へ大きく貢献する成果である。（Kondo et al., 

Bioorg. Med. Chem., 2022）（評価軸①、モニタリング指標①） 

○ さらに、量医研との統合効果の一環として、褐色細胞腫に対する

アルファ線治療薬 MABG の正常組織集積経路を解明し、集積経路
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遮断で MABG の正常臓器集積のみを顕著に抑制する手法を完成さ

せた。副作用リスク軽減による患者 QOL 向上、MABG 効果拡大が期

待される成果である。（Ohshima et al., Nucl. Med. Biol., 2022）

（評価軸①、モニタリング指標①） 

○ 電気化学的なアプローチから 64Cuの分離精製システムを開発し、

迅速かつ高純度な分離を達成するとともに、汎用性、実用性に優

れた自動分離精製システムを構築した。金属 RI の製造手法とし

て普及が期待される成果である。（Sugo et al., ACS Omega, 

2022）（評価軸①） 

○ 粒子線治療ビームのイメージング技術開発において、画像データ

に含まれる統計ノイズの影響に対し堅牢な線量分布推定 AI モデ

ルを構築。量医研と臨床研究に向けた連携協議を開始した。（Yabe 

et al., Phys. Med., 2022）（評価軸①） 

○ 治療ビームイメージング技術のノイズ削減に向けたシミュレー

ションスタディを実施した。RI イメージング装置開発全般への応

用が期待される成果である。（Tsuda et al., J. Instrum., 2022、

11 月に標的アイソトープ治療線量評価研究会研究奨励賞）（評価

軸①） 

○ 放射線の生物作用機構解明のため、開発してきた個体組織塗りつ

ぶし照射技術で線虫組織の塗りつぶし照射を実現した。得られた

結果を取りまとめ、放射線ストレス応答等の解析技術を確立し

た。 

○ 生体試料局部照射技術を活用してメダカの造血組織へのイオン

ビーム局部照射を行い、造血細胞の回復動態を解明した。モデル

生物であるメダカの放射線応答を解明する上で極めて有望なモ

デルを提示した。（Nagata et al., Int. J. Radiat. Biol., 2023）

（評価軸①） 

○ 独自に開発した線虫の化学物質応答を評価する「池アッセイ法」

で、線虫をディープニューラルネットワークに基づき正確に計測

し自動化する技術を量医研と共同で開発した。放射線生体応答機

構の解明や、鋭敏な化学走性の産業利用に貢献が期待される成果

である。（Mori et al., Sci. Rep., 2022）（評価軸①） 

○ 有用生物資源の創出等に向け、枯草菌に LET の異なる量子ビーム

を照射し、ゲノム配列情報を取得した。変異の種類と割合を解析

し、変異誘発因子解明手法の開発を完了した。 

○ 加えて、突然変異頻度を量子ビーム照射した植物で比較できる実

験技術を初めて開発し、計画を上回る成果を上げた。具体的には、

炭素イオンビームを照射した当代の植物で遺伝子間の突然変異

頻度を比較する簡便な技術を開発した。量子ビームによるゲノム

改変技術の効率化に貢献が期待される成果である（Kitamura, et 

al., Sci. Rep., 2022）（評価軸①） 

○ 日本の成層圏下層で集積した大気ダストより単離された放射線

抵抗性細菌 Deinococcus aetherius ST0316株の全ゲノム配列を

決定した。極限微生物の放射線抵抗性のメカニズム解明につなが

る成果である。（Satoh et al., Microbiol. Resour. Announc., 

2022）（評価軸①） 

○ 植物の生長を左右する師管転流の制御技術について特許出願し、
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11CO2 を活用した RI イメージング技術を起点とした定量的解析・

評価手法を取りまとめ、体系化を達成した。（モニタリング指標

②） 

○ 加えて、植物地下部の PET-CT 技術を開発して土壌中の水分環境

に応じた養水分の獲得機能を明らかにし、干ばつに強い作物開発

につながる顕著な成果を得た。（Miyoshi et al., Front. Plant 

Sci., 2022、令和５年１月プレス発表、読売新聞, 東京新聞, 日

経新聞(web 版), 他２紙に掲載, FM 群馬で放送）（評価軸①、モ

ニタリング指標②） 

○ 沿岸域に生息し高塩濃度に対して極めて高い耐性を持つ４つの

アズキ近縁種における異なる耐塩性機構を RI イメージングで発

見した。塩性土壌でも育つ作物開発への貢献が期待される成果で

ある。（Noda et al., Breed. Sci., 2023、表紙掲載、令和５年

３月プレス発表）（評価軸①、モニタリング指標②） 

○ マメ科のモデル植物ミヤコグサの亜鉛（Zn）輸送の品種間差を RI

イメージングで可視化し、輸送能力の違いを定量することに成功

した。発展途上国等の Zn 欠乏問題解決に向けたメカニズム解明

に貢献が期待される成果である（Noda et al., Ann. Bot., 2022）

（評価軸①、モニタリング指標②） 

 

【マネジメント実績】 

○ 内閣府「量子未来社会ビジョン」（令和４年４月策定）に基づく

「量子機能創製拠点」における研究開発の体制構築と活動展開。 

 令和４年４月１日付で高崎研に量子機能創製研究センター

を設置し活動を開始した。産学協創サテライトラボとして、

東京工業大学の目黒ラボを運用するとともに、仙台ラボの

本格運用に向け東北大学と「東北大－QST 量子材料協奏拠

点」の設置に関する協定書を締結した。このようなサテラ

イトラボの設置・運用とクロスアポイント制度等を活用し

た国内外の著名研究者の参画を通して産学連携体制を強化

した。（評価軸③、評価指標①） 

 量子技術の積極的活用を謳う「量子未来社会ビジョン」に

基づき、最先端の量子マテリアルの研究開発、その供給基

盤整備と安定的な供給等を担う「量子機能創製拠点」に指

名され、活動を開始した。量子技術の相談窓口、量子セン

サ等のテストベッド利用の促進、人材育成プログラムの作

成・実施、産学連携推進などの機能を有する産学協創オー

プンラボの設置を準備した。（評価軸③、評価指標①） 

 量子技術の実用化加速、新しい技術シーズの創出とニーズ

の開拓を図るため、量子マテリアル・量子センシング技術

と極短パルスレーザー等の光技術の融合による拠点機能の

さらなる強化・拡充の構想について内閣府の「量子技術の

実用化推進 WG」に提示し、同ワーキンググループにおいて

その有効性が認められたことを受け、本構想の実現に向け

た組織体制、競争的資金の獲得に関する検討を開始した。

（評価軸③、評価指標①） 

○ 令和４年 12 月に QST 量子機能創製拠点シンポジウムを開催し、
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量子マテリアル・量子技術の社会実装を目指すための産学官連携

の強化や量子人材の育成・確保に向けた取組について議論した。

今後、「量子機能創製拠点」や産学協創オープンラボの運営に役

立つ成果である。（評価軸③、評価指標①） 

○ ムーンショット目標６「誤り耐性型汎用量子コンピュータの実

現」に係る研究開発プロジェクトでは、研究系職員を新規にキャ

リア採用するとともに、高崎地区・東海地区・木津地区の連携に

より体制を強化し、ナノ領域へのイオン照射技術、多量子ビット

形成技術、高性能イオントラップの作製・評価技術等の研究開発

に精力的に取り組んだ。 

○ 量子機能創製研究センターでは、SIP 第３期の先行調査研究とし

て、複数のメーカーから提供されたダイヤモンド（流通品）を用

いて量子センサの共通テストベッドの基本仕様を確認した。 

○ 量子技術イノベーション戦略、量子未来社会ビジョンに基づく量

子マテリアル・量子生命の高度化を加速する次世代放射光利用研

究の一環として、次世代放射光施設を用いた研究成果の早期創出

を目指し、量研－東北大マッチングファンドを活用した研究開発

を着実に推進した。 

○ 健康・長寿及び安心・安全な社会の実現に資するため、生体内環

境を再現して迅速かつ正確な薬剤影響評価を可能とする「生体模

倣マイクロチップ」に関する研究開発において、内閣府の PRISM

予算、防衛装備庁・安全保障技術研究推進制度予算を獲得し、民

間企業への技術移転や研究開発の加速を図っている。（評価軸③、

評価指標①） 

○ 量子機能創製拠点における研究開発加速のため、令和４年度補正

予算により、高崎研では電子加速器更新を含む量子機能創製研究

センター棟及び量子機能材料の作製プロセス用設備群の整備や

給水管や暖房用蒸気の供給施設等の基盤施設の老朽化対策、関西

研（播磨地区）では量子マテリアルの評価・分析システムの整備

を進め、関係部署間の連携を強化し、着実な事業遂行を図った。

（評価指標①） 

○ TRT の発展に寄与することを目的としたオールジャパン体制を築

くことを目指して、「標的アイソトープ治療線量評価研究会」を

令和２年 12 月に設立。事務局を高崎研の研究者が担い、研究会

を運営した。（令和５年３月 31 日現在、会員数 273 名。令和４年

11 月第３回標的アイソトープ治療線量評価研究会ハイブリッド

大会実施（参加者 92 名）。）（評価軸③、評価指標①） 

○ アジア原子力協力フォーラム（FNCA）において、放射線育種プロ

ジェクトリーダー及び放射線加工・高分子改質プロジェクト国内

委員として運営に貢献した。量研の協力により、バングラデシュ

では、早生・多収・良食味のイネ新品種「BINAdhan25」開発に成

功した。（評価軸③） 

○ 内閣府 PRISM を獲得し、植物 RI イメージングの社会実装に向け

て民間企業との連携強化を想定した研究開発を実施した。複数の

食品加工会社との共同研究、植物工場開発会社及び高知県・高知

大学 IoP等地方自治体との研究交流を開始した。 

○ 産学官連携として、「同位体選択的 Baイオントラップによる量子
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制御技術に関する基礎的研究（東京大学）」などの 71 件の大学と

の共同研究、「その場・オペランド計測による革新的燃料電池触

媒の創製に関する研究（日本原子力研究開発機構）」などの 25 件

の国立研究開発法人等との共同研究、30件の民間企業との共同研

究を実施した。（評価軸③、評価指標①） 

○ 各種学会や研究会等において、50 件の国内会議招待講演、48 件

の国際会議招待講演（うち 25 件が国内開催、11 件がオンライン

開催）を通じて、量子ビーム科学研究及び量研の認知度向上に貢

献した。（評価指標①） 

○ 群馬大学大学院、兵庫県立大学大学院、関西学院大学大学院の３

件の連携大学院協定に基づき量子ビーム科学に係る講義・教育を

実施するとともに、連携大学院生として５名、リサーチアシスタ

ントとして 15 名、実習生として 67 名の学生を受け入れて、研究

開発に係る実習などを通じて、次世代を担う人材育成に貢献し

た。（評価指標①） 

 

【論文数・TOP10％論文数・知的財産の創出・確保・活用の質的量的状

況（モニタリング指標③～⑤）】 

○ 論文数：170 報（170）報【212 報】（モニタリング指標③） 

○ TOP10％論文数：１報【11 報】（モニタリング指標④） 

○ 特許等出願数：41 件【39件】、登録数：21 件【12 件】（モニタリ

ング指標⑤） 

※【〇】は令和３年度数値※（〇）は他の評価単位含む 

 

【前年度主務大臣評価にお

ける指摘事項等への対応状

況】 

 

 

・次世代放射光施設の更な

る高度化とともに、当該施

設の今後の展望を示された

い。 

 

 

 

 

 

・研究成果を積み上げてい

く段階から社会実装までを

着実にマネジメントするこ

とにより、研究成果の実用

化にも期待する。 

 

 

 

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

 

 

 

 

○ 整備期においては、加速器及び量研が担当する３本の共用ビー

ムラインの整備等を完遂する。運用開始後は、加速器について

は、安定稼働にむけた高度化、ビームラインについては、海外

放射光施設との競争力維持・強化のために集光素子及び検出器

等の高度化並びに初期ビームラインへの実装などを進める。さ

らに、ユーザー利便性向上と利用促進のため、ビームラインの

DX 化や第２期共用ビームラインの早期建設に向けた検討を進め

る。 

 

○ JST新技術説明会や各種展示会での技術シーズの紹介や A-STEP

等外部資金の活用を通して、企業ニーズとの適切なマッチン

グ、成果の社会実装に向けた活動を進めるとともに、イノベー

ションセンターとの連携による知財管理等のマネジメントを継

続する。加えて、量子機能創製拠点での産学協創ラボを中心と

した量子技術の社会実装の取組により、世界を先導する優れた

成果の創出や技術移転・実用化を推進していく。 
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・国内外における研究成果

の認知度を高めるため、積

極的に情報発信していくこ

とを期待する。 

 

 

 

 

・特に実用化に近い分野に

ついては、共同研究や知財

収入等による産業界からの

外部資金の増額を期待す

る。 

 

・加速器及びビームライン

の整備完了や設計性能の着

実な達成により、質の高い

ビームを早期安定供給する

べく、必要な人材確保・人

材配置を適切に実施するこ

と。 

 

・運営開始時の運営体制・

利用制度の構築及び整備を

着実に進めるとともに、我

が国の研究力強化や国際競

争力強化への貢献手段につ

いて、国の運用主体として

自らのミッションを定義す

ること。 

 

・官民地域パートナーシッ

プの下、研究成果の最大化

や施設の高度化を含む産学

官の利用促進等に向けて中

長期的に取り組むこと。 

○ 研究成果の論文発表、特許出願、国内外の学会・研究会・展示

会等での発表・技術紹介、プレス発表、記者懇談会での情報発

信等に積極的・戦略的に取り組んでいく。令和４年度に設置さ

れた量子機能創製拠点や整備が進む次世代放射光施設について

は、その活動内容が特に注目を集めていることから、シンポジ

ウム・ワークショップ等を企画・開催して認知度向上に努めて

いく。 

 

○ 新技術説明会や各種展示会などを足掛かりとした企業との共同

研究の促進や A-STEP などの外部資金の仕組みを活用した企業と

の連携強化により、研究成果の実用化・普及を推し進め、産業

界からの外部資金の増額に努める。 

 

 

○ 人材確保に要する予算を文部科学省とも調整しながら要求する

とともに、理研、JASRI、KEK 等の国内放射光施設保有機関と協

力しながら必要な人材確保・配置に努めている。また、若手人

材の確保・育成のため、次世代放射光施設の運転・整備・高度

化・利用に興味を持つ大学院生等の受入や実習機会の提供に積

極的に取り組んでいく。 

 

 

○ 量研、光科学イノベーションセンター（PhoSIC）、東北大学で構

成される次世代放射光施設運営会議や文部科学省も加わった７

者連絡会議等を通じて、運営開始時の運営体制・利用制度の構

築及び整備を着実に進めている。今後は我が国の研究力強化や

国際競争力強化への貢献を果たすべく、次世代放射光施設運営

会議を適切に運営するとともに、放射光ユーザーを主体とした

コミュニティとも連携しながら、国の運用主体としてのミッシ

ョンを定義していく。 

 

○ 官民地域パートナーシップに基づき、国や関係する地方自治

体、パートナー機関と連携協力しながら、施設の効率性・利便

性向上を目指し、ビームライン調整や利用実験のリモート化対

応、実験データ及び放射線管理システムの DX化等の検討など、

産学官の利用促進等に向けて中長期的に取り組む。 

 

【研究開発に対する外部評

価結果、意見等】 

 

 

 

 

 

【研究開発に対する外部評価結果、意見等】 

≪量子ビーム科学研究開発評価委員会≫ 

※なお、本評価結果は令和５年１月 31日付けの論文数、特許出願数

などのデータに基づくものである。 

 

【総評】 

量子材料・物質科学領域、量子光学領域、量子ビーム生物応用分野で

研究開発を着実に推進し、当初計画を達成するとともに、計画を上回

る多くの優れた研究成果が創出されており、マネジメントを含めて総

合的に高い評価に値する。特に、内閣府「量子未来社会ビジョン」に
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基づく「量子機能創製拠点」としての指名を受け「量子機能創製研究

センター」を設立し、激化する最先端量子マテリアル研究開発の国際

的なハブ機関として、研究開発のみならず、人材育成や産学連携推進

等の活動を開始した点を高く評価する。 

 

また、次世代放射光施設の整備・開発において、コロナ禍の影響を受

けながらも、先駆的な取り組みを駆使して官民地域パートナーシップ

を積極的に進め、計画をほぼ予定通り進展、加速器やビームラインの

主要機器の据付・調整をほぼ完了、本施設の組織・人員体制を整えた

ことも高く評価できる。  

 

 一方、各領域・分野において、基本的には多くの論文が発表されて

いるが、高いレベルの成果を生み出している割に TOP10%論文が少な

い。したがって、今後、他機関や大学ではできない、大型装置を駆使

したサイエンスが行えるメリットを生かして、質が高くインパクトの

ある論文数がより伸びていくことを期待する。また、産業連携も進め

ているが、順調に伸びてきていた特許出願数が最近２、３年低下して

おり、本部門が持つ量子ビーム科学の特徴を活かした先端研究、基礎

研究を応用した社会実装を目指す研究開発に基づく知的財産の創出を

さらに推進することが望まれる。  

【評価軸①：様々な分野の本質的な課題を解決すべく、経済・社会的

インパクトが高い、革新に至る可能性のある先進的研究を実施し、優

れた成果を生み出しているか】 

学術的、経済・社会的インパクトが高い研究成果の創出状況について

は、基礎科学としての重要な発見、産業連携・医療応用につながる基

礎材料やセンシング技術、レーザー技術の開発において、革新に至る

可能性のある先進的研究により優れた研究成果を創出し、積極的に発

信していることから、総じて高く評価できる。例えば、量子材料・物

質科学領域では、世界初の NV やナノピラー単一フォトン源、燃料電

池用クラフト高分子膜の構造解明等の良質な成果があり、量子光学領

域では、プラズマミラーや高コントラスト化等の高強度レーザーの質

的転換につながる成果があり、量子ビーム生物応用分野ではイネの生

存戦略の解明やアズキ近縁種の耐塩性機構の解明等、量研ならではの

優れた研究成果を生み出していることは高く評価できる。また、国内

外の研究機関との共同研究も活発に行われ、民間との共同研究数も増

加しており、評価に値する。  

 

一方、量子材料・物質科学領域、量子光学領域、量子ビーム生物応用

分野の各領域・分野において、基本的には多くの論文が発表されてい

るが、高いレベルの成果を生み出している割に TOP10%論文が少ない。

したがって、今後、他機関や大学ではできない、大型装置を駆使した

サイエンスが行えるメリットを生かして、質が高くインパクトのある

論文数がより伸びていくことを期待する。また、産業連携も進めてい

るが、順調に伸びてきていた特許出願数が最近２、３年低下してお

り、本部門が持つ量子ビーム科学の特徴を活かした先端研究、基礎研

究を応用した社会実装を目指す研究開発に基づく知的財産の創出を更

に推進することに努めることが望まれる。 
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【評価軸②：次世代放射光施設の整備やそれに必要な研究開発に着実

に取り組んでいるか】 

次世代放射光施設整備・開発については令和５年度の施設完成、令和

６年度の本格運用開始に向けて着実に建設、研究開発が進んでおり、

計画線表をほとんど変更せずに進捗している点は高く評価される。放

射線管理においては、放射線の常時モニタリングシステムのプロトタ

イプを実装し、国内初の試みである実験ホールの非放射線管理区域化

を実現したことは賞賛に値する。実験ホールの非放射線管理区域化は

ユーザーの利便性を考慮した新世代の放射光施設であることは大きな

アピール点であり、次世代放射光施設の存在意義を一層大きなものに

している。  

 

加速器においては、国内初の高輝度ラティスとなる DDBA を採用して

おり、今後の加速器立ち上げ調整の進展と低エミッタンスビームの実

現が期待される。運転当初に整備する３本のビームラインは高輝度ビ

ームを活かした設計で、要素技術開発もほぼ完了しており、いずれも

最先端のサイエンスケースが想定されている。これらの加速器および

ビームラインを担当する量研スタッフのレベルは非常に高く、総体と

して着実な取り組みを進めていることは評価される。これからがビー

ムライン建設作業の正念場であるが、若手担当者が中心となり、貴重

な経験が蓄積されてゆくことを期待する。  

 

【評価軸③：研究開発成果を最大化するための研究開発マネジメント

は適切に図られているか】 

量子技術イノベーション戦略、量子未来社会ビジョン等の動向にマッ

チした本部門の量子研究のシーズを核として、先端的量子ビーム技術

を駆使した応用技術開発、産学協創の新たな研究拠点を形成する活動

を進めるとともに、そのシーズを活かして様々な外部資金を獲得して

おり、研究開発成果を最大化するための研究開発マネジメントは、適

切に図られている。具体的には、内閣府「量子未来社会ビジョン」に

基づく「量子機能創製拠点」の指名を受け、研究開発体制構築と活動

展開を実施したこと、次世代放射光施設の建設においては、官民地域

パートナーシップを積極的に進め、計画をほぼ予定通り進展させ、主

要機器の据付・調整を完了したことは、適切なマネジメントが行われ

ていることを示すものである。また、これまでの PRISM、Q-LEAP 等に

加えて、安全保障技術研究推進制度（タイプＳ）、A-STEM等の大型外

部資金を新たに獲得し、研究費を確保していることを高く評価する。

さらに、部門全体として、若手研究者が順調に育っていること、第２

期中長期計画に向けた研究体制の再編にも取り組んできたこと等も評

価に値する。  

 

一方、各種量子ビームを複合的に活用できる、という量研ならではの

メリットを生かす研究展開がやや欠けており、今後、仙台地区の次世

代放射光施設と各領域・分野とのより強い連携の構築をマネジメント

し、組織としての一体感を更に醸成することにより、研究開発成果の

最大化につながることを期待したい。 
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【その他】 

○ 国際的な競争の激しい分野なので、世界の中での立ち位置を絶

えず意識して、研究開発を進める必要がある。  
○ これまでは旧原研からの脱却ということがテーマであったが、

中長期計画の最終年度に来て第２期中長期計画を実行していく

体制が整ってきたと言える。我が国の次代を担う量子科学技術

を研究開発する機関として存分にその能力を発揮することを期

待する。  
○ 「経済・社会的インパクト」は、国研に求められる最重要事項

であるので、経済・社会への貢献には引き続き注力して頂けれ

ばと思う。並行して、「量研ならではの、量研にしかできない重

要な研究開発であるかどうか」といった尺度も発信力をもって

見せていけると良いと思う。  
○ 「量子機能創製研究センター」の今後の発展と、産学連携が強

く期待される。特に、学生を含めた若手研究者育成は、国にと

っても非常に重要であり、トレーニングやサマースクール、イ

ンターンなども検討して頂きたい。  
○ 大学においても男女共同参画に本格的に取り組みつつある。外

国人や女性研究者がなかなか増えない状況だが、研究において

構成員のバラエティーを富むものにする、というのは、アイデ

ィア勝負をする現場では最も重要なマネジメントの一つであ

る。早急な対策を期待したい。  
 

 

４．その他参考情報 

決算額が予算額を上回った理由は、受託や共同研究及び自己収入等の収入の増額によるものであり、これらの資金を有効に活用することで、着実な成果の創出がなされたと認められる。 
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２－１－４－１ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ｎｏ．６ 核融合に関する研究開発 

関連する政策・施策 ＜文部科学省＞ 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題へ

の対応 

施策目標９－２ 環境・エネルギーに関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構第 16 条 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する研究開発評価、政策評

価・行政事業レビュー 

令和５年度行政事業レビュー番号 

＜文部科学省＞ 0271、 0272、 0283、 0284 

 
 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報 

 基準値等 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

論文数（※） － 169報  
(169 報) 

167報  
(167 報) 

146報 
(146 報) 

130報 
(130 報) 

115報 
(115 報) 

130報 
(130 報) 

90 報 
(90報) 

TOP10％論文数（※） － ３報  

(３報) 

７報  

(７報) 

４報 

(４報) 

２報 

(２報) 

２報 

(２報) 

２報 

(２報) 

７報 

(７報) 

知的財産の創出・確保・活用の質的量的状況 － 出願３件 

登録３件 

出願２件 

登録４件 

出願７件 

登録４件 

出願 11 件 

登録５件 

出願８件 

登録４件 

出願 26 件 

登録１件 

出願 13 件 

登録１件 

我が国分担機器の調達達成度 
 全て計画 

どおり達成 
全て計画 
どおり達成 

全て計画 
どおり達成 

全て計画 
どおり達成 

全て計画 
どおり達成 

全て計画 
どおり達成 

全て計画 
どおり達成 

受賞数 － 17 件 12 件  14 件 ９件 22 件 ６件 16 件 

（※）括弧内は他の評価単位計上分と重複するものを含んだ論文数（参考値）。 

 

 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

予算額（千円） 34,659,391 26,063,621 24,686,344 24,186,416 23,559,595 23,286,595 21,582,736 

決算額（千円） 40,432,807 29,172,511 27,679,257 30,881,075 34,850,251 31,651,996 32,415,129 

経常費用（千円） 19,908,312 19,781,339 36,284,248 52,341,351 42,164,804 31,263,723 47,102,255 

経常利益（千円） 1,991 △61,541 △87,915 △60,019 △107,327 △216,814 △7,144 

行政コスト（千円） ― ― ― 59,053,231 46,401,518 42,210,865 58,546,900 

行政サービス実施コスト（千円） 16,656,710 18,478,803 15,650,359 ― ― ― ― 

従事人員数 376 370 354 359 365 350 351 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価軸（評価の視点）、 

指標等 

法人の業務実績等・自己評価 
主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

【評価軸】 

①国際約束に基づき、必要な

研究開発に着実に取り組ん

でいるか。 

 

②先進研究開発を実施し、国

際的な研究開発プロジェク

トを主導できる人材育成に

取り組んでいるか。 

 

 

【評価指標】 

①ITER 計画及び BA 活動の進

捗管理の状況 

 

②先進研究開発及び人材育

成の取組の実績 

 

 

【モニタリング指標】 

①我が国分担機器の調達達

成度 

 

②論文数 

 

③TOP10％論文数 

 

④知的財産の創出・確保・活

用の質的量的状況 

 

Ⅰ.1.(6) 核融合に関する研究開発 

1）ITER 計画の推進 

○ ITER 協定に基づく国内機関として、国際的に合意した事業計画

に基づき我が国が調達責任を有する機器の製作や設計を着実に

進めるとともに、ITER機構の建設統合活動を支援した。特に、超

伝導コイル、中性粒子入射加熱装置、高周波加熱装置、ブランケ

ット遠隔保守機器、計測装置、ダイバータの調達及び調達のため

の活動では、計画を上回る成果９件を得た。また、各種技術会合

や共同プロジェクト調整会議（JPC）を通じて、ITER 計画の円滑

な運営に貢献した。加えて、核融合エネルギーフォーラムを活用

して国内意見の集約を行うとともに、我が国の人的貢献の窓口及

び ITER 機構からの業務委託の連絡窓口としての役割を果たし

た。（評価軸①、評価指標①） 

 

a. ITER 建設活動 

○ トロイダル磁場（以下「TF」という。）コイルの製作では、第５号

機と第８号機の製作を完了し、ITER の運転に必要となる超伝導

コイルの製作を完了した。製作の過程で発生した不適合や想定外

の事象による遅れを回復するために、TF コイル製作メーカーと

協力して、作業員増員による作業加速体制を組み、重要作業には

必ず量研が立ち会うことで、更なる想定事象からの逸脱や万が一

の不適合が発生した時などには迅速に対応できるようにし、作業

を円滑に進めることに努めた。その結果、第二製造ラインの TF

コイルにおいて、約２週間の遅れを回復した上で、巻線部と構造

物を一体化した後の電流中心位置を全て公差内に収めることが

でき、想定外の事象が発生したにもかかわらず品質と工程を両立

させるという、計画を上回る成果を得た。加えて、８号機の ITER

機構への輸送を完了した。（評価軸①、評価指標①、モニタリン

グ指標①） 

○ 中性粒子入射加熱装置（以下「NBI」という。）用１MV 高電圧電源

については、NB 実機試験施設（以下「NBTF」という。）における

日欧調達機器を組み合わせた統合試験の際に発生した放電の原

因調査を進めた。その過程で、放電発生時、電源のあらゆる箇所

においてマイクロ秒で発生する電圧・電流波形を複数個所で検出

し、その波形の組合せで放電箇所を絞り込む新たな手法を開発す

るという、計画を上回る成果を得た。また、ITER 機構や NBTFホ

スト研究機関と技術協議を進め、放電の影響で故障した機器を再

製作すること、更に調査結果を踏まえ日本が提案した放電時に発

生する過電圧を抑制する素子を電路に追加することを合意し、

ITER 機構が量研に故障した絶縁変圧器の再製作を依頼する協定

評定：Ａ 

【評定の根拠】 

以下のとおり年度計画を上回る顕著な成果を創出し

たことから A 評定と評価する。 

年度計画で設定した業務を着実に実施し、中長期計画

を達成した。年度計画においては、一部未達の項目があ

るものの、国際的な協力の下で再発防止や装置強靭化

に適切に取り組んでおり、ITER 計画の確実な推進へ貢

献した。さらに、以下に示す年度計画を上回る顕著な成

果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等を認め

る。 

・ ITER 計画：世界で初めて単一ジャイロトロンで３周

波数において１MW 出力、300 秒間の連続運転を実現し

たことは計画を上回る特に顕著な成果である。大電力

伝送中に発生する可能性のある高周波ビームの変形を

光学レンズにより模擬発生する技術や遠隔保守装置の

地震荷重低減のためコイルバネに代えて板バネを使用

することで寸法を小型化した摩擦摺動式ダンパを考案

し実用化の目途を得て特許を出願するなど顕著な成果

を得た。（評価軸①、評価指標①） 

・ JT-60SA 計画：トカマク装置で世界初となる全体パ

ッシェン試験において、詳細な実施要領に至るまで技

術として確立した上で、ITER 機構に提供し、ITER 計画

の確実な推進に貢献した。（評価軸①、評価指標①） 

・ 炉心プラズマ研究：ITER や原型炉で必要とされる QH

モード（ELM の発生しない高閉じ込め運転モードの候

補）の発生条件は、ペデスタルに流れる自発電流とプ

ラズマ表面との距離、イオン温度に起因する電場であ

ることを初めて明らかにしたことなどは、特に顕著な

成果である。（評価軸②、評価指標②） 

・ 原型炉設計研究開発活動：イオン伝導体の耐久性向

上と高い Li回収速度を達成し、製造コスト目標 1,000

円/kg を達成できる見通しを得た。Be 精製技術開発で

は、プラント企業との共同研究において、実鉱石を用

いたベンチ規模での溶解実証、更に難溶解性セラミッ

クス触媒からの貴金属類の溶解に成功し、新たな国内

特許を共同出願するなど核融合技術のスピンオフを加

速した。（評価軸②、評価指標②） 

・ 理論シミュレーション研究：ディスラプション及び

高エネルギー粒子閉じ込め等の核燃焼プラズマの動特

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

（判断の根拠となる実績） 

 ITER計画及び BA 活動は、国際プロジェクト

であるが故の困難さがある。機器製造におい

ては、世界初物機器として超高精度の技術を

用いた機器製造を行うこととなる。その製造

に当たり得られた技術・知見は、我が国の核融

合分野のみならず、ものづくり技術において

も大変価値があるものである。また、研究開発

を進めるにあたり不測の事態が生じることも

あるが、ITER 機構や関係機関と適切に連携し

ながら課題に取組、年度計画通り遂行するな

ど、業務を着実に実施するとともに、顕著な成

果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認

められる。一部の計画が未達ではあるものの、

人類初の機器製作や試験であるがための技術

的困難があること、また本評価単位で対象と

する研究開発は広範囲にわたるものであり、

全体として計画を上回る成果を創出している

と評価できることから、Ａ評定とする。 

 

【ITER計画関係】 

・ 高周波加熱装置の製作では、世界で初め

て単一ジャイロトロンで３周波数におい

て１MW 出力、300 秒間の連続運転を実現

した。これにより幅広い運転領域を確保

可能になるだけでなく、核融合原型炉の

低コスト化にも貢献し、計画を上回る成

果である。 

・ ブランケット遠隔保守機器装置について

は、コイルバネに代えて板バネを使用す
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書を 12 月に締結した。このように再発防止・復旧対応作業を進

め、令和６年に定格出力試験を再開する目途を立てた。NBI 実機

調達に向けた技術検討では、NBTFと ITER で規格等の差異がある

点について合理化検討を進め、圧力容器のフランジ同士を締結す

るボルトの数について、ASME 規格、及び日本のボイラー則で 25

年前に製作した量研の MeV 級イオン源試験の圧力容器の実績に

基づいて ITER 機構と協議し、フランジ径φ1500mm 以上のフラン

ジについては ASME 基準で設計することで合意し、イタリア高圧

ガス規制に基づく NBTF に比べボルト数を約２割削減することが

できた。本成果は、部品数減・作業工数の削減によるコスト削減

を達成するという、計画を上回る成果である。（評価軸①、評価

指標①、モニタリング指標①） 

○ 高周波加熱装置の製作では、ITER ジャイロトロン６号機の性能

確認試験を完了した。昨年度開発した 170GHz/104GHz 発振の２周

波数ジャイロトロンで、３周波数目である 137GHz においても 1 

MW 出力、300 秒間の連続運転を実現した。世界で初めて単一ジャ

イロトロンで３周波数の高出力・連続運転を実現したことは計画

を上回る成果であり、令和４年 12月 21日にプレス発表を実施し

た。加えて、日本が調達する電子加熱/電流駆動用水平ランチャ

ーの開発において、大電力伝送中に発生する可能性のあるビーム

の変形を光学レンズにより模擬発生する技術を開発し、「レンズ

装置、レンズ装置の製造方法、ミリ波ビームの生成方法」（特願

2022-173743）として特許を出願するという、計画を上回る成果

を得た。（評価軸①、評価指標①、モニタリング指標①） 

○ ブランケット遠隔保守機器では、基本設計結果に基づき、主要機

器の最終設計活動を継続するとともに、ブランケット遠隔保守ツ

ールの予備設計に着手した。さらに、ブランケット遠隔保守機器

の地震荷重低減について、コイルバネに代えて板バネを使用する

ことで寸法を小型化した摩擦摺動式ダンパを考案することで、真

空容器内で使用できるだけでなく、軌道内部を設置場所として利

用する地震時加重低減ダンパの実用化の目途を得た。本成果は、

「摩擦摺動式同調質量ダンパ」（特願 2022-182181）として特許を

出願するという、計画を上回る成果である。（評価軸①、評価指

標①、モニタリング指標①） 

○ 計測装置の開発では、マイクロフィッションチェンバーの真空容

器内機器の製作を計画どおりに完了するとともに、アルファ線に

よる電離信号を用いる新たな手法による健全性評価方法を開発

するという、計画を上回る成果を得た。その他の計測装置では、

最終設計やプロトタイプの製作を進め、構成機器の構造健全性や

製作性に関する課題を解決し、製作開始に向け設計が大きく進捗

した。特に、ダイバータ IR サーモグラフィでは、サーモグラフ

ィによる温度計測精度向上に向けたダイバータの放射率の温度

特性がタングステンの金属相学的な変化に依存するという理解

の前進につなげたことが評価され、第 14 回核融合エネルギー連

合講演会において、若手優秀発表賞を受賞するという、計画を上

回る成果を得た。（評価軸①、評価指標①、モニタリング指標①） 

○ ダイバータの製作では、実規模の外側垂直ターゲット（以下「OVT」

性の研究成果の一部が分野のトップジャーナルに複数

掲載されるなど、想定以上の成果を得た。（評価軸②、

評価指標②） 

 

 

【課題と対応】 

・ 核融合戦略：CSTI の下のイノベーション政策強化推

進のための有識者会議「核融合戦略」は、４月 14 日に

「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を

策定。原型炉開発に向けて量研を中心に、アカデミア

や民間企業を結集して技術開発を実施する体制、民間

企業を育成する体制を構築すること、量研に ITER計画

/BA活動等で培った技術の伝承・開発や産業化、人材育

成を見据えたフュージョンテクノロジー・イノベーシ

ョン拠点を設立することが求められており、これに答

えるための取組を戦略的に進める。 

・ ITER 計画：引き続き、日本が担当する FOAK 機器の

調達を着実に進める。新たに副機構長を量研から輩出

するなど、ITER 機構の運営へ大きく貢献しているが、

邦人職員の一層の増加に向けて更なる取組の強化を図

る。 

・ JT-60SA 計画：想定した組立て時施工部分の絶縁強

化に加え、コイル本体製作に関わる絶縁層に新たに発

見された真空リークに対応が必要となったことから、

性能・品質優先で絶縁強化を完了するには時間が足り

ず、令和４年度内の統合試験運転の再開には至らなか

った。今後は、絶縁強化計画を立てる際に、記録に基

づく調査に加え実地調査を綿密に行うことで作業工程

の確度を高め、遅延を防ぐ。 

・ IFMIF/EVEDA 活動：RFQ 用高周波源のサーキュレータ

と高周波カプラの故障が発生したため、令和４年度は

５MeV 定常運転の実証は未達であったが、サーキュレ

ータは修理を完了、電子の衝撃による想定以上の発熱

により故障した高周波カプラについては、除熱性能を

向上した部品への交換を行い、早期の運転再開を目指

す。 

・ 人材育成：令和４年度に 147 人日の利用実績を得た

オンサイトラボを拡充するとともに、令和５年９月に

日欧の学生を対象とする JT-60SA 国際核融合スクール

を開催し、国際的に活躍する人材を育成する場として

今後の人材育成に活用する。 

 

ることで寸法を小型化した摩擦摺動式ダ

ンパを考案することで、真空容器内で使

用できるだけでなく、軌道内部を設置場

所として利用する地震時加重低減ダンパ

の実用化の目途を得た。本成果は、他分

野にも適用可能な知財であり、「摩擦摺動

式同調質量ダンパ」として特許を出願し

ている。 

・ その他超伝導コイル、中性粒子入射加熱

装置、計測装置、ダイバータの調達及び

調達のための活動では、計画を上回る成

果を得た。 

・ 核融合に対する国民理解の深化のため、

ITER 機構職員募集の説明会の開催、SNS

等における ITER 計画の進捗の情報発信

に尽力した他、ITER プログラム・アソシ

エイツ（IPA）を派遣し、統合作業に関す

る産業界との情報・経験の蓄積の強化を

図った。 

 

【BA 活動関係】 

・ JT-60SA で令和３年３月に統合試験運転

中に発生したトラブルへの再発防止策と

して絶縁強化処置を実施した。この処置

の効果を確認するため、トカマク装置初

となる全体パッシェン試験を開発して実

施し、得られた知見を ITER 機構に提供す

ることにより ITER 計画の確実な推進に

貢献した。令和４年度内に統合運転再開

に至らず中長期計画の一部が未達となっ

たものの、不具合に対する対応によって

ITERの組立と運転のリスク低減に貢献し

ており、計画にない成果を挙げていると

評価できる。 

・ 先進プラズマ研究開発として、JT-60や米

国 DIII-D 装置の実験データを解析し、周

辺局在モードが発生せずダイバータに優

しい QH モードプラズマを得るための発

生条件が急勾配位置とプラズマ表面との

距離及びイオン温度に起因する電場で決

まっていることを解明し、ITER や原型炉

におけるダイバータ交換頻度低減やプラ

ズマ性能予測精度向上による炉設計の合

理化など、核融合発電の経済性向上に繋

がる成果を得た。 

・ ベリリウム実鉱石及びリチウム実鉱石の

ベンチ装置規模での全溶解を実証し、資
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という。）プロトタイプ製作や実機用材料及び部品の製造、OVT 実

機６機分の部品製作、OVT プロトタイプ２号機製作を継続すると

ともに、試験に使用する高温ヘリウムリーク試験装置や品質確認

試験用加熱装置の製作を完了した。加えて、タングステンモノブ

ロックと銅合金冷却管を直線形状で組立て・接合熱処理を行った

後、バッフル（湾曲）部を曲げる工法を考案し、高精度で加工し

た鋼製支持構造体にプラズマ対向ユニットを追加工なしに搭載

するという製作工程の合理化を実現し、計画を上回る成果を得

た。（評価軸①、評価指標①、モニタリング指標①） 

○ トリチウム除去システム（以下「ADS」という。）の開発では、仏

国原子力規制当局から求められているトリチウム除去システム

性能確証試験の最終試験として、ITERの異常事象時において ADS

のトリチウム除去性能が維持できることを実証する ADS 統合性

能確証試験装置を用いた統合性能確証試験を完遂した。加えて、

トカマク建屋向け ADSコアシステムの最終設計・調達作業に関す

る契約手続を進めるとともに、トカマク建屋における埋設配管の

施工を完了するなど、ADS 実機の共同調達を進めた。（評価軸①、

評価指標①、モニタリング指標①） 

○ JT-60SAの組立て時の経験を持つ研究者等を ITER機構に派遣し、

ITER トロイダル磁場コイルのコイル間支持構造物組立手順書の

レビュー及び手順書作成支援を実施するなど、ITER 機構の詳細

検討を支援するとともに、日本から輸送される機器の受入検査を

行い、ITER機構と国内機関との共同作業の改善・促進を図った。

（評価軸①、評価指標①） 

 

b. ITER 計画の運営への貢献 

○ 那珂研副所長の鎌田裕氏が ITER副機構長に採用された。ITER 計

画の運営への貢献として、ITER 理事会、運営諮問委員会、科学技

術諮問委員会に出席し、ITER 計画の方針決定等に参画・貢献し、

さらに、各種技術会合に延べ 2,599 人参加させた。ITER 機構と

一体化した ITER 計画の推進に貢献するために、ITER 機構へ 24.5

人月のリエゾン派遣を行うとともに、ITER プロジェクト・アソシ

エイツ制度（IPA）を活用し、ITER機構へ延べ 73.5 人月の IPA 派

遣を行った。（評価軸②、評価指標②） 

○ ITER 計画に対する我が国の人的貢献の窓口として、令和３年度

に引き続き、日本国内での ITER 機構の職員公募の事務手続を行

った。日本人専門職員は新たに７名が着任し、結果合計 42 名と

なった。（評価軸②、評価指標②） 

○ 国民の理解をより深めるため、ITER 機構職員を目指す邦人に向

けて説明会の開催、学会等での ITER 計画の説明展示、学会発表、

雑誌及び学会誌等への発表及び SNS による情報発信や Google 広

告、YouTube広告等により、ITERの建設に関する情報の積極的な

公開・発信を行い、Twitter のフォロワー数が 5,800 人を超える

など、大きな反響を得た。（評価軸②、評価指標②） 

○ ITER 機構からの業務委託の連絡窓口として、ITER 機構が研究機

関及び企業に対して募集した 49 件の業務委託について、それぞ

れ国内向けに情報を発信した。（評価軸②、評価指標②） 

源循環・省エネルギー・CO2排出削減に直

接貢献する新技術の社会実装につながる

成果を得た。 

・ 国内外の共同研究を活用した理論・シミ

ュレーション研究により、燃焼プラズマ

(原型炉、ITER)で必要な、低速化したヘ

リウムの排出メカニズムの発見や、ディ

スラプション等の研究が進展した。 

 

【その他】 

・ ITER 計画や BA 活動における機器・装置

開発等の成果発信に意欲的に取り組んだ

ことにより、令和４年度の TOP10%の論文

数は７件に増加した（令和３年度の論文

数２件）。 

 

＜今後の課題＞ 

・ QSTが ITER国内機関として指名されてい

ることを踏まえ、引き続き ITER計画や BA

活動を牽引するとともに、我が国におけ

る核融合の研究体制において中心的な役

割を果たすこと。 

・ ITER機構へ我が国の人的貢献が拡大する

よう、長期的な視点での推進方策を講じ

る必要がある。また、核融合発電の実現

に向けて、核融合炉の建設のみならず運

転技術も重要であり、より多くの研究者

を運転期の ITER に派遣する必要がある

ことから、戦略的に人材育成を進めてい

くべきである。 

・ 技術的な困難があることは認めるもの

の、令和４年度内に JT-60SA の統合試験

を再開できなかったことを踏まえ、大規

模な試験を行うことは経費の面でも重い

責任があることを認識し、Ａ評定に甘ん

じることなく JT-60SA のファーストプラ

ズマに向け、引き続き調整作業を進める

とともに、システム設計が不十分なこと

による予測不可能な技術的困難に見舞わ

れることを避けるため、システムエンジ

ニアリングの徹底を図るとともに、同様

の事象が起こらないよう対策を講じるこ

と。 

・ 核融合は長期に渡る研究開発であること

から、次世代の核融合研究者の育成が必

須である。QST 内の若手職員のみならず、

大学等においても共同研究やアウトリー
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c. オールジャパン体制の構築 

○ オールジャパン体制での ITER の建設活動として、組立て・据付

けなどの建設作業に関する ITER 機構からの情報を産業界に周知

するとともに、ITER関連企業説明会、国内機関企画の職員募集説

明会、国内機関企画の那珂研見学会を開催した。また、産業界及

び国際機関から新たに７名の ITER 機構職員採用を支援した。さ

らに、産業界から新たに２名の IPA を派遣し、統合作業に関する

産業界との情報・経験の蓄積の強化を図った。（評価軸②、評価

指標②） 

○ 核融合エネルギーフォーラムを活用して、ITER に関わる産官学

に跨る意見集約として、ITER理事会（IC）の諮問組織である科学

技術諮問委員会（以下「STAC」という。）に係る技術的案件につい

て、国内機関の技術検討を踏まえ、国内専門家や産業界などの意

見を集約して、STACでの議論へ効果的に反映した。（評価軸②、

評価指標②） 

 

【モニタリング指標以外の参考指標状況】 

○外部表彰：２件 

・ 令和４年度 文部科学大臣表彰科学技術賞開発部門 

「イータートロイダル磁場コイル１号機の開発」 

・ 第 14回核融合エネルギー連合講演会若手優秀発表賞 

「ITER ダイバータ赤外サーモグラフィのための加熱中タングステンの

微細かつ動的な放射率変化に関する研究」 

○プレス発表：３件 

・ 令和４年５月 26 日、量研、帝国イオン株式会社、株式会社岡崎

製作所の合同で、「無機絶縁物を利用した硬質ケーブルの均一薄

膜めっき技術を開発」についてプレス発表を行い、日本経済新聞

（Web 版）等６件のメディアに取り上げられた。 

・ 令和４年 12月 21 日、量研とキヤノン電子管デバイス株式会社の

合同で、「核融合炉用３周波数ジャイロトロンを世界で初めて開

発」についてプレス発表を行い、茨城新聞と日刊工業新聞の２件

のメディアに取り上げられた。 

・ 令和５年２月 21 日、量研と東芝エネルギーシステムズ株式会社

の合同で、「日本分担分イーター実機 TFコイルの製作完了」につ

いてプレス発表を行った。 

○招待講演：５件 

・ 第 25回 若手科学者によるプラズマ研究会 

「ITERの計測装置の開発と挑戦」 

・ 9th Forum on New Materials in 15th International Conference 

on Modern Materials and Technologies 

「Design and Challenges of Tritium Breeding Blanket Systems 

Tested in ITER」 

・ 日本原子力学会 部会連絡会ウィークリーウェビナー 

「ITER計画の現状と日本の貢献」 

・ 材料照射研究会 2022 併催：金属学会シンポジウム「タングステ

ン材料科学」 

チ活動を通じて人材確保・育成を行うこ

と。 

・ 令和４年４月に策定されたフュージョン

エネルギー・イノベーション戦略を踏ま

え、原型炉に向けた研究開発を加速する

こと。さらに、ITER 計画/BA 活動等で培

った技術の伝承・開発や人材育成を見据

えたフュージョンテクノロジー・イノベ

ーション拠点の設立の検討を進めるこ

と。 

・ 安全基準や規格基準等の国際標準化に係

る取組について、ルールメイキングの議

論の場で、日本が世界を主導できるよう

体制を強化すること。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・ JT-60SA が令和４年度に稼働しなかった

ことは残念であるが、事故を教訓に知見

を得られたことなど、ITER 計画に対する

貢献は大きいと考える。 

・ トロイダル磁場コイルや加熱機器などの

製作と現地納入を遅滞なく完了しつつあ

ることは高く評価できる。さらに，３周

波ジャイロトロンは ITER における実験

計画の選択肢を大きく広げる画期的な道

具となる。 

・ トカマク装置で世界初となる全体パッシ

ェン試験を実施し、ITER の今後の超伝導

装置へと受け継がれる知見を得たものと

して高く評価される。 

・ ディスラプションや高エネルギー粒子閉

じ込め等、核燃焼プラズマの動特性の研

究成果が当該分野のトップジャーナルに

複数掲載されるなど、研究開発は学術的

にも高く評価されていることは想定以上

の成果と認められる。 

・ リチウム回収やベリリウム精製などの技

術開発について、核融合分野だけではな

い社会実装に関しても積極的な取組を期

待したい。 

・ 民間企業が核融合発電に参入するなど、

国際的な動きが活発化しているため、官

民の役割分担を明確にしつつ、産業界と

の協働により積極的に取り組んでいただ

きたい。 
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「核融合実験炉 ITER のダイバータ用タングステンの開発」 

・ レーザー学会学術講演会第 43 回年次大会 

「ITERポロイダル偏光計測用の光励起型遠赤外線レーザーの開発」 

 

2）幅広いアプローチ活動を活用して進める先進プラズマ研究開発 

○ BA 運営委員会で承認された事業計画に従って、実施機関として

サテライト・トカマク JT-60SAの実験運転に向けた装置増強のた

めの日欧の調整を進めた。JT-60SA では令和３年３月に発生した

超伝導コイル導体と電路の接続部でのトラブルにより統合試験

運転を中断し、令和３年度から今年度にわたり、その改修作業に

取り組んだ。中断による実験運転への影響を最小限にすべく、改

修作業中に並行して可能な装置増強項目を判断し、日欧調整の下

でそれら増強作業を進めた。実施に当たっては、事業調整会議等

の定例会議に加え、設計レビュー会合を随時開催して欧州との綿

密な打合せを行い、その装置増強計画を日欧合意とし、トカマク

本体機器の整備、容器内機器の整備、電源設備の整備、RF 加熱設

備の整備、NBI加熱設備の整備、計測設備の整備など日本側調達

機器の整備を計画どおり進めた。 

○ JT-60SAの統合試験運転中の令和３年３月に発生した超伝導コイ

ル導体と電路の接続部の損傷についての原因調査に基づき、損傷

は受けていないものの同等の構造を有する箇所や、構造の異なる

同種の箇所にも絶縁強化を実施し、放電しやすい圧力領域におけ

る耐電圧試験（以下「全体パッシェン試験」という。）を令和４

年８月～９月に実施した。この試験で抽出した必要個所に対して

の追加対策を 12 月までに完了した。この全体パッシェン試験は

トカマク装置で世界初となる技術の開発であり、自ら実施した経

験と実績に基づき、実施要領といった詳細に至るまで技術として

確立した上で、ITER 機構に提供した。ITER 計画の確実な推進に

貢献した。統合試験運転中に発生した課題に日欧一丸となって立

ち向かい、全く新しい技術を開発した上でリスクを低減して初ト

カマクプラズマを目指す道を模索しめどをつけた点を特筆する。

令和５年度の全体パッシェン試験で絶縁の強化を確認する準備

をした。初トカマクプラズマに向けた統合試験運転については、

コイル冷却のための真空排気運転を令和５年５月から再開でき

る見通しである。想定した組立て時施工部分の絶縁強化に加え、

コイル本体製作に関わる絶縁層に新たに発見された真空リーク

に対応が必要となったことから、性能・品質優先で絶縁強化を完

了するには時間が足りず、令和４年度内の統合試験運転の再開に

は至らなかった。今後は、絶縁強化計画を立てる際に、記録に基

づく調査に加え実地調査を綿密に行うことで作業工程の確度を

高め、遅延を防ぐ。（評価軸①、評価指標①） 

○ JT-60SA 計画を進める中で得られた研究成果については、12 件の

招待講演を行うなど国内・国際学会等において積極的に公表して

いる（72 件の外部発表、うち原著論文 12 編）。また、ITER にお

ける重要物理検討を実施する国際トカマク物理活動（以下「ITPA」

という。）の運営として、量研職員３名が議長の任を務め、国際

的な研究プロジェクトへも大きく貢献している。さらに、全日本
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的な核融合人材の育成に関しては、オンサイトラボにおいて 147

人日の利用実績を得た。日欧の学生を対象とする JT-60SA 国際核

融合スクールの議論を継続し、令和５年９月開催を決定し、日欧

で参加者の公募を開始した。国際的に活躍する人材を育成する場

として今後の人材育成に大きく貢献することが期待される。（評

価軸②、モニタリング指標②） 

 

a. JT-60SA 計画 

① JT-60SA の機器製作及び組立 

○ JT-60SA では令和２年度に RF プラズマの生成に成功したが、そ

の後、令和３年３月に発生した超伝導コイル導体と電路の接続部

でのトラブルにより統合試験運転を中断した。そのため、令和３

年度から令和４年度にわたり、その改修作業に取り組んだ。中断

による実験運転への影響を最小限にすべく、改修作業中に並行し

て可能な装置増強項目を判断し、日欧調整の下でそれら増強作業

を進めた。実施に当たっては、事業調整会議等の定例会議に加え、

設計レビュー会合を随時開催して欧州との綿密な打合せを行い、

その装置増強計画を日欧合意とし、トカマク本体機器の整備、容

器内機器の整備、電源設備の整備、RF加熱設備の整備、NBI加熱

設備の整備、計測設備の整備など日本側調達機器の整備を計画ど

おり進めた。（評価①、評価指標①） 

② JT-60SA 運転のための保守・整備及び調整 

○ 電源システムでは、操作用配電設備・非常用電源の点検・保守、

電源設備冷却装置の点検・保守等を実施した。本体システムでは、

真空排気設備の点検・整備、ガス循環設備ストレーナー配管の整

備、本体室／組立室各種モニターの改修等を実施した。加熱シス

テムでは、RF電源設備の点検、NBI 装置付帯機器の点検・保守、

NBI装置ヘリウム液化冷凍機の点検・保守等を実施するとともに、

ジャイロトロン２号機の性能確証試験を実施し、実験に主に用い

る 110GHz、138GHz の２周波数と放電洗浄などに用いる短パルス

定格の 82GHz について、目標パワー１MWと高効率 30％を達成し、

ジャイロトロン出力窓における出力パワー分布も設計通りであ

ることを赤外線画像測定で確認した。計測システムでは、計測分

電盤の点検保守等を実施した。制御システムでは全系制御設備の

法令点検等を実施した。（評価軸①、評価指標①） 

○ 再利用機器の保守・整備では、一次冷却設備とガス循環設備に関

連した整備と改造を計画どおりに進めた。本体室中性子遮蔽体の

組立てにも計画どおり着手した。（評価軸①、評価指標①） 

○ 加熱及び計測機器等を JT-60SA に適合させるための開発・整備で

は、赤外カメラ計測の特性試験を実施した。また NBI ビームライ

ンの熱負荷を評価・検討し、再電離保護板の設計を完了させた。

（評価軸①、評価指標①） 

③ JT-60SA の運転 

○ JT-60SAの統合試験運転中の令和３年３月に発生した超伝導コイ

ル導体と電路の接続部の損傷の根本原因を調査し、再発防止の対

策を徹底して行いつつ、統合試験運転の継続に向け全力で取り組

んだ。対策としては損傷箇所のみならず、損傷は受けていないも
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のの同等の構造を有する箇所や、構造の異なる同種の箇所にも、

計測線の取出距離拡大と多層バリア絶縁層で絶縁性能を強化す

るとともに、それらの絶縁強化処置を施した箇所ごとに局所パッ

シェン耐電圧試験を行って性能確認を行うこととした。これらの

対策を令和４年７月には完了し、改修の効果を慎重に確認するた

めに、装置全体にわたる「全体パッシェン試験」を８月～９月に

実施した。この全体パッシェン試験は超伝導トカマク装置の絶縁

性能を、装置が健全である場合のみならず、装置真空度に異常が

発生するような絶縁にとって厳しい条件が発生した場合であっ

ても安全に運転停止できる電源電圧を評価すると同時に強化す

べき絶縁部を特定する試験である。この全体パッシェン試験はト

カマク装置で世界初となる技術の開発であり、自ら実施した経験

と実績に基づき、実施要領といった詳細に至るまで技術として確

立した上で、ITER 機構に提供した。この結果、初トカマクプラズ

マを含む統合試験運転を安全に実施するための対策として、既に

改修した箇所以外に特定した絶縁強化すべき箇所に加え、圧力変

化時に速やかに通常運転から運転停止に移行するためのインタ

ーロック機能の強化や、短時間に発生する瞬時高電圧を平滑化す

る電源回路の改造等を実施した。このように、統合試験運転中に

発生した課題に日欧一丸となって立ち向かい、全く新しい技術を

開発した上でリスクを低減して初トカマクプラズマを目指す道

を模索しめどをつけた点を特筆する。令和５年度の全体パッシェ

ン試験で絶縁の強化を確認する準備をした。欧州とは整備した通

信設備・データ共有設備を活用して新型コロナウイルス感染症の

影響の下においても遠隔サポートを得て最良となる対策を協議

して進めた。初トカマクプラズマに向けた統合試験運転について

は、コイル冷却のための真空排気運転を令和５年４月から再開で

きる見通しである。想定した組立て時施工部分の絶縁強化に加

え、コイル本体製作に関わる絶縁層に新たに発見された真空リー

クに対応が必要となったことから、性能・品質優先で絶縁強化を

完了するには時間が足りず、令和４年度内の統合試験運転の再開

には至らなかった。今後は、絶縁強化計画を立てる際に、記録に

基づく調査に加え実地調査を綿密に行うことで作業工程の確度

を高め、遅延を防ぐ。（評価軸①、評価指標①） 

○ 統合試験運転については、令和２年度から ITER 機構との協力を

積極的に進め、ITER 機構からの専門家を受け入れるとともに定

期的にテレビ会議を開催し、JT-60SAで得た具体的知見・教訓に

加え、統合試験運転の要領や結果の情報を提供してきた。令和４

年度も、補修作業と全体パッシェン試験に関しては ITER 機構と

の協力を積極的に進め、ITER 機構からの専門家を受け入れると

ともに定期的にテレビ会議を開催し、JT-60SAで得た具体的知見・

教訓に加え、統合試験に関連する作業の情報を提供した。（評価

軸①、評価指標①） 

○ また、実験チームの全ての活動を取りまとめる実験リーダー（日

本２名（量研職員）、欧州１名）と研究領域ごとの６名の専門グ

ループリーダ（日本３名（量研職員）、欧州３名）は、定期的な実

験リーダー会議（合計 17 回）における研究とチーム運営の議論
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に加えて、実験チーム調整会議（第１回（令和４年４月）、第２

回（令和５年１月））においては各専門グループで進めた研究計

画の詳細化の現状の総括と今後の目標設定なども行った。（評価

軸②、評価指標②） 

 

b. 炉心プラズマ研究開発 

○ JT-60 や米国 DIII-D 装置の実験データを解析し、周辺局在モー

ド（以下「ELM」という。）が発生せずダイバータに優しい QH モ

ードプラズマを得るための発生条件が急勾配位置とプラズマ表

面との距離及びイオン温度に起因する電場で決まっていること

を解明した。これは ITER や原型炉で問題となる ELM のない放電

モードを実現するために鍵となる物理機構を明らかにしたもの

であり、当初の計画を上回る顕著な成果である。また、高エネル

ギーイオンがプラズマの閉じ込め性能の改善に及ぼす影響を明

らかにした。（評価軸②、評価指標②） 

○ 物理モデルの精緻化やコードの改良については、乱流を抑制する

帯状流の衝突による減衰効果を乱流飽和モデルに取り入れるこ

とで、JT-60 の実験データに基づく半経験的な乱流輸送モデル

DeKANISを異なる装置に対しても適用可能にするという顕著な成

果を上げた。また、従来にない計算の効率化や、ユニークなプラ

ズマ輸送予測モデルの高性能化、唯一のコードによるより詳細な

加熱計算を可能とする等の成果を上げた。（評価軸②、評価指標

②） 

○ ITER や JT-60SA の性能評価を進めるとともに、プラズマの制御

精度を向上させる手法の開発や JT-60SA プラズマ着火に関する

研究を進めた。（評価軸②、評価指標②） 

○ 他装置における研究については、九州大学応用力学研究所の

QUEST 装置への実験参加を行い、国外装置関連では新型コロナウ

イルス感染症の影響で現地での実験参加は行えなかったが、

DIII-D（米国）や KSTAR（韓国）のデータ解析を行った。（評価軸

②、評価指標②） 

 

c. 人材育成 

○ 国際協力の下に ITER における重要物理検討を実施する ITPA の

７つのトピカルグループの運営として、同一機関から３名の議長

同時輩出は過去にない中、量研職員３名が議長の任を務め、国際

的な研究プロジェクトへも大きく貢献した。（評価軸②、評価指

標②） 

○ 全日本的な核融合人材の育成に関しては、東京大学等の４大学と

核融合科学研究所（以下「核融合研」という。）が設置したオン

サイトラボにおいて、令和４年度は、147 人日の利用実績を得た。

（評価軸②、評価指標②） 

○ 日欧の学生を対象とする JT-60SA 国際核融合スクールの議論を

継続し、令和５年９月開催を決定し、日欧で参加者の公募を開始

した。国際的に活躍する人材を育成する場として今後の人材育成

に大きく貢献することが期待される。（評価軸②、評価指標②） 
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【モニタリング指標以外の参考指標状況】 

○外部表彰：６件 

・ 第 14回核融合エネルギー連合講演会若手優秀発表賞 

「JT-60SA 初期研究フェーズにおける ECH/CD 装置伝送系のシステム

設計」 

・ 2022 年度吉川允二記念核融合エネルギー奨励賞 

「核融合プラズマにおけるイオンサイクロトロン放射機構の解明」 

・ プラズマ・核融合学会 第 27回学術奨励賞（伊藤早苗特別賞） 

「機械学習を用いた核融合プラズマの輸送モデリング」 

・ 第 39回プラズマ・核融合学会年会若手学会発表賞 

「機械学習を利用した半経験乱流輸送モデルの拡張と汎用性の検

証」 

・ 第 39回プラズマ・核融合学会年会若手学会発表賞 

「JT-60SA における超伝導及び真空容器内常伝導コイルの制御周波

数分離による高速プラズマ位置制御」 

・ 「富岳」成果創出加速プログラム研究交流会「富岳百景」次世代

研究者賞 

「乱流熱流束の時間発展を予測するマルチモーダルニューラルネッ

トワークモデルの開発」 

 

◯招待講演：12 件 

・ 第 32回核融合技術に関するシンポジウム（SOFT） 

「 Current status of JT-60SA toward restart of integrated 

commissioning and machine enhancement」 

・ 第 39回プラズマ・核融合学会年会 

「JT-60SA統合コミッショニングおよび増力計画」 

・ 第 39回プラズマ・核融合学会年会 

「機械学習を用いた JT-60SAのシナリオ開発」 

・ 第 20回プラズマ物理に関する国際会議（ICPP2022） 

「The Focus of Plasma Research in JT-60SA for ITER and DEMO」 

・ 第 27回プラズマの数値シミュレーションに関する国際会議 

「 Machine-learning assistance with nonlinear gyrokinetic 

simulations by recognizing wavenumber-space images」 

・ プラズマシミュレータシンポジウム 2022 

「３次元輸送コード EMC3-EIRENE によるダイバータ熱負荷の磁場配位

依存性解析」 

・ 第６回アジア太平洋物理学会議 

「Evaluation of impurity source distribution by combination of 

reconstruction technique and impurity transport code」 

・ 第 70回応用物理学会 春季学術講演会 

「磁場閉じ込め核融合プラズマのデータ駆動型研究の進展」 

・ NIFS 共同研究 研究会「核融合プラズマの運転制御に関するシミュ

レーション研究の進展」  

「JT-60SAに向けたプラズマ制御手法の開発」 

・ 磁場閉じ込め核融合プラズマのモデリングとシミュレーションに

関する日韓ワークショップ 
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「Development of adaptive equilibrium controller for JT-60SA」 

・ 令和４年度日米 MHD ワークショップ  

「Current status of JT-60SA and recent MHD research activities 

in QST」 

・ 第 26回 MHD安定性制御に関するワークショップ  

「m/n = 2/1 NTMs with helical cores and their relation to 

sawtooth instability in JT-60U」 

 

3）幅広いアプローチ活動等による核融合理工学研究開発 

○ BA 協定の下、国際的に合意した事業計画に基づき、BA 活動にお

ける実施機関として着実に事業を推進した。また、原型炉建設判

断に必要な技術基盤構築に向けて、技術の蓄積を行った。（評価

軸①、評価指標①） 

○ Li 回収技術については、イオン伝導体の耐久性向上と高い Li 回

収速度を達成し、製造コスト目標 1,000 円/kgを達成できる見通

しを得た。Be精製技術開発では、プラント企業との共同研究にお

いて、実鉱石を用いたベンチ規模での溶解実証、更に難溶解性セ

ラミックス触媒からの貴金属類の溶解に成功し、新たな国内特許

の共同出願も行った。（評価軸②、評価指標②） 

○ 理論・シミュレーション研究については、国内外の共同研究を活

用して、原型炉の燃焼制御につながる He 粒子輸送の研究や ITER

のディスラプション緩和につながるプラズマ冷却技術の研究開

発が進展し、関連する成果が分野のトップジャーナルに掲載され

学術的にも高く評価された。（評価軸②、評価指標②） 

 

a. 国際核融合エネルギー研究センター（IFERC）事業並びに国際核融合

材料照射施設（IFMIF）に関する工学実証及び工学設計活動（EVEDA）事

業 

① IFERC 事業 

○ 原型炉 R&D では、低放射化フェライト鋼、銅合金などの核融合炉

構造材料の特性評価を継続し、核融合中性子照射効果予測技術開

発においては、低放射化フェライト鋼 F82H に対して、欠陥集合

体形成挙動の改良モデルにより実験データと比較的良い一致を

示すボイドスエリング挙動の予測を達成したほか、超微小試験技

術による破壊時強度の He 照射影響評価から、粒界部では粒内部

で見られるような破壊時応力への He の影響がないことを示唆す

る結果を初めて取得した。さらに、Be 金属間化合物（ベリライド）

の機械的特性評価を進め、ベリライドブロック強度の焼結温度依

存性を明らかにしたほか、欧州核融合実験装置における ITER 模

擬壁（JET-ILW: JET ITER-like wall）実験キャンペーンから得

られた試料分析を総括する中でこの間に開発整備してきた「微粒

子に蓄積するトリチウムの測定技術」を JET で生成されたダスト

へ適用したことが認められ、プラズマ核融合学会第 27 回技術進

歩賞を受賞したことなど成果としてまとめた。これらを日欧共同

中間報告書として執筆を進めた。（評価軸①、評価指標①） 

○ 原型炉設計では、原型炉概念設計を継続して実施し、令和４年度

は第一壁の保護リミタの検討、炉心プラズマ運転シナリオ評価、
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ダイバータカセット冷却流路設計、円筒型ブランケット設計、ブ

ランケット及びダイバータ用の遠隔保守機器設計、トロイダル磁

場コイルの転倒力支持構造の検討、真空容器内冷却配管破断事象

での環境影響評価、建屋構造概念の検討などを行った。（評価軸

①、評価指標①） 

○ ITER 遠隔実験センターでは、ITER 機構と合意した作業計画に基

づき共同研究を推進するとともに、IFMIF/EVEDA 事業への支援の

ため、IFMIF 原型加速器を構成する機器の遠隔調整・トラブルシ

ューティングを欧州から安全に実施できるネットワークシステ

ムの構築・運用を行った。（評価軸①、評価指標①） 

○ 計算機シミュレーションセンター関連では、欧州実施機関との情

報交換を継続するとともに、日欧共同研究プロジェクト等への計

算資源の提供、ディスラプション統合コードに対する ITER 機構

が整備したデータ解析インフラストラクチャ（IMAS）へのインタ

ーフェイスの開発、原型炉ダイバータのシミュレーション、大域

的な乱流シミュレーションの改良を進めた。（評価軸①、評価指

標①） 

 

② IFMIF-EVEDA 事業 

○ IFMIF/EVEDA 原型加速器（LIPAc）の実証試験については、RFQ と

大電力ビームダンプを組み合わせた長パルス重陽子ビーム試験

において、入射器での RFQに供給する高品質ビームの大電流定常

運転に成功した。一方で、RFQ 用高周波源のサーキュレータと高

周波カプラの故障が発生したため、これらの問題への対応を行っ

た。この問題への対応に時間を要したため、全体計画に遅延が生

じ、５MeVの定常運転の実証試験は未了。サーキュレータはメー

カーに送付して修理が完了、高周波カプラの故障原因は電子の衝

撃による想定以上の発熱によるものと判明し、その対策として除

熱性能を向上した部品への交換を行うこととし、早期の運転再開

を目指している。超伝導線形加速器（SRF）については、超伝導

ソレノイドの高圧洗浄作業を完了した。その後新型コロナウイル

スの世界的な流行のために中断していた、六ヶ所研でのクライオ

モジュールの組立て作業を８月に再開し、完成と試験開始に向け

た準備が進展した。（評価軸①、評価指標①） 

○ 液体 Li ループ純化系システムの水素除去性能実証試験と破過挙

動評価試験を実規模ループの 1/10 以下の短時間で実施すること

を目的として、小型 Liループの製作を開始した。（評価軸①、評

価指標①） 

○ ターゲット系の R&D として Li 燃焼試験を実施し、Li が発火しな

い水分濃度条件を明らかにし、この成果を基に IFMIF-EVEDA 事業

の調達取決めの成果物である中間報告書を作成した。（評価軸①、

評価指標①） 

○ 日欧共通課題である核融合中性子源から放出するトリチウムの

環境中へのトリチウム濃度分布を評価するためのトリチウム拡

散解析コードの開発と Li ターゲットからの放射化浸食物と生成

する放射化生成物による Li ターゲットループ１次熱交換器用熱

媒オイルの吸収線量を評価し、核融合中性子源の設計を進めた。
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（評価軸①、評価指標①） 

 

③ 実施機関活動 

○ 新型コロナウイルス感染症対策に細心の注意を払いながら、地元

自治体等が主催するイベントに協力し、講演、展示、実験教室等

を行ったほか、学生や一般見学者を含む見学者を積極的に受け入

れるなど、引き続き理解促進活動に取り組んだ。令和４年度は２

年ぶりに施設公開を行い 162名の来所があった。（評価指標①） 

○ 新たに青森県 ITER 計画推進会議と「青森県から日本・世界の環

境・エネルギー問題を考える地元高校生向けワークショップ」を

計５回開催した。 

○ ユーティリティ施設及び機械室設備の運転保守管理・管理業務に

ついては、滞りなく実施した。（評価軸①、評価指標①、モニタリ

ング指標①） 

○ 令和４年６月にブランケット工学試験棟に４つの安全実証試験

装置の設置が完了し、「ITER-TBM 安全実証試験装置運用開始式典」

を 10月に開催した。（評価指標①） 

 

b. BA 活動で整備した施設を活用・拡充した研究開発 

① 原型炉設計研究開発活動 

○ 原型炉設計合同特別チーム（以下「特別チーム」という。）の活動

では、産学共創の場の構築に努めつつオールジャパン体制で原型

炉設計活動を継続し、メンバー数は総勢 146 名に拡大した。新型

コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、基本的に Web 形式の技

術会合や調整会合を 49 回開催し、延べ 900 名以上が参加した。

（評価軸②、評価指標②） 

○ 量研と核融合研が連携して実施する原型炉研究開発共同研究を

継続し(量研：51件、核融合研：７件)、令和５年度新規公募（量

研：27 テーマ、核融合研：３テーマ）を実施した。（評価軸②、

評価指標②） 

○ 社会受容性に関わる活動として、青森県 ITER 計画推進会議が主

催する「青森県から日本・世界の環境・エネルギー問題を考える

地元高校生向けワークショップ」に講師及びファシリテーターと

してメンバーを派遣して運営に協力、核融合の社会実装に必要な

重要な技術項目を原子力との比較の観点で整理した。（評価軸②、

評価指標②） 

○ 低放射化フェライト鋼等の炉内構造物材料の中性子重照射後の

材料試験及び評価を継続し、検証データの取得を進めた。（評価

軸②、評価指標②） 

○ アライアンス事業等を含め Li 回収技術開発を継続し、イオン伝

導体分離法（以下「LiSMIC」という。）による塩湖かん水からの低

コスト Li 回収技術開発及び当該技術の社会実装に向けた新ベン

チャー起業準備を進めた。特に、LiSMIC 技術開発では、電極接点

を減らすことによりイオン伝導体の耐久性向上に成功するとと

もに、同時に、高い Li 回収速度も達成した。これらの成果によ

り、製造コスト目標 1,000 円/kg を達成できる見通しを得るなど、

当初計画を大きく上回る顕著な成果を上げた。（評価軸②、評価
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指標②、モニタリング指標④） 

○ Be 精製技術の開発では、アルカリ・マイクロ波溶融技術を発展さ

せ、新たな知財創成につながる技術的成果を得るとともに、当該

技術の早期社会実装に向けたプラント企業との共同研究活動に

おいて、実鉱石を用いたベンチ規模での溶解実証に成功した。さ

らに、鉱物資源の一次資源確保だけではなく、リサイクル技術へ

の応用展開への発展も進め、難溶解性セラミックス触媒からの貴

金属類の溶解にも成功し、新たな国内特許の共同出願も行うな

ど、当初計画を大きく上回る顕著な成果を上げた。（評価軸②、評

価指標②、モニタリング指標④） 

 

② テストブランケット計画 

○ テストブランケット・システムの詳細設計（予備設計）を進めた。

詳細設計レビューに向けた準備会合は ITER 機構の都合で次年度

に延期となったが、設計進捗評価会合を 12 月に ITER 機構で開催

した。160 件の質疑に対して回答し、令和５年度以降の詳細設計

レビューに向けた準備会合、詳細設計レビュー会合（以下「PDR」

という。）ではこれらへの対応や進展を確認することとなる。試

作を含む製作性検証を終え、PDRに向けた提出図書に反映すると

ともに明らかとなった課題への対応に着手した。（評価軸②、評

価指標②） 

○ 最終設計承認に必要と考える安全実証試験データの取得のため

の装置の製作と据付けを完了した。運用開始を記念する式典を 10

月に開催し、本格試験に着手した。（評価軸②、評価指標②） 

 

③ 理論・シミュレーション研究及び情報集約拠点活動 

○ 理論・シミュレーション研究では、原型炉開発に向けたアクショ

ンプラン及び原型炉設計合同特別チーム理論シミュレーション

ワーキンググループが策定した長期戦略に基づく核融合プラズ

マシミュレーションコードの開発が計画どおり進捗するととも

に、開発した物理モデルやコードを用いた核燃焼プラズマの動特

性の研究を推進した。（評価軸②、評価指標②） 

○ 特に、第１期中長期計画を通じて実施してきたディスラプション

及び高エネルギー粒子閉じ込め等の核燃焼プラズマの動特性の

研究成果の一部が分野のトップジャーナルに複数掲載されるな

ど、想定以上の成果を得た。また、ITER機構とのタスク取決めに

基づき、DIII-D（米国）や LHD（核融合研）等を用いた実験で検

証された物理モデルを用いて ITER DMS 最終設計レビューに資す

る性能予測シミュレーションを完遂し、ITER 計画の最優先課題の

一つと位置付けられているディスラプションに関する研究開発

に貢献した。（評価軸②、評価指標②） 

○ 核融合研究開発専用スパコン JFRS-1 の運用を継続し、炉心プラ

ズマの乱流輸送シミュレーション研究をはじめとして、高エネル

ギー粒子物理や核融合炉材料分野など公募を通じて申請のあっ

た 27 の研究課題に対し、原型炉開発のためのアクションプラン

の推進や ITER 計画等に対する貢献に配慮した計算資源の配分を

行った。（評価軸②、評価指標②） 



76 

 

○ 大規模な核融合データの機械学習に関する検討では、大学等との

共同研究に基づきデータ同化等のデータ駆動科学手法の検討を

進めるとともに、NTT と共同でショット間解析用データ転送の技

術実証試験を開始した。（評価軸②、評価指標②） 

 

④ 核融合中性子源開発 

○ 核融合中性子源 A-FNSの工学設計活動に着手し、A-FNS 建設開始

までの A-FNS 工学設計書完成のために、A-FNS加速器設計、A-FNS

における照射試験に関する検討を中心に実施した。A-FNS 加速器

設計としては、超伝導空洞加速器からリチウムターゲットまでの

高エネルギービームラインの設計を実施し、A-FNS 用に提案して

いるドックレッグ型の高エネルギービームラインについてビー

ム軌道解析及び真空解析を実施し、要求条件を満足する設計を確

立した。その上で、ビームライン全体の真空機器の基本仕様と配

置設計を確定した。A-FNS 試験施設設計としては、計測制御機器

試験モジュールの照射試験計画の検討を進めた。（評価軸②、評

価指標②） 

○ 核融合技術に関する国際シンポジウム（SOFT2022）及び第１回欧

州核融合中性子源（DONES）ユーザーズワークショップに参加し、

欧州における核融合中性子源開発の動向について情報収集・情報

交換を実施した。（評価軸②、評価指標②） 

 

【モニタリング指標以外の参考指標状況】 

○外部表彰：８件 

・ 第 14回核融合エネルギー連合講演会若手優秀発表賞 

「A study of fatigue pre-cracking technique at RT and fracture 

toughness testing technique due to the 3 points bending for pure 

tungsten」 

・ 第 14回核融合エネルギー連合講演会若手優秀発表賞 

「原型炉プラズマ電流立ち上げの平衡制御シミュレーション」 

・ プラズマ核融合学会 第 27 回技術進歩賞 

｢粒子に蓄積するトリチウムの測定技術開発と JETで生成されたダスト

分析ヘの適用｣ 

・ 日本原子力学会 加速器・ビーム科学部会賞優秀講演賞 

「Present status of Linear IFMIF Prototype Accelerator (LIPAc) 

- (4) Genetic Algorithms aided optics optimization for beam 

energy spread measurements」 

・ 日本原子力学会 第 19 回核融合工学部会賞 

「マイクロ引張試験手法によるタングステン材料のマイクロ破壊メカ

ニズムに関する研究」 

・ Outstanding Reviewer Awards 2022（IAEA, IOP Publishing） 

（Nuclear Fusion 誌における Peer Review の功績） 

・ 第 14回核融合エネルギー連合講演会 Best Audience Award 

（若手ポスター発表において、有益な議論を行った聴講者について、若

手発表者による投票により決定） 

・ 核融合エネルギーフォーラム 2022年度吉川允二記念核融合エネ

ルギー奨励賞（優秀賞）「ディスラプション統合モデリング研究
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の開拓」 

○プレス発表：４件 

・ 令和４年７月 13 日、量研、マイクロ波化学株式会社の合同で、

「マイクロ波加熱を用いる省エネ・CO2 削減精製技術でリチウム

実鉱石の溶解に成功 ―社会実装に向け加速―」についてプレス

発表を行った。 

・ 令和４年 11月３日、「核融合炉の効率的な燃焼制御への道筋を切

り開く ―炉心プラズマの加熱に必要な高速 He を閉じ込めつつ、

不要な低速 He を選択的に排出する条件を発見―」についてプレ

ス発表を行った。 

・ 令和４年 12 月 23 日、量研と核融合研の合同で、「氷の粒で巨大

な１億度のプラズマを冷やす － 世界最大の核融合実験炉に必

要とされるプラズマ冷却技術の研究が進展 －」についてプレス

発表を行った。 

・ 令和５年３月 30 日、量研、マイクロ波化学株式会社の合同で、

「マイクロ波加熱を用いた省エネ・CO2削減精製技術により Be 鉱

石の溶解に成功―汎用性の高い精製法として社会実装により、核

融合発電の実現を加速―」についてプレス発表を行った。 

◯招待講演：22 件 

・ 25th International Conference on Plasma Surface 

Interactions in Controlled Fusion Devices (PSI-25) 

「Recent Developments of Plasma Exhaust and Divertor Design for 

Tokamak DEMO Reactors」 

・ 第 14回核融合エネルギー連合講演会 

「原型炉概念設計の現状と課題」 

・ Second IAEA Technical Meeting on Plasma Disruptions and 

their Mitigation「Cryogenic Pellet Ablation Physics and 

Integrated Modelling of Shattered Pellet Injection」 

・ 31st International Linear Accelerator Conference 2022 

「 Commissioning of IFMIF Prototype Accelerator towards CW 

Operation」 

・ 8th IAEA DEMO Programme Workshop 

「Plasma physics performance and impact on plant efficiency」 

・ 32nd Symposium on Fusion Technology 

「Progress of Engineering Design Activity for A-FNS」 

・ プラズマシミュレータシンポジウム 2022（PSS2022） 

「静かな磁気流体現象の再現に向けた先進的アルゴリズムの開発」 

・ プラズマシミュレータシンポジウム 2022 (PSS2022) 

「原型炉 SOL プラズマにおけるイオン熱伝導の運動論効果の研究と

統合ダイバータシミュレーションへの応用」 

・ 6th Asia-Pacific Conference on Plasma Physics 

「 Integrated modeling of runaway electrons in JA-DEMO 

disruptions」 

・ 6th Asia Pacific Conference on Plasma Physics 

「Development of MUSES code for nonlinear MHD simulations with 

locally divergence-free discontinuous Galerkin method」 

・ ⽇本化学会秋季事業 第 12 回 CSJ化学フェスタ 2022 
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「イオン伝導体リチウム分離法 LiSMIC による超⾼純度資源循環」 

・ 13th International Conference on Tritium Science and 

Technology（Tritium2022） 

「R&D activities on tritium technology for ITER and JA DEMO at 

the Tritium Process Laboratory」 

・ 4th Technical Meeting on Divertor Concepts 

「Simulation studies of He and particle exhaust in detached 

divertor for JA DEMO design」 

・ プラズマ・核融合学会第 39 回年会 

「ITER ディスラプション緩和装置開発に向けたプラズマ物理研究の進

展」 

・ 20th International Congress on Plasma Physics

（ICPP2022） 

「Energy-selective confinement of fusion-born alpha particles 

during internal relaxations in a tokamak plasma」 

・ 20th International Congress on Plasma Physics（ICPP2022） 

「Particle Transport in Fusion Plasmas」 

・ 20th International Congress on Plasma Physics (ICPP2022) 

「A BOUT++ extension for full annular tokamak edge MHD and 

turbulence simulations」 

・ 材料照射研究会 2022 併催：金属学会シンポジウム「タングス

テン材料科学」 

「タングステン材料のマイクロ・マクロメカニクス」 

・ 2023 BOUT++ workshop 

「A BOUT++ extension for full annular tokamak edge MHD and 

turbulence simulations」 

・ 第 47回先進セラミックス複合材料国際会議(ICACC2023) 

「Innovative Recycling Technology for Used Li-ion Batteries 

using Li Separation Method by Ionic Conductor: LiSMIC」 

・ ELPH シンポジウム 2023 

「国際核融合材料照射施設 IFMIFのための原型加速器 LIPAc の現状」 

・ The 4th International Congress on Advanced Materials 

Sciences and Engineering (AMSE-2023)  

「Lithium Recycling Technology of Used Li-ion Batteries by Li 

Separation Method by Ionic Conductor: LiSMIC」 

 

 

 

【前年度主務大臣評価にお

ける指摘事項等への対応状

況】 

 

 

・ITER 機構へ我が国の人的

貢献が拡大するよう、長期

的な視点での推進方策を講

じる必要がある。また、核

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

 

 

 

 

○ SNS等を用いた情報発信に努め、ITER機構職員公募に関する登

録制度への登録者は 1,252 名（３月末）に増加し、ITER 機構の

邦人専門職員構成比率は 4.8％（３月末）まで向上している。
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融合発電の実現に向けて、

核融合炉の建設のみならず

運転技術も重要であり、よ

り多くの研究者を運転期の 

ITER に派遣する必要がある

ことから、戦略的に人材育

成を進めていくべきであ

る。 

 

 

 

・JT-60SAの統合試験再開に

向けて、引き続き調整作業

を進めるとともに、システ

ム設計が不十分なことによ

る予測不可能な技術的困難

に見舞われることを避ける

ため、システムエンジニア

リングの徹底を図るととも

に、同様の事象が起こらな

いよう対策を講じること。 

 

 

・QST が ITER国内機関とし

て指名されていることを踏

まえ、引き続き ITER 計画

や BA 活動を牽引するとと

もに、我が国における核融

合の研究体制において中心

的な役割を果たすこと。 

 

 

 

・核融合は長期に渡る研究

開発であることから、次世

代の核融合研究者の育成が

必須である。QST 内の若手

職員のみならず、大学等に

おいても共同研究やアウト

リーチ活動を通じて人材確

保・育成を行うこと。 

 

 

 

引き続き職員募集への支援に努めるとともに、ITER に派遣でき

る研究者の育成に JT-60SA のオンサイトラボを活用していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 全体パッシェン試験を実施し絶縁性能が低い箇所を特定すると

ともに、運転再開時のリスク評価を実施し、絶縁強化作業を継

続している。試験結果等は日欧技術者に加え ITER 機構の専門家

とも共有し幅広い視点から検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新型コロナウイルス感染症拡大や露国問題等による物流やサプ

ライチェーンの混乱の中、ITER の初プラズマに必要な機器を計

画通り完成させ納入するなど、国際プロジェクトの計画遂行に

全力を傾けている。 

 

 

 

 

 

 

○ SNS等を用いた情報発信やアウトリーチ活動を拡大していく所

存である。大学等との共同研究、特に核融合研との共同研究を

拡充したとともに、産業応用可能な技術に関し 
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【研究開発に対する外部評

価結果、意見等】 

 

 

 

【研究開発に対する外部評価結果、意見等】 

核融合反応の要の機器であるトロイダル磁場コイル９体の調達などに

ついて、今年度も協力企業との連携による厳格な品質・工程管理を実

施して着実な業務運営を図り、当初目的を達成する一方、３周波数、

１MW、300秒の超パルス運転が可能な高周波加熱装置ジャイロトロン

を世界で初めて開発したことなどには、これまでの経験を踏まえたプ

ロジェクト推進力、研究開発力、連携力の発揮が認められ、特に顕著

な成果の創出が認められる。 

 

高周波加熱装置やブランケット遠隔保守装置、計測装置についても特

許取得など進展が見られている。 

 

中性粒子入射加熱装置の高電圧部で発生した放電に対して、新たな手

法を開発して放電箇所を特定し、日本調達の絶縁変圧器に問題がない

ことを示して速やかな再製作を可能とするとともに、放電の発生に対

して機器を保護する機器の仕様を決定するなど優れた対応をとった。 

 

量研の核融合部門の人材が必ずしも充足しているといえない中で、国

内関係組織と連携し、ITERの理事会、委員会、関係会議に継続して人

員を派遣し、また ITER 機構日本人職員数の増加のために周知活動を

強化するなどして、ITER 事業の円滑な運営に貢献したことには顕著な

成果の創出が認められる。 

 

新副機構長に日本から鎌田氏が就任されたことは、これまでの量研の

ITER 計画への貢献が高く評価された証であると考えられる 

 

核融合エネルギーフォーラムを活用し、ITER の研究開発の内容と実施

体制の検討に対する日本からの参画を効果的に支援している。 

 

国内メーカーとの連携はよくとれている。今後は、大学からの貢献を

更に促す仕組みの構築に期待する。 

 

トカマクで世界初となる全体パッシェン試験を実施し、その結果に基

づいて絶縁強化とインターロック機能の強化の併用による対策の立案

は、ITER、原型炉を含む今後の超伝導装置へと受け継がれる知見を得

たものとして高く評価される。 

 

コイル接続部のトラブルを乗り越えて、全体パッシェン試験など新た

な手法を確立したことなど、今後の様々な装置建設に資する重要な成

果を得ていることは高く評価できる。これらの知見を ITERや他の大

型装置建設に生かしてほしい。 

 

ITER や原型炉で必要とされる QHモード（ELM の発生しない高閉じ込

め運転モードの候補）の発生条件は、ペデスタルに流れる自発電流と

プラズマ表面との距離、イオン温度に起因する電場であることを初め

て明らかにしたことなどには、特に顕著な成果の創出が認められる。 
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JT-60SA 建設に多くの時間が割かれる中、モデリングの改良や制御法

の開発等、学術的にも優れた多くの研究がなされている点は大いに評

価できる。また、15年以上前の JT-60U のデータを利用した実験の論

文が現時点でも生産されており、2023 年度の IAEA-FEC へも、レベル

の高い発表が予定されている。更に、ITPA 議長を多く輩出している点

も、研究者の高い研究能力とリーダーシップを反映したものとして高

く評価できる。 

 

原型炉設計対応の材料データベース、材料特性ハンドブックを更新。

関連する微小試験片技術の開発、核融合中性子照射効果予測技術の基

盤となる緩和体積モデルの構築などが進展し、これらの成果を日欧の

中間報告書として整理された。 

 

ベリリウム、リチウム鉱石を用いたベンチスケール溶解実証試験に成

功したほか、青森県産業創出のために民間企業とともに国内共同特許

出願を実施したことには、特に顕著な成果の創出が認められる。 

 

イオン伝導体分離法(LiSMIC)による高純度低コストリチウム回収技術

や、新たなベリリウム精製技術の社会実装を進めており、学術的成果

とともに、産業界、行政との連携を進めている点も評価できる。 

 

アルファ粒子閉じ込め、ディスラプション実験検証の研究を進め、ト

ップジャーナルに論文が掲載されたこと、またこの内容が ITER ディ

スラプション緩和装置の最終設計レビューに資することなどには、特

に顕著な成果の創出が認められる。 

 

高周波カプラの不具合により、RFQ による 5MeVの加速定常運転の実証

に遅れが生じている点は遺憾である。しかし迅速に対応策を施し運転

再開の目途を立てるとともに、入射器からの高品質ビーム引き出しと

大電流定常運転に成功し、定常運転の準備を整えた点は評価できる。 

 

ITER に設置し試験を行うテストブランケット・システムの詳細設計レ

ビューに向けた準備を進め、ITER機構で開催した評価会合では、ほぼ

全ての要求文書について報告したことなどには、顕著な成果の創出が

認められる。 

 

世界で見た場合に、日本のブランケット開発は最も進んでおり、着実

な成果を得ている。 

 

人材育成について、例えば、育成するべき人材の範囲、専門分野、規

模感、目標年、育成方法などを含めた量研核融合部門としての人材育

成のあるべき姿などが明示的でないため、現状の達成度を評価するこ

とはなかなか難しい状況と思われますので、今後ご検討いただけたら

と思います。 
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ITPA 活動や ITER機構における国際的なリーダーの養成・輩出という

点においては大いに評価できる。大学院生等、若手の育成に関して、

現在様々な準備がなされている点も評価に値する。 

 

ITER の中性粒子加熱装置の高電圧部および JT-60SA の超伝導コイルで

発生した放電現象は、いずれも計画の進捗に影響を与える事象ではあ

ったが、それらへの対応を綿密に行い、今後の ITER計画、JT-60SA計

画や原型炉を含む今後の装置の建設にも役立てることのできる知見を

得たことは世界的にみても高く評価されるものと考える。 

 

いずれも人類初となる事業であり、実施においては大小数々の困難に

遭遇してきたが、様々な工夫と努力によって乗り越え、その影響を最

小限に抑えて計画を着実に進めている点は評価に値する。また、限ら

れたマンパワーを適切に配置し、開発から研究まで高いアクティビテ

ィを維持した点も大いに評価できる。 

 

概ね計画が達成され、また顕著な成果も多数得られており、当初の計

画を超えて、核融合研究開発に大きく貢献しているものと判断され

る。ただし、実施内容の割に人的資源の不足が気になるので、量研内

部における人材確保はもちろんであるが、関連機関（核融合研等の国

立研究開発機関や各大学）との一層の連携強化が望まれる。 

 

 

 

４．その他参考情報 

決算額が予算額を上回った理由は、受託や共同研究及び自己収入等の収入の増額によるものであり、これらの資金を有効に活用することで、着実な成果の創出がなされたと認められる。 
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２－１－４－１ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ｎｏ．７ 研究開発成果の普及活用、国際協力や産学官連携の推進及び公的研究機関として担うべき機能 

関連する政策・施策 ＜文部科学省＞ 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題へ

の対応 

施策目標９－１ 未来社会を見据えた先端基盤技術の強化 

 

＜復興庁＞ 

政策 復興施策の推進 

施策 東日本大震災からの復興に係る施策の推進 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第 16条 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する研究開発評価、政策評

価・行政事業レビュー 

令和５年度行政事業レビュー番号 

＜文部科学省＞ 0255、 0271 

 
 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報 

 基準値等 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

統合による発展、相乗効果に係る成果の把握と発信の実績（※

法人全体） 

－ 技術ｼｰｽﾞ 79件 

ﾌﾟﾚｽ発表４件 

技術ｼｰｽﾞ 98件 

ﾌﾟﾚｽ発表４件 

技術ｼｰｽﾞ 98件 

ﾌﾟﾚｽ発表０件 

技術ｼｰｽﾞ 97件 

ﾌﾟﾚｽ発表０件 

技術ｼｰｽﾞ 97件 

ﾌﾟﾚｽ発表０件 

技術ｼｰｽﾞ 97件 

ﾌﾟﾚｽ発表０件 

技術ｼｰｽﾞ 97件 

ﾌﾟﾚｽ発表０件 

シンポジウム・学会での発表等の件数（※法人全体） － 1,805 件 2,150 件 2,252 件 2,138 件 1,104 件 1,602 件 1,901 件 

知的財産の創出・確保・活用の質的量的状況（※法人全体） 
－ 出願 41 件 

登録 53 件 
出願 57 件 
登録 33 件 

出願 78 件 
登録 44 件 

出願 115件 
登録 47 件 

出願 99 件 
登録 33 件 

出願 145件 
登録 36 件 

出願 128件 
登録 55 件 

機構の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用し

ようとする者への出資等に関する取組の質的量的実績（※法人
全体） 

－ － － － 実績なし 実績なし 実績なし 実績なし 

企業からの共同研究の受入金額・共同研究件数（※法人全体） 
－ 受入金額 

112,314 千円 
件数 24 件 

受入金額 
154,466 千円 
件数 35 件 

受入金額 
110,136 千円 
件数 46 件 

受入金額 
176,194 千円 
件数 46 件 

受入金額 
211,361 千円 
件数 50 件 

受入金額 
187,916 千円 
件数 52 件 

受入金額 
218,229 千円 
件数 56 件 

クロスアポイントメント制度の適用者数（※法人全体） － １人 １人 ４人 20 人 29 人 45 人 50 人 

国、地方公共団体等の原子力防災訓練等への参加回数及び専門

家派遣人数 

－ 参加回数 12回 

派遣人数 14人 

参加回数 14回 

派遣人数 18人 

参加回数 12回 

派遣人数 21人 

参加回数７回 

派遣人数 13人 

参加回数６回 

派遣人数８人 

参加回数５回 

派遣人数６人 

参加回数４回 

派遣人数 16人 

高度被ばく医療分野に携わる専門人材育成及びその確保の質的
量的状況 

－ － － － 関連研修会開
催 16回 

関連研修会開催
12 回 

関連研修会開
催 22回 

関連研修会開
催 24回 

原子力災害医療体制の強化に向けた取組の質的量的状況 

－ － － － 支援センター
連携会議等４

回、 
研修管理シス
テム準備 

支援センター連
携会議等５回、 

研修管理システ
ム説明会 14 回開
催 

支援センター
連携会議等５

回、 
意見交換会 13
回開催 

支援センター
連携会議等 28

回、 
意見交換会９
回開催 
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被災地再生支援に向けた調査研究の成果 － － － － 論文 21 報 論文 17 報 論文 14 報 論文 20 報 

メディアや講演等を通じた社会への正確な情報の発信の実績 － 79 件 170件 137件 141件 58 件 70 件 72 件 

施設等の共用実績（※法人全体） 

－ 利用件数 566

件 
採択課題 206
件 

利用件数579件 

採択課題205件 

利用件数 743

件 
採択課題 253
件 

利用件数656件 

採択課題231件 

利用件数 331 件 

採択課題 175 件 

利用件数333件 

採択課題191件 

利用件数347件 

採択課題179件 

論文数 
－ 53 報  

(53報) 
35 報  
(35報) 

32 報  
(32報) 

50 報  
(50報) 

66 報 
（81 報） 

31 報 
(45報) 

37 報 
(43報) 

TOP10％論文数 
－ ０報  

(０報) 
１報  
(１報) 

１報  
(１報) 

２報  
(２報) 

４報 
（５報） 

１報 
（１報） 

０報 
（０報） 

 （※）括弧内は他の評価単位計上分と重複するものを含んだ論文数（参考値）。 

 

 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

予算額（千円） 1,240,188 998,380 3,684,729 4,215,788 5,191,962 4,819,033 5,432,579 

決算額（千円） 1,888,211 1,363,177 4,097,671 7,827,537 8,791,243 9,083,708 10,741,231 

経常費用（千円） 1,930,493 1,539,778 1,954,958 4,701,623 4,364,363 5,202,151 5,696,259 

経常利益（千円） △28,422 △20,836 △92,182 △22,156 △157,969 △85,682 △198,164 

行政コスト（千円） ― ― ― 5,463,754 4,516,419 5,325,207 5,975,121 

行政サービス実施コスト（千円） 1,753,616 1,489,690 1,947,593 ― ― ― ― 

従事人員数 62 56 75 99 105 124 129 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価軸（評価の視点）、 

指標等 

法人の業務実績等・自己評価 
主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

  評定：Ａ 

【評定の根拠】 

以下のとおり年度計画を上回る顕著な成果を創出し

たことからＡ評定と評価する。 

 

研究成果のわかりやすい普及及び成果活用の促進、国

際協力や産学官の連携による研究開発の推進、原子力

災害対策・放射線防護等における中核機関としての機

能、福島復興再生への貢献、人材育成業務、施設及び設

備等の活用促進、官民地域パートナーシップによる次

世代放射光施設の整備等のそれぞれにおいて年度計画

を達成するとともに、研究成果のわかりやすい普及及

び成果活用の促進、国際協力や産学官の連携による研

究開発の推進、原子力災害対策・放射線防護等における

中核機関としての機能、福島復興再生への貢献、人材育

成業務、官民地域パートナーシップによる次世代放射

光施設の整備等においては年度計画を上回る成果を得

た。 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

○評定に至った理由の詳細 

・ 「研究開発成果の分かりやすい普及及び

成果活用の促進、国際協力や産学官の連

携による研究開発の促進」については、

SIP の管理法人としての事業やベンチャ

ー支援の取組等の活動を高く評価し、自

己評価の通り（a）評定が妥当と判断。 

・ 「原子力災害対策・放射線防護等におけ

る中核機関としての機能」における文部

科学省の所掌においては、REMAT体制や合

同訓練の実施等の技術支援機関としての

役割を果たしたことから、自己評価の通

り（a）評定が妥当と判断。 

・ 「福島復興再生への貢献」における文部

科学省の所掌においては、今後の政策基

盤となる科学的根拠の収集等により、福

島の復興・再生に貢献したことから、自

己評価の通り（a）評定が妥当と判断。 

・ 「人材育成業務」における文部科学省の

所掌においては、QSTリサーチアシスタン

ト制度を通じた大学院生に対する人材育

成や国内外の人への実務訓練の実施等、

顕著な成果を創出したと考えられるた

め、自己評価の通り（a）評定が妥当と判

断。  

・ 「施設及び設備等の活用促進」について、

電気代等の高騰の中、施設の維持管理体

制の整備・維持を着実に継続して実施し

ていることから、自己評価の通り（b）評

定が妥当と判断。 
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・ 「官民パートナーシップによる次世代放

射光施設の整備」については、次世代放

射光施設の共用開始に向けた整備の推進

等、将来的な成果創出が期待され、自己

評価の通り（a） 評定が妥当と判断。 

・ 以上より、総合的に判断した結果、当該

評価項目の評定は（Ａ）と判断した。 

 

＜今後の課題＞ 
次頁以降に個別に記載。 
 

【評価軸】 

①成果のわかりやすい普及

及び成果活用が促進できて

いるか。 

 

 

【評価指標】 

①研究開発成果のわかりや

すい普及及び成果活用の取

組の実績 

 

 

【モニタリング指標】 

①統合による発展、相乗効

果に係る成果の把握と発信

の実績 

 

②シンポジウム・学会での

発表等の件数 

 

③知的財産の創出・確保・

活用の質的量的状況 

 

④機構の研究開発の成果を

事業活動において活用し、

又は活用しようとする者へ

の出資等に関する取組の質

的量的実績 

 

 

Ⅰ.2. 研究開発成果のわかりやすい普及及び成果活用の促進 

○ アウトリーチ活動では、新型コロナウイルス感染症対策を講じ

つつ、「青少年のための科学の祭典全国大会」（令和４年７月 29

日、30日）に参加、また、千葉県立現代産業科学館の夏休み展

示会（令和４年７月 24 日）、サイエンスアゴラ（令和４年 11 月

５日、６日）に出展し、光の三原色や偏光を使った科学実験を

行い、小中学生親子に対して光量子科学の啓発を行った。また

文部科学省情報ひろば（新庁舎２階エントランス、令和４年７

月～８月）に水素核融合、量子メス、ヘルメット型 PET装置の

３つの模型や最先端の研究内容とその成果について紹介するパ

ネル等の展示を行い、文部科学省を来訪した多くの訪問者に対

して、量子科学技術に対する理解増進に努めた。（評価軸①、評

価指標①） 

○ 施設公開は、感染防止対策や縮小をした上で地域や時期の状況

に応じて現地開催し、科学実験や研究開発紹介等を通じて地域

交流を深めるとともに、量子科学技術に対する国民の理解増進

に貢献した。（那珂研：10 月 16 日、関西研：10月 22 日、千葉

地区：10 月 23 日、高崎研：10 月 30 日）（評価軸①、評価指標

①） 

○ 広報誌「QST NEWS LETTER」は、量研の重要な成果や活動を紹介

する特集を柱とし、継続性、統一性を念頭に置いた記事構成で

５回発行（４月号、７月号、10 月号、１月号、３月特別号）し

た。特に３月特別号（24 ページ）は、第１期中長期計画の総括

的な位置付けとし、理事長インタビュー、役員の寄稿、並びに

若手へのインタビュー等を掲載した。各号約 1,400 部を外部に

発送するとともに、量研 HP や SNS でも紹介し、多様な手段で幅

広い層への情報発信を行った。（評価軸①、評価指標①、モニタ

リング指標②） 

○ 公式ウェブサイトは、最新情報をより見やすくするため、重要

な情報についてはバナー掲載するなど掲載情報の随時更新を適

宜進めるとともに、構成や表示に関する課題への対応を行っ

た。（評価軸①、評価指標①） 

○ SNSでは、Facebook、Twitter、Instagram を活用し、多様な層

への情報発信の強化を進めた。Facebookと Twitter では人材育

成センター主催の研修募集情報、イベント開催情報、プレスリ

補助評定：a 

 

【評定の根拠】 

以下のとおり年度計画を上回る顕著な成果を創出した

ことから a 評定と評価する。 

 

・これまでの取組実施に対する外部有識者の評価や意

見も踏まえて、ベンチャーキャピタルである BNV との

起業家支援協力により、量研のベンチャー起業をサポ

ートする環境を整えるとともに、千葉銀行と産学連携

やベンチャー支援に対する連携協力する環境も構築す

ることを経営判断し、研究成果の利活用のチャネルと

しての機能・効果を発揮した。（評価軸①、評価指標①） 

・上記の制度も活用した QST ベンチャー支援制度を推

進し、新たにベンチャー２社（リンクメッド株式会社、

株式会社アニマルブライト）を認定し、量研の成果活用

に向けて始動・開始した。（評価軸①、評価指標①） 

・NanoTerasu の先導的利用研究推進を担うとともに、

当該施設を担う次世代研究リーダーの育成も視野に、

東北大学と共同で両機関内における公募の枠組みを理

事のトップマネジメントで構築。両機関間でのマッチ

ングで10件の共同研究課題を採択。連携研究を効果的・

効率的に実現するためのキックオフ・ワークショップ

も開催。（評価軸②③、評価指標②） 

・医科学分野における医工連携が期待できる次世代認

知症研究開発について、産学アライアンスやデータサ

イエンスにそれぞれ強みを有する連携協力を経営のト

ップマネジメントにより締結。（評価軸②③、評価指標

②） 

・SIP 課題「光・量子を活用した Society 5.0実現化技

術」の管理法人業務として、プログラムディレクター及

びサブプログラムディレクターとの密な連携と支援推

進を行い、半導体分野の産業活性化に寄与する技術開

発成果が特に評価され、令和４年度でも課題評価で Aと

なる高い評価を得た。 

 

補助評定：ａ 

 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

（判断の根拠となる実績） 

・ アウトリーチ活動では、オンラインイベ

ントへの参加や Web によるバーチャル施

設見学、SNS等の活用により、量子科学技

術に対する国民の理解増進に努めるとと

もに、QSTの知名度向上に向けて情報発信

を行った。 

・ ベンチャーキャピタルである株式会社 

Beyond Next Ventures（BNV）との起業家

支援協力や、千葉銀行との連携など、QST

ベンチャー支援制度を推進し、新たに２

社の QST 認定ベンチャーが設立されるな

ど、QSTの研究成果の社会実装を進める仕

組みを整備した。 

・ NanoTerasu の活用分野や、次世代認知症

研究開発について、トップマネジメント

により関係機関と連携体制を構築した。 

・ 「戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP）」管理法人として、成果最大化に

向けた事業推進のマネジメントを高いレ

ベルで実施したことにより、当該管理課

題は令和４年度にＡ評価を獲得した。 

 

＜今後の課題＞ 

・ 技術の社会実装に至らないベンチャーも
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リース紹介等を中心に情報発信を行った。（評価軸①、評価指標

①） 

○ マスメディアに対してプレスリリースを 21 件（量子生命・医学

部門 10 件、量子ビーム科学部門４件、量子エネルギー部門７

件：量研主体の研究成果に関わる発表のみ）行い、最新の研究

成果情報等を提供するとともに、記者の理解を助けるためのレ

クチャーも実施した。また、リリース内容は量研 HPでも同時に

公開し、マスメディアがタイムリーに情報にアクセスできるよ

うにした。その結果、174 件の新聞掲載（取材記事も含む。）が

あった。（評価軸①、評価指標①、モニタリング指標②） 

○ 令和３年度から引き続きマスメディアを通じた情報発信とし

て、量研の研究開発を紹介する連載記事を、量研での研究開発

を計画的に発信できるようにテーマを設定しつつ、10のテーマ

で計 73 回分を毎週木曜日に日刊工業新聞科学面にて掲載した。

その内、当初予定していた 73 回分の連載記事、及び理事長が執

筆した日刊工業新聞・企画連載「卓見異見」５回分は冊子とし

て取りまとめ、量研内や関係機関に配布し、研究開発成果のわ

かりやすい普及に努めた。（評価軸①、評価指標①）さらに、記

者懇談会を１回（令和４年５月 19 日、ハイブリット形式）開催

し、研究者が科学記者に量子機能創製拠点を直接紹介する機会

を設けた。この懇談会では、量研からの発表に対して、質疑及

び自由討議形式で意見・情報交換（会場及び Web参加者）を行

い、報道目線と研究開発現場の相互理解を深めた。（評価軸①、

評価指標①、モニタリング指標①） 

○ 量研の経営方針に関する理事長への取材、重粒子線がん治療や

東京電力福島第一原子力発電所事故に関わる活動並びに研究成

果に関する取材などのマスメディアからの依頼（55 件）だけで

なく、一般の方からの問合せに対しても、適切かつ丁寧に応じ

ることで、量研の研究や活動が社会に果たす役割や貢献が正し

く伝わるよう努めた。（評価軸①、評価指標①） 

○ QST病院でのクラスター発生及び情報セキュリティインシデント

等への対応として、当該インシデントの状況を詳細かつ正確に

発信するために記者会見を開催するとともに、量研 HP 掲載等を

通じて適宜・適切な情報発信を行った。 

○ きっづ光科学館ふぉとんでは、新型コロナウイルス感染症の感

染状況に合わせて事前予約制で来場者を受け入れていたが、感

染拡大も沈静化してきたことから、より多くの子供たちに量研

が取り組む科学技術の面白さを周知するため、春休み期間の直

前であり、かつ翌年度学校年間行事を決める時期である令和５

年３月１日より事前予約なしでの見学を可能とし、来場者の積

極的な受入れに努めた。（プラネタリウムは座席間隔を空けての

予約制）（来館者数 6,373人）。（評価軸①、評価指標①） 

○ 既存のシーズ紹介媒体は研究成果の普及と利活用を促進するた

めに一定の効果を上げてきたが、今後は更に様々な媒体を介し

てより多くの研究成果を効果的に発信することが必要であると

の課題意識に基づき、民間が運営する研究シーズ紹介情報サイ

 

【課題と対応】 

・研究開発成果の活用促進に向けては、産業界のニーズ

を的確に捉えて対応することが重要であり、このため

にはこれらに関わる専門人材の役割が不可欠である。

他方、リソースには限りがあるため、ニーズの重要度に

応じたメリハリを付けながら有効に活用し、産学連携

の強化に努める。 

 

 

少なくないため、社会実装までを見据え

たフォローアップ体制の整備を期待す

る。 

・ ＳＩＰ管理法人としての秀でたマネジメ

ントが、その他の課題に対してグッドプ

ラクティスとして展開されることを期待

する。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・ ベンチャーキャピタルとの連携など、QST

からのベンチャー企業創出の成功事例を

支えた取組について、国内の大学や研究

機関にとっても参考になると考えられる

ため、具体的なノウハウが共有されるこ

とを期待する。 

・ 利益相反には十分注意しながらも、QST認

定ベンチャーへの投資を、QSTの外部収入

につなげていくマネジメントを期待す

る。 
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トとの連携について協議を開始し、当該サイト活用・運用する

準備を進めた。（評価軸①、評価指標①） 

○ 社会実装の出口の多様化が必要との認識に基づき、国内企業へ

の許諾契約以外にも、外国企業からの実施申込みを受け国内企

業とは異なる様々な要件検討に基づき許諾契約を締結したこ

と、また QST 認定ベンチャーなど成果活用法人から要望される

実施許諾の条件を検討交渉した上で、実装促進に適切な許諾契

約を締結した結果、企業への実施許諾契約件数 94 件、うち令和

４年度新規実施許諾契約 11 件の実績を得た。（評価指標①、モ

ニタリング指標①） 

○ 知的財産に関しては、研究開発成果の利活用に係る法人対応の

方針、共同研究に係る懸案事項の解決、実施許諾契約に係る相

手先との交渉や契約条件の検討、特定プロジェクトに係る知的

財産戦略相談や特許性調査の依頼、QST 認定ベンチャーとのライ

センス契約に係る出資とライセンス料の相談、複数者による共

同出願契約条項の検討等について、顧問契約を締結している法

律事務所から知的財産業務や産学連携業務の戦略的な展開に関

するアドバイスを受け、実際の運用業務に反映した。その結

果、例えば、過去事例からは対応が困難な、日本国外での実施

を含む場合の権利関係の整理や製品納入後のアフターサポート

の取扱い等、契約相手先企業の実施形態に合わせ、量研の権利

を適切に行使できる契約条件を整えた。また、量研による QST

認定ベンチャーへの出資については、今後の当該体制整備の下

準備として、出資の形式とそれらのメリット・デメリットなど

の諸条件を検討し整理した。（モニタリング指標③） 

○ QSTベンチャー支援制度の運用を継続し、計４回の QSTベンチャ

ー審査委員会を開催した。経営層、及び財務、経営、人事等の

観点を有する委員に加え、令和４年度より新たに、内部委員だ

けでは認識し得ない問題等についての助言が期待されることか

ら、知的財産に関して高い学識と豊富な経験を有する外部有識

者を委員に迎えた。当該委員会での議論を通じて、量研の研究

開発成果を活用し、社会実装を促進することが期待できるベン

チャー企業として、新たに２社（リンクメッド株式会社、株式

会社アニマルブライト）を QST 認定ベンチャーとして認定、ま

た、認定期間中の活動及びアウトプットについて、量研の研究

開発成果を着実に社会実装へ進めていることが確認できたこと

から、１社（ライトタッチテクノロジー株式会社）の認定を延

長した。また、既に認定している４社（ライトタッチテクノロ

ジー株式会社、株式会社ビードットメディカル、株式会社フォ

トンラボ、株式会社 Perfect Imaging Laboratory）の令和３年

度事業報告等の点検を行い、あわせて兼業者の実績管理の点検

を行った結果、４件とも事業運営実績は認定時の基準や条件を

満たしていることを確認し、各認定ベンチャーが独立性を維持

した事業運営を行っていると判断した。既存認定ベンチャー及

び起業を検討している研究者から直接に、また Web での打合せ

を通じて、量研のベンチャー支援制度に関する意見を得て、ベ

ンチャー支援制度の課題について検討を実施した。このほか、
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認定ベンチャーの CEOを招き、事業化の着想から認定までの過

程に関するベンチャーセミナーを１回開催し、実際に起業を検

討又は興味がある研究者への助言を行った。さらには、科学技

術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律

第 63号）の改正を受け、国立研究開発法人による法人発ベンチ

ャーに対する出資業務等が新たに認められたことへの対応とし

て、出資等検討部会を開催し、大学等における大学発ベンチャ

ーへの出資等の支援事例を挙げて意見交換を行い、出資等の実

運用に向けての整備に係る検討事項の整理に資した。また、第

１期中長期目標期間に認定したベンチャーに対する認定期間や

経営の立場による兼業等、量研においてベンチャーを効果的に

利活用できるための課題を摘示し意見交換を行った。これらに

より第２期中長期目標期間に向けた量研におけるベンチャー支

援の在り方について検討を進めた。（評価軸①、評価指標①、モ

ニタリング指標④） 

○ ベンチャー支援のうちイノベーションセンターだけでは補いき

れない専門業務を、外部専門機関の協力を得つつ実施する体制

構築の一環として、ベンチャーキャピタルである BNV と包括協

定を締結した（令和４年 11 月 28日）。支援側の体制や果たすべ

き役割等について、他法人の事例を基に意見交換等を行う連絡

協議会を月に１回（全４回）実施したほか、ベンチャー起業を

検討している研究者に対し、BNVへの個別相談の場を設けるな

ど、外部専門機関からのサポートを受け、量研のベンチャー支

援体制をより充実させた。また、産学連携及びベンチャー創出

の有識者として、起業を検討している量研研究者へ助言を行う

客員研究員を迎え、ベンチャー起業を検討している研究者への

ヒアリング、助言を行うなど、量研のベンチャー創業をサポー

トする環境づくりを推進した。（評価軸①、評価指標①、モニタ

リング指標④） 

○ また、金融機関はベンチャーの起業及び成長に欠かせないベン

チャー支援機関であり、量研にとって金融機関は QST 認定ベン

チャーを共に支援するパートナーとなり得る旨の上記の客員研

究員からの助言を得て、全国に多拠点を有する量研として、地

方銀行と広域連携アライアンスを構築し、かつ本部拠点と地域

を同一にする千葉銀行との間で、産学連携やベンチャー支援に

対し包括的に連携・協力するための協定を締結した（令和４年

10 月 17 日）。これにより、千葉銀行を介した取引先企業等への

量研のシーズの紹介により複数の問合せがあり、研究成果の利

活用のチャネルとしての機能・効果を発揮、産学連携やベンチ

ャー支援に資した。本包括協定を基に、イノベーションの創出

や研究成果の社会実装を加速させ、地域レベルでの企業連携か

ら、さらには全国レベルでの社会連携を進め、社会・経済の活

性化への寄与を目指す基盤を築いた。（評価軸①、評価指標①、

モニタリング指標④） 

○ 量研の研究成果に基づく発明の権利化については、令和４年度

において 26回のセンター評価会を開催し、延べ 65件の新規発

明の届出について出願可否及び職務発明認定の評価を行った。
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２週間に１回程度と高頻度にセンター評価会を開催すること

で、発明等届の書類の提出から出願可否判断までの時間の短縮

を実現し、迅速な権利化に貢献した。また、特許性、事業性

（利活用の可能性）、研究プロジェクトの進捗、関連知財との関

係等、複合的な指標で総合的に評価するとともに、出願までに

検討・補充すべき事項等を評価会から発明者及び権利化担当者

へフィードバックすることで、質の高い知的財産の取得にも大

きく貢献した。（評価指標①、モニタリング指標③） 

○ 令和４年度は、量研において知的財産に関する事項を審議する

ために 12 回の知的財産審査会及び各部門２回の知的財産管理検

討専門部会を開催した。知的財産審査会では、権利化及び維持

管理に関する基本方針や審査基準を議論し、技術的優位性及び

実施可能性と必要コスト等を指標に、出願や維持に関する審査

を行うとともに、知的財産権等専門部会では、各研究開発部門

が主導して保有知財の活用状況の棚卸しと今後の研究開発及び

利活用の方針確認を行い、権利化・維持すべき知財の選別を着

実に行った。これらの取組により、質の高い知的財産の権利化

（特許等出願数 128 件、特許等登録数 55 件）と維持管理、活用

促進を進めるとともに、必要な権利、活用見込みのない権利を

精査し、保有する知的財産の棚卸しを進めた。（評価指標①、モ

ニタリング指標③） 

○ QST認定ベンチャーを含む企業等へ量研が保有する知的財産を実

施許諾（企業への実施許諾契約件数 94件、令和４年度新規実施

許諾契約件数 11 件、実施料等の収入 41,825千円（税抜））する

とともに、研究成果のオープン・クローズ戦略の観点から、公

開を伴う特許出願等による成果保護（オープン戦略）のみでな

くプログラム著作権やノウハウ等による成果保護（クローズ戦

略）にも取り組み、プログラム著作権の利用許諾（新規４件）

やノウハウの実施許諾による実施料収入の獲得にも積極的に取

り組み、成果の活用が進んだ。（評価指標①、モニタリング指標

③） 

 粒子線がん治療装置導入プロジェクトに係る導入・運用支

援等のコンサルティング事業について、ライセンス契約を

締結していた QST ベンチャーの株式会社ビードットメディ

カルからの実施料等の収入 7,805千円（税抜）の獲得 

 認知症診断用 PET 薬剤「18F-PM-PBB3」の製造、使用及び販

売について、ライセンス契約を締結している Aprinoia 

Therapertics Inc.からの実施料等の収入 12,520 千円（税

抜）の獲得 

 放射線モニタリングシステム「ラジプローブ」の製造・販

売について、ライセンス契約を締結している株式会社千代

田テクノルからの実施料等の収入 2,036 千円（税抜）の獲

得 

 重粒子線がん治療装置用入射器の製造・販売について、ラ

イセンス契約を締結している住友重機械工業株式会社から

の実施料等の収入 5,752 千円（税抜）の獲得 
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 認知症治療薬の開発、製造及び販売先のあっせんを目的と

してライセンス契約を締結している iPS アカデミアジャパ

ン株式会社からの、あっせん先との契約成立に係る実施料

等の収入 67千円（税抜）の獲得 

○ 量研職員等の知的財産に関するリテラシー向上のため、昨今産

学連携において関心が高いが量研内での意識が低い商標につい

て、初歩的内容に関して Webセミナーを１回開催し、また、拠

点訪問形式での発明相談会を２回開催（高崎研、関西研木津地

区）し、随時発明相談を受け付けた。これらの取り組みによ

り、新規特許出願希望の届出が 15％増加し、新規の商標登録出

願を３件行った。（モニタリング指標③） 

○ 学会発表：口頭発表 833 件、招待発表 405件、ポスター発表 663

件。 

【前年度主務大臣評価にお

ける指摘事項等への対応状

況】 

  

・アウトリーチについて

は、引き続き様々な取組を

実施するとともに、より分

かりやすく普及するための

広報の手法を検討するこ

と。 

 

 

 

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

 

 

 

○ 千葉県内の小学生向け・中学生向けに発行されている「発見た

んけん 2023年版」に千葉地区及び量子生命研究分野に関する紹

介記事を掲載した。 

○ 常設展示館である「きっづ光科学館ふぉとん」について、光

（光量子）を中心とした展示、工作、実験ショーなどは継続す

るが、更に量研全体の説明を充実させる。 

○ 本部、及び各地区での施設公開や出張授業、イベント出展等を

継続し、量子科学技術に係るアウトリーチ活動を、SNS での発信

やアンケート等を実施することでフィードバックをかけて行っ

ていく。  

  

【評価軸】 

①国際協力や産学官の連携

による研究開発の推進がで

きているか。 

 

②産学官の共創を誘発する

場を形成しているか。 

 

 

【評価指標】 

②産学官連携の質的量的状

況 

 

 

【モニタリング指標】 

⑤企業からの共同研究の受

入金額・共同研究件数 

 

⑥クロスアポイントメント

制度の適用者数 

Ⅰ.3. 国際協力や産学官の連携による研究開発の推進 

 

Ⅰ.3.(1) 産学官との連携 

○ 外部機関における産学活動動向把握のため科学技術系研究開発法

人との産学関係連絡会に Web参加し、法人間の情報共有を行っ

た。他法人との比較により量研の位置付けや特徴を客観的に把握

することができ、産学連携活動の方向性の検討に資した。また、

千葉県内の大学・研究機関と連携しての情報共有を継続して行っ

た。これにより、県内企業の詳細な情報を収集することができ、

量研が立地する地域における企業のニーズ把握に有益なものとな

った。（評価軸②③、評価指標②） 

○ 外部連携の一環として、令和６年度運用開始を目指して整備を進

めている NanoTerasu を利用しての研究推進の先導的役割を担う

とともに、大型共同研究へ発展させ、放射光科学分野を担う次世

代研究リーダーの育成につなげていくことを目的に、経営のトッ

プマネジメントで東北大学と共同でマッチングファンドを構築・

実施した。両機関内における公募形式により研究課題候補を選定

し、共同研究課題を 10 課題採択、令和４年度から共同研究を開

始した。また、東北大学との連携研究を効果的・効率的に実現す

るため、本事業の理解を深めるとともに、今後一層の研究者間の

  



92 

 

 

 

 

 

 

 

情報交換や、課題の共有、技術の提供などを促進するためのキッ

クオフ・ワークショップを行った。これらの活動を通じて共創の

場の形成に寄与した。（評価軸②③、評価指標②） 

○ 客員研究員 177名を受け入れ、量研の研究開発等に対し指導・助

言を得た。また、協力研究員 462名を受け入れ、量研の研究開発

等に協力を得ることで、外部機関との連携を強化し、研究開発を

推進した。（評価軸②③、評価指標②） 

○ 産学官の連携拠点及び人材が集結するプラットフォームを目指し

て、平成 28年度に発足したイノベーションハブの運営に取り組

み、先端高分子機能性材料アライアンス、量子イメージング創薬

アライアンス「脳とこころ」、平成 30年度に発足した「超高純度

リチウム資源循環アライアンス」の３つのアライアンスについ

て、協調領域の運用及び協調領域から競争領域へ移行するための

運用を推進した。このマネジメントの結果、３アライアンスを総

合すると、13社の参加を得て、会費 10,700 千円、物納・人件費

見合い分として 316,300 千円の資金提供を得た。また、10 件の有

償共同研究契約を締結し、その共同研究費の総額は 51,850千円

となった。これらの資金を活動計画に従い活用することにより、

各アライアンスにて企業との協調的・競争的研究開発が促進さ

れ、アライアンス事業の研究開発の推進につながった。その一例

として、先端高分子機能性材料アライアンスでは、協調領域共同

研究により、会員企業が活用できる機能性モノマーを対象に、グ

ラフト重合予測を可能にする AIモデルを構築した。本 AIモデル

を Web アプリとして、会員企業、一般向けに提供するための準備

を進めた。量子イメージング創薬アライアンス「脳とこころ」で

は、第２段階の協調領域において、複数の製薬企業との共同研究

から得られた成果である PETトレーサーについて、量研主導の特

定臨床研究を実施した。その他の PETトレーサー候補化合物につ

いても、複数の非臨床試験を実施した。超高純度リチウム資源循

環アライアンスでは、会員企業と協調し、イオン伝導体リチウム

分離膜を用いてリチウム回収性能等の長期評価を行い、イオン伝

導体の長期安定使用の条件を確立した。これらの各アライアンス

の活動及びアライアンス事業全体の第１期中長期計画における総

括について、アライアンス評価委員会にて評価を行い、これらの

評価コメントを元に、実用化に向けたマネジメント体制の強化を

支援するとともに、第２期アライアンス事業として従来のボトム

アップのみならず新たな国の施策に対応したトップダウン型の事

業を推進するための仕組みについても検討した。（評価軸②③、

評価指標②、モニタリング指標⑤） 

○ アライアンス事業の総括を行うに当たり、会員企業へアライアン

ス事業に参加した所感について調査するためのアンケートを実施

したところ、アライアンス事業への満足度は高く、2/3 以上が期

待以上の成果を感じていること、また、一部の会員より企業にあ

ったスピード感が求められていることが課題として挙げられた。

このような課題を踏まえつつ、令和５年度より開始する第２期ア

ライアンス事業の新規課題を量研内から広く公募を行い、４課題

の提案があり、経営層、及び経営、部門の研究開発目的等の観点
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を有する委員に加え、令和４年度より新たに内部委員だけでは認

識し得ない問題等についての助言が期待されることから、産学連

携に関して高い学識と豊富な経験を有する有識者を委員に迎え、

アライアンス事業審査会を開催、各申請課題の目標への達成確

度、達成された際の期待される成果とその意義などの観点、社会

実装に向けたマネジメント体制等の観点から審査を行った。また

各活動を実施する上での運営マネジメント体制及び専門人材の必

要性について助言等を実施した。（評価軸②③、評価指標②） 

○ 第２期中長期目標期間に向けて、新たなイノベーションハブの枠

組みとして、国の量子科学技術イノベーションに戦略に沿って、

量研の柱となる量子生命科学研究、量子機能創製研究をそれぞれ

充実、発展させるべく量子科学技術イノベーション拠点推進事業

を新設し、上記会員企業からのアンケート結果及びアライアンス

評価委員会からのコメント等を参考に、リニューアルしたアライ

アンス事業との２事業の枠組みや運営方針について検討した。

（評価軸②③、評価指標②） 

○ オンライン開催となった企業関係者の技術シーズ探求への関心度

の高い新技術説明会への参加及び国内有数の分析計測の技術に関

する紹介、交換の場である JASIS2022への出展などにより、研究

成果・保有する知的財産等の活用を推進し、積極的な展開を図っ

た。また、量研が保有する知的財産の量子科学技術研究開発機構

学術機関リポジトリや JSTの J-STORE、独立行政法人工業所有権

情報・研修館の開放特許データベースへの掲載等により、量研の

研究成果・保有する知的財産等の活用推進を継続した。（評価軸

②③、評価指標②） 

○ 新規に締結したものも含め、国内外の民間企業等との間で 56 件

の有償共同研究契約を締結し、共同研究経費として 218,229 千円

を受け入れた。また、207 件の無償型共同研究契約を締結した。

執行上の指摘事項等について契約執行管理業務を担当する各研究

企画部等にも説明、注意喚起し、迅速に課題解決の取組を実施し

た。また、契約業務担当者間の質疑応答対応により、適切な契約

手続に資するよう努めた。（評価軸②、評価指標②、モニタリン

グ指標⑤） 

○ 産学官連携活動を含めた研究開発等の業務を行う際に重要な、役

職員の利益相反マネジメントについて、イントラネット等を活用

した利益相反マネジメントに関する自己申告書の受付、申告内容

を審査する利益相反マネジメント委員会の運営等を行い、371 件

の自己申告の内容について審査した。（評価軸②、評価指標②） 

○ 令和３年度に引き続き、試料準備からデータ解析操作を熟練して

いる研究支援員を配置し、利用者が効率的に実験を行えるように

支援を行うことにより、量子科学技術等に係る研究開発の支援を

実施した。（評価軸②③、評価指標②） 

 HIMAC では昼間はがん治療、夜間及び休日に研究利用や新規

治療技術の開発を行っており、夜間を中心に実施している

実験をサポートするため、重粒子線がん治療装置の専門知

識をもつ役務契約者の配置を行った。課題採択・評価につ

いては、共同利用運営委員会を令和４年９月にオンライン
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開催し、研究課題採択・評価部会を令和４年 12 月はメール

による書面審議で、令和５年１月は分野（物理・工学／生

物／治療・診断）ごとに Web審議で開催した。また、HIMAC

共同利用研究の推進については量医研内対応者として職員

を配置し、実験計画立案や準備の段階から申請者と相談を

行い、共に実験を実施した。 

 静電加速器（千葉地区）については、量研職員により実験

の相談、安全な運用のための実験サポートを行った。共用

施設運営委員会を令和４年 10 月～11 月にメールによる書面

審議で開催した。また、放射線管理区域、動物管理区域に

立ち入る実験者に対して、立入りに必要な教育訓練を実施

した。 

 量子ビーム共用施設の利用者に対して、安全教育や装置・

機器の運転操作、実験データ解析等の補助を行って安全・

円滑な利用を支援するとともに、技術指導を行う研究員・

技術員を配置したほか、施設の特徴や利用方法等の説明を

量研 HP 上で提供し、特に各地区の施設ごとの利用に係る案

内を量子ビーム科学部門で統一するなど、記載内容にまと

まりを持たせ、利用者の利便性向上のための取組を継続し

た。 

 関西研（播磨地区）では、新規利用者の開拓、利用者のス

キル向上、最新の利用成果の普及を目的に、研究支援に供

している実験設備の特長と利用方法について説明・解説す

る、マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）放射光設備

利用講習会等を開催した。 

○ 千葉銀行と包括協定を新たに締結し、量研発のベンチャー支

援、研究シーズの導出を目指しての包括的連携協力関係を構築

した。また、ベンチャーキャピタルである BNV と包括協定を新

たに締結し、研究成果の社会実装や産学との連携協力を推進

し、量研における新たなイノベーション創出を目指して起業家

支援を中心とした包括的連携協力を進めていくことで合意し

た。（評価軸②③、評価指標②） 

○ 医科学分野における医工連携が期待できる次世代認知症研究開

発について、産学アライアンスやデータサイエンスにそれぞれ

強みを有する量研と大阪公立大学との相互の研究開発の一層の

充実を図るべく、経営のトップマネジメントにより、連携協力

に関する包括協定を締結（令和４年 12月５日）して、各々機関

の強みをいかして連携し、新たな展開に向けての協力関係を築

いたほか、各研究・技術分野における関係機関との協力や令和

５年度以降に向けた連携等を進めていくために、協定期間延長

等の体制を整えた。（評価軸②③、評価指標②） 

○ 課題評価ワーキンググループからの指摘事項に対処し、プログ

ラムディレクターの研究開発計画作成（５月 20 日内閣府承認）

を支援した。また、プログラムディレクターの方針に従い研究

開発マネジメントを行うため、プログラムディレクター及びサ

ブプログラムディレクターが参加するプログラムディレクター

定例会を原則、毎週１回オンライン開催し、新型コロナウイル
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ス感染症が終息しない中においても事業を着実に進めた。さら

に、最終評価に向けてピアレビューのための、技術評価委員会

（令和４年 11 月 24 日）及び技術評価委員会分科会（計６回）

を開催するなど、プログラムディレクターによる自己点検報告

書等の作成を支援した。（評価軸②③） 

○ 社会実装バックキャスト検討分科会（令和４年８月３日）を開

催し、体制強化した社会実装体制を検証した。（評価軸②③） 

○ SIP「光・量子を活用した Society5.0実現化技術」国際シンポ

ジウム 2022をハイブリットで開催（令和４年 10月 12日）し、

コンソーシアム参加機関や共同研究機関などの関係機関への周

知を図ることにより 国内外 1,014 名の参加があった。特に、民

間企業からの参加は 619 名であり、研究開発成果への民間企業

の関心の高さが示された。また海外からはオランダ経済環境省

副長官を始めとして参加は 79 名であり、国際シンポジウムとし

て意義深く、国際的発信、社会全般への浸透がはかられ、当課

題に対する理解を得た。（評価軸②③） 

○ 内閣府評価 WG 及びガバニングボードの現地視察（令和４年 10

月 25日）を受け研究開発状況、社会実装状況の進捗の理解を得

た。（評価軸②③） 

○ SIP光・量子の成果活用ポイントを紹介するビジネス書「超スマ

ート社会」への挑戦・日本の光・量子テクノロジー開発最前線

を出版（令和５年１月 27日）した。（評価軸②③） 

○ SIP課題「光・量子を活用した Society5.0 実現化技術」の管理

法人業務として、プログラムディレクター及びサブプログラム

ディレクターとの密な連携と支援により推進マネジメントを行

った結果、半導体分野の産業活性化に寄与する技術開発成果が

特に評価され、課題評価で Aとなる高い評価を得た。また、大

学の基礎研究レベルから製品化に近いところまで引き上げる一

気通貫での研究開発を進め、量子暗号については既に社会実装

したことなどのコメントを得た。さらには、海外ベンチマーク

調査に関しては、具体的なアクションを通して国際的なポジシ

ョニングや競争力の把握を行ってきた点や、プログラムスター

ト時点から社会実装を念頭においたマネジメントを徹底したこ

とも、高く評価された。（評価軸②③、評価指標②） 

○ 第２期 SIP の管理法人の実績が評価され、第３期 SIP 課題候補

「先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進」（以下「量子課

題」という。）の研究推進法人に指定され、当該課題のプログラ

ムディレクター候補、内閣府、文部科学省、総務省、経済産業

省とともに検討タスクフォース（計 21回開催）に参画し、量子

技術の技術実現性の調査等を実施、当該課題の研究開発計画書

案の作成に大きく貢献した。当該研究開発計画書の作成に当た

って、第３期 SIP で解決すべき課題とその解決方法等を抽出す

るために、技術開発動向調査、国内外のプロジェクト調査、市

場分析等の調査を実施した。（評価軸②③） 

○  第３期 SIP 課題候補の研究推進法人として、関連技術の実

現性を調べるための先行研究の実施機関に対して、検討タスク
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フォースの方針に従って、迅速に予算を配賦した。（評価軸②

③） 

○ 量子技術の新たなユースケース等を検討・情報発信するための

ワークショップ「量子コンピューティングによる課題解決ワー

クショップ」を内閣府と共同で開催（令和５年３月４日）し、

一般からの応募者を含めた 25 名が参加した。（評価軸②③、評

価指標②） 

○ 量子技術が目指す社会像や第３期 SIP課題候補「量子課題」の

概要について、広く一般に周知するシンポジウム「戦略的イノ

ベーション創造プログラム（SIP）第３期課題候補『先進的量子

技術基盤の社会課題への応用促進』公開シンポジウム」を内閣

府、総務省、文部科学省、及び経済産業省と共同で開催（令和

５年３月 23日、沖縄科学技術大学院大学）し、一般も含めて

211名が参加した。上述したような各取組により、第３期から始

動開始する準備を着実に進めた。（評価軸②③、評価指標②） 

 

Ⅰ.3.（2）国際展開・国際連携 

○ IAEA 総会展示（令和４年９月）に参加し、「脱炭素化」が我が国

の展示テーマであることを踏まえ、先端放射光分析を活用した

水素蓄電材料に関する展示パネル及び特設ウェブサイト掲載用

のコンテンツを提供することで、量研の成果をアピールした。

（評価軸②） 

○ アジア原子力地域協定（IAEA/RCA）の日本政府代表に量子生

命・医学部門長が引き続き指名され、日本を代表する放射線科

学の研究機関としての国際的プレゼンス向上に努めた。（評価軸

②） 

○ IAEA/RCA の枠組みで加盟国の専門家を対象としたトレーニング

を主催する等の貢献が評価され、令和４年９月に１）放射線腫

瘍学、２）核医学及び分子イメージング、３）線量評価、４）

科学技術と社会（STS）の４分野で IAEA 協働センター（IAEA-

CC）の再指定（４年間）を受けた。（評価軸②） 

○ 放射線防護体系の見直しについて専門家間で意見交換を行うこ

とを目的として令和５年 11 月開催のシンポジウム ICRP2023

（7th International Symposium on the System of 

Radiological Protection）のホスト機関として、７月にプログ

ラム委員会コアグループ会合、７月及び２月に現地組織委員会

を開催し、準備を進めた。（評価軸②） 

○ 令和４年 11月 14 日から 15 日に、NanoTerasuの優位性を国内外

に向けてアピールし、ユーザーの開拓や成果の早期創出を図る

ことを目的に、第６回 QST 国際シンポジウム「『NanoTerasu』が

拓く科学技術イノベーション」を会場と Web のハイブリッド方

式で開催（２日間で 313 名参加。うち、Web参加 246 名。う

ち、産業界からの参加者 60 名。）した。海外からは、招待講演

者４名が来日したほか９か国から 27 名がリモート参加し、口頭

発表やポスター発表による議論を通じて、NanoTerasuにおいて

量研が整備を進める加速器及び３本のビームラインの優れた性

能や特長について周知を行った。その結果、今後の NanoTerasu
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の利活用によるイノベーション創出への期待や国際的人材交

流・育成について国際的な共通認識を得たことに加え、国際シ

ンポジウムを成功裏に開催したことで、施設の整備・運用を進

める国の主体としての量研の国際的プレゼンス向上にも貢献し

た。（評価軸②③、評価指標②） 

○ 海外のトップレベル研究者との戦略的な交流を通じて、量子科

学技術に関する高レベルの研究成果を生み出すとともに、国際

的に活躍できる若手リーダー育成を目的に、理事長直轄組織で

ある QST国際リサーチイニシアティブ（IRI）の枠組みにおいて

は、令和元年度に採択した研究課題「Elucidation of the 

generation of quantum beams for application（応用に向けた

量子ビーム発生メカニズムの解明）」を量子ビーム発生機構解明

研究グループとして継続して行い、令和４年７月、令和５年３

月に上席研究員及び主任研究員（２人）を、ELI-NP に派遣（１

～２週間）し、世界最高出の出力レーザー（10ペタワット）の

装置のコミッショニング実験に参加した。あわせて Web会議を

活用し、情報共有や研究討論を行った。また、令和３年度に整

備したリモート実験設備について光量子科学研究施設内の他の

レーザー装置や計測装置を含めたリモート接続設備の拡充や、

外部からの接続に対してのセキュリティ向上のための認証サー

バ等の整備を図るとともに、リモート国際共同実験を独国及び

英国と継続して行った。海外渡航規制緩和後においては、東欧

諸国の研究機関での実験参加等、海外との共同研究を拡大して

いくとともに、現地研究機関への往訪のみならず、海外研究者

を招へいし、J-KAREN での共同実験を行うなど、意欲的に活動し

た。（評価軸②③、評価指標②） 

○ WHO協力センター（WHO-CC）として「被ばく医療及び生物線量評

価」、「医療被ばくの防護」、「ラドン計測などによる環境リスク

管理」の３分野で協力し、令和４年９月に年次報告を提出し

た。（評価軸②） 

○ WHO協力機関である仏国 IRSN と協力して被ばく医療分野に携わ

る海外の専門人材の育成のための国際リモート研修を２回（令

和４年５月 30 日、12 月１日）実施し、国際連携を推進した。

（評価軸②） 

○ IAEA の原子力等に関する教育ネットワークである iNET-EPRの第

１回年次大会（令和４年５月９日～13 日、ハイブリッド開催）

に量研職員が参加し、作業部会（WGA）の活動報告などを行っ

た。（評価軸②） 

○ IAEA から依頼を受け、ウクライナに防護衣を現物供与する準備

を完了した（令和５年２月）。 

○ 韓国放射線医学研究所（KIRAMS）を始めとする各機関との研究

協力協定等の取決めの締結や更新を行う際は、協定の枠組みを

最大限活用できるよう、その意義や内容を精査した。（評価軸

②） 
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【前年度主務大臣評価にお

ける指摘事項等への対応状

況】 

  

・SIP 管理法人としてのマ

ネジメントについて、今後

さらなる成果の創出を期待

するとともに SIP 終了後の

社会実装の取組について管

理法人業務の継続等、当該

領域の取組を継続させてい

くことも併せて期待する。 

 

 

 

 

 

 

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

 

 

 

○ 令和３年度の内閣府の SIP 課題評価として、３年連続して全 12

課題中唯一の A+を受けた。この評価結果は、SIP 推進室とプロ

グラムディレクター、サブプログラムディレクターとの密な連

携により、マネジメントが効果的に働いた好例と言える。最終

年度の令和４年度においても、従前のマネジメントにより管理

法人としての役割を果たすとともに、研究開発成果の社会実装

が重要視される SIP において最終年度に更なる加速化をするた

めに、プログラム終了後及び終了後の長期間にわたる社会実装

のゴールイメージからバックキャストした、有用性の高いレー

ザー加工プラットフォームや高輝度・高性能半導体レーザーの

実現を目指したフォトニック結晶レーザー拠点などの社会実装

拠点活動を引き続き遂行した。大学拠点及び企業からの真の社

会実装を実現するため、企業のトップや事業部門への説明など

のビジネスを見据えた対応を推進し、SIP 終了後においても社会

実装に向けた活動が持続可能な体制を図った。 

  

【評価軸】 

③技術支援機関、指定公共

機関及び基幹高度被ばく医

療支援センターとしての役

割を着実に果たしている

か。 

 

 

【評価指標】 

③技術支援機関、指定公共

機関及び基幹高度被ばく医

療支援センターとしての取

組の実績 

 

④原子力災害対策・放射線

防護等を担う機構職員の人

材育成に向けた取組の実績 

 

 

【モニタリング指標】 

⑦国、地方公共団体等の原

子力防災訓練等への参加回

数及び専門家派遣人数 

 

⑧高度被ばく医療分野に携

わる専門人材の育成及びそ

の確保の質的量的状況 

 

Ⅰ.4.（1）公的研究機関として担うべき機能 

○ 基幹高度被ばく医療支援センター及び高度被ばく医療支援セン

ターとして再申請し、令和４年９月 12日に要件確認の現地調査

を経て、これまで基幹高度被ばく医療支援センターとして発揮

してきた中心的・先導的な働きが評価され、引き続き同センタ

ーとして指定された。（評価軸④、評価指標③、モニタリング指

標⑨） 

○ WHO協力機関である仏国 IRSN とも協力し、被ばく医療分野に携

わる海外の専門人材の教育のための国際リモート研修を２回(５

月 30日、12 月１日)実施し、それぞれ 10 名（７か国）、17 名

（８か国）が参加した。（モニタリング指標⑧） 

○ 全国の被ばく医療の専門家の協力を得て、原子力災害拠点病院

等でも使える診療手引きの PDF 版に続く冊子体を発刊し（令和

４年９月）、全国の原子力災害拠点病院等に配布した。これは高

い評価を受け、新聞でも取り上げられたことから、原子力災害

拠点病院以外の病院や、研究機関、通信社など他の機関からも

入手希望が寄せられ、その都度送付対応したが当初発刊した

800冊では不足したことから、更に 200 部増刷し配布を行っ

た。これにより、原子力災害拠点病院を中心とした全国の被ば

く医療関係者への知識の普及に貢献した。（評価軸④、評価指標

③、モニタリング指標⑧⑨⑪） 

○ 24 時間被ばく医療相談ダイヤルの連絡体制を維持し、全国関係

機関からの相談窓口が常時機能するよう努めた。（評価軸④、評

価指標③、モニタリング指標⑨） 

○ 高度被ばく医療に関して高度なスキルを有する量研職員が災害

による健康被害対応の分野で幅広い人材を抱えている千葉大学

補助評定：a 

 

【評定の根拠】 

以下のとおり年度計画を上回る顕著な成果を創出した

ことから a 評定と評価する。 

 

・全国の被ばく医療の専門家の協力を得て、原子力災害

拠点病院等でも使える診療手引きの冊子体を発刊し、

全国の高度被ばく医療支援センター、原子力災害拠点

病院、原子力災害医療協力機関などに、当初の計画を

200部上回る 1,000 部を配布し、全国の被ばく医療関係

者への知識の普及に貢献した。（評価軸④、評価指標③） 

・IAEA-CC の活動内容として「放射線腫瘍学」、「核医学

及び分子イメージング」、「線量評価」に加え、「科学技

術と社会（STS）」の４分野の更新申請を行い、これまで

の活動が評価され再指定を受けた。（評価軸④、評価指

標③） 

・協力協定病院との合同訓練として被ばく患者受入れ

を目的とした合同訓練を４つの協力協定病院と実施す

るとともに、量研では千葉地区以外の職員も参加する

ことにより、被ばく事故対応能力の向上に貢献した。

（評価軸④、評価指標③④） 

・５つの高度被ばく医療支援センター間の連携会議、医

療部会、線量評価部会の開催に加え、研修について討議

するために新設した研修部会及びテキスト改訂を含む

実務を担う研修作業分科会を開催し、研修の改善に取

り組み、質の改善に貢献した。（評価軸④、評価指標③

④） 

補助評定：ａ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

なお、自己評価では(a)評定であるが、文部

科学大臣が所掌する事項（基盤的研究開発（科

学技術に関する共通的な研究開発（二以上の

府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通

する研究開発をいう。）に関すること。））にお

いては、顕著な成果の創出や将来的な成果の

創出の期待等が認められる(a)評定、また、原

子力規制委員会の所掌する事項（放射線によ

る障害の防止に関すること）においては、顕著

な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等

が認められる(a)評定、これらを総合的に検討

した結果、(a)評定が妥当であると判断した。 

 

 

■文部科学大臣が所掌する事項に関する評価 

（判断の根拠となる実績） 

・ ４つの協力指定病院に加え、他の地区の

「緊急被ばく医療支援チーム（REMAT）」
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⑨原子力災害医療体制の強

化に向けた取組の質的量的

状況 

 

⑪メディアや講演等を通じ

た社会への正確な情報の発

信の実績 

 

 

 

 

 

 

災害治療学研究所の客員教授に就任し、同研究所で開催される

ワークショップ等で過去に量研が対応した被ばく事故に関する

研究実績や人材育成の取組に関する情報を広く発信する機会を

得た。（モニタリング指標⑧） 

○ 人材育成センターと共催で、消防等対応者を対象とした初動セ

ミナーを３回、医療関係者を対象に放射線テロ災害医療セミナ

ーを２回、被ばく医療セミナーを２回、と実習を効果的に実施

するために各回の参加人数を調整し、複数回に分けて開催し

た。なお、これらのセミナーでは、原子力施設立地県以外の参

加者にも有効になるよう原子力施設以外の事故に関する知識も

学習できるなどの内容の工夫を行った。（評価軸④、評価指標③

④、モニタリング指標⑧⑨） 

○ 被ばく医療施設において、令和４年４月～令和５年２月にかけ

て 763 名の見学者対応を行い、一般の人を含む多くの人々に被

ばく医療対応の様子と量研の活動を情報発信した。（評価軸④、

評価指標③、モニタリング指標⑪）） 

○ 国の原子力総合防災訓練に７名の職員を派遣し、国の体制構築

に協力するとともに、量研職員の習熟度向上を図った。（評価軸

④、評価指標③④、モニタリング指標⑦⑨） 

○ CBRNE 災害対処訓練を千葉県警察、千葉市消防局、千葉県内消

防と合同で開催し、CBRNE 災害対応の協力体制を強化した。（評

価軸④、評価指標③④、モニタリング指標⑦⑨） 

○ 千葉県警察、千葉市消防局、大分大学からの要請に応じ、原子

力放射線災害対応の合同訓練及び研修を行い、災害対応能力の

向上に貢献した。（評価軸④、評価指標③④、モニタリング指標

⑦） 

○ IAEA 協働センター（IAEA-CC）の活動内容として、「放射線腫瘍

学」、「核医学及び分子イメージング」、「線量評価」に加え、「科

学技術と社会（STS）」の４分野の更新申請を行い、患者と住民

の低線量放射線（医師とステークホルダーとのコミュニケーシ

ョンと認知のための科学技術社会論の概念）に関する IAEA会議

での招待発表や IAEA の研修会、「原子力緊急事態の準備と対応

に関する国際教育研修ネットワークでの調和、協力、良好事例

に関するコンサルタント会合」等の会議における福島事故当時

の対応の報告といったこれまでの活動が高く評価された結果、

再指定が認められた。（評価軸④、評価指標③） 

○ ４つの協力協定病院（東京大学医学部付属病院、東京大学医科

学研究所付属病院、千葉大学医学部付属病院、国立病院機構災

害医療センター）と訓練内容の協議やスケジュールの調整等を

経て、被ばく患者受入れを目的とした合同訓練を５回実施し

た。これまで、量研では千葉地区の職員のみが訓練対象者であ

ったが、他の地区の REMAT 職員や REMAT に所属しない職員も含

まれるように量研内の訓練体制を改善し、量研全体の被ばく患

・研修管理システムについては、全国の利用者からの

個々の質問に対応するなどのユーザーサポートによる

円滑な運用を継続したほか、利用者の意見をもとに改

修を行った。180件の研修と 2,015 件の受講者、講師を

登録し、緊急時対応能力を持つ人材の把握に向けて大

きく貢献した。（評価軸④、評価指標③④） 

 

 

【課題と対応】 

・運営費交付金の縮小と機器類の老朽化が進んでおり、

施設設備の維持管理の予算確保が課題である。令和４

年度は装備資機材の見直しを行い、メンテナンスの効

率を考え、リースの活用などを工夫した。 

・５つの高度被ばく医療支援センターの連携が課題で

ある。令和４年度は新たな会議体を設置するなどの対

応を行った。新規雇用者の支援センター間ローテーシ

ョンによる人的交流の促進など、更なる連携強化を図

る。 

・新型コロナウイルス感染症の影響もあるが、国際機関

との交流が減っている。海外に提供できる情報の価値

を高めるためにも、補助金雇用者の研究開発を業務に

取り入れた。 

 

 

 

 

職員や REMAT に所属しない職員などにも

対象を広げて合同訓練を開催したことな

ど、確実な原子力災害対策や被ばく医療

活動を行い、原子力災害対策・放射線防

御のネットワークの構築が進展した。 

・ IAEA 協働センター（IAEA-CC）の活動内

容として、「放射線腫瘍学」、「核医学及び

分子イメージング」、「線量評価」に加え、

「科学技術と社会」の４分野の更新申請

を行い、これまでの活動が評価され、IAEA

協働センターとして再指定を受けた。 

 

 

＜今後の課題＞ 

・ 万一の場合の備えが求められる機能であ

り地道な積み重ねが必要な活動である

が、最新の成果を取り入れグレードアッ

プしながら継続的に活動を進めるととも

に、より活動を広げていただきたい。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・ 24時間被ばく医療相談ダイヤルの連絡体

制や全国関係機関からの相談窓口の常設

は、特殊な医療知識の普及段階において

は、安心要因を提供するものである。 

 

 

■原子力規制委員会が所掌する事項に関する

評価 

原子力規制委員会国立研究開発法人審議会に

おいて以下の意見が示されており、顕著な成

果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認

められると評価した。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・ 他に標準的なテキストがない中、「被ばく

医療診療手引き」を完成させ、PDF を公

開しただけでなく、全国の高度被ばく医

療支援センター、原子力災害拠点病院、原

子力災害医療協力機関等に、当初計画の 

800 部から更なる要望に応え、合計 

1,000 部配布したことは、原子力災害対

策・放射線防護等における中核機関とし

て果たした貢献として、極めて高く評価

できる。 

・ ７つの協力協定病院との原子力放射線災
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者対応能力の向上に貢献した。（評価軸④、評価指標③④、モニ

タリング指標⑨） 

○ 令和４年度に新たに獲得した放射線対策委託費を活用して、こ

れまで十分なデータがなく拡充が求められている自然起源放射

性物質（以下「NORM」という。）の国内被ばくに関する調査を進

め、これまで注目の低かった NORM 作業者の線量推計値に関する

成果を得た。この成果は、国内における NORM規制の必要性の検

討に資するものである。（評価軸④、評価指標③） 

○ 現在までに得られた NORMに関する情報の一部を第 156回原子力

規制委員会放射線審議会に提供し（令和４年７月）、最終的な調

査結果を第 158回放射線審議会に提供した（令和５年３月）。

（評価軸④、評価指標③、モニタリング指標⑪） 

○ 対応体制整備として患者の受入れのための資機材を維持した。

（評価軸④、評価指標③、モニタリング指標⑨） 

○ 被ばく患者受入れを目的とした訓練を３回実施した。（評価軸

④、評価指標③④、モニタリング指標⑨） 

○ ５つの高度被ばく医療支援センター間の連携会議４回、医療部

会３回、線量評価部会２回を開催し、センター間の各種課題解

決の連携を深めた。また、原子力災害医療研修では、受講資格

の整理や、技能維持の仕組みと研修の有効期間、テキストの改

良などの課題があったことから、それらについて討議するため

に新設した研修部会を 10回、その下に設置したテキスト改訂を

含む実務を担う研修作業分科会を９回開催し、それぞれの研修

の有効期間を決定するなど研修の改善に取り組んだ。これによ

り、全国の被ばく医療関係者への教育研修の質の向上に貢献し

た。（評価軸④、評価指標③④、モニタリング指標⑧⑨） 

○ 全国の被ばく医療関係者に対して、新しい研修体系で基礎研修

を１回、中核人材研修を７回、中核人材技能維持研修を１回、

WBC研修を２回、甲状腺簡易測定研修を３回、染色体分析研修を

２回、新型コロナウイルス感染防止対策を施した上で対面及び

リモートで実施した。また、国内の高度被ばく医療支援センタ

ー対象の高度専門研修として、講師養成研修を２回、体外計測

研修を２回、バイオアッセイ研修を２回、高度専門染色体分析

研修を１回、高度専門被ばく医療研修を１回実施した。これら

の研修により、全国の原子力災害拠点病院や支援センター職員

の能力向上に貢献した。また、これらの研修を独立して評価す

るため、研修の認定委員会を開催し、認定業務を継続した。（評

価軸④、評価指標③④、モニタリング指標⑧⑨） 

○ 研修に関する情報の国内一元管理のための研修管理システムの

運用を継続し、全国の利用者がいる中で、利用者からの個々の

質問に対応するなどのユーザーサポートによる円滑な運用を行

ったほか、利用者の意見をもとに管理システムの改修（修了証

失効予告通知機能の追加など）を行いつつ、180 件の研修と

害対応の合同訓練を実施することで、被

ばく事故対応能力の向上に貢献したこと

は顕著な成果である。 

・ 基幹高度被ばく医療支援センターとし

て、5 つの高度被ばく医療支援センター

間の連携会議等を開催し、新設した研修

部会の議論を通じて研修の改善に取り組

んだことについても、顕著な成果と言え

る。また、補助金事業の人材育成プログラ

ムにおいて他の高度被ばく医療支援セン

ターでの研修受講を開始するなど、国全

体の人材育成への貢献につながる成果が

あった。 

・ 自然起源放射性物質（NORM）の調査を行

い、結果を放射線審議会に報告し、審議に

貢献した。 

 

＜今後の課題・改善事項等＞ 

・ 高度被ばく医療支援センターとの更なる

連携強化・協力に期待する。また、より良

い研修教材の提供を目指し、これまで作

成・発刊したテキストの利用者及び専門

家の意見を聴取し、それらを反映した定

期的な手引きの見直しに期待する。 

・ 今後も中核機関としての機能を持続的に

果たせるように、現在の人材の把握に留

まらず、新たな人材が育成され、輩出され

るような取組を継続的に行うことを期待

する。 
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2,015 件の受講者、講師を登録した。これにより、今後全ての原

子力災害医療研修の情報が本システムで管理されることにな

り、全国の原子力災害医療研修受講者、すなわち緊急時対応能

力を持った人材の把握に向けて貢献した。（評価軸④、評価指標

③④、モニタリング指標⑧⑨） 

○ UNSCEAR が実施するグローバルサーベイのため、国内対応委員会

の下にワーキンググループを設置し、文献収集・要約等を行い

UNSCEAR に提供した。令和４年７月に行われた UNSCEAR東京電力

福島第一原子力発電所事故報告書説明会では、外務省とともに

各種調整・手配、同行、資料翻訳等の支援を行った。 

○ 放射線影響・放射線防護ナレッジベース Sirabe では、今までの

検討結果を踏まえて令和４年度には、運用委員会での承認を経

て決定された量研内外の専門家に追加すべき項目等の執筆を調

整・依頼した。円滑な予算執行及び翌年の予定を決定する編集

部会開催の都合上、12 月までに執筆を完了することを目指し、

執筆には２か月、査読のやり取りに半月程度の余裕を持たせて

調整を図るなど、各種調整やその解決を主導した結果、UNSCEAR

に関係する項目を始めとする９項目の執筆が完了し、記載内容

を充実させた。（評価軸④、評価指標③、モニタリング指標⑪） 

○ 大学や研究所の 10機関が参加する放射線影響機関協議会運営会

議での議論を受けて、バイオサンプルアーカイブのワーキング

グループの活動を継続し、引き続きアーカイブの充実に努め

た。また関連学会のワークショップにてその活動報告を行っ

た。（評価軸④、評価指標③、モニタリング指標⑪） 

○ 医療放射線防護に関連する学協会のネットワーク（J-RIME）を

運営し、被ばく防護の最適化に関する各学協会での取組を共有

するとともに、令和７年度の診断参考レベル更新に向けた新た

なワーキンググループを設置した。（評価軸④、評価指標③） 

○ 過去の被ばく患者９名の健康診断を継続し、健康追跡データを

拡充した。（評価軸④、評価指標③、モニタリング指標⑨） 

【前年度主務大臣評価にお

ける指摘事項等への対応状

況】 

 

・原子力災害対策・放射線

防護等における 

中核機関としての役割を果

たすことは、 

QSTの重要な使命である。今

後も着実に 

実行すること。 

 

・原子力災害対策・放射線

防護等における中核機関と

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

 

 

 

○ 基幹高度被ばく医療支援センター及び高度被ばく医療支援セン

ターとして引き続き指定され、日本の中心機関として他の高度

被ばく医療支援センターと連携し、国内の被ばく医療体制の充

実に貢献した。 

○ 放射線防護に関する国内取りまとめ機関として、UNSCEARや

ICRP との連携協力体制の構築を引き続き推進した。 

 

 

○ 補助金事業の人材育成プログラムの一環として、令和４年度か

ら量研に籍を置きながら、他の高度被ばく医療支援センターで
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しての機能を維持し強化す

るには、人材育成とその維

持が重要であり、そこには

マネジメントの関与が不可

欠と考える。国全体の中心

的・先導的な役割を担う機

関として継続した取組に期

待する。 

 

・令和２年度に完成した高

度被ばく医療線量評価棟を

我が国全体の連携・協力体

制の中心となる災害拠点と

して構築した上で、東アジ

アの学術的な拠点となるこ

とを目指すことで国際間の

交流を推進することが、我

が国の災害対応能力を高め

ることに繋がると期待され

る。 

 

・蓄積された知識・データ

の国際的な提供、放射線審

議会などへの提供は、中核

機関として期待された役割

を担っていると高く評価で

きる。継続的な取組に期待

する。 

 

も研修を受講できる仕組みを構築し、運用を開始した。これに

より、各センターの特性に応じた知識の習得が可能となり、量

研での雇用後に、他のセンターでも即戦力となり得る人材の育

成や人的流動性を図ることが期待でき、また、中核機関間全体

の視点をもつ人材の育成にもつながり、原子力災害対策・放射

線防護等に係る、量研を含む国全体の人材育成に貢献が期待で

きるようになった。 

 

 

○ 線量評価に関しては、Asian Radiation Dosimetry Group

（ARADOS）の中心メンバーとして活躍しており、これまで国内

他の支援センターへの支援を検討してきたが、更に他国の災害

の際の資料分析などの協力を検討した。アジアの災害に対して

も、支援センターと協力しながら対応できる体制の構築を開始

した。 

 

 

 

 

 

 

○ 令和４年度に新たに獲得した予算を活用して NORM の国内規制検

討のための調査を開始した。国内規制行政機関と定期的な打合

せを実施し、得られた情報は適宜放射線審議会に提供した。 

 

 

 

 

 

【評価軸】 

④福島復興再生への貢献の

ための調査研究が着実に実

施できているか。 

 

 

【評価指標】 

⑤被災地再生支援に向けた

取組の実績 

 

 

【モニタリング指標】 

⑩被災地再生支援に向けた

調査研究の成果 

 

⑪メディアや講演等を通じ

た社会への正確な情報の発

信の実績 

Ⅰ.4.（2）福島復興再生への貢献 

○ 県民健康調査に係る福島県立医科大学からの外部被ばく線量推

計依頼（受託事業）に適宜対応した（計 303 件）。福島県住民の

内部被ばく線量推計については、量研が長年自治体と協力して

得た東京電力福島第一原発事故直後の住民の避難行動情報を活

用して、浪江町を含む４自治体の住民の体内 Cs 量のホールボデ

ィカウンタ（WBC）測定値と行動データの相関解析を実施し、東

京電力福島第一原発建屋の水素爆発後のばく露状況の網羅的評

価を実現、得られた成果を公表に向け取りまとめた。本成果は

環境省事業予算の継続獲得の基盤となった。また、小児甲状腺

被ばくスクリーニング検査の被検者の内、行動データの得られ

た約 300名について、最新の大気拡散シミュレーションを用い

ることで 131I の吸入摂取による甲状腺等価線量を計算し、以前

のシミュレーションに比べて最新のシミュレーションによる評

価で実測値の再現性が向上したことを確認した。上記の成果と

合わせ、これらの成果により東京電力福島第一原発事故に伴う

近隣住民の甲状腺内部被ばく線量が評価され、今後の研究を継

続すること及びこれまでの研究で得られたデータを将来の原子

補助評定：a 

 

【評定の根拠】 

以下のとおり年度計画を上回る顕著な成果を創出した

ことから a 評定と評価する。  

 

・量研が福島県立医科大学（県民健康調査）とととも

に、長年自治体と協力して得た東京電力福島第一原発

事故直後の住民の避難行動情報を活用して、近隣住民

の体内 Cs 量と避難行動との関連性を解析し、東京電力

福島第一原発建屋の水素爆発後のばく露状況の網羅的

評価を実現した。これらの成果が評価され環境省事業

の予算取得継続にもつながった。（評価軸⑤、評価指標

⑤） 

・量研が長年培った独自の高度分析手法と、当該分野の

専門機関である量研がこれまで収集・蓄積した北西太

平洋堆積物中の Pu、Np と放射性 Cs 濃度分布から見た

東京電力福島第一原発事故の影響評価を行い、海洋で

補助評定：ａ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

なお、自己評価では(a)評定であるが、文部

科学大臣が所掌する事項（基盤的研究開発（科

学技術に関する共通的な研究開発（二以上の

府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通

する研究開発をいう。）に関すること。））にお

いては、顕著な成果の創出や将来的な成果の

創出の期待等が認められる(a)評定、また、原

子力規制委員会の所掌する事項（放射線によ
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 力事故対応にも活用していくことの重要性が認められ、環境省

事業予算を継続取得した。（評価軸⑤、評価指標⑤、モニタリン

グ指標⑩） 

○ 研究代表機関である独立行政法人労働者健康安全機構労働安全

衛生総合研究所を介して東京電力ホールディングスから提供さ

れた緊急作業者の内部被ばく線量データについて、より精度の

高い内部被ばく線量評価が求められており、その導出法を精

査、推定法の改良による初期の被ばくの検証計算を行った結

果、特に大半を占める 131I 未検出者の内部被ばく線量の線量推

定方法に関する改善点の提案が評価された。さらに、これらの

成果から緊急作業者の線量データの解析を容易にするためのデ

ータベースを構築し、研究代表機関に提供、初期の内部被ばく

線量の再構築に貢献した。また、緊急作業者については、染色

体異常による遡及的な線量評価が求められており、安定型染色

体異常を用いた緊急作業者の外部被ばく線量と個人線量計によ

る線量の整合性を評価した成果について、その意義が認めら

れ、当該分野の国際専門誌に掲載された（Abe et al., Radiat 

Prot Dosimetry, 2023）。（評価軸⑤、評価指標⑤、モニタリン

グ指標⑩） 

○ 環境試料測定の高度化を目指し、ストロンチウムラドディスク

でストロンチウム（Sr）を除去してから U、Np、Pu をキレート

ディスクに吸着させて蛍光 X線分析する手法を開発し、Sr 等の

妨害元素を含む汚染水に適用するアクチニド分析技術を確立し

た。また、酸化グラフェンで U を捕集する蛍光 X線分析手法を

開発し、当該分野の国際専門誌（Yoshii et al., Xray 

Spectrom, 2023)に論文発表したほか、これを応用した汽水中ウ

ラン分析について論文を投稿した。更に環境試料測定の実用、

調査においては、最終年度で環境試料中の Sr、U、Puと Npの迅

速分析法の高度化をまとめた（Zheng et al., Nuclear 

Analysis, 2022）。また、分析法の高度化を達成したことに加

え、北西太平洋の深海堆積物試料の分析においては、量研が長

年培った独自の高度分析手法である質量分析法による評価と、

当該分野の専門機関である量研でこれまでに収集された試料で

ある北西太平洋の深海堆積物試料を多地点での分析に用いるこ

とで、Cs だけでなく Pu、Np の堆積物中の濃度分布を明らかに

し、東京電力福島第一原発事故の影響を評価した結果、検出さ

れた Pu は東京電力福島第一原発事故由来ではないことなどを示

した成果について、その価値が認められ、当該分野で権威のあ

る国際専門誌に掲載された（Wang et al., Environ. Pollut., 

2022）。これらの技術開発、調査の成果により環境試料分析の高

度化、福島における環境放射能情報の取得に大きく貢献した。

（評価軸⑤、評価指標⑤、モニタリング指標⑩） 

○ 東京電力福島第一原子力発電所事故後の福島復興再生支援に向

けて、環境放射能に関する正確な情報の発信が求められている

ことから、食品中の放射性核種濃度データを用い、事故後に得

られた放射性 Cs の食品への移行に関する一連のパラメータの平

均的な値を公表したほか（量研報告書 QST-R-27, 2023）、淡水

検出された Puは東京電力福島第一原発事故由来でない

ことを世界で初めて実証した。この成果は、当該分野で

権威のある国際専門誌にも掲載された。 (評価軸⑤、

評価指標⑤） 

・福島国際研究教育機構への移管に向けた様々な対応

業務を行う中で、環境動態研究分野における福島県立

医科大学を含めた関係機関との今後の連携について、

環境放射能研究ワークショップや福島県基金事業成果

報告会を開催し、その中で移管後の連携について着実

に議論、展望した。（評価軸⑤、評価指標⑤） 

 

 

【課題と対応】 

・福島県基金が令和４年度に終了することから、福島研

究分室の維持も含めて、環境放射能研究を継続するた

めの研究費確保が課題であったが、福島研究分室の福

島国際研究教育機構への移管による、分室の福島県内

での発展的活用について関係省庁と連携して進め、更

に第２期中長期計画の中での環境関連研究を含めた福

島復興支援の継続を図る。 

 

 

 

る障害の防止に関すること）においては、顕著

な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等

が認められる(a)評定、これらを総合的に検討

した結果、(a)評定が妥当であると判断した。 

 

 

■文部科学大臣が所掌する事項に関する評価 

（判断の根拠となる実績） 

・ これまで培ってきた環境試料測定技術お

よびその分析法の高度化をさらに進め、

他機関と連携しながら、これまでに収集・

蓄積した他地点の試料も活用し、北西太

平洋の試料分析から、検出された Pu が福

島第一原子力発電所事故由来でないこと

を示すなど、今後の政策基盤となる科学

的根拠の収集へ協力したことは重要な活

動である。 

・ 福島第一原子力発電所事故後の土壌中の

データをまとめた成果発表等の環境放射

線に関する科学的情報の発信は、福島県

の住民の周辺環境への理解に貢献した。 

 

＜今後の課題＞ 

・ 国民の福島の状況についての正しい理解

と放射線に対するリテラシーを高めるこ

とを通じて、福島の復興・再生に貢献す

ることを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・ QST の活動により得られた知見は広く社

会に知ってもらうべきことであり、広報

活動をより積極的に進めていただきた

い。 

 

 

 

■原子力規制委員会が所掌する事項に関する

評価 

原子力規制委員会国立研究開発法人審議会に

おいて以下の意見が示されており、顕著な成

果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認

められると評価した。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・ 福島県立医科大学とともに、長年自治体

と協力して得た福島第一原子力発電所事
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魚への Cs 濃縮に影響する因子の解析を行った。また、食品中に

おける Sr 同位体については、表面電離型質量分析計（TIMS）を

用いた分析法により、山菜やキノコの高精度データを取得する

とともに、東京電力福島第一原発事故後の土壌中のデータをま

とめた成果を国際学会等で発表した。被ばく線量評価について

は、住民の長期被ばく線量評価モデル（システム）は個人線量

計の種類による指示値の違い（25%）の範囲内でシミュレーショ

ンによる比と一致し、被ばく線量評価に有用であることが認め

られ、成果発信のための取りまとめを令和４年度に進めた。ま

た、環境中に存在するとされる不溶性 Cs 粒子の影響について

は、粒子の気管内投与により、肺腫瘍の発生頻度が対照群に比

べて増加し、その病理組織型は、肺胞上皮の過形成が２割、気

管／肺胞上皮腺腫が８割であり、対照と同じ傾向であることを

明らかにし公表に向け取りまとめた。これらの環境放射能に関

する科学的情報の発信は、福島県における住民の周辺環境への

理解に貢献した。（評価軸⑤、評価指標⑤、モニタリング指標

⑩） 

○ 放射線による環境中生物への影響を明らかにするため、各種環

境生物での低線量率長期照射実験及び解析を継続した。帰還困

難区域内の野生メダカの被ばく線量を評価し、放射線影響が生

じていた可能性は低いことを示した論文をまとめた。野ネズミ

の染色体異常頻度の経年変動を調査した成果について、その価

値が認められ、当該分野で権威のある国際専門誌に掲載される

とともに（Shiomi et al., J. Radiat. Res., 2022）、植物につ

いては、長期被ばくによる突然変異に関する共同研究の成果が

福島大学からプレス発表された。これまでに得られた成果を、

成果報告会等で発表し、情報発信を行った。（評価軸⑤、評価指

標⑤、モニタリング指標⑩⑪） 

○ 福島県における環境放射能調査研究による情報取得と成果発信

を行ってきた福島県基金事業「放射性核種の生態系における環

境動態調査事業」が令和４年度で終了した。そのため、今後の

環境動態研究について、外部委員による意見聴取を含めて検討

するとともに、事業の成果の取りまとめを完了して年度計画を

達成したことに加え、令和３年度末に決定した福島研究分室等

及びそれに付随する安全管理業務、情報通信、一部資産等の福

島国際研究教育機構への移管に向けた様々な対応業務を行う中

で、環境動態研究分野における福島県立医科大学を含めた関係

機関との今後の連携について、環境放射能研究ワークショップ

や福島県基金事業成果報告会を開催し、その中で移管後の連携

について議論、展望した。このような活動等を通じて、福島復

興再生に資する放射線安全研究及び当該分野の人材育成等を含

め、他機関と連携して福島県での調査研究を継続するための次

期研究計画の立案を進め、協議を行った。これにより、今後の

福島県における環境放射能研究の発展的継続につなげるととも

に、連携研究体制の構築に貢献した。（評価軸⑤、評価指標⑤、

モニタリング指標⑩） 

 

故直後の住民の避難行動情報を活用し

て、近隣住民の体内セシウム(Cs)量と避

難行動との関連性を解析し、建屋の水素

爆発後のばく露状況の網羅的評価を実現

したことは顕著な成果である。 

・ QST 独自の高度分析法により、北西太平

洋堆積物中に検出されたプルトニウム

(Pu)は福島第一原子力発電所事故由来で

ないことを世界で初めて示し、権威のあ

る国際専門誌に掲載されたことは評価さ

れる。 

 

＜今後の課題・改善事項等＞ 

・ 福島復興再生については、特に優れた研

究成果を出すことや、自治体・関連機関と

連携することのみならず、社会への貢献

が一般の方々にも伝わるよう、社会や地

域住民に向けて、より積極的に発信して

いくことを期待したい。 
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【前年度主務大臣評価にお

ける指摘事項等への対応状

況】 

 

・放射線影響・被ばく研究の

推進及び成果の普及により、

国民の放射線に対するリテ

ラシーを高めること。 

 

 

・福島復興再生への貢献に

おいて QST は大きな役割を

もつ機関であり、福島の関

連大学や機関と共同して学

術的な活動をさらに発展さ

せることが福島復興再生に

繋がると期待される。 

 

・復興再生のために研究開

発した情報を、住民の安

心・安全確保のために積極

的に情報発信することを期

待する。 

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

 

 

 

○ 放射線影響・放射線防護ナレッジベース Sirabe では、量研外の

専門家に執筆を依頼し新たな項目の追加を目指した。また環境

省や復興庁、文部科学省が公表する低線量放射線影響に関する

文書や HP の内容を監修し、正確でわかりやすい情報発信を支援

した。  
 

○ 線量評価分野では福島県立医科大学との共同研究を軸に、関係

他機関と連携して行った。また環境分野に関しては令和５年度

から発足される福島国際研究教育機構へ一部業務等の移管が予

定されているが、量研が持っている技術、施設をいかして今後

とも福島県内を中心とした大学、研究機関と連携することとし

た。そのために令和４年８月にワークショップ、令和５年２月

には福島基金事業成果報告会も開催し議論もされた。 

 

○ 線量評価関係では福島県立医科大学のサイトに成果を順次公開

する体制をとっており引き続き継続する。環境分野では、研究

開発により集積した情報を成果報告会の形で発信した。また、

今後連携が期待される福島国際研究教育機構のアウトリーチ活

動を協力して行うことを検討した。  

  

【評価軸】 

⑤社会のニーズにあった人

材育成業務が実施できてい

るか。 

 

 

【評価指標】 

⑥研修等の人材育成業務の

取組の実績 

 

⑦大学と連携した人材育成

の取組の実績 

 

 

Ⅰ.4.（3）人材育成業務 

○ 次世代の研究者の育成を目指して、平成 28 年度から QST リサー

チアシスタント制度（優れた課題遂行能力を有する実習生や連

携大学院生を任期制職員として雇用する制度）を導入し、令和

４年度は 41名（本部予算採用 32名、研究組織予算採用９名）

の大学院生を任期付雇用した。量研の最先端の研究開発に関

与・参画させることにより、筆頭著者としての海外向け論文投

稿を始め、関わった原著論文が量研の研究成果としてプレスリ

リースされ、また、学会等の口頭発表で受賞するなど、研究遂

行及び発表スキルの能力向上に資した。QSTリサーチアシスタン

トに採用された大学院生、及び在籍する大学院指導教員に対す

るアンケートにおいて、９割以上の者から満足を得るなど、常

にニーズを意識した運用マネジメントを実施した。（評価軸⑥、

評価指標⑦） 

○ 実習生 237 名、連携大学院生 27名、学振特別研究員１名を受け

入れるなど量研内外の各種制度を幅広く活用し、また、その受

入手続を丁寧かつ迅速に実施することにより、若手の研究・技

術者の適時な人材育成に貢献した。（評価軸⑥、評価指標⑥⑦） 

○ 連携大学院協定に基づき、15 校の大学から、量研の研究者（58

名）が客員教員等の委嘱を受けて、連携大学院制度により受け

入れた大学院生に研究・教育を指導した。大学院生に量研の研

究開発に関わらせることで、実際的な研究力を向上させる上で

有効なものとなった。（評価指標⑦） 

 

補助評定：a 

 

【評定の根拠】 

以下のとおり年度計画を上回る顕著な成果を創出した

ことから a 評定と評価する。 

 

・次世代の研究者の育成を目指して、QST リサーチアシ

スタント制度により、令和４年度は 41名の大学院生を

任期付雇用、量研の最先端の研究開発に関与・参画させ

ることにより学会等の口頭発表で受賞するなど、研究

遂行及び発表スキルの能力向上に寄与した。また、QST

リサーチアシスタント経験者や大学院生が所属する指

導教員から９割以上の高評価を得た。（評価軸⑥、評価

指標⑦） 

・文部科学省国立研究開発法人審議会国立研究開発法

人量子科学技術研究開発機構部会（令和３年６月 29日）

で定められた評価基準に基づく定量的参考指標とし

て、研修等回数（64 回）は過去３年平均（53.3 回）よ

り 20％増加し、受講者の満足度（92.7％）、受講者の所

属元の満足度（98.9%）共に 80%を大きく上回った。（評

価軸⑥、評価指標⑥） 

・Web を利用して開講に先立ち講義すべてを e ラーニ

ングで実施する新たな研修形態で放射線被ばく医療セ

ミナー（病院での対応）を実施した。研修棟では実習の

補助評定：ａ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

なお、自己評価では(a)評定であるが、文部

科学大臣が所掌する事項（基盤的研究開発（科

学技術に関する共通的な研究開発（二以上の

府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通

する研究開発をいう。）に関すること。））にお

いては、顕著な成果の創出や将来的な成果の

創出の期待等が認められる(a)評定、また、原

子力規制委員会の所掌する事項（放射線によ

る障害の防止に関すること）においては、顕著

な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等

が認められる(a)評定、これらを総合的に検討

した結果、(a)評定が妥当であると判断した。 
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＜定量的参考指標＞ 

 連携大学院協定に基づき量研の研究者が客員教員等の委嘱を受

けた大学数：15 校（過去３年平均：18 校に対し 16.6％減） 

 QSTリサーチアシスタントや実習生、連携大学院生の受入人数：

305人（過去３年平均：280 名に対し 8.9％増、女性割合

23.3％） 

 QSTリサーチアシスタントの満足度：94.3％ 

 QSTリサーチアシスタント所属元の指導教員満足度：94.3％ 

 

○ 「放射線防護等に関係する人材の育成」を目的として放射線看

護や医学物理の課程のほか、大学と連携して原子力規制及び関

連分野を志望する学生向けの放射線防護に関する研修課程を実

施し、放射線安全利用等の知見を提供した。「幅広く放射線の知

識を国民に伝えるための人材の育成」を目的として学校教員、

産業医向けの講習を開催するとともに、中学生、高校生を対象

にした研修等も実施し、放射線に関する基礎知識を提供した。

「社会的ニーズに応え、放射線事故等に対応する医療関係者や

初動対応者に対して被ばく医療に関連する人材の育成」を目的

として放射線事故や CR テロにおける消防、警察等の初動対応者

向けの放射線被ばく事故対応に必要な専門知識を学ぶためのセ

ミナーを始め、医療機関での受入対応者向けのセミナー、海上

保安庁等からの依頼研修を実施した。新型コロナウイルス感染

防止対策を施した上で、計画したすべての研修を実施した。新

型コロナウイルス感染拡大により、研修生総数は予定を下回っ

たものの、原子力規制人材育成事業による新規研修を２コース

開講する等により、当初計画は達成された。41種、延べ 64 回

の研修を延べ 1,757 人日に実施した。（評価軸⑥、評価指標

⑥）  

 

＜定量的参考指標＞  

 研修等回数：過去３年平均（53.3回）より 20％増加  

 受講者数：過去３年平均より 22％減少  

 受講者満足度：92.7％  

 受講者の所属元の満足度：98.9%  

＜新たな取組＞  

 新規開設した研修：初任者放射線基礎研修、原子力規制人材育

成事業放射線防護のための生命科学コース、原子力規制人材育

成事業放射線規制に関する法令アドバンスコース 

 新たな形式の研修・放射線被ばく医療セミナー（病院での対

応）：開講に先立って講義のすべてを e ラーニングで実施。研修

棟では実習のみを実施することにより職場を離れる期間を短縮

し、受講生の便宜を図った。 

 

○ 重粒子線がん治療関連で、これまでに国内より 24 名、海外より

25 名を受け入れて実務訓練等を実施した。（評価軸⑥、評価指

標⑥）  

 

みを実施することにより職場を離れる期間を短縮し、

受講生の便宜を図った。（評価軸⑥、評価指標⑥） 

 

 

【課題と対応】 

・量研外部からの研究者、技術者、及び専門人材の養成

は元より、量研内の研究者及び技術者、とりわけ若年層

の育成は、第２期中長期目標期間以降の量子科学技術

の展開に向けて、また、量研の研究開発の成果最大化に

とって不可欠である。このため、安定した数の人材を確

保する上でも取組強化を検討していく。 

 

 

 

■文部科学大臣が所掌する事項に関する評価 

（判断の根拠となる実績） 

・ 次世代を担う人材育成をするため QST リ

サーチアシスタント制度を運用し、令和

４年度は 41 名の大学院生を雇用するな

ど、QST の最先端の研究開発に関与・参画

させることにより、人材育成に貢献して

いる。また、採用された大学院生及び在

籍する大学院指導教員に対するアンケー

トにおいて、９割以上の者から満足を得

るなど、当事者の満足度は非常に高い。 

・ 重粒子線がん治療関連で、これまでに国

内より 24 名、海外より 25 名を受け入れ

て実務訓練等を実施することにより、人

材の資質向上を図った。 

 

＜今後の課題＞ 

・ QST リサーチアシスタント制度のさらな

る拡張を期待するとともに、学生の所属

する大学等の研究室との連携の強化を図

ってほしい。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・ リサーチアシスタントの受け入れ側スタ

ッフの負担も少なくないと思われるた

め、受け入れ側スタッフへの配慮も併せ

て進めてほしい。 

・ 国立研究開発法人として社会的要請を踏

まえ、人材育成は QST の知見や設備等を

生かした重要な取組であることを認識

し、長期的に鑑みて丁寧な対応を率先し

て果たしていただきたい。 

 

 

■原子力規制委員会が所掌する事項に関する

評価 

原子力規制委員会国立研究開発法人審議会に

おいて以下の意見が示されており、顕著な成

果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認

められると評価した。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・ QST リサーチアシスタント制度に採用さ

れた大学院生及び大学院指導教員に対し

て実施したアンケートで 95％近い高評

価を得ており、効果の高い人材育成が実
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＜定量的参考指標＞  

 受入人数：49名、過去３年平均より 206％増加  

 海外からの受入れ人数：25名、過去３年平均より 134％増加 

 

○ 新型コロナウイルス感染症が完全終息しておらず学校現場側の

対応が難しい中にありながらも、学校側の理解を得て量研の研

究拠点が立地する県内の SSHへの講義等の受入れを行った。ま

た、研究拠点が立地する近隣地域の中学校に出向いての出前授

業を開催し、高校生を対象に施設見学を通じて、量研の研究開

発活動を知ってもらう契機に資した。 

○ 各研究拠点における地元自治体や機関が主催するイベントに参

加し、量研の研究開発成果の紹介を通して、中高生等の青少年

向けに理解増進を図った。 

施されたという点で、顕著な成果である

ため評価に値する。 

・ コロナ禍の中、e-ラーニングを適宜活用

しながら、研修の回数を 20％増加させ、

受講者及び受講者の所属元ともに 90％

を超える満足度を得ていることも評価で

きる。 

 

＜今後の課題・改善事項等＞ 

・ 放射線被ばく医療・防護分野の長期的な

人材育成・受入れへ期待するとともに、リ

サーチアシスタントとして受け入れた研

究者の当該分野への定着状況把握につい

ても努めていただきたい。 

・ QST リサーチアシスタント制度により教

育を受けた大学院生たちが、将来、この分

野で能力を発揮し続けることができるよ

うに、大学や関係機関とも連携して、多様

なキャリアパスを創出いただけることを

期待している。引き続き、研究者、医療

人、技術者等、幅広い年代の人材を育成

し、また、活用いただけることを期待す

る。 

 

 

 

【前年度主務大臣評価にお

ける指摘事項等への対応状

況】 

 

・QST アシスタントリサーチ

について、人材を取り込む

ための方策や、人数など具

体的な目標値について示さ

れたい。 

 

 

 

 

・学生や研究員のみなら

ず、子供から大人まで、広

い範囲でのアウトリーチ活

動を行うこと。 

 

・研修の成果として、受講

した医療関係者や事故初動

対応者に研修後も継続して

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

 

 

 

○ リサーチアシスタント人材を取り込むための方策としては、リ

サーチアシスタント本人の専門的知識と研究能力を向上させる

ため、前期博士課程（修士課程）と後期博士課程在籍者とで処

遇条件を変え、また、採用に際しては、研究実績等を踏まえた

評価を実施した。受入人数については具体的な目標値等は設定

していないが、人件費の確保状況を受けてより多くの学生に対

し、量研の研究に従事する機会を与えられるよう人数確保に努

めた。 

 

○ 量研の使命及び社会への貢献を種々のチャンネルを活用して広

く国民に知らせていく広報活動とともに、量研の研究拠点の立

地性を生かして、地域との連携を図りつつ、地域市民に対し理

解増進の得られる活動を行った。 

 

○ 研修後も継続して役割を果たすためには、研修で学んだ技能を

維持していくことが必要であることから、まず医療者が中心と

なる原子力災害医療中核人材研修において、技能維持のための
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役割を果たしてもらうため

の在り方について、学協会

等とも連携して検討するこ

とを期待する。 

 

・人材育成業務には、QST 内

の体制の維持・強化が不可

欠であり、安定的な人員確

保が課題である。引き続き

取組に期待している。 

 

・医療関係者に対する講習

会も多々開催されていて評

価できるが、医療関係者は

On the job training で知

識と技術を修得しているの

で、稀な被ばく医療の知識

を定着させるための戦略を

構築し、さらに戦力となる

人材の育成を期待したい。 

研修ができるよう高度被ばく医療支援センター連携会議の研修

部会において研修制度の改定を進めている。また、染色体分析

に関する研修においては、資格認定制度を設立するため、日本

人類遺伝学会との連携を進めている。 

 

○ 引き続き人材育成センターの人事計画に関わる部会を有効に運

営し、職員の採用や退職の状況に基づく人事計画を踏まえた人

員確保に努めた。 

 

 

 

○ まれな被ばく医療の知識を定着させるため、特に医療関係者を

対象とする研修においては一人の受講生が継続的かつ発展的に

研修機会を得ることにより、長期間にわたって専門知識を維持

できる仕組みを検討した。 

 

 

 

 

 

【評価軸】 

⑥施設及び設備等の活用が

促進できているか。 

 

 

【評価指標】 

⑧施設及び設備等の活用促

進への取組の実績 

 

 

【モニタリング指標】 

⑫施設等の共用実績 

 

Ⅰ.4.（4）施設及び設備等の活用促進 

○ 電気代等の燃料代高騰の影響を受ける中でも、量研の共用施設

の科学的、社会的意義を十分理解しつつ、外部の研究者等が利

用する施設について、安定した運転のための維持管理体制の整

備・維持を着実に継続して実施した。また、各施設の利用状況

を随時把握し、関連する情報を必要に応じて周知することによ

り、外部利用者への利活用の促進を図った。（評価軸⑦、評価指

標⑧、モニタリング指標⑫） 

 HIMAC では昼間はがん治療を行い、夜間に研究利用や新規治療技

術の開発を行っているため、利用者を補助する目的で実験サポ

ート専門の役務契約者を配置している。また、静電加速器で

は、職員が実験の相談対応、安全な運用のための実験サポート

を行った。 

 各共用施設・設備を利用した研究開発の推進のために、当

該施設・設備の利用に関して幅広い知見を有する職員を配

置し、実験計画立案や準備の段階から外部利用者の相談を

受け付ける体制を整えた。また、動物実験、遺伝子組換え

生物、バイオセーフティレベル等、実験実施に関わる安全

性の確認や内部委員会の了承等を含めた手続を行い、安全

確保に努めるとともに、さらに動物実験については、科学

的観点と動物愛護の観点にも配慮して、様々な実験に利活

用できる環境を維持した。 

 量子生命・医学部門の各施設維持のために、治療及び運転

効率を考慮して、施設の停止時に大規模な定期修理と小規

模なメンテナンスを計画し実施することにより、利用の維

持に貢献した。 

補助評定：ｂ 

 

【評定の根拠】 

以下のとおり年度計画で設定した業務を着実に実施し

たことから b 評定と評価する。 

 

・電気代等の燃料代高騰の影響の中、量研の共用施設の

科学的、社会的意義を十分理解して、施設共用を実施。

具体的には、各共用施設・設備を確実に維持整備し、外

部ユーザーからの利用に応えられるよう、周知活動と

併せて進めた。施設等を有する拠点ごとに行う応募課

題に対する審査に基づき共用時間を配分するなど、共

用を推進し、計画どおり進捗した。（評価軸⑦、評価指

標⑧） 

・各施設において、学会、研究発表会、セミナー等を開

催し、施設共用のための広報活動を行った。（評価軸⑦、

評価指標⑧） 

・実験動物の飼育環境の維持、研究に必要な遺伝子改変

マウス等の提供及び実験動物の品質管理を滞りなく実

施し、動物実験の適正かつ円滑な遂行に寄与するとと

もに、動物実験の着実な実施に貢献した。（評価軸⑦、

評価指標⑧） 

・標的アイソトープ治療薬の治験薬製造体制の維持、品

質保証及び出荷可否決定を担当、福井大学で実施され

る Na18F治験においても治験実施に貢献した。また５件

の PET 施設製造監査を実施し、薬剤製造品質保証関連

活動を通じて臨床研究・治験等の信頼性保証を実施し

補助評定：ｂ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最

大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の

創出の期待等が認められ、着実な業務運営が

なされているため。 

 

（判断の根拠となる実績） 

・ 電気代等の高騰の影響が大きい中、外部

研究者等が利用する施設の維持整備を着

実に継続して実施していること。 

・ 放射性薬剤について日本の中核機関とし

ての役割を果たしており、先端研究基盤

施設の共用、提供においても外部利用者

の利便性向上や支援を適切に図ってい

る。 

 

＜今後の課題＞ 

・ QSTの研究の基盤となる活動であり、着実

な実施が求められるため、電力の効率的

な利用の継続的な検討や実験動物の提供

環境の維持などを適切に行ってほしい。 

・ 多数ある研究施設の有効な利活用の方法
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 量研が有する施設及び設備等の公共性、また利用課題の社

会的、科学的重要性も踏まえて、電気代等の高騰の影響の

中で、各施設・設備の稼働に必要な予算を捻出するととも

に、様々な手段で国に働きかけを行うことにより大型施設

の稼働に関する補正予算の獲得も実現し、各施設・設備を

運用することにより、これらの利活用促進を以下の通り実

施した。 

 HIMAC 共同利用研究では、量研内 33 課題（利用回数 188

回）（34％）、量研外 80 課題（利用回数 357 回）（66％）の

利用があった。静電加速器では量研内利用９課題（利用回

数 95回）（73％）、量研外利用８課題（同 35回）（27％）

の利用があった。 

 高崎研のイオン照射研究施設（TIARA）については、利用

管理課、イオン加速器管理課を中心とする運転管理体制を

維持した。サイクロトロンについては計 683 時間のビーム

タイムを確保し、量研内利用に 82％、外部利用者への施

設共用に 18％を提供した。また、３台の静電加速器につ

いては、計 2,739 時間分のビームタイムのうち量研内利用

に 76％、外部利用者への施設共用に 24％を提供した。 

 電子線照射施設及びガンマ線照射施設については、照射施

設管理課を中心とする運転管理体制を維持し例年どおり引

き続き運営した。電子線照射施設については、計 1,024時

間のビームタイムを量研内利用に 94％、外部利用者への

施設共用に６％を提供した。また、ガンマ線照射施設につ

いては、６個の照射セルを合わせて計 45,732時間の照射

時間を量研内利用に 50％、外部利用者への施設共用に

50％を提供した。 

 関西研（木津地区）の光量子科学研究施設については、令

和３年度同様装置・運転管理室によるサポート体制のも

と、共用施設の安定的な継続運転を行い、J-KARENレーザ

ーについては、計 1,771 時間のビームタイムの 42％に量

研内利用、メンテナンスに 51％、更に外部利用者への施

設共用に７％を提供したほか、J-KAREN 運転連絡会議を運

用し、運転管理体制の維持に努めた。また、バーチャル展

示会けいはんなビジネスメッセ 2022Virtual（令和４年 10

月６日～７日）、けいはんな R＆Dフェア 2022（令和４年

10 月６日～７日）にブース出展し、共用装置及び施設共

用制度について紹介し、外部への情報発信に努めた。 

 関西研（播磨地区）の放射光科学研究施設については、引

き続き装置・運転管理室によるサポート体制を充実し、量

研が所有するビームライン BL11XU（QST 極限量子ダイナミ

クスⅠビームライン・標準型アンジュレータ光源）、

BL14B1（QST 極限量子ダイナミクスⅡビームライン・偏向

電磁石光源）及び BL22XUにおける専用装置により、計

4,824 時間のビームタイムを外部利用者へ提供した。

BL11XUについては、量研内利用に 55％、外部利用者への

施設共用に 35％、更に原子力機構へ 10％を提供するとと

た。（評価軸⑦、評価指標⑧） 

・臨床研究法と倫理指針における審査意見業務につい

て、外部機関の研究の審査、量研内の研究の審査を行

い、信頼性を確保した形で臨床研究の適正な実施に貢

献した。（評価軸⑦、評価指標⑧） 

 

 

【課題と対応】 

・電気代等の高騰の影響の中で例年以上に施設・設備の

利用時間が限られる状況において、可能な範囲で外部

ユーザーに共用していく。 

・適正な動物実験の遂行には、実験動物施設の最適な維

持・管理、必要な実験動物の確保及び実験動物の品質保

証が必要である。これらを円滑に実施するため、実験動

物施設の維持に必要な予算確保、支援技術の継承と向

上を継続的に取り組んでいく。 

・放射性薬剤の治験や量子技術を応用した診断法が開

発され、その品質管理体制構築の助言や監査について

の人員拡充が急務である。また、倫理指針や臨床研究法

の改正が１～２年ごとに行われるが、それらを踏まえ

た適切な臨床研究の実施体制の維持には、審査側の適

切なリソース確保が欠かせない。第２期中長期目標期

間では専門人員の確保に注力していく。 

 

 

 

 

 

を継続的に検討してほしい。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・ QSTには他にはない共用施設が複数あり、

施設の共用については、利用者コミュニ

ティとの合意に基づいた中長期計画によ

り、改造・保守あるいは合理化を進めて

ほしい。 

・ これまで実施してこなかった研究領域で

の施設のリソースの利活用についての検

討も期待する。 
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もに、BL14B1については、量研内利用に 40％、外部利用

者への施設共用に 23％、更に原子力機構へ 37％を提供し

た。また、原子力機構が有する BL22XU（原子力機構重元

素科学Ⅰビームライン・標準型アンジュレータ光源）に設

置している量研が所有する装置を外部利用及び内部利用に

供した。また、外部利用促進に向けて、講習会及びセミナ

ーを開催し、企業等に対して量研の放射光技術の紹介等を

実施した。 

○ 部門又は部門内の施設ごとに、透明性確保の観点から外部委員

も参加する委員会等において、外部利用課題の審査・選定等を

行った。また、各部門や各研究所のホームページやイベント、

学会、研究発表会、セミナー等で施設共用や課題募集の情報発

信を行い、外部利用を推進した。さらに、共用施設等運用責任

者連絡会議を開催（令和４年 12月）し、電気代の高騰等によ

り、各施設とも令和４年度は運用継続の維持に努めているが、

令和５年度は現状維持が困難であること等、共用施設等の状況

や問題点の把握・共有に努めた。（評価軸⑦、評価指標⑧） 

 各研究所で行われた学会、研究発表会、セミナーで千葉地

区の施設共用のための広報活動を行った。 

 量子生命・医学部門の各施設で得られた研究成果のうち、

HIMAC においては、令和３年度に実施した課題の成果を令

和４年５月の HIMAC 共同利用研究報告会で報告し、その成

果報告書を取りまとめ令和４年 12 月に刊行した。サイク

ロトロン及び静電加速器においては、令和３年度に実施し

た課題の成果を令和４年６月の成果報告会（Web）で報告

し、サイクロトロン利用報告書を令和４年 11月に刊行し

た。 

 高崎研については、令和４年度下期開始の施設共用課題の

公募を令和４年４月から５月にかけて実施した。令和５年

度開始（通年）の課題については、令和４年８月から９月

に募集し、施設共用課題審査委員会（高崎研）において、

利用課題の審査（書類、面接審査を含む）等を実施した。

本委員会では、課題の採否、成果公開課題への認定の審

査、利用時間の配分等を審議するとともに、施設の運用状

況等についても審議・検討した。利用時間の配分につい

て、審査の結果で評価の高い実験課題に十分な時間が配分

されるよう傾斜配分を行った。 

 関西研（木津地区）については、５月～６月に令和４年度

施設共用下期課題公募、11月に令和５年度施設共用上期

課題公募を実施した。 

 関西研（播磨地区）については、施設共用課題審査委員会

を原子力機構と合同で開催し、外部利用課題の採択と利用

時間の配分を決定した。課題募集は JASRIの課題募集時期

に合わせて行い、JASRIでの利用手続と整合して行えるよ

うにした。量研ビームラインの内部利用については、「大

型放射光施設 SPring-8 量研専用ビームライン内部課題審

査委員会」において課題審査を実施した。 
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○ 量研の施設共用制度による活用促進のほか、共同研究・共同利

用研究による外部利用によっても、施設及び設備等の活用促進

を図った。共同研究・共同利用研究による外部利用者の実績は

下表のとおりである。 

拠点 施設名 利用人数（人） 

量子生命・医学部門 HIMAC 635 

量子生命・医学部門 サイクロトロン 0 

量子生命・医学部門 静電加速器 20 

量子生命・医学部門 X、γ 線照射施設 34 

高崎研 

AVF サイクロトロン、３MV
タンデム加速器、３MV シン
グルエンド加速器、400kV
イオン注入装置 

238 

高崎研 １号加速器 20 

高崎研 コバルト 60 照射施設 108 

関西研木津地区 光量子科学研究施設 5 

関西研播磨地区 放射光科学研究施設 184 

合計 1,244 

※高崎研、関西研木津地区、同播磨地区については延べ人数 

 

○ 実験動物施設８棟について、空調設備の定期点検や施設の消毒

などの衛生管理を継続的に対応し、また抽出した老朽化設備の

迅速な交換をして、実験動物への最適な飼育環境を維持しつ

つ、動物実験に必要な飼育器材の調達を行った。これらの実験

動物施設に関して、実験動物の微生物学的検査の定期的な実

施、外部機関からの導入動物、異常動物及び生殖工学技術で作

出したマウスの微生物学的検査を随時行い、実験動物の微生物

学的な品質保証を行った。また研究者からの依頼に基づき生殖

工学技術を用いて、マウスの作出・供給、胚・精子の凍結等を

実施し、マウスを用いた動物実験の適切な研究環境を提供・維

持した。さらに、マウス作出期間短縮のために導入した ICSI

（Intracytoplasmic Sperm Injection, 卵細胞質内精子注入）

法での体外受精率が低い BALB マウス系統に対して、培地改良を

行い更なるマウス作出の効率化を進めた。以上により、実験動

物施設の適切な稼働、実験動物の供給と微生物学的品質保証を

行い、動物実験の適正で着実な実施に貢献した。（評価軸⑦、評

価指標⑧） 

 

実験動物の微生物学的品質保証 

項目 

実験動物 
定期検査 

導入動物

の検査 

異常動物

の検査 

生殖工学技術

による作出動

物の検査 

マウス 
213 匹 

３件 10

匹 
５件５匹 ８件 43 匹 

ラット  70 匹 ― ― ― 

 

実験動物の生殖工学的支援 



112 

 

項目 依頼件数 数量 

体外受精によるマウスの作出・供給 10 ５系統 120 匹 

ゲノム編集の手法による遺伝子改変マ

ウスの作出と解析 

５ ８系統  41 匹 

マウスの胚・精子凍結 42 5,505 個 

マウスの凍結胚・精子からの個体作出 ７ ５系統 280 匹 

清浄化マウスの作出・供給 ４ ４系統  35 匹 

 

＜施設及び設備、技術を活用した対外貢献＞ 

○ 神奈川県立がん研究センターでの標的アイソトープ治療薬治験

に対し、日本発脳腫瘍治療用放射性薬剤「64Cu-ATSM」の治験薬

出荷可否決定を２回実施し、第Ⅰ相試験の終了に大きく貢献し

た。また、福井大学の骨転移診断薬剤「Na18F」の規格設定や品

質保証及び非臨床開発、独立行政法人医薬品医療機器総合機構

（PMDA）との対面助言を経て治験届を提出することができ、治

験推進に貢献した。（評価軸⑦、評価指針⑧） 

○ 日本全国の PET薬剤製造施設の監査を５件実施し、PET 薬剤製

造認証を取得した施設は延べ 24施設となった。監査を開始し

10 年間で 62 回実施した。さらに、シンポジウム、学会におい

て PET 薬剤品質保証に関する講義を計２回実施した。（評価軸

⑦、評価指標⑧） 

○ 厚生労働大臣認定の臨床研究審査委員会として、基本的に毎月

１回委員会を開催した。国立研究機関や大学病院、地方の主幹

的専門病院など、外部から臨床研究法の特定臨床研究に関して

新規２課題を含む 12 課題、19件の審査を行った（２件の終了

届含む）。また倫理指針の臨床研究に関して、新規審査６課題を

含む 14 件の審査を行った。量研の臨床研究審査委員会は、外部

機関から多くの審査を求められるほどの高い認知度や審査の評

価が得られてきており、外部機関で実施される臨床研究の適正

実施に大きく貢献した。（評価軸⑦、評価指針⑧） 

○ PET薬剤院内製造の試験検査法である日本薬局方エンドトキシ

ン試験の簡便な代替法を開発し、PMDA との協議で承認されたバ

リデーション法での試験を３機関で行い成功した。今後承認さ

れ PET 施設で広く利用が開始されることが見込まれる。（評価軸

⑦、評価指針⑧） 

 

＜量研内の臨床研究成果最大化への貢献（将来的な対外貢献へつなが

る）＞ 

○ 量子生命・医学部門の臨床研究用 PET薬剤の品質保証活動とし

て、タウイメージング PET 薬剤である PM-PBB3 の院内製造に関

し、１回の製造に対する品質保証活動を実施した。（評価軸⑦、

評価指針⑧） 

○ 臨床研究法の特定臨床研究に関して新規７課題含む 24 課題 41

件、非特定臨床研究に関して新規１課題含む３課題８件の審査

を行った（４件の終了届含む）。また、倫理指針の臨床研究に関

して、新規審査 24課題を含む 260 件の審査を行い、33件の終
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了報告を受け、臨床研究の適正実施に貢献した。（評価軸⑦、評

価指針⑧） 

○ 保有施設・設備に関する情報ページへの掲載等の情報発信活動

を通じて、内外の利用の促進に努めた。（評価軸⑦、評価指標

⑧） 

 量子生命・医学部門においては、職員を配置しての外部利

用者の相談対応、外部発表・講演や関係委員会での利用募

集の呼び掛け、見学来訪者への保有施設・設備の紹介を行

った。 

 量子ビーム科学部門においては、外部の利用者による利用

を推進するための活動として、産業界等の利用拡大を図る

ため、研究開発部門の研究者・技術者等の協力を得て、量

研内外のシンポジウム、学会、展示会、各種イベント等の

機会に、高崎研、関西研が有する共用量子ビーム施設の特

徴、利用分野及び利用成果を分かりやすく説明するアウト

リーチ活動を実施した。また、利用成果の社会への還元を

促進するための取組として、令和３年度の実績を取りまと

め、高崎研では高崎量子応用研究所年報、関西研（木津地

区）では Annual Report を発行した。さらに、関西研（播

磨地区）ではプラットフォーム専用 HPを逐次更新するこ

とで、放射光装置及びそれらの利用成果の紹介に努めた。

高崎研では QST高崎サイエンスフェスタ 2022（令和４年

12 月６日～７日）、関西研では大阪大学と合同で光・量子

ビーム科学合同シンポジウム OPTO2022（令和４年６月 28

日～29日）をそれぞれオンライン開催し、利用成果の発

信を行った。 

○ 量研全体で、外部利用者からの施設共用の課題を 179 課題採択

し、それによる施設・設備の利用件数は 347 件であった。ま

た、共用施設の利用収入額は、103,365 千円であった。（評価指

標⑧、モニタリング指標⑫） 

 

名称 
共用施設利用

件数（件） 

共用施設採

択課題数

（課題） 

共用施設利用

人数（人） 

HIMAC 15 3 33 

サイクロトロン 0 0 0 

静電加速器 0 0 0 

X、γ 線照射施設 0 0 0 

TIARA 117 52 229 

１号加速器 22 13 195 

コバルト 60 照射

施設 

145 61 1,330 

光量子科学研究

施設（関西研木

津地区） 

8 10 198 

放射光科学研究

施設（関西研播

磨地区） 

40 40 579 

合計 347 179 2,564 
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※共用施設利用人数について、高崎研、関西研は延べ人数 

※令和４年度の共用施設の利用収入額 

量子生命・医学部門：32,085,000円 

量子ビーム科学部門：71,280,625円 

 

【前年度主務大臣評価にお

ける指摘事項等への対応状

況】 

 

・共用については、長期的

な視点をもって、利用者の

ニーズに基づいた施設・設

備整備を行うこと。 

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

 

 

 

○ 施設共用利用者のニーズを意見交換等により適時把握、調整し

ながら、施設・設備の整備、運用を実施した。 

 

 

  

【評価軸】 

⑦官民地域パートナーシッ

プによる次世代放射光施設

の整備等に着実に取り組ん

でいるか。 

 

 

【評価指標】 

⑨官民地域パートナーシッ

プによる次世代放射光施設

の整備に係る進捗管理の状

況 

 

Ⅰ.4.(5) 官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の整備

等 

○ 加速器の主要機器の製作を完了するとともに、機器据付け・調

整を進め、年度計画を達成したことに加え、クロスアポイント

メント制度等を活用した加速器の調整等に高度な専門性を有す

る人材４名を集中的に配置して人員拡充を行うことで施設整備

を加速し、線型加速器全 40 台の RF コンディショニングの開始

及び蓄積リング磁石セルの据付け・調整を完了し、令和５年度

中の施設の運転開始を確実にした。（評価軸⑧、評価指標⑨） 

○ 運転当初に整備するビームラインの機器製作等を着実に進める

とともに、機器据付け・調整を開始し、年度計画を達成したこ

とに加え、定年制職員（特定年俸制を含む）を増員（２名増）

することにより、フロントエンド及び遮蔽ハッチの据付け・調

整を完了するとともに、挿入光源、インターロック、ビームラ

イン光学系、エンドステーションについても、製作・据付け・

調整を着実に進捗させた。（評価軸⑧、評価指標⑨） 

○ パートナー側の担当するインフラ・ユーティリティ工事の工程

の遅れが基本建屋内での加速器やビームラインの据付け・調整

や調整運転開始に影響を与え、令和５年度中の施設完成のリス

ク要因となることから、官民地域パートナーシップの枠組みの

下、量研側が主導する形で様々な定例会議を開催し、情報共

有、工程管理を円滑かつ確実に行うことで、全体工程を加速

し、加速器やビームラインの据付け・調整等が順調に進展して

施設完成の見通しが得られた。（評価軸⑧、評価指標⑨） 

○ 運用期を見据えた組織体制の検討や様々な課題を効率的に解決

するため、量研、PhoSIC、東北大学の主要メンバーで構成され

る次世代放射光検討会議（議長：茅野理事）を運営し、運用期

における業務及び必要な人員、予算の精査を進めた。（評価指標

⑨） 

○ 量研 HP の運用に加えて、期待される利用研究に主眼を置いた

NanoTerasu のパンフレットの改訂、広報用の動画の作成・公開

など施設整備に係る情報発信を強力に推進した。（評価指標⑨） 

○ 量研が有する放射線遮蔽に関する専門性を十分にいかして、パ

ートナー側が整備する実験ハッチ等の遮蔽設計にも積極的に関

補助評定：a 

 

【評定の根拠】 

以下のとおり年度計画を上回る顕著な成果を創出した

ことから a 評定と評価する。 

 

・クロスアポイントメント制度等を活用した人員体制

の大幅な強化や、量研側が主導する形で様々な定例会

議を開催し、情報共有、工程管理を円滑かつ確実に行う

ことで、全体工程を加速することにより施設整備を加

速して、線型加速器及び蓄積リング磁石セルの据付け・

調整までを完了した。（評価軸⑧、評価指標⑨） 

・国内施設で初めての実験ホールの非放射線管理区域

化という新たな課題に取り組み、高精度な遮蔽計算を

基に従来の既存施設とは異なる思想の人的安全とイン

ターロックを含めた全体設計を行うとともに、放射線

安全性検討委員会を設置し、有識者の意見を聞きなが

ら原子力規制庁との調整を経て、令和４年 10月に使用

許可証の交付を受け、日本国内の放射光施設で初めて

「実験ホールの非放射線管理区域化」を実現した。（評

価軸⑧、評価指標⑨） 

 

 

【課題と対応】 

・官民地域パートナーシップによる施設の整備におい

ては、量研側の努力だけでは完結せず、パートナー側の

進捗状況等の影響を含む様々な課題を解決しながら遂

行する必要がある。この課題を克服するために、新たに

次世代放射光施設運営会議を設置するとともに、その

下に検討委員会を設置して機動的運用を図るなど、パ

ートナー機関等との連携・調整体制を強化し、緊密な情

報共有と危機管理を行った。 

 

 

補助評定：ａ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

（判断の根拠となる実績） 

・ 人員体制の拡充や地域パートナーとの情

報共有や工程管理を主導的に行うこと

で、全体工程を加速し、当初年度計画に

なかった線形加速器及び蓄積リング磁石

セルの据付・調整までを完了したこと。 

・ 放射線業務従事者登録や入退室管理をせ

ずに放射光実験への参加が可能となる実

験ホールの非管理区域化を実現したこ

と。 

 

＜今後の課題＞ 

・ NanoTerasu の運用に当たっては、官民地

域パートナーシップにより複数の主体が

参画することから、安全管理や情報セキ

ュリティ等について一元的な対応ができ

るよう適切な体制を構築すること。 

・ 令和５年通常国会における「特定先端大

型研究施設の共用の促進に関する法律の

一部を改正する法律」の審議の結果及び

NanoTerasu（次世代放射光施設）の利活用

の在り方に関する有識者会議の報告書等

を踏まえ、国内外の放射光施設等との施
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与した。また、幅広い分野の産業利用につながる次世代放射光

施設の整備に取り組むため、国内施設で初めての実験ホールの

非放射線管理区域化という新たな課題に取り組み、高精度な遮

蔽計算を基に従来の既存施設とは異なる思想の人的安全とイン

ターロックを含めた全体設計を行うとともに、放射線安全性検

討委員会を設置し、有識者の意見を聞きながら原子力規制庁と

の調整を経て、令和４年 10 月７日に原子力規制委員会から、日

本国内の放射光施設で初の実験ホールの非放射線管理区域化に

向けた許認可申請に関して使用許可証の交付を受けた。（評価軸

⑧、評価指標⑨ 

 

 

 

 

設連携、学生・スタートアップ等の利用

メニューの設定、NanoTerasuを取り巻く

エコシステムにおける新たなサービス展

開、児童生徒等への普及啓発等の取組を

推進すること。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・ NanoTerasuは官民地域パートナーシップ

により整備される挑戦的な施設であり、

この順調な運営開始のための、QSTの組織

的な貢献は重要である。 

・ 関係者間のコミュニケーションを重視し

た連携を継続して、研究成果の社会実装

へつながることを期待する。 

・ 共用開始後の運用組織・体制について、

ユーザーとともに良いものとなるよう作

り上げていただきたい。 

・ 官民地域パートナーシップで推進する事

業であるため、経済的・経営的な視点が

課題である。 

・ 例えば QST 認定ベンチャーを設立した職

員との連携など、民間との連携の強化に

関する具体的な方策を検討すべき。 

 

 

 

【前年度主務大臣評価にお

ける指摘事項等への対応状

況】 

 

・加速器及びビームライン

の整備完了や設計性能の着

実な達成により、質の高い

ビームを早期安定供給する

べく、必要な人材確保・人

材配置を適切に実施するこ

と。 

 

・運営開始時の運営体制・

利用制度の構築及び整備を

着実に進めるとともに、我

が国の研究力強化や国際競

争力強化への貢献手段につ

いて、国の運用主体として

自らのミッションを定義す

ること。 

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

 

 

 

○ 人材確保に要する予算を文部科学省とも調整しながら要求する

とともに、理研、JASRI、KEK 等の国内放射光施設保有機関と協

力しながら必要な人材確保・配置に努めた。引き続き、関係機

関との連携協力のもと、質の高いビームの早期安定供給に向け

て必要な人材確保・配置を適切に実施していく。 

 

 

 

○ 量研、PhoSIC、東北大学で構成される次世代放射光施設運営会

議や文部科学省も加わった７者連絡会議等において運営開始時

の運営体制・利用制度の検討を精力的に実施した。さらに、我

が国の研究力強化や国際競争力強化への貢献手段について、国

の運用主体としてのミッションを定義すべく、QST国際シンポ

ジウムや各種研究会の開催を通じて、放射光ユーザーを主体と

したコミュニティからの意見・情報収集を進めた。 
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・官民地域パートナーシッ

プの下、研究成果の最大化

や施設の高度化を含む産学

官の利用促進等に向けて中

長期的に取り組むこと。 

 

○ 産学官の利用促進等に向けた中長期的取組として、施設の効率

性・利便性向上を目指したビームライン調整や利用実験のリモ

ート化対応、実験データ及び放射線管理システムの DX 化等につ

いて、東北大学等の関係機関と連携して具体的検討を開始し

た。 

【研究開発に対する外部評

価結果、意見等】 

 

【研究開発に対する外部評価結果、意見等】 

＜量子医学・医療研究開発評価委員会＞ 

○ 原子力規制委員会の技術支援機関として、原子力災害対策及び

放射線防護に関する日本の中核機関、特に基幹高度被ばく医療

支援センターの役割を十分に果たしている。各種研修会の開

催、教育・合同訓練等の提供を通じて、国内に限らず、国際的

にも活躍できるリーダーの育成と確保を図った。被ばく医療・

放射線影響関連の国内のハブ的役割だけでなく、WHO、IAEA、

UNSCEAR をはじめ、国際的機関との連携に努めた。原著論文の

執筆や中核病院向けの冊子の作成・配布を通じて、適切な情報

発信を行った。 

○ 福島住民の被ばく線量評価、放射性核種の環境中の挙動、環境

生物における被ばく線量と放射線影響の評価について、総合的

な研究の進展が認められる。福島第一原子力発電所事故による

健康影響や環境影響に関する科学的な知見が着実に積み上げら

れている。調査・研究成果を国民に周知することが望まれ、論

文や社会へのフィードバックなど、十分な取り組みを実施して

きた。福島県立医科大学を始め、国内研究施設と連携を中心と

した適切なマネジメントが図られており、令和５年度に設立す

る福島国際研究教育機構との連携でも、これまでの研究成果を

十二分に活用できる体制となるように願う。 

○ コロナ禍影響の中でも万全の感染防止対策を施し、新規研修の

開催、また全ての講義を事前に e-Learning で実施するなどの努

力が見受けられる。その結果、研修回数は増加し、受講者及び

受講者の所属先からも高評価を受けた。放射線の安全利用を担

う技術者の育成が主な業務だった過去に比べ、中・高生を対象

とした教育支援は将来を見据えた適切な事業展開である。国民

の関心を高め、正しい知識に基づく放射線利用への理解が深ま

ることを期待する。 

 

＜量子ビーム科学研究開発評価委員会＞ 

○ 次世代放射光施設整備・開発については R5 年度の施設完成、R6

年度の本格運用開始に向けて着実に建設、研究開発が進んでお

り、計画線表をほとんど変更せずに進捗している点は高く評価

される。 

○ 放射線管理においては、放射線の常時モニタリングシステムの

プロトタイプを実装し、国内初の試みである実験ホールの非放

射線管理区域化を実現したことは賞賛に値する。 

○ 建設作業や人員の大幅な増員による組織体制の整備も着実に進

めており、また、研究開発費補助金の増額や補正予算の前倒し
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といった予算措置も実施していることから、マネジメントが適

切に図られている。 

○ 共用体制については、設置者としての量研に対して、今後、登

録機関が設置され、パートナー機関との間で運営上の役割分担

を明確化することが課題であると思われる。関係者間で知恵を

出し合い、利用者にとって使いやすい形での運営を目指してい

ただきたい。 

○ 特に実験ホールの非放射線管理区域化はセンター長のリーダー

シップが発揮されて初めて実現したもので、このような運用方

針は国内の放射光施設としては初の試みであり、国内施設に極

めてポジティブな波及効果があるものと期待される。 

○ わかりやすく建設の進捗と期待される成果や波及効果を説明し

ている関係者の努力は高く評価できる。仙台で開催される G7 科

学技術大臣会合の機会を捉えて、次世代放射光施設を世界に宣

伝していただきたい。 

○ ワールドワイドに企業や研究所にビームライン装置の優れた点

などを発信して協力してもらうなどの施策も検討してもらいた

い。 

○ 先行ビームラインでは先駆的な成果がどんどん出て来るものと

期待している。しかし、残り 18本のビームラインをどうする

か、議論を行っていく必要がある。 

○ 国際情勢の改善が望めない中で、エネルギーコストの高騰のあ

おりで電気代が高くなる状況にどう対処するか、目標の 5000 時

間をどう維持するか、が大きな課題である。例えば東北電力と

電気料金の折衝を行う等、引き続き対策を検討する必要があ

る。 

 

４．その他参考情報 

決算額が予算額を上回った理由は、受託や共同研究及び自己収入等の収入の増額によるものであり、これらの資金を有効に活用することで、着実な成果の創出がなされたと認められる。 
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２－１－４－２ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ｎｏ．８ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき事項 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー 令和５年度行政事業レビュー番号 

＜文部科学省＞ 0271 

 
 

２． 主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 

基準値等 
（前中期目標
期間最終年度

値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、
必要な情報 

ラスパイレス指数 ― 

事 務・技 術職 
109.3（113.8） 

研究職  103.8
（113.3） 
医 師  96.9

（106.1） 
看護師  110.9
（104.6） 

※上記指数は年
齢勘案（年齢・地
域・学歴勘案）を

示す。 
 

事 務・技 術職 
104.7（109.2） 

研究職  105.2
（115.5） 
医 師  98.9

（106.9） 
看護師  110.1
（105.0） 

※上記指数は年
齢勘案（年齢・地
域・学歴勘案）を

示す。 

事 務・技 術職 
104.1（108.8） 

研究職 
103.5（111.7） 
医師 

96.5（107.3） 
看護師 
106.9（103.0） 

※上記指数は年
齢勘案（年齢・地
域・学歴勘案）を

示す。 

事 務・技 術職 
105.4（110.1） 

研究職 
104.1（112.9） 
医師 

99.2（109.2） 
看護師 
105.4（101.1） 

※上記指数は年
齢勘案（年齢・地
域・学歴勘案）を

示す。 

事 務・技 術職 
105.8（110.4） 

研究職 
103.9（112.1） 
医師 

102.2（111.7） 
看護師 
106.9（101.6） 

※上記指数は年
齢勘案（年齢・地
域・学歴勘案）を

示す。 

事 務・技 術職 
105.6（110.6） 

研究職 
104.2（109.5） 
医師 

109.3（117.5） 
看護師 
107.2（101.6） 

※上記指数は年
齢勘案（年齢・地
域・学歴勘案）を

示す。 

事 務・技 術職 
105.9（111.3） 

研究職 
103.0（111.2） 
医師 

108.1（116.0） 
看護師 
108.7（103.7） 

※上記指数は年
齢勘案（年齢・地
域・学歴勘案）を

示す。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績等・自己評価 

主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

【評価軸】 

①拠点を越えた組織融合の

仕組み等が導入されている

か。 

 

 

【評価指標】 

①拠点を越えた組織融合へ

の取組の実績 

 

 

【業務の特性に応じた視点】 

・理事長のリーダーシップの

下に柔軟かつ効果的な組織

運営を行う体制を整備した

か。 

 

 

 

 

 

 

 

○ Ⅱ.業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

○ Ⅱ.1. 効率的、効果的なマネジメント体制の確立 

○ Ⅱ.1.(1) 柔軟かつ効果的な組織運営 

○ 令和４年度理事長ヒアリングは、上期（令和４年 10月 20日、25

日、26 日、27 日）に各部署における当該年度の事業実施状況や

機関評価で指摘された課題等への対応状況の確認、予算の追加配

賦希望の集約、下期（令和５年２月 13日、14 日、15日、16 日）

に令和４年度計画に対する取組・達成状況及び第１期中長期計画

に対する達成状況の把握を行った。更に高騰する電気代への対応

等から令和４年６月には各部署の窮状を確認する機会を別途設

けた上で、これらを基に予算の追加配賦を実施するなど、研究開

発成果の最大化や柔軟かつ効果的な組織運営に資する取組を実

施した。（評価軸①） 

○ 令和３年度に引き続き、経営企画部長が各部署の問題・課題の把

握や情報共有等を図る機会（令和４年 10 月及び令和５年２月）

を設け、機動的な予算配賦等に活用した。（評価軸①） 

○ 令和３年度に引き続き、本部組織の長、研究開発部門の長、研究

所相当組織の長を委員とする QST未来戦略検討委員会（第３回：

令和４年５月 31 日～６月９日）において、長期的な展望を見据

えた量研の研究開発戦略を検討し、「QST 未来戦略 2022」を策定

した。また、冊子を作成するとともに、量研 HP にも掲載し、こ

れを量研内外へ送付・周知するとともに、第２期中長期計画の策

定にも活用した。（評価軸①） 

○ 第２期中長期計画案の検討に当たっては、第２期中長期計画にお

ける自らの社会的責任と役割を認識した上で、未来戦略検討委員

会（第４回：令和４年６月７日～10 日）において議論し、総務省

独立行政法人評価制度委員会によるヒアリング（令和４年８月５

日）や、文部科学省及び原子力規制委員会との調整を行った。最

終的には未来戦略検討委員会（第６回：令和５年２月 20 日～22

日）の議論及び理事会議（令和５年２月 24 日～27日）の審議を

経て第２期中長期計画を策定し、認可申請を行った（令和５年３

月１日）。この際、総務省独立行政法人評価制度委員会による業

務・組織見直し指示（令和４年 12 月５日）を踏まえ、第２期中

長期目標期間における部門間の連携、外部機関との連携、内部統

制の強化、人材の確保・育成等の在り方について関係部署と調整

した。（評価軸①） 

○ 平成 28 年度に導入した「戦略的理事長ファンド」について、令

和４年度においても「理事長ヒアリング」の実施等を通じて得ら

れた実績等を勘案した上で、対応すべき事項を選定し、その結果

を踏まえ予算配賦を行った。 

評定：Ｂ 

 

【評定の根拠】 

以下の通り年度計画で設定した業務を着実に実施し

たことから B 評定と評価する。 

 

拠点を越えた組織融合に向け、以下に代表される各種

取組を実施した。 

(１)柔軟かつ効果的な組織運営 

・理事長ヒアリングにより、各部署の実施状況、取組の

達成状況を把握し、それにより予算の適正な配賦を行

い、研究開発成果の最大化や効果的な組織運営に資す

る取組を実施した。 

(２)内部統制の充実、強化 

・理事会議、運営連絡会議、内部統制会議及びリスク管

理会議等の開催により内部統制の充実、強化を図った。 

(３)研究開発成果の最大化 

・組織が有効に機能しているか随時検討を行った結果、

量生研における研究体制の見直し、高崎研に量子機能

創製研究センター設置や、第２期中長期目標期間を見

据えた情報セキュリティ対策、情報システムの将来計

画及び情報システムの運用管理の責任体制を整備した

ほか、第３期戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP）のフィージビリティスタディの実施体制を整備

した。 

・共用施設等運用責任者連絡会議を開催し、拠点を跨い

での情報共有及び施設利用を促進した。 

(４)情報技術等の活用 

・理事会議や理事長ヒアリングなどの重要会議におい

ても Web 会議システム等の ICT を積極的に活用し、拠

点間での情報共有の迅速化や業務の省力化、効率化の

推進を図った。 

・令和２年９月８日に策定した「電子化に関する５年構

想」に基づき、全職員向けの柔軟な在宅勤務環境を維持

した。 

・端末管理を中心に情報セキュリティのガバナンス強

化を図り、スマートフォンからアクセスする際のセキ

ュリティ対策強化を図った。 

 

これら組織融合に向けた取組に加え、適正な予算配賦

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中長期計画における所

期の目標を達成していると認められるため。 

 

（判断の根拠となる実績） 

・ 理事長ヒアリング実施により各部署の業

務実施状況、取組の達成状況を把握する

とともに、適切な予算の分配を行うこと

で、研究開発成果の最大化及び効果的な

組織運営を着実に実施した。 

・ 法人における研究開発戦略及び課題を検

討し、長期的な展望を見据えた QST の研

究開発戦略となる「QST 未来戦略 2022」

を策定した。 

・ 共用施設等運用責任者連絡会議を開催

し、拠点間の情報共有及び施設利用を促

進した。 

・ Web 会議システム等を積極的に活用し、

拠点間の情報共有の迅速化や業務の効率

化の推進を図った。 

 

＜今後の課題＞ 

・ 引き続き、研究倫理問題や研究不正を起

こさないための取組を行うこと。 

・ 経済や安全保障にかかわる社会情勢の変

化が懸念される中で、外部環境の変化に

対するリスクマネジメントの重要性が増

しており、適切に対応していく必要があ

る。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・ 外部ユーザーが多い施設での情報セキュ

リティの確保は難しい問題であるため、

必要なサイバーセキュリティ投資を行う

など、引き続きしっかりと取組がなされ

ることを期待する。 
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○ 理事会議を定期的に開催し、重要事項の審議・報告を受けるとと

もに、各研究所に原則１研究所ずつ、毎回持ち回りで研究所長等

から研究活動や中長期計画の進捗状況の報告を受け、量研全体で

情報共有を図った。また、急ぎ会議に諮る必要がある案件や新型

コロナウイルス感染症に影響で実開催が難しい場合は、電子メー

ルや Web会議を用いて審議を行った。（理事会議開催：19回、う

ち電子メール開催５回、Web 会議開催４回）（評価軸①）なお、理

事会議資料については一部を除き議事録を含めイントラネット

を通じて内部に公開し、職員間の情報共有を図った。 

○ イントラネットを通じて規程類、業務活動に必要となる情報の共

有を図った。（評価軸①） 

○ 令和２年２月に設置した量研新型コロナウイルス感染症対策本

部において、令和４年度も継続して、発生防止・感染拡大防止策

等についての量研の意思決定を速やかに実行するとともに、対策

本部での決定事項並びに国の取組等の量研内への共有を図った。

（評価軸①） 

○ 科学分析機器展示会（JASIS2022）に出展参加し（９月７日～９

日）、量研がハブとなって企業群と行うアライアンスの各課題及

びこれにより生じた技術成果を紹介した。50名余りが個別ブース

を訪れ、このうち一部の企業からの照会に対して情報交換を行っ

た。企業側ニーズを把握することにより、今後の成果展開を図る

上で外部からの視点を参考に資する足掛かりとした。また、展示

会を通じての企業との交流の中から、新たな技術シーズ発信の手

段を得た。（評価軸①、評価指標①） 

○ 令和３年度に引き続き研究開発部門等他組織の研究員・技術員の

イノベーションセンター付併任を更に２名増員し、量研の QRA の

担当者会議を開催し（令和４年度 11 回開催）、本部と各部門とが

組織横断的に連携して課題検討を進めた。この会議体を QRA 活動

の糸口とし、各研究開発部門から推薦された研究課題の紹介・検

討を通じ、量研大での研究開発成果の活用に取り組むために、各

部門・拠点における研究成果活用ノウハウの共有、懸念事項の意

見交換を行った。（評価軸①、評価指標①） 

○ 千葉県内の中小企業等関係団体や行政機関、大学等が会しての産

学官連携推進会議での定期会合や、いばらき量子線利活用協議会

主催の量子線利活用よろず相談会（７月８日）に参加し、実施許

諾により企業で利用されている技術例の紹介を通じて、量研の技

術シーズの成果展開への一助とした。（評価軸①） 

○ 令和３年度業務実績評価及び第１期中長期目標期間の終了時に

見込まれる業務実績評価に当たっては、外部有識者 11 名で構成

するアドバイザリーボードの意見及び助言を踏まえ、理事長及び

理事で構成された自己評価委員会を開催し、適切な機関（自己）

評価を実施した。（評価体制については、「量子科学技術研究開発

機構における自己評価の実施概要」参照） 

○ 研究開発評価については、量研の研究開発ごとに外部の専門家や

有識者による研究開発評価委員会を開催し、客観的な研究開発評

価を実施した。（研究開発に対する外部評価結果、意見等につい

ては、項目別自己評価書参照） 

及び合理的執行による一般管理費の削減や、中長期的

な採用計画に基づく計画的な人員採用による人件費の

抑制といった諸施策を実施したほか、契約の適正化に

向けた調達関連情報の公表や情報公開の実施等、法人

運営の透明性を確保するための取組を実施した。 

 

 

【課題と対応】 

・研究開発成果の最大化を図るため、組織体制について

引き続き効果測定を行い、理事長ヒアリングや機構リ

スク管理会議、内部統制会議等を通じて課題の洗い出

し等を実施し、適宜適切な対応を行う。 
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○ 原子力安全規制及び防災等への技術的支援として、量子生命・医

学部門が実施する規制関連研究等の実効性、中立性及び透明性を

確保するため設置されている量子生命・医学部門規制支援審議会

を開催し、令和３年度の研究活動について、実効性、中立性及び

透明性を確保した上で業務を遂行していることを確認した。（令

和５年１月 31 日 Web 会議） 

 

・内部統制の充実・強化を

行ったか。 

Ⅱ.1.(2) 内部統制の充実・強化 

○ 内部統制会議を令和４年９月 13日に開催し、令和４年度の内部

統制に関する各取組について理事長に報告を行った。 

○ 内部統制会議とリスク管理会議を合同で開催することにより、

量研全体の内部統制状況及びリスクマネジメントに対する取組

について情報共有を進めることで、内部統制環境の充実を図っ

た。 

○ 理事会議を定期的に開催し、重要事項の審議・報告を受けると

ともに、各研究所に原則１研究所ずつ、毎回持ち回りで研究所

長等から研究活動や中長期計画の進捗状況の報告を受け、量研

全体で情報共有を図った。また、急ぎ会議に諮る必要がある場

合や新型コロナウイルス感染症の影響で実開催が難しい場合

は、電子メールや Web会議を用いて審議を行った。（理事会議開

催：19回、うち電子メール開催５回、Web 会議開催４回）（評価

軸①）なお、理事会議資料については一部を除き議事録を含め

イントラネットを通じて内部に公開し、職員間の情報共有を図

った。【再掲】 

○ 運営連絡会議を定期的に開催することにより、業務運営に関す

る必要事項に関する意見交換を行った。（運営連絡会議開催：13

回）（評価軸①） 

○ イントラネットを通じて規程類、業務活動に必要となる情報の

共有を図った。（評価軸①）【再掲】 

○ 令和２年２月に設置した量研新型コロナウイルス感染症対策本

部において、令和４年度も継続して、発生防止・感染拡大防止

策等についての量研の意思決定を速やかに実行するとともに、

対策本部での決定事項並びに国の取組等の量研内への共有を図

った。（評価軸①）【再掲】 

○ 重大な事案の発生時や不正行為等の事実があった場合に監事へ

報告するための体制を周知徹底し、監事室職員が監事監査業務

を理事の指揮命令から独立して行うことができるよう位置付け

ており、監査業務を着実に実施した。 

○ 監事は、監査報告書を作成するとともに定期監査の実施等を通

じて、内部統制ポリシーを踏まえた内部統制の機能状況（リス

ク管理の状況、事務の効率化に向けた取組状況、組織改革後の

取組状況等）を点検し、改善策について提言を行い、改善に関

する取組を着実に進めた。 
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○ 内部監査により、内部統制ポリシーを踏まえた内部統制の機能

状況を点検し、適切な機能維持が図られていたことを確認し

た。さらに、一部事項関しては改善等要請した。 

○ 担当理事を長とする内部統制・リスクマネジメント分科会を地

区ごとに開催し、内部統制に関する具体的な取組評価を実施し

た。 

○ 分科会には令和４年度より外部有識者をオブザーバーとして加

え、客観性、透明性を確保し、ガバナンスの向上を図った。 

○ 内部統制会議を令和４年９月 13日に開催し、分科会での議論結

果を具申するとともに、令和４年度の内部統制に関する各取り

組みについて理事長に報告を行った。【再掲】 

 

○ 初任者及び管理職昇任者研修時に、コンプライアンスと題し

て、法令や組織規範遵守の重要性に関する講演を行うととも

に、「コンプライアンスの手引き」（概要版）を配布し、業務遂

行時の基本書とするよう要請した。 

○ 全役職員を対象としたコンプライアンス教育（e-ラーニング）

を、令和４年９月に実施した。また、外部講師（弁護士）を招

いて、法令や規程類を分かりやすくひもといたコンプライアン

ス講演会を実施し、コンプライアンス意識向上を図った。 

○ 量研内外に設けた内部通報窓口で、法令や規程違反行為に関す

る通報や相談を受け付け、法令違反行為等の早期発見と是正を

図り、コンプライアンス強化に努めた。また、改正公益通報者

保護法の施行に合わせ、「内部通報に関する規程」を見直し、調

査側の守秘義務を強化するなど職員が利用しやすい制度に改善

した。 

○ 次世代放射光施設整備に向け、RI規制法に基づく RIの使用に

係る許認可申請について原子力規制庁との調整を進め、令和４

年 10月７日付けで許可通知を受領した。 

○ RI 規制法規則改正（令和５年 10月施行）に伴い、各研究所で

策定している放射線障害予防規程の見直しに向け、安全管理検

討ワーキンググループを設置し、法令改正内容等の情報共有及

び関係機関の現場見学を行った。 

○ 労働安全衛生法改正（令和５年４月及び令和６年４月施行）、消

防法施行令の一部を改正する政令（令和５年４月施行）、プラス

チックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和４年４月施

行）について情報収集を行い、量研内へ周知を行った。 

○ ヒヤリハット活動（危険予知を含む）については、各拠点での

発生事例を安全管理担当課長会議（月１回開催）で報告・意見

交換を実施、また発生事例は一覧にしてイントラネットへ掲載

し、広く量研内へ情報共有するとともに、各拠点においては安

全衛生委員会や安全ニュース等で現場へ周知した。加えて、ヒ

ヤリハット等の原因として転倒・転落が多数発生していること

を受けて、転倒災害をメインとしたヒヤリハットに関する安全

講演会を令和５年１月 30日に実施し、職員の安全風土の醸成に

努めた。 
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○ 安全担当理事による各研究所の安全巡視を実施し、現場の安全

確認、意見交換を介して安全等に係る情報を共有した。 

○ 「研究活動の不正行為の防止及び対応に関する規程」を見直

し、研究不正調査体制の改善を図るとともに、「内部通報に関す

る規程」を見直し、改正公益通報者保護法に沿い、通報の利用

環境改善を図った。また、イントラネットに、研究不正防止及

び公的研究費不正防止活動に係る量研内の管理体制図、不正調

査の際のフロー図等を掲載し、不正対策の理解増進に努めた。 

○ 内部監査「公的研究費の管理制状況」及び「公的研究費の財務

状況」を実施し、公的研究費不正使用防止活動が、規程類に準

拠し、機能していることを確認した。 

○ 研究開発活動等における不正の防止に向けて、自立した研究活

動の遂行を支えるよう以下の対応を行い、助言等が得られる環

境の維持・充実を図った。 

▪ 令和３年度の研究倫理教育の実施結果について、各研究倫

理教育責任者（研究活動を行う部署（研究所相当組織、研

究企画部等）の長）へ調査を行うとともに、未履修者へ履

修を促し、対象者 746名の履修を確認した。 

▪ 令和４年度の研究倫理教育の実施について、一般財団法人

公正研究推進協会の eラーニング研修の受講支援や実施状

況の確認を行った。 

▪ 外部資金制度に関する注意点等について、受託事業等にお

いて研究経費が否認された事例や指摘を受けた事例を中心

に、各部門等担当者に周知を行った。 

▪ 文部科学省が公開している他の研究機関における対策や不

正使用事案をイントラネットで紹介し、適正な研究経費執

行等への理解を促進した。 

▪ 研究倫理教育用に、国立研究開発法人協議会コンプライア

ンス専門部会主催の研究不正防止講演会の動画配信、研究

防止用リーフレット及びコンプライアンス推進月間ポスタ

ーを配布し、不正防止に努めた。 

○ 研究活動状況の把握に関し、理事長及び理事が各拠点を訪問又

は Web 会議にて、若手研究者との意見交換を実施し、研究活動

状況の把握に努めた。 

○ 研究ノート取扱い等に関する指針における遵守状況及び各研究

開発部門の運用状況について、研究部長等を対象に調査を行う

とともに、これらのモニタリングを通じて意識付けを促した。 

○ 担当理事を長とする内部統制・リスクマネジメント分科会を地

区ごとに開催し、リスクマネジメントに関する具体的な取組評

価を実施した。 

○ 分科会には令和４年度より外部有識者をオブザーバーとして加

え、客観性、透明性を確保し、ガバナンスの向上を図った。【再

掲】 

○ リスク管理会議を令和４年９月 13 日に開催し、分科会での議論

結果を具申するとともに、本部及び研究所ごとに令和３年度の

リスクマネジメントの取組評価を行った上、令和４年度の計画

を策定した。 
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○ 内部統制会議とリスク管理会議を合同で開催することにより、

量研全体の内部統制状況及びリスクマネジメントに対する取組

について情報共有を進めることで、内部統制環境の充実を図っ

た。【再掲】 

○ 災害対応資材は各研究所の事業継続計画、事故対策規則等に基

づき、防災服等の防災用品、放射線計測機等の放射線防護機

器、拡声器・無線機等の直接的な連絡手段の確保などを整備し

た。また、水道、電力等のインフラ断絶に備え、例えば、電力

では非常用発電機用の軽油等を常に一定量以上保有する等、緊

急時・災害に備え備蓄に努めた。 

○ 緊急時連絡訓練を、各研究所にて訓練の目的・対象等に応じて

月に１回から１年に１回など定期的に実施した。また、防災訓

練は各研究所にて年１回以上現地対策本部等を設置する規模の

事故などの想定を用いて実施し、機構本部においても各研究所

の防災訓練に連動して機構対策本部設置訓練や緊急時連絡訓練

を実施した。 

○ 令和２年２月に設置した量研新型コロナウイルス感染症対策本

部において、令和４年度も継続して、発生防止・感染拡大防止

策等についての量研の意思決定を速やかに実行するとともに、

対策本部での決定事項並びに国の取組等の量研内への共有を図

った。（評価軸①）【再掲】 

○ 在宅勤務及び Web 会議を積極的に活用するとともに、「with コロ

ナ」を含めた、量研としての働き方改革の一環を見据え、令和

３年に開始した Microsoft365 の運用を継続した。 

○ 内部統制会議を令和４年９月 13日に開催し、令和４年度の内部

統制に関する各取組について理事長に報告を行った。【再掲】 

・複数拠点間の連携や研究

開発評価等による研究成果

の最大化を図るための体制

を整備したか。 

 

 

 

 

Ⅱ.1.(3) 研究組織間の連携、研究開発評価等による研究開発成果の

最大化 

○ 拠点間を結ぶ情報網を維持し安定稼働させるとともに QSTnet の

高速化実現のため、SINET6への切替えを行った。  

○ イントラネットを通じて規程類、業務活動に必要となる情報の

共有を図った。（評価軸①）【再掲】 

○ 理事長年頭挨拶等、全職員で共有すべき重要な事項について、

イントラネット掲載等による周知を速やかに行うとともに、QST 

NEWS LETTER についても、必要な冊子数を各拠点に配布したこと

に加え、速やかな量研 HP掲載等を行った。（評価軸①） 

○ 新型コロナウイルスへの対策として、政府の入国制限等に関す

る情報把握に努め量研新型コロナウイルス感染症対策本部決定

へ適時反映するとともに、外国からの来訪者の受入れに関する

手続や注意事項を速やかにイントラネットに掲載し、周知を行

った。（評価軸①） 

○ 安全保障輸出管理に関する法令・規程類の改定やその他輸出管

理の最新情報について速やかにイントラネットに掲載し、周知

を行った。（評価軸①） 

○ 安全保障輸出管理で確認が求められる職員や受入研究員等の特

定類型該当の有無について、イントラネットを活用して効率的

に情報を収集した。（評価軸①） 
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＜Web 会議システムを活用した報告会等の例＞ 

○ 令和４年度上期理事長ヒアリング（令和４年 10 月 20 日、25

日、26日、27 日） 

○ 令和４年度下期理事長ヒアリング（令和５年２月 13日、14 日、

15 日、16 日） 

○ QST未来戦略検討委員会（令和４年５月 31 日～６月９日、６月

７日～10 日、12月 22日～26 日、令和５年２月 20 日～22日） 

○ 広報担当者連絡会議（令和４年４月８日、５月 13 日、６月 10

日、７月８日、８月 12 日、12月 23 日、令和５年２月 10日、３

月 17日） 

○ 輸出管理担当者連絡会議（令和４年４月 25 日、26日、７月８

日、19日、11 月 30 日、12月 8 日、３月 15 日） 

○ 安全保障輸出管理セミナー（令和５年２月９日) 

○ 部門又は部門内の施設ごとの委員会等において、施設利用課題

の審査・選定等を行った。また、共用施設等運用責任者連絡会

議を開催し、共用施設等の状況や問題点の把握・共有に努めた

（令和４年 12 月）。 

○ 量研における利用については、量子生命・医学部門において３

課題、高崎研においては 126課題、関西研（木津地区）におい

ては 10 課題、関西研（播磨地区）においては 40 課題が採択さ

れた。 

○ 令和４年４月に、フラットで柔軟な組織体制構築を目的とし

て、量生研における研究体制の見直しを図ったほか、量子機能

材料・デバイス創成に関する研究開発推進を目的として、高崎

研に量子機能創製研究センターを設置した。さらに、令和４年

７月に、第２期中長期目標期間を見据え、情報セキュリティ対

策、情報システムの将来計画及び情報システムの運用管理の責

任体制を整備し、情報システムの利活用促進及びセキュリティ

強化を図るため、情報基盤部における課組織を３課体制に再編

したほか、第３期戦略的イノベーション創造プログラムのフィ

ージビリティスタディの実施体制を整備した。 

○ 平成 28 年度から開始した理事長直轄による QST未来ラボについ

て、令和３年度に引き続いて５研究グループの組織体制で効果

的に外部との連携を組んで研究実施するなど、組織横断的な研

究開発運営に資した。（評価軸①） 

○ 研究開発評価については、量研の研究開発ごとに外部の専門家

や有識者による研究開発評価委員会を開催し、客観的な研究開

発評価を実施した。（研究開発に対する外部評価結果、意見等に

ついては、項目別自己評価書参照）【再掲】 

○ 第１期中長期目標期間中の成果等を次の研究開発につなげるた

めに事後評価（量研の研究開発の目標の達成状況や成果の内容

等を評価）を実施し、その結果を機関（自己）評価に適切に活

用・反映した。また今後の研究開発に向けて、事前評価（実施

する研究開発の必要性及び目標や計画の妥当性等を評価）を実

施し、その結果を第２期中長期計画の策定に活用・反映した。 
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○ 機関（自己）評価において、令和３年度評価と併せて第１期中

長期目標期間の終了時に見込まれる業務実績の評価を実施し

た。評価を通じて第１期中長期計画の達成状況の把握に努める

とともに、ここで得られた課題等は必要に応じて第２期中長期

計画の策定に活用・反映した。 

○ 各部署等に対する「理事長ヒアリング」を実施し、業務の進捗

状況を確認・評価し、その結果を予算配賦に反映した。 

・研究成果の最大化及び業

務運営の効率化のための情

報技術基盤及び情報セキュ

リティの維持・強化を行っ

たか。 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ.1.(4) 情報技術の活用等 

o クラウド環境を含めたインターネット接続、拠点間接続等の情

報通信インフラを安定稼働させるとともに QSTnet 高速化実現の

ため、SINET6への切替えを行った。  

o 令和２年９月８日に策定した「電子化に関する５年構想」に基

づき、業務系システムのクラウド化を着実に進めるとともに、

Microsoft365により刷新されたメールシステムやオンラインス

トレージ・チャット・Web 会議の利用環境を運用し、全職員向け

の柔軟な在宅勤務環境を維持した。また、オンライン交流会等

を通じて、Teamsや Microsoft365の利用促進を図るとともに、

SharePoint を用いて研究所内ホームページの再構築を行った。  

o 構築した実験計測計算機を海外からセキュアに遠隔監視・操作

する技術の利用環境の維持管理及び運用を継続した。 

o デジタル庁が実施した『「デジタル社会の実現に向けた重点計

画」に基づく独立行政法人の情報システムの整備・管理に係る

棚卸し』に対応した。 

o 政府の方針を踏まえ、情報セキュリティに係る教育・自己点

検・訓練の実施などにより、量研の情報セキュリティ水準の維

持・強化を行った。また、令和３年度に改定された「政府機関

等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」に準拠す

べく、量研情報セキュリティ対策基準を改定した。  

o 端末管理を中心に情報セキュリティのガバナンス強化を図り、

インシデントを未然に防止する体制を構築することを目的とし

て、IT資産管理システムの管理運用を開始した。また、スマー

トフォン等から Microsoft365 にアクセスする際のセキュリティ

対策強化を図った。 

○ QST病院での情報セキュリティインシデントへの対応として、

医療情報セキュリティ対策基準の改定、QST病院職員向け教育

の追加実施などを行った。さらに、量研全体における USB メモ

リの一斉総点検などを実施し、適切な対応を行った。 

○ 外国学術誌等の選定や講演会の開催、量研内各拠点図書館運営

取りまとめ等を通じて学術情報利用を推進した。（評価軸①）  

○ 各種業務系システムの改修・機能追加を担当部署と連携して着

実に実施することで、業務運営の効率化に貢献した。また、研

究開発部門及び業務部門のニーズに応じクラウドを利用できる

よう、クラウド基盤の構築を行い、業務系システムの一部のサ

ーバを移行した。（評価軸①） 

○ 原子力機構と共同調達したスパコンの円滑な利用に係る運用、

支援及び保守を行った。 
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○ 令和３年度のスパコン利用に係る研究成果報告書を作成・公開

し、スパコン利用の研究成果を量研 HPにて発信した。 

○ 次期スパコンの導入に関する検討の一環として、現行機のベン

ダーと守秘義務契約を締結した上で、業界における最新の技術

動向や同社の製品開発計画などの情報を入手した。 

・一般管理費や業務経費に

ついて効率化を進めている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ.2. 業務の合理化・効率化 

Ⅱ.2.(1) 経費の合理化・効率化 

○ 予算配賦に当たっては、本部各部・研究開発部門の年度当初に

必要な業務、額を精査した上で、必要額の全額を配賦すること

により、年間を通して計画的に予算執行できるようにした。ま

た、期中においては、理事長ヒアリング等に基づき、迅速な経

営判断を得ることに努め、研究開発の進捗、施設の安全確保等

に配慮しつつ、実施内容を精査の上、適時適切に予算の追加配

賦を行うことで、不要不急な支出を抑えた（人件費の効率化に

ついてはⅡ.3の項を参照）。 

○ 業務の進捗状況を踏まえ、独立行政法人会計基準に基づき、運

営費交付金について第３四半期までにそれぞれの収益化単位の

業務に対応する予算配分額を確定した（令和４年 12月 27 日）。 

○ 一般管理費について、的確な予算執行管理により不要不急な支

出の削減に努め、前年度比３％（暫定値）の効率化を達成し

た。 

（単位：百万円）   

- 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

目標額 718 697 676 

決算額 716 693 668 

削減額 

（割合） 

24 

（3.2％） 

23 

（3.2％） 

24 

（3.5％） 

※令和２年度は臨時的経費を加えると 922百万円（対令和元年度

24.7％増） 

   令和３年度は臨時的経費を加えると 874 百万円（対令和２年度

5.2％減） 

 

○ 人件費については、中長期的な採用計画を策定し計画的な人員

管理を実施するとともに、任期制職員の活用により人件費の抑

制を図った。また、各研究開発部門・研究所の事業の進捗状況

や人材ニーズを適宜把握し、個人の職務経験を踏まえた組織横

断的な適正な人員配置を実施した。 

○ ワークライフバランスの充実及び長時間労働抑制の取組とし

て、有給休暇・夏季休暇の取得奨励、超勤管理の徹底、管理監

督者及び職員への意識啓発に努める等、人件費の合理化・効率

化の推進を図った。 

  

・調達等合理化計画を定

め、契約の公正性・透明性

を確保して、契約の合理

Ⅱ.2.(2) 契約の適正化 

○ 令和３年度国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構調達等

合理化計画の自己評価を令和４年４月に実施し、令和４年６月
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化・適正化を進めている

か。 

13 日に開催された契約監視委員会において自己評価の点検を受

け、その結果を量研 HP にて令和４年６月 21日に公表した。 

○ 公平性、透明性を確保しつつ公正な調達手続とするため、入札

公告、調達予定情報、随意契約の情報、契約締結情報など調達

に関する情報について量研 HP に公開するとともに、業者への情

報提供を実施した。また、随意契約について契約審査委員会に

より契約の妥当性を確認した。 

○ 令和４年度国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構調達等

合理化計画（以下「本計画」という。）を令和４年４月に策定

し、令和４年６月 13 日に開催された契約監視委員会において本

計画の点検を受け、令和４年６月 21 日に量研 HP に公開し、令

和４年６月 24 日に文部科学大臣に本計画の策定を報告した。ま

た、令和４年 12月 21日に開催された契約監視委員会におい

て、本計画に基づき令和４年度上半期分の随意契約及び一者応

札・応募案件について事後点検を受けた。 

・人件費の合理化・効率化

及び適正な給与水準の維持

を図るとともに、総人件費

については政府の方針を踏

まえて見直しをしている

か。 

 

 

 

Ⅱ.3. 人件費管理の適正化 

○ 人件費については、中長期的な採用計画に基づき、定年制職員

の計画的な人員管理を実施するとともに、再雇用職員を含む任

期制職員の活用を図った。また、各研究開発部門・研究所の事

業の進捗状況や人材ニーズを適宜把握し、個人の職務経験を踏

まえた組織横断的な適正な人員配置を実施した。【再掲】 

○ ワークライフバランスの充実及び長時間労働抑制の取組とし

て、有給休暇・夏季休暇の取得奨励、超勤管理の徹底、管理監

督者及び職員への意識啓発に努める等、人件費の合理化・効率

化の推進を図った。【再掲】 

○ 令和３年度分の給与水準については、量研と関連性の深い業種

の民間企業との給与水準の比較、量研の給与水準の妥当性の検

証を含め、「役職員の報酬・給与等について」を令和４年６月末

に量研 HP で公表した。 

 

【令和４年度ラスパイレス指数】 

事務・技術職 105.9（年齢勘案） 

111.3（年齢・地域・学歴勘案） 

研究職     103.0（年齢勘案） 

111.2（年齢・地域・学歴勘案） 

医師     108.1（年齢勘案） 

116.0（年齢・地域・学歴勘案） 

看護師    108.7（年齢勘案） 

103.7（年齢・地域・学歴勘案） 

  

・適切かつ積極的な情報公

開を行うとともに、個人情

報の適切な保護を図る取組

を進めているか。 

Ⅱ.4. 情報公開に関する事項 

○ 令和４年度においては、以下の対応を実施した。 

・法人文書の開示請求：４件（うち２件は令和３年度から繰越し） 

・保有個人情報の開示請求：３件 

・法人文書ファイル管理簿の更新 

○ 法人文書及び個人情報保護に係る研修を以下のとおり実施し

た。 

・初任者研修 
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・職員向け文書管理研修 

・個人情報保護に関する職員研修 

【前年度主務大臣評価にお

ける指摘事項等への対応状

況】 

 

・引き続き、研究倫理問題

や研究不正を起こさないた

めの取組を行うこと。 

 

・リスク管理・ガバナンス

の観点から、QSTにとってよ

り良い体制を整えること。 

 

 

 

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

 

 

 

○ 引き続き、研究不正防止管理体制を有効に機能させ、研究倫理

教育や不正防止啓発活動の取組を進めることで、不正防止を図

っていく。 

 

○ 組織が有効に機能しているか随時検討を行い、より効果的な研

究活動が実施できるよう理事会議における研究所報告、理事長

ヒアリング、機構リスク管理会議及び内部統制会議等を通じて

課題の洗い出し等を行い、適宜適切な対応を行った。 

○ ガバナンスの強化に向けては、機構リスクマネジメント・内部

統制分科会に外部有識者の参加を求め意見具申を頂くととも

に、同分科会における議論のフォローアップの観点から、令和

４年度においては、職員に対する危機管理の基礎的知識の涵養

及び各地区における危機管理体制の見直のためのコンサルティ

ングを実施した。 

  

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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２－１－４－２ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ｎｏ．９ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー 令和５年度行政事業レビュー番号 

＜文部科学省＞ 0271 

 
 

 

２. 主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 

基準値等 
（前中期目

標期間最終年

度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、
必要な情報 

 
特になし 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績等・自己評価 

主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

【業務の特性に応じた視

点】 

 

・予算は適切かつ効率的

に執行されたか。 

 

 

 

 

 

 

・自己収入の確保に努め

ているか。 

 

 

 

Ⅲ.予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

Ⅲ.1.(1) 予算 

（別紙１）のとおり 

 

Ⅲ.1.(2) 収支計画 

（別紙２）のとおり 

 

Ⅲ.1.(3) 資金計画 

（別紙３）のとおり 

 

Ⅲ.1.(4) 自己収入の確保 

○ 病院収入では、重粒子線治療の着実な実施に努めるとともに、患

者数増を目的とした施策を実施し、自己収入の確保に努めた。令

和４年度は保険適用拡大に基づいて公的に認められた重粒子線治

療の有用性に関するメディアを用いた情報発信による認知度の向

上や医療連携の強化による患者紹介の活性化などの取組により、

新型コロナウイルス感染症の影響下においても年間 919人まで患

者数が増加（総数１万５千人を突破）し、自己収入の拡大につな

げた。（令和４年度：2,623百万円） 

○ 受託収入では、認知症研究開発事業などの大型競争的資金等を獲

得し、研究開発の進展に資するとともに、量研の安定的運営に貢

献した。令和３年度の決算額 2,328 百万円に対し、令和４年度の

決算額は 2,998百万円であった。 

○ 科研費の獲得額及び獲得件数は、令和３年度の決算額 805 百万円

（件数 405 件）に対し、令和４年度の決算額 873 百万円（件数

438件）であった。 

○ 寄附金については、寄附者に対し個別の寄附事業に関する実施報

告を送付するなど、引き続きリピーター確保に向けた寄附者への

フォローアップを実施した。 

○ 肝臓がんをはじめとする５つの疾患が令和４年４月１日より新た

に保険適用となったことを契機に、重粒子線治療の優位性に関す

る情報発信を目的として講演会、取材対応、パンフレット更新、

量研 HP 公開等広報活動を積極的に行った。また、QST 病院重粒子

線治療臨床研究検討会について近隣医療機関に向けた QST 病院で

の研究・診療の進捗状況の報告と連携の強化のため２回の疾患別

の班会議を開催し、重粒子線治療の有用性に関する認識を深める

とともに、双方にとってメリットとなる適応の拡大や治療の高度

化に向けた議論を行った。これらの取組の促進により、依然とし

て新型コロナウイルス感染症の状況下にもかかわらず、検討会参

評定：Ｂ 

 

【評定の根拠】 

以下のとおり年度計画で設定した業務を着実に実施

したことから B評定と評価する。 

 

・期初の計画（予算）と期中での実績（活動の結果）

を比較、分析し、改善などの適切な措置をとれるよ

う、理事会議等において予算執行状況等の情報提供を

行うことにより、適正な予算管理・執行を行った。 

・また、不要不急な支出を抑え、重点項目や臨時的な

経費などに再配分するなど、適切かつ効率的な管理・

執行を行った。 

・さらに、受託研究や競争的資金及び病院収入の増加

に努めた。 

 

 

【課題と対応】 

・量研が進める各プロジェクトの推進のため、必要な

予算の確保及び適切かつ効率的な管理・執行に継続的

に取り組んでいく。 

 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 以下に示すとおり、中長期計画における所

期の目標を達成していると認められるため。 

 

（判断の根拠となる主な実績） 

・ 受託収入では、認知症研究開発事業など

の大型外部資金を獲得し、研究開発の進

展に寄与した。令和３年度の決算額 2,328

百万円に対し、令和４年度の決算額は

2,998 百万円であった。 

・ 科研費の獲得額及び獲得件数は、令和３

年度の決算額 805 百万円（件数 405 件）

に対し、令和４年度の決算額 873 百万円

（件数 438 件）であった。 

・ 病院収入については、重粒子線治療及び

患者数増を目的とした施策の着実な実施

により自己収入の確保に努めた。 

 

＜今後の課題＞ 

・ 引き続き、外部資金獲得及び量子メスな

ど QST が開発した技術の事業化等による

自己収入の増加を図ること。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・ 収支計画及び資金計画に沿って、適切な

予算管理が行われている。 
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加施設からの情報発信や参加施設並びにその関連病院からの患者

紹介の増加といった成果を上げ（治療患者数は 919 件、令和３年

度に比べて４割増加）、自己収入の確保につなげた。 

 

Ⅲ.2. 短期借入金の限度額 

○ 実績無し 

・保有財産について、不要

財産又は不要財産となるこ

とが見込まれる財産の有無

を検証しているか。また、

必要な処分を適切に行って

いるか。 

Ⅲ.3. 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合

には、その処分に関する計画 

 

o 梅香町住宅について、令和５年度の国庫納付に向け、令和４年９

月に文部科学省へ認可申請を行い、同年 10 月の認可を経て、売

却手続を進めた。 

 

・譲渡を計画している財産

について、適切に譲渡手続

を進めているか。 

Ⅲ.4. 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供

しようとするときは、その計画 

 

o 該当なし 

 

・剰余金が発生した時は、

必要とされる業務に適切に

充当しているか。 

Ⅲ.5. 剰余金の使途 

 

○ 令和３年度に対象となる剰余金は発生していない。 

 

【前年度主務大臣評価にお

ける指摘事項等への対応状

況】 

 

・引き続き、外部資金及び

事業化等による自己収入の

増加を図ること。 

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

 

○ 大型の外部資金の獲得に向けて、外部資金制度説明会の開催や

応募を促すなど関係部署と連携して組織横断的に取り組み、自

己収入の増加を図っていく。 

 

 

４．その他参考情報 

「No.１：量子科学技術に関する萌芽・創成的研究開発」における予算額と比較した決算額の増額分は、受託や共同研究収入及び自己収入等の増額を伴うものであり、これらの資金も有効に活用した結果、次世代

の研究・技術シーズの発掘等を目的とした研究開発を積極的かつ戦略的に行い、年度計画を上回る成果を創出した。 

「No.２：量子生命科学に関する研究開発」における予算額と比較した決算額の増額分は、受託や共同研究収入及び自己収入等の増額を伴うものであり、これらの資金も有効に活用した結果、多様な量子技術と医

学・生命科学に関する知見をいかし、複雑な生命現象に関する先端的研究開発を推進する等、年度計画を上回る成果を創出した。 

「No.３：放射線の革新的医学利用等のための研究開発」における予算額と比較した決算額の増額分は、受託や共同研究収入及び自己収入等の増額を伴うものであり、これらの資金も有用に活用した結果、光・量

子イメージング技術を用いた疾患診断や放射線薬剤を用いたがん治療における社会実装を視野に入れた研究開発の推進等、年度計画を上回る特に顕著な成果を創出した。 

「No.４：放射線影響・被ばく医療研究」における予算額と比較した決算額の増額分は、受託や共同研究収入及び自己収入等の増額を伴うものであり、これらの資金も有効に活用した結果、放射線に対する感受性

及び年齢依存性の解明や被ばく線量評価を行う技術の高度化に向けた研究の進展等、年度計画を上回る成果を創出した。 

「No.５：量子ビームの応用に関する研究開発」における予算額と比較した決算額の増額分は、受託や共同研究収入及び自己収入等の増額を伴うものであり、これらの資金も有効に活用した結果、幅広い分野で量

子ビームによる経済・社会的インパクトが高い、年度計画を上回る成果を創出した。 

「No.６：核融合に関する研究開発」における予算額と比較した決算額の増額分は、受託や共同研究収入及び自己収入等の増額を伴うものであり、これらの資金も有効に活用した結果、国際約束された極めて難易

度の高い達成目標、厳しいスケジュール、かつ国際協働の困難さを乗り越え、年度計画を上回る成果を創出した。 

「No.７：研究開発成果の普及活用、国際協力や産学官連携の推進及び公的研究機関として担うべき機能」における予算額と比較した決算額の増額分は、受託や共同研究収入及び自己収入等の増額を伴うもの、戦

略的イノベーション創造プログラム業務経費の追加予算に伴うものであり、これらの資金も有効に活用した結果、社会的要請に応じた業務を適切に実施する等、年度計画を上回る成果を創出した。 
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２－１－４－２ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ｎｏ．１０ その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー 令和５年度行政事業レビュー番号 

＜文部科学省＞ 0271 

 
 

 

２. 主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 

基準値等 
（前中期目

標期間最終年

度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値
等、必要な情報 

後期博士課程における女
性割合と女性研究者の新規

採用割合 
 
  

― 
 

機構に受け

入れている博
士後期課程者
における女性

の割合 
21.7% 
 

常勤研究者
の採用の内女
性研究者割合

23.3％ 
 

機構に受け

入れている博
士後期課程者
における女性

の割合 
22.4％ 
 

常勤研究者
の採用の内女
性研究者割合

14.5％ 

機構に受け

入れている博
士後期課程者
における女性

の割合 
13.1％ 
 

常勤研究者
の採用の内女
性研究者割合

15.2％ 

機構に受け

入れている博
士後期課程者
における女性

の割合 
25.5％ 
 

常勤研究者
の採用の内女
性研究者割合

12.2％ 

機構に受け

入れている博
士後期課程者
における女性

の割合 
16.7％ 
 

常勤研究者
の採用の内女
性研究者割合

10.7％ 

機構に受け

入れている博
士後期課程者
における女性

の割合 
14.3％ 
 

常勤研究者
の採用の内女
性研究者割合

12.9％ 

機構に受け

入れている博
士後期課程者
における女性

の割合 
30.4％ 
 

常勤研究者
の採用の内女
性研究者割合

14.0％ 

機構に受け入れている博

士後期課程者における女性
の割合（累積値） 
18.9％ 

 
 
 

常勤研究者の採用の内女
性研究者割合 
（累積値） 

14.7％ 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績等・自己評価 

主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

【業務の特性に応じた視

点】 

 

・老朽化した施設・設備に

ついて、研究・業務計画及

び安全性を勘案して、廃止

又は改修・更新を適切に検

討しているか。 

 

Ⅳ.その他の業務運営に関する重要事項 

Ⅳ.1. 施設及び設備に関する計画 

 

○ 既存の耐震不適格建築物（昭和 56 年５月以前に着工した建築

物）の耐震基準を満たさなかった施設のうち継続使用が決定し

た施設について、耐震改修を進めた。那珂研第一工学試験棟

（コンプレッサー棟含む）は、Heガス放出事象に伴い、完成引

渡しを令和４年６月から令和５年３月に延伸したが、その後は

計画通り進捗し、令和５年３月に引渡しが完了し、施設の共用

を開始した。 

○ その他の継続使用が決定した耐震基準を満たさなかった施設に

ついては、国の「国土強靭化年次計画」に基づき、関係部署と

協議し予算要求等の対応や耐震改修工事に向けての設計を進め

た。 

○ 各地区における対応状況については、建設・工務担当課長会議

等において施設設備の建設・維持管理に向けた各研究所の取組

状況の報告や確認、施設及び附帯設備の老朽化・更新対策等に

ついての意見交換や情報共有にて把握するほか、案件に応じた

技術的な支援等に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定：B 

 

【評定の根拠】 

以下のとおり年度計画で制定した業務を着実に実施

したことから B評定と評価する。 

 

・戦略的な人事として、女性の積極的な採用・登用を

進めるとともに、女性職員を対象として、ワークライ

フバランスに重点をおいた「女性キャリア研修」を実

施したほか、性別や国籍を問わず働きやすい環境づく

りに向けた意識啓発活動等の取組等をするなど、採

用、育成、環境整備それぞれの面から、女性活躍を見

込んだ施策を行った。 (評価軸①、評価指標①） 

・さらに、令和２年度に導入したテレワーク制度が多

様な働き方の推進に寄与するものであることから、積

極的な利用を呼びかけるとともに、テレワーク遂行に

際しての難点や良好事例の収集・共有を行うなど、量

研職員の多様性を確保・維持するための施策を運用し

た。 

・量研施設の安全確保のため、既存耐震不適格建築物

について、継続使用が決定した施設のうち、一部につ

いて耐震改修を完了し、共用を再開した。 

・新型コロナウイルス感染症の影響の下で、ITER 計画

及び BA 活動の効率的・効果的実施及び核融合分野に

おける我が国の国際イニシアティブの確保を目指し

て、他国の計画進捗状況も踏まえ、ITER国内機関及び

BA 実施機関としての物的及び人的貢献を、国内の研究

機関、大学及び産業界と連携するオールジャパン体制

の基盤を構築して行った。活動状況は、定期的に国に

報告しつつ、その責務を確実に果たし、国際約束を誠

実に履行した。 

・中長期目標期間を超える研究基盤の整備等の債務負

担については、その必要性及び資金計画への影響を勘

案し合理的と判断されるものについて行った。 

・リース契約等、長期間継続して契約する必要のある

案件に関しては、中長期目標期間を超える債務負担に

ついてはその妥当性等を勘案し適切に対応した。 

・積立金については、主務大臣の承認に沿って業務の

財源に充てた。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中長期計画における所期

の目標を達成していると認められるため。 

 

（判断の根拠となる主な実績） 

・ 女性の採用促進及び管理職への登用を進

めるとともに、ワークライフバランス実

現に向けた施策に取り組んだ。 

・ QST の運営上の課題である施設の老朽化

や維持費等の増加等への対応について、

適切に検討されている。 

・ コロナ禍の中で、 ITER 計画及び BA 活動

等の国際約束の誠実な履行に取り組ん

だ。 

 

＜今後の課題＞ 

・ 女性の働く環境だけでなく、全体的な働

き方の改善によりダイバーシティが推進

されることを期待する。 

・ 男性の育休取得率の向上にむけた方策を

考える必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・ 研究者の多様性に対する配慮に加えて、

若手不足への対応や、研究者のキャリア

パスの構築の支援につながるよう、適切

な対策を期待する。 

・ 女性や外国籍の研究者の比率向上、職員

全体のワークライフバランスの改善等に

努めてほしい。 

 



135 

 

 

【課題と対応】 

・女性の活躍については、働きやすい職場環境の整備

等、具体的な取組を実施しているが、女性研究者の比

率は分野によっては母集団が小さいこともあり横ばい

となっている。人材育成を含めて、中長期的な視点か

ら効果を有する施策に引き続き取り組んでいく。 

・ITER計画及び BA 活動等の

国際約束について、他国の

状況を踏まえつつ適切に履

行しているか。 

 

 

 

 

Ⅳ.2. 国際約束の誠実な履行に関する事項 

○ 令和４年度も引き続き新型コロナウイルス感染症の影響の下で

ITER 計画及び BA活動の効率的・効果的実施及び核融合分野にお

ける我が国の国際イニシアティブの確保を目指して、他国の計

画進捗状況も踏まえ、ITER国内機関及び BA 実施機関としての物

的及び人的貢献を、国内の研究機関、大学及び産業界と連携す

るオールジャパン体制の基盤を構築して行った。活動状況は、

定期的に国に報告しつつ、事業計画に基づきその責務を確実に

果たし、国際約束を誠実に履行した。 

 

【評価軸】 

①女性の活躍や研究者の多

様性も含めた戦略的な人事

が実施できているか。 

 

 

【評価指標】 

①女性の活躍や研究者の多

様性も含めた人事に関する

取組の実績 

 

 

【モニタリング指標】 

①当該分野の後期博士課程

における女性割合と女性研

究者の新規採用割合 

 

 

【業務の特性に応じた視

点】 

・男女共同参画の観点か

ら、女性の採用促進・管理

職への登用及びワークライ

フバランス推進に係る施策

を行ったか。 

 

・外国人研究者及び若手研

究者が活躍しやすい職場環

境を整備したか。 

Ⅳ.3. 人事に関する計画 

＜女性の積極的な採用等＞ 

○ 女性活躍促進法に基づく一般事業主行動計画において、管理職に

占める女性職員の割合を計画期間の終期である令和４年度末まで

に 7.1％以上にすることを目標としており、令和４年度は 28 名の

うち女性２名を管理職として登用した。また、優秀な女性人材の

確保を意識した採用パンフレットを活用し、積極的な採用活動を

行い、令和４年度に新規採用した定年制職員の女性採用割合は

20.5％（39 名中８名）であった。また、常勤の女性研究者の採用

割合は 14.0％（57名中８名）であった。（評価軸①、評価指標

①、モニタリング指標①） 

○ 女性職員を対象としキャリアアップに重点をおいた「女性キャリ

ア研修」を実施した。（評価軸①、評価指標①） 

○ 令和４年度が次世代育成支援法に基づく一般事業主行動計画の最

終年度に当たることから、令和５年度から令和９年度にかけての

新たな行動計画を策定した。新たな行動計画では、男性職員の育

児休業取得率等の目標値を上方修正し、その対策として、令和４

年度に設置を開始した育児休業に関する相談窓口を適切に運用

し、随時職員からの相談に応じることを明記した。引き続き、女

性が活躍できる職場環境等の整備をしている研究開発法人とし

て、特にライフイベントに直面する女性職員が働きやすい職場環

境作りや、男性職員が育児休暇を取得しやすい環境作りに向けた

意識啓発活動等の取組を行った。（評価軸①、評価指標①） 

○ 同様に、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ

く一般事業主行動計画においても令和４年度が最終年度に当たる

ことから、令和５年度から令和９年度にかけての新たな行動計画

を策定した。引き続き、女性が活躍できるよう職場環境等の整備

をしている研究開発法人として、女性の個性と能力が十分に発揮
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できる職場環境作りに向けた意識啓発活動等の取組を行った。

（評価軸①、評価指標①） 

○ 研究者支援を主眼とした４つの支援制度（※）を引き続き運用し

た。 

（※）①育児支援サービスの利用料一部補助制度（１件） 

   ②若手研究者のための英文校閲支援制度（16 件） 

    ③女性研究者のための外国人研究者招へい支援制度（０件） 

    ④研究支援要員助成制度（６件）（評価軸①、評価指標①） 

また、出産予定の職員及び配偶者が出産予定の職員等に行う育児

休業制度の個別周知の際に、新たに研究支援要員助成制度の紹介

を合わせて行い、助成制度の周知を図った。 

○ 量研職員が従業員枠で優先的に保育施設を利用できるよう、既に

協定を締結している企業主導型保育施設３か所との協定を維持す

るとともに、１施設と新たに協定を締結することで、計４施設に

おいて支援を行い、１名が利用した。（評価軸①、評価指標①） 

○ 「Harmony ～QSTダイバーシティ通信～」を作成し、全職員に配

付し、量研 HP へ掲載を行った。上述の４つの支援制度（※）を

はじめとした各種施策の周知を図ると同時に、オンとオフの切り

替えをテーマに行ったセミナーの紹介や、理事のこれからの

LGBTQ に対する考えを掲載したほか、初めての LGBTQ セミナーの

様子を紹介した。これらの取組みにより制度の周知や職員の意識

啓発を図ったことで、多様な人材が働きやすい環境整備に貢献し

た。（評価軸①、評価指標①） 

○ 外国人職員向けに研究活動に必要な規程類の英語翻訳を行ったほ

か、女性研究者を対象としたダイバーシティ推進連携研究助成金

制度を運用し、３課題に対して助成するなど、研究環境や研究力

向上に向けた取組を行った。（評価軸①、評価指標①） 

○ ワークライフバランスに関する職員向け Web セミナーを開催し、

職場勤務とテレワークのハイブリットワークでの業務効率化のた

めのコミュニケーション術、Web会議の効率化でチームワークの

向上、職場環境の改善について紹介したほか、睡眠負債による業

務効率の低下、ミス、パワハラの防止を目的に睡眠についての

Webセミナーを実施し、職員のワークライフバランス向上の一助

とした。セミナー開催にあたり各部門連絡会議等で周知を行い、

セミナー受講を促した。 

○ 各研究所の実情に合わせたダイバーシティ環境を整備するため、

各研究所からダイバーシティ推進施策の提案を募った。応募のあ

った提案から車椅子利用者等の安全確保、外部来訪者の利便性向

上に繋がる４件を採択し、取組に要する費用の一部の補助を行う

とともに、結果の報告を求め、優れた成果を上げたものについ

て、令和５年３月に表彰を行った。 

○ 各研究所の特性を踏まえつつ、より効果的なダイバーシティ環境

を整備するため、ダイバーシティ推進室と各研究所との橋渡し役

となるダイバーシティ推進委員を各研究所に配置し、Webで連絡

会を定期的に行い、各研究所でのダイバーシティへの取組や、現

在の支援制度の改善などについて情報共有、意見交換を行った。
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また、実際に各拠点を訪問し、対面での意見交換を通じて、各研

究所の状況把握を推進した。 

○ 次世代育成法の行動計画に基づき、ダイバーシティ推進室で運用

している 両立支援制度の積極的な周知や、男性職員による育児

休業の取得促進を図り、セミナー等の機をとらえた制度の周知強

化等の活動を展開した。 

○ これらの取組によって職場環境の改善を進め、女性上位職割合の

増加（平成 28 年度 5.8％から令和４年度 7.8％）に繋がった。 

○ 職員のワークライフバランス向上を目的として、労働基準法第 67

条の育児時間に関する量研内の特別休暇に関する制度を改正し、

１歳未満の子を養育する職員が取得しやすい休暇制度に改めた。

具体的には、１歳未満の子を養育する全ての職員について、休暇

を取得できる時間を「１日２回それぞれ 30 分以内」から「１日

２時間以内（取得単位は１回 30分とし、連続で取得可能とす

る）」に改めた。 

 

＜研究者の多様性＞ 

○ 競争的で流動的な環境の創出による研究活動の活性化を図る観

点から、外国人研究者及び若手研究者等を確保するため博士研

究員などの任期制研究者 43 名（うち外国人９名、うち女性６名

（外国人１名））の採用を行った。（評価軸①、評価指標①） 

○ 60 歳を超える研究人材の活用に関しては、量研で培った知見等

を継承するため定年退職職員を専門業務員として 14名再雇用し

た。特に高い専門性を有し、組織マネジメント力を兼ね備えた

定年退職予定者について、役員による部門長へのヒアリングを

実施した上、令和４年度は 31 名をラインポストに配置し、令和

５年度に向けて 29名の配置を内定した。 

○ 研究活動の活性化を促進するため、50 名（うち受入 47 名）にク

ロスアポイントメント制度を適用した。（評価軸①、評価指標

①） 

 

〔戦略的な人事：身分〕 

○ 無期転換申込制度に基づき３名からの申込を受理、令和５年度

より無期転換職員に移行するための手続きを進めた。 

○ 優秀な人材を確保するとともに事業の効率的かつ効果的な業務

運営を目的に定めた特定年俸制職員制度を運用した（令和４年

度採用者５名）。 

 

〔戦略的な人事：評価〕 

○ 人事評価制度について、管理者研修により制度の周知及び定着

を図るとともに、適切に運用し、人事評価の結果については、

適切に処遇等へ反映した。 

○ 研究職に対してより細やかで適切な評価を行うための研究業績

審査制度に基づき、研究業績審査会及び同専門部会を設置の

上、外部の専門家も含めた審査体制による評価を実施し、32名

の受審者に対して 30 名が合格し、令和４年度の昇格人事に反映

した。（評価軸①、評価指標①） 
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○ 一定の職位以上の幹部職員の人事評価については、全理事が評

価等を実施する仕組みを継続して実施した。 

○ さらに、適正な評価を実施するため、専門性、能力、適性に見

合った職種への変更を可能とする職種変更制度に基づき、令和

４年度は３件の職種変更を実施した。 

 

〔戦略的な人事：働き方改革の推進〕 

○ 時間外労働の上限規制について、勤務管理システム上で超勤時

間が一定の水準を超過した職員に対するアラート機能や所属長

に対し所属員の超勤状況を通知することにより、超勤の「見え

る化」による管理を継続した。 

○ 年次有給休暇の取得義務化について、４月から半年経過時点で

有休取得日数が「５日」に達していない職員に対し、勤務管理

システム上でアラートメールを送信する機能や所属長に対し定

期的にフォローアップを行った。また、有給休暇取得奨励期間

を設定するなど積極的な有給休暇の取得促進を図った。これら

取組の結果、全職員が５日以上の有給休暇を取得した。 

○ 労働時間の状況把握義務化について、出退勤の記録等に関する

規程等に基づき、勤務時間の記録の義務付けを継続し、在席時

間等の把握を行った。 

○ 同一労働同一賃金について、令和２年度の雇用契約から定年制

職員と任期制職員との間の待遇差を合理的なものとしていると

ころ、令和４年度もこれを継続した。 

○ 令和２年度に改正したテレワーク制度や時差出勤制度等を活用

して、多様な働き方の推進に努めた。 

 

【モニタリング指標：後期博士課程における女性割合と女性研究者の

新規採用割合】 

○ 量研に受け入れている博士後期課程者のうち女性割合：14.3％

（７名中１名） 

○ 女性研究者の新規採用割合：14.0％（57名中８名） 

○ 育児休業取得率：男性職員 16.7%（24 人中４名）、女性職員

57.1%（７名中４名） 

・人事評価制度を適切に運

用し、評価結果を昇進や昇

格等の処遇に適切に反映し

たか。 

 

 

 

 

＜人事評価制度の適切な運用＞ 

○ 人事評価制度について、管理者研修により制度の周知及び定着を

図るとともに、適切に運用し、人事評価の結果については、適切

に処遇等へ反映した。【再掲】 

○ 研究職に対してより細やかで適切な評価を行うための研究業績審

査制度に基づき、研究業績審査会及び同専門部会を設置の上、外

部の専門家も含めた審査体制による評価を実施し、32名の受審者

に対して 30名が合格し、 令和４年度の昇格人事に反映した。

（評価軸①、評価指標①）【再掲】 

○ 一定の職位以上の幹部職員の人事評価については、全理事が評価

等を実施する仕組みを継続して実施した。【再掲】 

○ さらに、適正な評価を実施するため、専門性、能力、適性に見合

った職種への変更を可能とする職種変更制度に基づき、令和４年

度は３件の職種変更を実施した。【再掲】 
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・職員の保有する専門的知

見及び職務経験並びに各部

門の業務の進捗状況等を管

理・把握し、適正な人員配

置を行ったか。 

 

 

 

 

 

＜適正な人員配置＞ 

○ 人員の適正配置については、各部門・研究所の事業の進捗状況

や人材ニーズを的確に把握し、職員個人の能力・経験等に基づ

き、適正な配置に留意した。令和４年度は、量研の新たな事業

展開に対応し、量子機能創製研究センターの新設や情報基盤部

の改組に伴う人員配置を行った。 

○ キャリアパスの観点から組織運営に必要な管理・判断能力の向

上に資するため、25名を中央府省や関係機関（独法、大学、国

際機関等）へ出向させた。 

○ 特に高い専門性を有し、組織マネジメント力を兼ね備えた定年

退職予定者について、役員による部門長へのヒアリングを実施

した上、令和４年度は 31名をラインポストに配置し、令和５年

度に向けて 29 名の配置を内定した。【再掲】 

 

・多様な教育研修や海外機

関等への派遣経験等を積ま

せることで、職員の能力を

高めたか。 

 

・再雇用制度を効果的に活

用し、技術伝承等に取り組

んだか。 

 

 

 

＜多様な教育研修等＞ 

○ 教育研修については、研修計画に基づき、初任者研修（42 名受

講）、新入職員フォローアップ研修（７名受講）、管理職昇任者

講座（24 名受講）、マネジメント基礎研修（18名受講）、中堅職

員研修（20 名受講）、ハラスメント研修（262 名受講）及び英語

能力検定（40名受検）を実施するとともに、令和元年度から新

たに実施している研修として女性キャリア研修（17 名参加）を

実施した。また、外部機関の主催する研修（財務省主催：会計

事務職員契約管理研修、会計事務職員研修、デジタル庁主催：

情報システム統一研修）に 23 名を参加させるとともに、海外派

遣研修員制度に基づき、令和４年度に海外の研究機関に１名を

派遣した。さらに、資格等取得費用補助及び資格取得褒賞制度

に基づき、令和４年度は延べ 18件の資格等取得費用申請があ

り、有資格者の増強を図った。 

○ 再雇用制度に関して、量研で培った知見等を継承するため定年

退職職員を専門業務員として 14名再雇用した。特に高い専門性

を有し、組織マネジメント力を兼ね備えた定年退職予定者につ

いて、役員による部門長へのヒアリングを実施した上、令和４

年度は 31 名をラインポストに配置し、令和５年度に向けて 29

名の配置を内定した。【再掲】 

 

・クロスアポイントメント

制度等の人事諸制度を整備

し、柔軟かつ適正に運用す

ることで、効果的・効率的

な研究環境を整備したか。 

＜クロスアポイントメント制度等の人事諸制度の整備等＞ 

○ 研究活動の活性化を促進するため、50 名（うち受入 47 名）にク

ロスアポイントメント制度を適用した。【再掲】 

○ 優秀な人材を確保するとともに事業の効率的かつ効果的な業務

運営を目的に定めた特定年俸制職員制度を運用した（令和４年

度採用者５名）。【再掲】 

○ 職員の意識の高揚、資質の向上を図るため、理事長表彰制度に

基づき令和４年度は６件（うち特賞３件）を表彰した。 

○ 策定した無期転換申込制度に基づき３名からの申込を受理、令

和５年度より無期転換職員に移行するための手続きを進めた。

【再掲】 

○ 令和２年度に改正したテレワーク制度や時差出勤制度等を活用

して、多様な働き方の推進に努めた。【再掲】 
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○ 労働力人口の減少に対応するため、令和５年度より定年引上げ

を実施するべく、令和４年度中に関係規程の改正を行った。 

・中長期目標の期間を超え

る債務負担を適切に行って

いるか。 

 

 

 

Ⅳ.4. 中長期目標期間を超える債務負担 

○ 中長期目標期間を超える研究基盤の整備等の債務負担は、令和

４年度末時点においては、先進的核融合研究開発費補助金 360

百万円、国際熱核融合実験炉研究開発費補助金 19,982 百万円、

施設整備費補助金 9,466 百万円（核融合研究開発施設整備費を

含む。）、次世代放射光施設整備費補助金 2,902 百万円、運営事

業費 21,467百万円について、当該債務負担行為の必要性及び資

金計画への影響を勘案し合理的と判断されるものについて行っ

ている。 

○ リース契約等、長期間継続して契約する必要のある案件に関し

ては、起案部署からの予算成立前等における購入依頼案件リス

トの提出を受け、中長期目標期間を超える債務負担については

その妥当性等を勘案し適切に対応した。 

 

・積立金は適切な使途に充

当しているか。 

 

Ⅳ.5. 積立金の使途 

○ 令和４年度の決算において、自己収入により取得した固定資産

の償却費に充てた。 

 

【前年度主務大臣評価にお

ける指摘事項等への対応状

況】 

 

・多様性を意識した人事を

行うとともに、安心して研

究に邁進できる制度や環境

づくりをすること。 

 

 

 

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 

○ 量研内において LGBTQに関するセミナーを実施した。セミナー

では LGBTQ の基礎知識、職場での配慮等について学び、職員の

理解増進を図った。 

○ LGBTQ の方が悩みを抱えているとされている「トイレの利用」

に関して、各拠点における多目的トイレ（男女兼用のトイレ）

の設置状況を確認した。これに基づき、多目的トイレを表す統

一マークを導入し、わかりやすく位置を示す各拠点の構内図の

作成など、設置位置の視覚化及び周知について検討を進める。 

○ 労働基準法第 67 条の育児時間に関する量研内の特別休暇に関す

る制度を改正し、１歳未満の子を養育する職員が取得しやすい

休暇制度に改めた。具体的には、１歳未満の子を養育する全て

の職員について、休暇を取得できる時間を「１日２回それぞれ

30 分以内」から「１日２時間以内（取得単位は１回 30 分と

し、連続で取得可能とする）」に改めた。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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（別添）中長期目標・中長期計画・年度計画 

 

項目別調

書 No. 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

Ｎｏ．１ 
量 子 科 学

技 術 に 関

する萌芽・

創 成 的 研

究開発 

Ⅲ.1.(1) 量子科学技術に関する萌芽・

創成的研究開発 

理事長の明確なビジョンと強いリー

ダーシップの下、我が国の将来の発展

を支える量子科学技術に関する研究開

発機関として、新たな研究領域の創出

及び次世代の研究・技術シーズの発掘

等を目的とした研究開発を積極的かつ

戦略的に行う。 

Ⅰ.1.(1) 量子科学技術に関する萌芽・創成的研究開発 

1) 拠点横断的研究開発 

各拠点が有する放射線医学、量子ビーム、核融合等の科学技術に関するノウ

ハウ・知見や大学等の機構外部の知見等を相互に活用し、拠点横断的な組織等

により融合的な研究開発を実施し、量子科学技術の進歩を牽引する可能性のあ

る戦略的な研究開発を積極的に行う。 

2) その他の萌芽的・創成的研究開発 

新たな発想や独創性に富んだ研究・技術課題の発掘を目指して主に若手を中

心とした萌芽的・創成的研究開発等を行い、将来の研究開発課題の立ち上げや

大型外部資金の獲得を目指す。 

Ⅰ.1.(1) 量子科学技術に関する萌芽・創成的研究開発 

1）拠点横断的研究開発 

理事長のリーダーシップのもと、本部と各部門の連携を強化する体制を整備

し、革新的イノベーションの創出につながる拠点横断的及び異分野間による

融合的研究開発のシーズを発掘・分析する。分析結果に基づき、新たな融合

領域の開拓に資する研究開発を実施し、量子科学技術分野及び放射線に係る

医学分野の研究開発を加速する。 

2）その他の萌芽的・創成的研究開発 

これまで実施してきた萌芽的・創成的研究開発の成果分析を行い、その分

析結果を踏まえ、引き続き若手を中心とした研究者・技術者を対象に、機構

内公募による萌芽的研究開発課題等に対して理事長の裁量により適切な資

金配分を行うことで量子科学技術分野及び放射線に係る医学分野における

将来の革新的イノベーションを目指し新たな研究・技術シーズを創出する。 

Ｎｏ．２ 
量 子 生 命

科 学 に 関

す る 研 究

開発 

Ⅲ.1.(2) 量子生命科学に関する研究

開発 

多様な量子技術と医学・生命科学に

関する知見を活かし、量子技術・量子論

を基盤として生命現象の根本原理の解

明を目指すとともに、医療・健康分野等

に革新を起こすべく経済・社会的にイ

ンパクトの高い先端的研究開発を行

う。また、これらの分野の研究を促進す

るため、医学・生命科学研究等に用いる

量子センサや量子イメージングなどの

量子技術や生体内の量子効果の解明の

ための最先端の計測技術等の開発を行

う。 

さらに、量子生命科学の中核的な研

Ⅰ.1.(2) 量子生命科学に関する研究開発 

多様な量子技術と医学・生命科学に関する知見を活かし、量子技術・量子論

を基盤として生命現象の根本原理の解明を目指すとともに、医療・健康分野等

に革新を起こすべく経済・社会的にインパクトの高いがん発生メカニズムや脳

機能など複雑な生命現象に関する先端的研究開発を行う。また、これらの分野

の研究を促進するため、医学・生命科学研究等に用いる生きた細胞内部の多様

なパラメータをリアルタイムで計測可能とする量子センサや超偏極 MRIによる

量子イメージングなどの量子技術に加え、生体内の量子効果の解明のための超

短パルスレーザー等を用いた最先端の計測技術等の開発を行う。研究開発の実

施に当たっては、組織横断的な取組を行うことにより、柔軟かつ効率的な運営

を実施する。 

さらに、量子生命科学の中核的な研究開発拠点として、クロスアポイントメ

ント制度等を活用して国内外の大学・研究機関や企業からの参画等を得て研究

開発を行うことに加えて、基礎研究から技術実証、ニーズとシーズのマッチン

グや知財管理、国際感覚豊かな若手リーダーの育成等を一元的に実施し、先駆

Ⅰ.1.(2) 量子生命科学に関する研究開発 

多様な量子技術と医学・生命科学に関する知見を活かし、以下に掲げる量

子技術・計測技術等の開発及び複雑な生命現象に関する先端的研究開発を更

に推進する。 

・ ナノ量子センサについては、リアルタイム多項目計測を応用した生命研究

を更に推進する。具体的には、温度や粘弾性等の微小環境定量技術を精製

タンパク質試料や培養細胞試料のほか、ヒト、マウス等の個体由来の試料

にも適用し、以下の研究を推進する。細胞内相分離現象の研究、また、こ

れを通じた病理学研究においては、神経変性疾患の原因タンパク質が液－

液相分離することで生じる液滴について物理化学パラメータの計測・解析

を実施する。細胞内・細胞間ストレス応答研究においては、細胞生存に関

わる分子の生体ナノ量子センサによる標識と計測法の検討を行う。再生医

学研究においては、再生細胞やオルガノイドの細胞状態（温度、pH等）の

計測を実現する。免疫学研究においては、多くの病気・病態に関連する炎

症に着目し、炎症局所で生じる変化を検出する。加えて、マウス脳実質内
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究開発拠点として、国内外の大学・研究

機関や企業からの参画等を得て研究開

発を行うことに加えて、先駆的なイノ

ベーションの創出に向けた取組を行う

ことにより、当該分野の研究において

国際的に主導的な役割を果たす。 

的なイノベーションの創出に向けた取組を行うことにより、当該分野の研究に

おいて国際的に主導的な役割を果たす。 

での生体ナノ量子センサ計測のために、新規レーザー顕微鏡システムを構

築し動物での測定実験を行う。また、発がん機序解明研究のため、生体適

合性を高めたナノ量子センサを用いてマウス等の体内計測を行うための

装置、方法等の開発を開始する。 

・ 量子イメージングについては、MRI/NMR 装置において偏極寿命や代謝反応

等を評価する技術を用いて、長寿命超偏極・低毒性代謝プローブの候補物

質のより大規模な探索とその物性評価を実施する。加えて、より効率的な

探索の指針と実験結果の解釈を与えることを目的とした緩和時間の計算

プログラムを開発する。また、生体内における代謝プローブ候補物質の反

応を評価するため、NMR 装置において生きた細胞やオルガノイド試料の代

謝反応を検出するための評価系を構築する。 

・ 量子論的生命現象の解明については、色素を有する光合成光捕集タンパク

質等の生物分子と最適化を進めた超短パルスレーザー計測システムを用

いて、コヒーレンス測定実験を実施する。また、超精密構造生物学と量子

化学計算による分子論的解析として、電子伝達タンパク質の反応開始以降

の状態にあるタンパク質について、複数の状態に対して全原子構造解析を

実施した結果と計算科学を組み合わせることでタンパク質中の原子運動

と電荷分布を観測し、その機能を推定する。加えて、量子化学・古典力学

シミュレーション計算により、タンパク質や核酸が複数結合して形成され

る分子において、アミノ酸変異の引き起こす電子状態（量子状態）分子運

動・構造の変化を解析し、分子ドメイン間のシグナル伝達への影響を明ら

かにする。生体関連ラジカル反応におけるトンネル効果の関与を明らかに

するため、抗酸化反応における速度論的同位体効果のデータを収集する。

さらに、生命現象の階層横断的解析プラットフォームの開発として、臨床

／心理実験や動物実験から得られるデータに基づき、神経回路、個体状態

に加え、よりミクロな階層である分子（神経伝達物質）をつなぐデータ解

析並びに解析アルゴリズムの開発等を行い、量子確率論の脳内処理過程へ

の適用として、ヒトを対象とした認知実験を実施し、実験デザインを調整

する。 

・ 量子から個体に至る放射線生物応答の解明については、イオンビーム照射

後、水に生じる微視的変化を測定する方法を確立し、エネルギー付与によ

り生じる分子運動を観察するとともに、原子間力顕微鏡を用いた DNA 二本
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鎖切断末端の修復速度定量法の開発に向けて、DNA 断片の末端に修復タン

パク質が結合する様子を観察する方法を確立する。電子伝達系に関わるタ

ンパク質分子の電子物性を明らかにするための高速液体ジェット装置と

放射光を用いた予備的実験を行う。 

クロスアポイントメント制度等の諸制度を活用して国内外の大学・研究機

関等からグループリーダークラスを含む研究者の雇用を継続し、国際シンポ

ジウム等を通じて構築した海外を含む外部機関との連携に基づく研究を更

に推進すると同時に、研究支援体制と研究環境を強化し、共用（オープンプ

ラットフォーム）、基礎研究から技術実証、ニーズとシーズのマッチングや

知財管理、若手リーダーの育成等を一元的に実施する体制を整えることによ

り、量子生命科学分野における国際的に主導的な役割を果たす中核的な研究

開発拠点の形成を進める。 

Ｎｏ．３ 
放 射 線 の

革 新 的 医

学 利 用 等

の た め の

研究開発 

Ⅲ.1.(3) 放射線の革新的医学利用等

のための研究開発 

放射線による精神・神経疾患やがん

の病態解明・診断・治療等の研究開発を

行う。また、量子ビーム技術の医療応用

として、重粒子線がん治療については、

国民医療への普及・定着のため、保険収

載に向けた取組を重点的に進める。 

 

1）光・量子イメージング技術を用いた

疾患診断研究 

これまで放医研が取り組んできた分

子イメージング技術を用いた疾患診断

研究について、原子力機構から移管・統

合された荷電粒子、光量子等の量子ビ

ーム技術等を融合し、精神・神経疾患に

おける定量的診断の実現など、国際競

争力の高い将来の医療産業を担う研究

開発を行う。 

 

Ⅰ.1.(3) 放射線の革新的医学利用等のための研究開発 

「医療分野研究開発推進計画（平成 26年 7 月健康・医療戦略推進本部）」で

は、放射性薬剤や生体計測装置の開発、病態診断・治療研究などの基礎・基盤

研究を推進するとともに、分子イメージング技術について生体計測装置の開発

の基礎・基盤研究の推進及び疾患に関しては認知症やうつ病等の精神疾患等の

発症に関わる脳神経回路・機能の解明に向けた研究開発及び基盤整備並びにが

んの基礎研究から実用化に向けた研究を進めるとされている。これらも踏ま

え、分子イメージングによる精神・神経疾患やがんの診断と治療に資する研究

を行う。 

また、「健康・医療戦略（平成 26年 7 月 22 日閣議決定）」において、最先端

の技術である重粒子線治療について科学的根拠を持った対外発信を目指すと

されており、国民医療への普及・定着のため、保険収載に向けた取組を重点的

に進め、保険収載に係る科学的・合理的判断に寄与する。 

 

1) 光・量子イメージング技術を用いた疾患診断研究 

・ 高齢化社会において重要性を増している認知症等の精神・神経疾患の病態

の解明と診断の高度化を目的に、脳機能解明、疾患診断及び治療評価等の研

究開発を基礎から臨床まで一貫した体制で行う。特に、精神・神経疾患の症

状の背景にある回路レベルの異常（脳の領域間の連結や神経伝達の異常）と

分子レベルの異常（毒性タンパク蓄積等）の解明に関し、多様なイメージ手

Ⅰ.1.(3) 放射線の革新的医学利用等のための研究開発 

 

1）光・量子イメージング技術を用いた疾患診断研究 

・ 精神神経疾患治療薬の標的分子を可視化し、薬剤の作用を評価する系を構

築する。毒性タンパク、病態修飾因子の可視化と脳病態における役割の解

明に取り組み、特に神経変性疾患におけるタウ蓄積や神経炎症について治

療介入を行いながら経時的に解析して、評価系の有用性と治療薬候補物質

の有効性を検証する。モデル動物で化学遺伝学的に認知・情動機能ネット

ワークを精緻に操作する技術を向上させるとともに、神経回路間の相互作

用などに着目しながら、ネットワーク障害と症状出現との因果関係を解析

する。ヒトでは知覚や姿勢などの身体状態と認知・情動機能ネットワーク

の連関を解析するとともに、身体状態の操作やニューロフィードバックに

よる認知・情動機能ネットワーク操作の有効性を検証する。 

・ がんの診断の高度化を目的とした研究の一環として、Translocator 

Protein(TSPO)に結合する標識薬剤[18F]FEDAC PET プローブなどについ

て、前年度の正常健常人を対象とした特定臨床研究の結果を踏まえ、患者

を対象とした画像化検討を特定臨床研究で実施し、臨床有用性を評価して

いく。更に前年度の肺がん PET テクスチャー解析研究成果などを発展させ

て、重粒子線治療に関わる腫瘍疾患の予後予測や再発診断を可能にする核

医学画像診断を行う。 
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2）放射性薬剤を用いた次世代がん治療

研究 

重粒子線を用いたがん治療は限局性

固形がんを対象とした局所治療である

が、多発病変・微小転移のがんにも有効

な放射線治療として、これまで放医研

が取り組んできた分子イメージング技

術を治療に応用し、副作用の少ないが

ん治療用の新規放射性薬剤を開発す

る。 

 

3）重粒子線を用いたがん治療研究 

保険収載に向けた取組として、重粒

子線がん治療を実施している他機関と

連携し、治療の再現性・信頼性の確保の

ための比較研究を行い、治療の標準化

を進めるとともに、質の高い臨床研究

を実施する能力を有する機関と連携

し、既存治療法との比較研究を行い、重

粒子線がん治療の優位性を示すほか、

原子力機構から移管・統合された技術

等を活用し、照射法の改善等治療装置

の性能の向上に向けた取組など、普及・

定着に向けた研究開発を行う。 

法を用いて統合的に進める。 

・ 我が国における主たる死因であるがんを始めとする疾患の診断の高度化を

目的に、効果的な疾患診断法、治療効果を迅速に評価できる画像法等の研究

を、基礎から臨床まで一貫した体制で行う。 

・ さらに、生体内現象を可視化するプローブライブラリを拡充するため、細胞

から個体まで多彩なスケールで、疾患診断研究や創薬に有用なプローブを

開発する。 

・ 疾患診断計測技術としては、原子力機構から移管・統合された量子ビーム技

術等も融合し、より高度な診断・治療に資する多様な基盤技術・知見を集約

した画像化技術と画像解析技術の研究開発を行うとともに処理技術の高速

化等の臨床的必要性の高い技術も開発する。 

・ 大学や企業等と連携し、国民生活に還元できる新薬等の開発につながる脳

機能や薬物評価指標等の開発研究を行う。 

 

2) 放射性薬剤を用いた次世代がん治療研究 

・ これまで放医研が取り組んできた分子イメージング技術を発展させ、多発

病変・微小転移のがんにも有効な放射線治療として、放射性核種による標的

アイソトープ治療の研究開発を行う。さらに、新しい標的アイソトープ治療

を目指した副作用の少ない放射性薬剤の開発を行うとともに、既存の放射

性薬剤を含め体内輸送システムや生体内反応に関する研究、線量評価方法

の開発、有害事象軽減のための研究等を推進し、標的アイソトープ治療の普

及にも貢献する。その際には、学協会、大学、研究機関の協力も得て、研究

開発を進める。 

・ また、新しい標的アイソトープ治療を可能とする加速器並びに RI製造装置

を含む関連設備の高度化に資する研究開発を実施する。 

 

3) 重粒子線を用いたがん治療研究 

・ 重粒子線がん治療について、効果的で、患者負担が少なく（副作用低減を含

む）、より短期間、より低コストの治療の実現を目的とした研究開発を行う。 

・ このため、質の高い臨床研究を実施する能力を有する他の機関や施設と連

携し、既存の放射線治療や既存治療法との比較、線量分布の比較等の多施設

共同研究を主導的に推進することにより、信頼性、再現性のある臨床的エビ

・ 生体内現象を可視化できるプローブライブラリを拡充するため、標識中間

体 11C-シアンなどの簡便製造法を確立し、新規 PET 薬剤候補５種以上を探

索するとともに、炎症等の新規プローブ開発・研究を行う。また、がん等

の新規プローブ候補を探索し、ハロゲンや金属も含めた放射性核種で標識

した診断／治療用放射性薬剤を種々の動物モデルにより評価し、１種以上

の有用な薬剤の臨床への提供をする。 

・ 新型高磁場 MRI用に開発した高速撮像画像及び複数定量画像と、脳腫瘍モ

デルでの顕微鏡病理像を精密に重ね合わせて、病巣の微小環境の解析が可

能であることを実証する。脳内の多領野間神経ネットワーク制御技術の実

現を目的として、前年度に設置・改良した二光子顕微鏡と開発中の小動物

PETとの融合を進める。融合領域研究との有機的連携により、三光子顕微

鏡及び生体ナノ量子センサ用のレーザー顕微鏡の開発を進める。また、前

年度に開発したマルチリング動物 PET装置のシンチレータ部分を変更し、

更なる高感度化を達成する。さらに、小動物用高解像度検出器の技術を展

開して、ヒト頭部でも 1mm 分解能を実現するための方策をまとめる。 

・ 光・量子イメージング技術の開発に資する連携先として、学学連携体制及

び産学連携体制を強化し、治療薬の開発に必要となる評価系の構築やイメ

ージング指標開発等の共同研究を発展させる。特に多施設連携で画像・体

液バイオマーカーの相互促進的開発を推進するとともに、作用メカニズム

解明や臨床応用・実用化に重点を置いた企業との診断薬・治療薬開発を加

速する。 

 

2）放射性薬剤を用いた次世代がん治療研究 

・ がんやその微小環境等を標的とする物質をアルファ線放出核種等で標識

し、モデル動物での体内動態と治療効果等の評価を実施する。前年度 PMDA

相談（毒性試験計画、体内動態試験計画など）により策定した計画に沿っ

て、新たな薬剤の医師主導治験の実施に向けて非臨床試験を進めるととも

に、先行薬剤の臨床試験の実施を国立研究開発法人国立がん研究センター

等と共同で実施し、患者における安全性を検証する。 

・ 標的アイソトープ治療の評価研究に資するため、超偏極 MRIを可能とする

多核種技術開発や、AI 画像解析研究を展開する。ナノ薬剤送達技術の活用

について、ナノ粒子による反応性造影剤及び微小血管 MRI を、より臨床に
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デンスを示し、重粒子線がん治療の優位性を示すとともに、保険収載を目指

し、保険収載に係る科学的・合理的判断に寄与する。また、化学療法や手術

等の他の療法との併用による集学的治療により、治療効果の増大と適応の

拡大を目指す。 

・ また、重粒子線がん治療装置のさらなる高度化を目的とした加速器・照射技

術の研究開発、特に画像誘導治療法や回転ガントリーを用いた強度変調重

粒子線照射法の研究開発、さらには生物効果を考慮した治療計画等の研究

開発を進める。また海外への普及に資する技術指導・人材育成・技術移転及

び標準化等の体制強化を、国内及び国際連携をとりつつ進める。さらに超伝

導等の革新的技術を用いた重粒子線治療装置の小型化研究を進める。 

・ 放射線がん治療の臨床研究からのニーズ（難治性がんに対する線質および

薬剤の最適化ならびに正常組織の障害及びリスクの予防等）に応え、様々な

研究分野の知見を集約し、放射線の生物効果とそのメカニズムに関する研

究を実施する。 

・ さらに臨床試料を診療情報と共にバンク化し、がんの基礎生物学研究への

展開と臨床へのフィードバックを図る。 

近いモデルとされる患者由来腫瘍モデルに適用し、がん微小環境と薬剤送

達性の可視化についての有用性を実証する。さらに、治療効果を予測する

新規コンパニオン造影剤の開発及び毒性試験を行い知財化に必要なデー

タを取得する。次世代分子イメージングシステム WGI について、小型で高

性能な２号機の吸収検出器リングの開発を完了する。 

・ 標的アイソトープ治療に係る線量評価手法について、線量分布評価技術を

確立し、がん標的への集積に関する細胞や動物を用いた実験により治療効

果の評価につなげる。また、既存の臨床データを用いた線量評価を完了し、

有害事象軽減に資する内部被ばく線量評価法を確立する。 

・ 新たな治療用候補核種の製造検討を進める。利用期待が高まるアルファ線

放出核種製造技術について要素技術に関する導出を完了する。作業者の被

ばく線量低減に向けた核種精製装置の実証を行い、スケールアップに対応

出来る当該核種の製造技術を完成させる。 

 

3）重粒子線を用いたがん治療研究 

・ 国内の他重粒子線治療施設との多施設共同臨床研究グループ（J-CROS）の

活動を主導し、千葉大学や群馬大学等と連携して、他放射線治療との比較

を目的とする先進医療 B の臨床試験を推進し、前年度までに達成された保

険適応の更なる拡大や保険診療における位置付けの向上を目的に研究を

推進する。保険診療や先進医療 Aでの治療、機構内データベースへの国内

全例登録を継続し、重粒子線治療の優位性を示すエビデンスの明確化と重

粒子線治療に最適な症例の究明を進める。多施設共同臨床試験のために、

国内の重粒子線治療の品質管理に関する線量監査 QA 研究開発を進めると

ともに、監査結果をまとめる。直腸がんに対する Mayo Clinic との国際的

マッチドペア試験を進め、成果を発表、論文化する。また、韓国延世大学

とも直腸癌術後再発に対する重粒子線治療と X 線治療のマッチドペア比

較試験の成果を論文化する。加えて、保険収載後の更なる適応拡大を目的

として、消化管高度近接例に対する重粒子線治療後のフォローアップに関

する研究の結果を取りまとめ、共同研究機関と連携して、その結果に基づ

く集学的重粒子線治療法に関する臨床試験を開始する。 

・ 回転ガントリーを用いた重粒子線治療について、治療計画の最適化の進捗

などこれまでの実績に基づき、再発や副作用の軽減への効果など臨床的有
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用性の検証を継続する。また、治療計画の更なる最適化、ノンコプラナー

照射などの回転ガントリーの有用性を高める治療の臨床応用を推進する。

重粒子線治療装置の画期的小型化を図る量子メスの実現に向け、超伝導シ

ンクロトロンを中心とした量子メス実証機のコストダウンの観点を含め

た詳細設計を行うとともに、製作したマルチイオン源の試験を実施する。

生物効果を最適化するマルチイオン治療の実現に向け、低酸素効果を考慮

したマルチイオン治療の臨床モデルを確立し、治療計画シミュレーション

を実施することで臨床試験に向けた研究開発を実施する。開放型 PET のフ

ァントム及び動物実験による検証結果を総括し、成果の臨床展開に向けた

方策をまとめる。海外への普及に資する重粒子線治療の標準化へ向けて、

前年度米国と協議を開始した前立腺がんに関する国際的比較試験の検討

を進めるとともに、国内外の放射線治療施設と連携し、引き続き重粒子線

治療に係る技術指導・人材育成などの活動を行う。日本人に対するランダ

マイズ比較試験について、多施設共同研究としてランダマイズ比較試験を

実施可能な病院機関との間で検討を継続する一方、比較試験での優位性を

明確にするため、新たな技術を用いた重粒子線治療の高度化も推進する。 

・ マルチイオン照射に向け、生物効果とそのメカニズムに関する研究を更に

進めるとともに、生物効果の磁場等による影響を明らかにするため動物実

験を進める。免疫療法と重粒子線治療の併用に向け、既存臨床データの LET

依存性に関する研究を進めつつ、民間企業及び千葉大学の協力のもと臨床

試験を実施する。さらに、同様の集学的治療の適応拡大に向け、今までに

得られた重粒子線に対する生物学的反応メカニズムを基に非臨床研究を

加速させる。 

・ QST病院において発生する医療情報などを他の部署等においても活用でき

る枠組みであるメディカルデータバンク事業を引き続き進める。治療前・

中・後の各血液試料等の解析を行う新たな研究について計画立案から支援

し、メディカルデータバンク試料の有効利用を促進する。 

Ｎｏ．４ 
放 射 線 影

響・被ばく

医療研究 

Ⅲ.1.(4) 放射線影響・被ばく医療研究 

これまで原子力災害や放射線事故に対

応してきた経験を踏まえ、より高度な

被ばく医療対応に向けた取組を進め

る。また、低線量被ばくに関しては、動

Ⅰ.1.(4) 放射線影響・被ばく医療研究 

「国立研究開発法人放射線医学総合研究所見直し内容（平成 27 年 9 月 2 日

原子力規制委員会）」において、放射線影響における基盤的研究を引き続き実施

することが期待されている。これも踏まえ、放射線影響研究（特に低線量被ば

く）に関する基礎研究を実施し、放射線影響評価の科学的基盤として必要とさ

Ⅰ.1.(4) 放射線影響・被ばく医療研究 

1）放射線影響研究 

・ 被ばく時年齢依存性と線質に関する動物実験で得られた腫瘍の病理解析

を行い、年齢ごとの臓器別の生物学的効果比の評価を進め、寿命短縮及

び髄芽腫における値を求める。また、放射線発がん影響の修飾の効果、
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物実験等の基礎研究を通して得た知見

をもとに、放射線防護・規制に貢献する

科学的な情報を引き続き創出・発信し

ていく。 

 

1）放射線影響研究 

放射線に対する感受性及び年齢依存

性について、これまで得られた動物実

験等の成果を疫学的知見と統合し、よ

り信頼性の高いリスク評価に役立てる

とともに、放射線の生体影響の仕組み

を明らかにするなど、当該分野の研究

において、国際的に主導的な役割を果

たす。さらに、環境放射線の水準や医療

被ばく及び職業被ばく等の実態を把握

して、平常時に国民が受けている被ば

く線量を評価し、原子力災害や放射線

事故時に追加された線量の推定に資す

る。 

 

2）被ばく医療研究 

国の被ばく医療の中核的な機関（平

成 27 年 8 月 25 日まで 3 次被ばく医

療機関、平成 27 年 8 月 26 日より高

度被ばく医療支援センター、平成 31 年

4 月 1 日より基幹高度被ばく医療支援

センター）として牽引的役割を担うこ

とで得られた成果（線量評価、体内汚染

治療等）をより発展させ、高度被ばく医

療において、引き続き先端的研究開発

を行う。さらに、緊急時の被ばく線量評

価を行う技術の高度化を進めるため、

れている知見を収集、蓄積することで、放射線防護・規制に貢献する科学的な

情報を創出・発信していく。また、これまで我が国の被ばく医療の中核的な機

関（平成 27年 8 月 25 日まで 3次被ばく医療機関、平成 27年 8 月 26 日より高

度被ばく医療支援センター、平成 31 年 4 月 1 日より基幹高度被ばく医療支援

センター）として、牽引的な役割を担うことで得られた線量評価や体内汚染治

療等の成果をもとに、より高度な被ばく医療対応に向けた取組を進める。これ

らの実施に当たっては、放射線の利用と規制に関する利益相反の排除に十分配

慮する。 

 

1) 放射線影響研究 

・ 年齢や線質、また生活習慣要因を考慮した発がん等の放射線影響の変動に

関する実証研究を行い、動物実験等の成果や疫学的データを説明できるリ

スクモデルを構築する。実施に当たっては、様々な加速器等を用いた先端

照射技術も活用する。 

・ 特に次世代ゲノム・エピゲノム技術及び幹細胞生物学の手法を取り入れ、

放射線被ばくによる中長期的影響が現れるメカニズムに関する新知見を創

出する。 

・ また、学協会等と連携して環境放射線や医療被ばく及び職業被ばく等の実

態を把握して、国民が受けている被ばく線量を評価し、線量低減化を目的

とした研究開発を行う。 

・ さらに、国内外の研究機関や学協会等と連携して、放射線影響に関する知

見を集約・分析し、取り組むべき課題を抽出するとともに課題解決のため

の活動を推進する体制の構築を目指す。この一環として、国内外の放射線

影響研究に資するアーカイブ共同利用の拠点の構築を図る。 

 

2) 被ばく医療研究 

・ 放射線事故や放射線治療に伴う正常組織障害の治療及びリスクの低減化に

資する先端的な研究を行う。特に、高線量被ばくや外傷や熱傷を伴った被

ばくの治療に再生医療を適用してより効果的な治療にするため、幹細胞の

高品質化や障害組織への定着等、新たな治療法の提案等について研究開発

を行う。 

・ 大規模な放射線災害時を含む多様な被ばく事故において、被ばく線量の迅

生活リズムの乱れや心理的ストレスの影響を確かめる動物実験を完了す

る。これらをまとめ、リスクモデルとして提示する。 

・ 次世代ゲノム・エピゲノム技術等により、放射線誘発マウス胸腺リンパ

腫、肝がん、消化管腫瘍、ラット乳がん、肺がんにおける被ばく時年齢

の影響の解析を完了するとともに、ラット乳腺やマウス髄芽腫、胸腺リ

ンパ腫の幹細胞を評価する実験及び遺伝子改変動物の発がん実験とがん

の起源細胞を捉えることができる細胞系譜解析実験の成果をまとめる。 

・ 国民が受けている被ばく線量の把握に資するため、これまで開発を進め

てきた計測技術を活用し、環境放射線の計測技術の開発及び調査、職業

被ばくに関する調査並びに自然放射性物質による被ばくに関する調査を

進め、得られた成果から線量低減化につながる課題を検討する。また、

血管造影や透視撮影、一般撮影等における患者被ばく線量の評価システ

ム開発を進め、医療被ばく線量のデータ収集技術の高度化及び収集デー

タの解析を行う。さらに、電離放射線障害防止規則改正に対応した、医

療従事者の眼の水晶体被ばく低減法の開発を実施する。 

・ 放射線影響や防護に関する課題解決のため、オールジャパンの放射線リ

スク・防護研究基盤運営委員会で具体的な重点研究課題をまとめた結果

を公表する。引き続き、動物実験アーカイブの登録を進め、公開用シス

テムでのサンプル検索と画像閲覧の運用を推進する。また、運用ルール

を整備することによりアーカイブ共同利用の拠点を構築する。 

・ 放射性廃棄物による長期被ばく線量評価に資するため、生活圏に放出さ

れた放射性核種の移行挙動の解明を進める。 

 

2）被ばく医療研究 

・ 放射線障害からの組織再生研究に向け、前年度までに確立した障害モデ

ルを用いて、有望視できる新規候補分子の治療効果の更なる検証を行う。

放射線障害治療等に応用可能な幹細胞の高品質化に向け、前年度までに

得られた様々なゲノム異常に関する情報を基に、変異発生機構の理解を

進めるとともに、医学利用において重要なヒト多能性幹細胞の変異低減

化技術を確立する。前年度に明らかにしたγ線誘発マウス胸腺腫の原因

について、更なる分子機構の解明を進める。また、過酸化水素による組

織障害又は障害性因子の物理化学的計測を継続するとともに、特に低酸
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高線量から低線量までの放射線作用の

指標となる物理及び生物学的変化の検

出・定量評価に係る研究を行う。 

速かつ正確な評価及びこれに必要な最新の技術開発を行う。すなわち、体

内汚染の評価に必要となる体外計測技術の高度化やバイオアッセイの迅速

化、シミュレーション技術の活用による線量評価の高度化、放射線場の画

像化技術の開発、染色体を初めとした様々な生物指標を用いた生物線量評

価手法の高度化等を行う。 

・ さらに、放射性核種による内部被ばくの線量低減を目的として、放射性核

種の体内や臓器への分布と代謝メカニズムに基づく適切な線量評価の研究

を行うとともに､治療薬を含めて効果的な排出方法を研究する。アクチニド

核種の内部被ばくに対処できる技術水準を維持するための体制を確保す

る。 

素条件下での障害のキーとなる反応機構を見出すことで、その制御につ

なげる。 

・ 大規模な放射線災害を含む多様な放射線被ばく事故に対応可能な個人被

ばく線量評価手法について、これまでの成果を取りまとめるとともに、

開発した甲状腺モニタや、機械学習を用いた染色体解析などの社会実装

を進める。 

・ 内部被ばく線量の低減を目的として、放射性核種の効果的な排出促進方

法や除染薬剤剤型の開発に活用するために、放射性遷移金属の体内分布

と代謝の精細定量解析技術の精緻化に向けた研究を継続するとともに、

生体線量評価技術の開発を行う。特に構築した生体内放射性核種の分布・

代謝・化学形情報を除染薬剤評価法に反映させる。さらに、平成 29年６

月に国内で発生した核燃料物質による内部被ばく事故において被ばくし

た作業員の内部被ばく線量解析を完了する。また、開発したアクチニド

バイオアッセイ手法について、その有効性を国際相互比較試験等で確認

することを継続するとともに、他機関と連携してバイオアッセイの適用

核種の拡充を行う。 

Ｎｏ．５ 
量 子 ビ ー

ム の 応 用

に 関 す る

研究開発 

Ⅲ.1.(5) 量子ビームの応用に関する

研究開発 

科学技術イノベーションの創出を促

し、科学技術・学術及び産業の振興に貢

献するため、イオン照射研究施設

（TIARA）や高強度レーザー発生装置

（JKAREN）をはじめとする加速器やレ

ーザーなどの保有施設・設備はもちろ

ん、機構内外の量子ビーム施設を活用

し、物質・材料科学、生命科学、産業応

用等にわたる分野の本質的な課題を解

決し革新を起こすべく、量子ビームを

用いた経済・社会的にインパクトの高

い先端的研究を行う。また、これらの分

野における成果の創出を促進するた

め、荷電粒子、光量子等の量子ビームの

Ⅰ.1.(5) 量子ビームの応用に関する研究開発（最先端量子ビーム技術開発と

量子ビーム科学研究） 

第 5 期科学技術基本計画や「科学技術イノベーション総合戦略 2015（平成 27

年 6 月 19 日閣議決定）」においては、新たな価値創出のコアとなる強みを有す

る基盤技術として「光・量子技術」が位置付けられ、光・量子技術の先導的推

進を図ることが重要とされている。 

これも踏まえ、量子ビームの発生・制御及びこれらを用いた高精度な加工や

観察等に係る最先端技術開発を推進するとともに、量子ビームの優れた機能を

総合的に活用して、物質・材料科学、生命科学等の幅広い分野において本質的

な課題を解決し世界を先導する研究開発を推し進め、革新的成果・シーズを創

出し、産学官の連携等により、科学技術イノベーション創出を促進し、我が国

の科学技術・学術及び産業の振興等に貢献する。 

 

・ 最先端量子ビーム技術開発 

科学技術イノベーション創出に資する最先端量子ビーム技術を開発してユ

ーザーの多様な要求に応えるため、イオン照射研究施設（TIARA）において高強

Ⅰ.1.(5) 量子ビームの応用に関する研究開発 

・最先端量子ビーム技術開発 

最先端量子ビーム技術開発 

科学技術イノベーション創出に資する最先端量子ビーム技術を開発して

ユーザーの多様な要求に応えるため、イオン照射研究施設（TIARA）におい

て世界最高強度の MeV 級クラスターイオンビームを用いた材料や細胞など

のイメージングや分析に向けた、イメージング等照射・分析技術の開発を完

了することで、高強度 MeV 級クラスターイオンビームの生成・利用等に係る

加速器・ビーム技術を確立し、利用研究に供する。 

光量子科学研究施設（J-KAREN 等）においてプラズマミラーシステム等を

用いた 3 桁のパルスコントラスト改善や可変形鏡を組み合わせた高強度化

を実現するとともに、レーザーパラメータの常時監視システムの構築によ

り、高強度レーザーの高強度化・高安定化等に係るレーザー技術を確立する。

100Hz 高繰り返しの前段部開発と、それを組み込んだ 10Hz レーザーシステ

ムの構築や 100W 以上の出力で最適化を図った赤外光増幅装置を用いた軟 X

線波長領域の極短パルス高次高調波をはじめとするレーザー駆動量子ビー
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発生・制御・利用に係る最先端技術を開

発するとともに量子ビームの優れた機

能を総合的に活用した先導的研究を行

う。 

さらに、新たなサイエンスの創出や

材料科学、触媒化学、生命科学等の幅広

い分野の産業利用等につながる、軟 X 

線に強みを持つ高輝度 3GeV 級放射光

源（以下「次世代放射光施設」という。）

の整備等に係る研究開発を行う。 

度 MeV 級クラスターイオンビームの生成・利用等に係る加速器・ビーム技術の

開発を行うとともに、光量子科学研究施設（J-KAREN 等）において高強度化・

高安定化等に係るレーザー技術の開発を行う。施設利用を通じて量子ビームの

更なる利用拡大・普及を進める。 

さらに、新たなサイエンスの創出や材料科学、触媒化学、生命科学等の幅広

い分野の産業利用等につながる、軟 X 線に強みを持つ高輝度 3GeV 級放射光源

（以下「次世代放射光施設」という。）の整備等に係る研究開発を行う。 

 

・ 量子ビーム科学研究 

荷電粒子・RI 等を利用した先端機能材料創製技術や革新的電子デバイスを実

現するスピン情報制御・計測技術等を創出する。高強度レーザー駆動によるイ

オン加速や電子加速等の研究を推進する。また、レーザー及びレーザー駆動の

量子ビームによる物質制御や計測技術の開発、産業利用に向けた物質検知、微

量核種分析、元素分離技術等の高度化を行う。これらの基礎基盤的研究ととも

に、レーザーを用いたイメージング技術のための光源開発を拠点横断的な融合

研究として行う。さらに、放射光と計算科学を活用して、水素貯蔵材料をはじ

めとする環境・エネルギー材料等の構造や品質、機能発現機構等の解析・評価

手法を開発する。これらの研究開発により、省エネルギー・省資源型材料の基

礎科学的理解を与え、クリーンで経済的なエネルギーシステムの構築、持続可

能な循環型社会の実現等を支援する。 

また、拠点横断的な融合研究として、標的アイソトープ治療を目指し、アル

ファ線放出核種の製造・導入技術を開発する。さらに、有用生物資源の創出や

農林水産業の強化に寄与するため、植物等において量子ビームにより特定の変

異を高頻度に誘発する因子を解明するための手法開発や植物 RI イメージング

による解析・評価手法の体系化を行う。 

 

これらの実施に当たっては、科学的意義、福島復興再生や超スマート社会等

への社会的ニーズ及び出口を意識した経済・社会的インパクトの高い革新に至

る可能性のある研究開発に取り組み、量子ビーム応用研究開発の特性に応じた

研究組織・運営体系の工夫を行いつつ、機構内の各研究組織間の協働を促進し、

国内外の大学、研究機関、産業界等との連携を積極的に図る。こうした連携協

力を軸として、科学技術イノベーション創出を目指す国の公募事業への参画も

ム発生装置の構築を完了する。 

さらに、軟 X 線に強みを持つ高輝度３GeV 級放射光源（次世代放射光施設）

の具体化に向けて、加速器の高度化に係る技術開発や運転開始当初に整備す

るビームラインの要素技術開発等を完了する。ビームラインの整備及び利用

開始に目処をつけるとともに、施設の運用開始に向けて放射線の常時モニタ

リングシステムのプロトタイプを実装する。 

 

・量子ビーム科学研究 

荷電粒子・RI等を利用して、高性能な窒素含有炭素触媒及び実用性能を示

す非白金アルカリ燃料電池に適したアニオン伝導電解質材料の創製技術の

開発を完了する。また、革新的省エネルギー電子デバイスの実現を目指し、

高感度量子センシングを実現する単一フォトン源のスピン情報制御技術及

び量子ビームを活用して二次元物質等からなるスピントロニクス材料の計

測・解析手法を確立する。再生医療用デバイスの開発を目指し、細胞の三次

元培養に適した複合タンパク質ゲル作製技術を確立する。中赤外自由電子レ

ーザーによるアト秒 X 線パルス生成のための気体のトンネル電離技術の確

立、貴金属元素の連続処理に向けた還元微粒子化の検証による物質検知、微

量核種分析、元素分離技術等の高度化を完了する。 

J-KAREN レーザー等を用いたイオン加速、電子加速では、リモート実験を

含む外部連携等を活用し、高効率かつ高純度のイオン発生技術や電子ビーム

の安定化に向けた診断技術を確立する。また、X線レーザーによる基板材料

等の高精度微細加工装置を構築するとともに、強レーザー励起電子ダイナミ

クス計測に向けたサブ 10 フェムト秒パルスによるポンププローブ計測技術

の確立や腫瘍組織の識別技術等の開発により、レーザー及びレーザー駆動の

量子ビームによる物質制御技術・計測技術を実現する。拠点横断的な融合研

究では、レーザーを用いて脳内深部を観察する三光子顕微鏡を完成させるた

めの 0.5W 以上の出力を持つサブピコ秒パルス幅の中赤外レーザー光源を完

成する。さらに、次世代材料等の開発への寄与を目的とし、昇温下でのナノ

結晶の不均質構造や電流・電場による磁性多層膜の磁気異方性変調を分析す

る放射光技術を完成するとともに、軽金属合金水素貯蔵材料の候補物質を提

示することで、環境・エネルギー材料等の構造や品質、機能発現機構等の解

析・評価手法の開発を完了する。 
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目指す。 拠点横断的な融合研究として、標的アイソトープ治療を目指し、アルファ

線放出核種[211At]標識母体を導入した化合物を用いて抗腫瘍効果を評価し、

アルファ線放出核種の製造・導入技術の開発を完成する。また、放射線の生

物作用機構解明のため、集束マイクロビームを用いた生体試料局部精密照射

を実現させて、放射線ストレス応答等の解析技術を確立する。さらに、有用

生物資源の創出等に向け、微生物ゲノム DNA に生じた変異の種類と割合を解

析し、変異誘発因子解明手法の開発を完了するとともに、導管・師管流を計

測する技術から、これを制御する技術開発につなげ、植物 RI イメージング

による解析・評価手法の体系化を達成する。 

Ｎｏ．６ 
核 融 合 に

関 す る 研

究開発 

Ⅲ.1.(6) 核融合に関する研究開発 

「第三段階核融合研究開発基本計

画」（平成 4 年 6 月原子力委員会）、「イ

ーター事業の共同による実施のための

イーター国際核融合エネルギー機構の

設立に関する協定」（平成 19 年 10 月

発効。以下「ITER 協定」という。）、「核

融合エネルギーの研究分野におけるよ

り広範な取組を通じた活動の共同によ

る実施に関する日本国政府と欧州原子

力共同体との間の協定」（平成 19 年 6 

月発効。以下「BA 協定」という。）等に

基づき、核融合研究開発を総合的に推

進し、核融合エネルギーの実用化に向

けた国際共同研究を行う。「ITER（国際

熱核融合実験炉）計画」（以下「ITER 計

画」という。）及び「核融合エネルギー

研究分野における幅広いアプローチ活

動」（以下「BA 活動」という。）を国際

約束に基づき、着実に実施しつつ、実験

炉 ITER を活用した研究開発、JT-60SA 

を活用した先進プラズマ研究開発、 BA 

活動で整備した施設を活用・拡充した

Ⅰ.1.(6)核融合に関する研究開発 

核融合エネルギーは、資源量が豊富で偏在がないといった供給安定性、安全

性、環境適合性、核拡散抵抗性、放射性廃棄物の処理処分等の観点で優れた社

会受容性を有し、恒久的な人類のエネルギー源として有力な候補であり、長期

的な視点からエネルギー確保に貢献することが期待されており、早期の実用化

が求められている。このため、「第三段階核融合研究開発基本計画（平成 4年 6

月原子力委員会）」、「イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核

融合エネルギー機構の設立に関する協定（平成 19 年 10 月発効）」（以下「ITER

協定」という。）、「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じ

た活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協

定（平成 19年 6 月発効）」（以下「BA 協定」という。）、「エネルギー基本計画（平

成 26 年 4 月 11 日閣議決定）」等に基づき、核融合エネルギーの実用化に向け

た研究開発を総合的に行う。具体的には、「ITER（国際熱核融合実験炉）計画」

及び「核融合エネルギー研究分野における幅広いアプローチ活動」（以下「BA 活

動」という。）を国際約束に基づき、着実に推進しつつ、実験炉 ITER を活用し

た研究開発、JT-60SA を活用した先進プラズマ研究開発、BA 活動で整備した施

設を活用・拡充した理工学研究開発へ、相互の連携と人材の流動化を図りつつ、

事業を展開する。これにより、核融合エネルギーの科学的・技術的実現可能性

の実証、及び原型炉建設判断に必要な技術基盤構築を進めるとともに、核融合

技術を活用したイノベーションの創出に貢献する。 

研究開発の実施に当たっては、大学、研究機関、産業界などの研究者・技術

者や各界の有識者などが参加する核融合エネルギーフォーラム活動等を通し

て、国内意見や知識を集約して ITER 計画及び BA 活動に取り組むことにより国

Ⅰ.1.(6) 核融合に関する研究開発 

1）ITER 計画の推進 

「ITER（国際熱核融合実験炉）計画」における我が国の国内機関として、

国際的に合意した事業計画に基づき、我が国が調達責任を有する機器の設計

や製作を進めるとともに、ITER 国際核融合エネルギー機構（以下「ITER 機

構」という。）が実施する統合作業を支援する。また、ITER 機構及び他極国

内機関との調整を集中的に行う共同プロジェクト調整会議（JPC）の活動等

を通して、ITER 計画の円滑な運営に貢献する。さらに、ITER 計画に対する

我が国の人的貢献の窓口及び ITER 機構からの業務委託の連絡窓口としての

役割を果たす。 

a. ITER 建設活動 

超伝導導体を含め ITER の運転に必要となる超伝導コイルの製作を完了す

る。また、フルタングステンダイバータ外側垂直ターゲットのプロトタイプ

の製作、実機製作のための材料調達及び実機製作を進める。製作を完了した

中性粒子入射加熱装置実機試験施設用電源については、定格出力試験再開に

向けた作業を進める。実機に向けて、高電圧ブッシングの調達取決めを締結

するための準備を継続する。加えて、ブランケット遠隔保守機器については、

湿度環境に関する新規要求事項に対する基本設計に基づき、主要機器の最終

設計活動及びその他の機器の設計活動を進める。さらに、製作したジャイロ

トロンの性能確認試験、計測機器の設計及び製作を進める。加えて、トリチ

ウム除去系の性能確証試験を完遂する。 

ITER の据付・組立等の詳細化とそれらの工程の高確度化を進めるため、欧

州における新型コロナウイルスの感染状況への対策をとりつつ、職員等の派
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理工学研究開発へ事業を展開すること

で、核融合エネルギーの科学的・技術的

実現可能性の実証及び原型炉建設判断

に必要な技術基盤構築を進める。 

大学、研究機関、産業界などの意見や

知識を集約して ITER 計画及び BA 活

動に取り組むことを通じて、国内連携・

協力を推進することにより、国内核融

合研究との成果の相互還流を進め、核

融合エネルギーの実用化に向けた研

究・技術開発を促進する。 

1）ITER 計画の推進 

ITER 協定の下、国際的に合意した事

業計画に基づき、国内機関としての業

務を着実に実施するとともに、実験炉

ITER を活用した研究開発をオールジ

ャパン体制で実施するための準備を進

める。 

2）幅広いアプローチ活動を活用して進

める先進プラズマ研究開発 

BA 協定の下、国際的に合意した事業

計画に基づき、サテライト・トカマク計

画事業を実施機関として着実に実施す

るとともに、国際約束履行に不可欠な

トカマク国内重点化装置計画を推進

し、両計画の合同計画である JT-60SA 

計画を進め運転を開始する。ITER 計画

を支援・補完し原型炉建設判断に必要

な技術基盤を構築するため、JT-60SA 

を活用した先進プラズマ研究開発へ展

開する。さらに、国際的に研究開発を主

導できる人材育成に取り組む。 

内連携・協力を推進し、国内核融合研究との成果の相互還流を進め、核融合エ

ネルギーの実用化に向けた研究・技術開発を促進する。 

 

1) ITER 計画の推進 

ITER 協定の下、国際的に合意した事業計画に基づき、大学、研究機関、産業

界等との協力の下、国内機関としての業務を着実に実施する。また、実験炉 ITER

を活用した研究開発をオールジャパン体制で実施するための準備を進める。 

a. ITER 建設活動 

我が国が調達責任を有する超伝導導体、超伝導コイル及び中性粒子入射加熱

装置実機試験施設用機器の製作を完了するとともに、高周波加熱装置、遠隔保

守装置等の製作を進める。また、ITER建設地（仏国 サン・ポール・レ・デュラ

ンス）でイーター国際核融合エネルギー機構（以下「ITER 機構」という。）が実

施する機器の据付・組立等の統合作業を支援する。 

b. ITER 計画の運営への貢献 

ITER 建設地への職員等の積極的な派遣などにより ITER 機構及び他極国内機

関との連携を強化し、ITER 計画の円滑な運営に貢献する。また、ITER 機構への

我が国からの人材提供の窓口としての役割を果たす。 

c. オールジャパン体制の構築 

ITER 建設地での統合作業（据付・組立・試験・検査）や完成後の運転・保守

を見据えて、実験炉 ITER を活用した研究開発をオールジャパン体制で実施す

るための準備を進める。 

 

2) 幅広いアプローチ活動を活用して進める先進プラズマ研究開発 

BA 協定の下、国際的に合意した事業計画に基づき、BA 活動におけるサテライ

ト・トカマク計画事業を実施機関として着実に実施するとともに、国際約束履

行に不可欠なトカマク国内重点化装置計画（国内計画）を推進し、両計画の合

同計画である JT-60SA計画を進め運転を開始する。ITER 計画を支援・補完し原

型炉建設判断に必要な技術基盤を構築するため、炉心プラズマ研究開発を進

め、JT-60SA を活用した先進プラズマ研究開発へ展開する。さらに、国際的に

研究開発を主導できる人材の育成に取り組む。 

a. JT-60SA 計画 

BA 活動で進めるサテライト･トカマク事業計画及び国内計画の合同計画であ

遣などにより、ITER機構が実施する統合作業を支援する。 

b. ITER 計画の運営への貢献 

ITER機構への職員等の積極的な派遣により ITER機構及び他極国内機関と

の連携を強化し、ITER 機構と全国内機関が一体となった ITER 計画の推進に

貢献する。また、ITER 機構での JPC 活動に職員等を長期派遣するとともに、

ITER プロジェクト・アソシエイツ制度（IPA）を活用し、ITER機構と国内機

関との共同作業を促進する。さらに、ITER 計画に対する我が国の人的貢献の

窓口及び ITER 機構からの業務委託の連絡窓口としての役割を果たす。 

c. オールジャパン体制の構築 

ITER を活用した研究開発をオールジャパン体制で実施するための準備と

して、調達活動を通じて、統合作業に関する情報・経験の蓄積について産業

界と議論を継続するとともに、ITER 計画に関わる連携・協力について大学等

との議論を進める。また、核融合エネルギーフォーラムを活用し、ITER事業

に関する我が国の意見の集約を行う。 

 

2）幅広いアプローチ活動を活用して進める先進プラズマ研究開発 

サテライト・トカマク計画事業の作業計画に基づき、実施機関としての活

動を行うとともに、国際約束履行に不可欠なトカマク国内重点化装置計画

（国内計画）を推進し、両計画の合同計画である JT-60SA 計画等を進める。 

a. JT-60SA 計画 

① JT-60SA の機器製作及び組立 

欧州との会合や製作現場での調整の下、実験運転に向けた装置増強のため

の調達機器の整備・組立を進める。 

② JT-60SA 運転のための保守・整備及び調整 

JT-60SA で再使用する JT-60 既存設備の点検・保守・改修を実施する。実

験運転を実施するために必要な、再利用機器の保守・整備を実施する。また、

加熱及び計測機器等を JT-60SA に適合させるための開発・整備を行う。 

③ JT-60SA の運転 

コイル接続部改修の効果を慎重に確認した上で、JT-60SA の統合試験運転

を実施する。日欧研究者で構成される実験チームにおいて、研究活動を進め

るとともに研究計画の詳細化を進める。 

b. 炉心プラズマ研究開発 
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3）幅広いアプローチ活動等による核融

合理工学研究開発 

BA 協定の下、国際的に合意した事業

計画に基づき、BA 活動として進める国

際核融合エネルギー研究センター事業

等を実施機関として着実に推進すると

ともに、原型炉建設判断に必要な技術

基盤構築に向けて、推進体制の構築及

び人材の育成を進めつつ、BA 活動で整

備した施設を活用・拡充し、技術の蓄積

を行う。 

る JT-60SA 計画を着実に推進し、JT-60SA の運転を開始する。 

① JT-60SA の機器製作及び組立 

JT-60SA 超伝導コイル等の我が国が調達責任を有する機器の製作を進める

とともに、日欧が製作する機器の組立を行う。 

② JT-60SA 運転のための保守・整備及び調整 

JT-60SA で再使用する JT-60 既存設備の保守・改修、装置技術開発・整備を

進めるとともに、各機器の運転調整を実施して JT-60SAの運転に必要な総合調

整を実施する。 

③ JT-60SA の運転 

①及び②の着実な実施を踏まえ、JT-60SA の運転を開始する。 

b. 炉心プラズマ研究開発 

ITER 計画に必要な燃焼プラズマ制御研究や JT-60SA の中心的課題の解決に

必要な定常高ベータ化研究を進めるとともに、統合予測コードの改良を進め、

精度の高い両装置の総合性能の予測を行う。また、運転を開始する JT-60SA に

おいて、ITER をはじめとする超伝導トカマク装置において初期に取り組むべき

プラズマ着火等の炉心プラズマ研究開発を進める。 

c. 国際的に研究開発を主導できる人材の育成 

国際協力や大学等との共同研究等を推進し、ITER 計画や JT-60SA計画を主導

できる人材の育成を行う。 

 

3) 幅広いアプローチ活動等による核融合理工学研究開発 

BA 協定の下、国際的に合意した事業計画に基づき、BA 活動における国際核融

合エネルギー研究センター事業等を実施機関として着実に推進する。また、原

型炉建設判断に必要な技術基盤構築に向けて、国際協力及び国内協力の下、推

進体制の構築及び人材の育成を進めつつ、BA 活動で整備した施設を活用・拡充

し、技術の蓄積を行う。 

a. 国際核融合エネルギー研究センター（IFERC）事業並びに国際核融合材料照

射施設（IFMIF）に関する工学実証及び工学設計活動（EVEDA）事業 

① IFERC 事業 

予備的な原型炉設計活動と研究開発活動を完了するとともに、計算機シミュ

レーションセンターの運用及び ITER 遠隔実験センターの構築を完了する。 

② IFMIF-EVEDA 事業 

JT-60 等の実験データ解析を行う。JT-60 等の実験データを用いた検証や

物理モデルの精緻化及びコードの改良を進めるとともに、プラズマ内部から

ダイバータ領域までを含んだ統合コードを用いて ITER や JT-60SA の精度の

高い総合性能の予測を行う。また、プラズマの安定性や輸送を制御する手法、

JT-60SAにおけるプラズマ着火や制御等の研究開発を進める。これらにより、

ITER の燃焼プラズマ実現や JT-60SA の定常高ベータ化に必要な輸送特性や

安定性、原型炉に向けたプラズマ最適化の研究を実施する。 

c. 人材育成 

共同研究やオンサイトラボ等を活用して大学等との連携・協力を継続して

推進するとともに、国際協力等を活用して国際的に研究開発を主導できる人

材の育成に貢献する。 

 

 

3）幅広いアプローチ活動等による核融合理工学研究開発 

 BA 協定の下、国際的に合意した事業計画に基づき、BA 活動における実施

機関として着実に事業を推進する。また、原型炉建設判断に必要な技術基盤

構築に向けて、技術の蓄積を行う。 

a. 国際核融合エネルギー研究センター（IFERC）事業並びに国際核融合材料

照射施設（IFMIF）に関する工学実証及び工学設計活動（EVEDA）事業 

① IFERC 事業 

IFERC 事業では、原型炉設計対応の材料データベース、材料特性ハンドブ

ックの整備（照射、腐食データを含む。）、核融合中性子照射効果予測技術の

基盤構築を継続し、日欧共同で中間報告書に成果をまとめる。原型炉設計活

動としては、炉心プラズマ、ダイバータや建屋等の検討を実施する。ITER遠

隔実験センターでは、他の BA事業や ITER 機構との協力を進める。また、欧

州実施機関と大型計算機に係る技術情報や関連する研究活動等に関する情

報交換、日欧の研究プロジェクトへの計算資源の提供を行うとともに、シミ

ュレーション研究を推進する。 

② IFMIF-EVEDA 事業 

IFMIF-EVEDA 事業では、高周波四重極加速器（RFQ）と大電力ビームダンプ

を組み合わせた長パルス重陽子ビーム試験とともに、超伝導線形加速器

（SRF)の試験準備を進め、5MeVの定常運転を実施して実証試験を完了する。
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IFMIF 原型加速器の実証試験を完了する。 

③ 実施機関活動 

理解増進、六ヶ所サイト管理等を BA 活動のホスト国として実施する。 

b. BA 活動で整備した施設を活用・拡充した研究開発 

① 原型炉設計研究開発活動 

原型炉建設判断に必要な技術基盤構築のため、概念設計活動、低放射化フェ

ライト鋼等の構造材料重照射データベース整備活動、増殖ブランケット機能材

料の製造技術や先進機能材料の開発、トリチウム取扱技術開発を拡充して推進

する。 

② テストブランケット計画 

ITER での増殖ブランケット試験に向けて、試験モジュールの評価試験・設計・

製作を進める。 

③ 理論・シミュレーション研究及び情報集約拠点活動 

計算機シミュレーションセンターを活用し、核燃焼プラズマの動特性を中心

としたプラズマ予測確度の向上のためのシミュレーション研究を進める。ま

た、ITER 遠隔実験センターを国際的情報集約拠点として活用する。 

④ 核融合中性子源開発 

六ヶ所中性子源の開発として、IFMIF 原型加速器の安定な運転・性能向上を

行うとともに、リチウムループの建設、照射後試験設備及びトリチウム除去シ

ステムの整備、ビーム・ターゲット試験の準備を開始する。 

また、小型リチウムループの製作を開始する。ターゲット系の R＆D に関す

る中間報告書を作成する。さらに、日欧共通課題である核融合中性子源の設

計を進める。 

③ 実施機関活動 

BA 活動及び核融合についての理解促進を図るため、引き続き、一般見学者

等の受入れや各種イベントへの参加、施設公開等を行う。また、六ヶ所研究

所の維持・管理業務を継続する。 

b. BA 活動で整備した施設を活用・拡充した研究開発 

① 原型炉設計研究開発活動 

原型炉概念設計活動を継続するとともに、社会受容性に関わる検討を実施

する。低放射化フェライト鋼等の炉内構造物材料の中性子重照射後の材料試

験及び評価を継続し、検証データの取得を進める。これらの活動を強化する

ため、核融合科学研究所と連携して大学等との共同研究を継続する。さらに、

アライアンス事業等を含めリチウム回収技術開発では、原液の最適前処理法

の検討、イオン伝導体膜の大型化や耐久性評価など、社会実装に向けた研究

を進める。また、ベリリウム精製技術を活用した金属精製・回収技術の研究

開発においても、実鉱山試料等の溶解実証を進め、社会実装に向けた研究を

進める。 

② テストブランケット計画 

ITER に設置し試験を行うテストブランケット・システムの詳細設計（予備

設計）を進める。試作を含む製作性検証を継続し、詳細設計レビュー（PDR）

に向けた準備会合を開催する。さらに、最終設計承認に必要と考える安全実

証試験データの取得のための装置の製作と据付けを完了し、安全実証試験に

着手する。 

③ 理論・シミュレーション研究及び情報集約拠点活動 

核融合プラズマシミュレーションコードの実験検証及びディスラプショ

ン等の核燃焼プラズマの動特性の評価を継続する。核融合研究専用スパコン

JFRS-1の運用を継続し、原型炉を見据えつつ ITER 計画等への貢献を踏まえ

た計算資源の配分、大規模な核融合データの機械学習に関する検討を行う。 

⑤  核融合中性子源開発 

核融合中性子源 A-FNSの工学設計活動に着手する。また、欧州における核

融合中性子源開発の動向について情報収集・情報交換を行う。 
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Ｎｏ．７ 
研 究 開 発

成 果 の わ

か り や す

い 普 及 及

び 成 果 活

用の促進、

国 際 協 力

や 産 学 官

連 携 の 推

進、公的研

究 機 関 と

し て 担 う

べき機能 

Ⅲ.2. 研究成果のわかりやすい普及及

び成果活用の促進 

量子科学技術について、研究開発を行

う意義の国民的理解を深めるため、当

該研究開発によって期待される成果や

社会還元の内容等について、適切かつ

わかりやすい情報発信を行う。 

また、機構の研究開発成果について、

その実用化及びこれによるイノベーシ

ョンの創出を図る。具体的には、特許に

ついては、国内出願時の市場性、実用可

能性等の審査などを含めた出願から、

特許権の取得及び保有までのガイドラ

インを策定し、特許権の国内外での効

果的な実施許諾等の促進に取り組む。

加えて、機構の研究開発の成果を事業

活動において活用し、又は活用しよう

とする者に対する出資並びに人的及び

技術的援助を適時適切に行う。 

2. 研究開発成果のわかりやすい普及及び成果活用の促進 

・ 量子科学技術及び放射線に係る医学（以下、「量子科学技術等」という。）に

ついて、研究開発を行う意義の国民的理解を深めるため、当該研究開発に

よって期待される成果や社会還元の内容等について、適切かつわかりやす

い情報発信を行う。特に、低線量放射線の影響等に関しては、国民目線に立

って、わかりやすい情報発信と双方向のコミュニケーションに取り組む。 

・ 機構の研究開発成果について、その実用化及びこれによるイノベーション

の創出を図る。まず、特許等の知的財産権については、国内出願時の市場

性、実用可能性等の審査などを含めた出願から、特許権の取得・保有及び活

用までのガイドラインを策定し、特許権の国内外での効果的かつインパク

トの高い実施許諾等の促進に取り組むとともに、ガイドラインの不断の見

直しを行う。加えて、機構の研究開発の成果を事業活動において活用し、又

は活用しようとする者に対し、外部有識者の知見を活用した厳正な審査を

経て、担当部署を通じた出資並びに人的及び技術的援助を適時適切に行う。 

Ⅰ.2. 研究開発成果のわかりやすい普及及び成果活用の促進 

・ オンラインも活用しつつ、社会の状況に柔軟に対応し、イベント、講演

会等の開催・参加、学校等への出張授業、施設公開等を実施するととも

に、広報誌やウェブサイトでの公開、プレス発表、SNS の積極的な活用な

ど多様な媒体を通じた情報発信を行う。また、新型コロナウイルス感染

症対策を講じつつ、展示施設「きっづ光科学館ふぉとん」の運営等によ

り見学者を積極的に受け入れ、量子科学技術を含む科学研究に対する国

民の理解増進を図る。 

・ イノベーションの創出を図るため、研究開発成果の権利化及び社会実装

を促進するための基本方針である「知的財産利活用ガイドライン」を基

に活動する。市場性、実用可能性等の検討を通じて、質の高い知的財産

の権利化と維持、そして活用促進に取り組む。また、前年度に設置した

外部有識者を中心とした出資等検討部会を開催し、認定ベンチャー機構

に対する出資並びに人的及び技術的な援助の条件、方針等の検討を進め

る。 

Ⅲ.3. 国際協力や産学官の連携による

研究開発の推進 

関係行政機関の要請を受けて、放射

線に関わる安全管理や規制あるいは研

究に携わる国際機関に積極的に協力す

る。具体的には、原子放射線の影響に関

する国連科学委員会（UNSCEAR）などの

国際機関等とのネットワークの強化に

向けた取組を行う。 

さらに、量子科学技術分野の研究開

発を効果的かつ効率的に実施し、その

成果を社会に還元するため、機構自ら

が中核となることを含め、産業界、大学

3. 国際協力や産学官の連携による研究開発の推進 

(1) 産学官との連携 

・ 研究成果の最大化を目標に、産学官の連携拠点として、保有する施設、設備

等を一定の条件のもとに提供するとともに、国内外の研究機関と連携し、

国内外の人材を結集して、機構が中核となる体制を構築する。これにより、

外部意見も取り入れて全体及び分野ごとの研究推進方策若しくは方針を策

定しつつ、研究開発を推進する。 

・ また社会ニーズを的確に把握し、研究開発に反映して、共同研究等を効果

的に進めること等により、産学官の共創を誘発する場の形成・活用及びイ

ンパクトの高い企業との共同研究を促進する。 

(2) 国際展開・国際連携 

・ 関係行政機関の要請を受けて、放射線に関わる安全管理、規制、被ばく医療

対応あるいは研究に携わる UNSCEAR、ICRP、IAEA、WHO等、国際的専門組織

Ⅰ.3. 国際協力や産学官の連携による研究開発の推進 

Ⅰ.3.(1) 産学官との連携 

・ 産学官の連携拠点及び国内外の人材が結集する研究開発拠点を目指し、

国や大学、民間企業等との情報交換を通じ、他法人等の産学連携の状況

を収集し社会ニーズの把握に努めるとともに、民間企業等との共同研究

などを戦略的に展開し、国内外の意見や知識を集約して国内外での連携・

協力を推進する。また、機構が保有する施設・設備の利用者に対して安

全教育や役務提供等を行うことで、利用者支援の充実を図る。 

・ 量子科学技術に係る研究成果創出を円滑に進めるため、国内外の研究機

関等との間で協定に基づく相互の連携協力を引き続き進める。 

・ 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）において、機構が管理法人

として指定された課題について、総合科学技術・イノベーション会議が

策定する実施方針に沿って、プログラムディレクター（PD）の方針に従
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を含む研究機関及び関係行政機関との

産学官連携活動を本格化し、共創を誘

発する「場」を形成する。また社会ニー

ズを的確に把握し、研究開発に反映し

て、共同研究を効果的に進めること等

により、その「場」の活用を促進する。

その際、必要に応じクロスアポイント

メント制度を活用する。 

に、協力・人的貢献を行い、国際的なプレゼンスを高め、成果普及やネット

ワークの強化に向けた取組を行う。さらに、IAEA-CC や WHO-CC 機関として、

放射線医科学研究の推進を行う。 

・ 国際連携の実施に当たっては、国外の研究機関や国際機関との間で、個々

の協力内容に相応しい協力取決めの締結等により効果的・効率的に進める。 

い研究開発マネジメントを行う。 

 

Ⅰ.3.(2) 国際展開・国際連携 

・ 原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）を始めとする国際

機関等との連携を強化するとともに、国際放射線防護委員会（ICRP）等

の放射線安全や被ばく医療分野、技術標準に関わる国際機関における議

論等に我が国を代表する専門家として派遣・参画し、国際協力を遂行す

る。さらに、国際原子力機関（IAEA）等と協力して研修会を開催するほ

か、IAEAや世界保健機関（WHO）の協働センターとしての活動や、アジア

原子力協力フォーラム（FNCA）のプロジェクトやアジア放射線腫瘍学連

盟（FARO）への参画等を通じて、我が国を代表する放射線科学の研究機

関である機構の研究成果の発信、及び人材交流等、機構の国際的プレゼ

ンス向上に向けた取組を引き続き行う。 

・ 国際連携の実施に当たり協力協定等を締結する際は、協定の枠組みを最

大限活用できるよう、その意義や内容を精査し、これを延長する場合に

あっても、当該活動状況等、情勢を考慮した検討により、効果的・効率

的に運用する。 

Ⅲ.4. 公的研究機関として担うべき機

能 

Ⅲ.4.(1) 原子力災害対策・放射線防護

等における中核機関としての機能 

原子力規制委員会の原子力災害対

策・放射線防護のニーズに応える技術

支援機関及び災害対策基本法や国民保

護法等に位置付けられている指定公共

機関並びに基幹高度被ばく医療支援セ

ンターとしての機能を確実に確保す

る。原子力災害や放射線事故等は、発生

した場合には影響が甚大であるため、

専門人材の育成が極めて重要である。

そのため、専門的・技術的な研究水準の

向上や組織体制の整備を図るととも

4. 公的研究機関として担うべき機能 

(1) 原子力災害対策・放射線防護等における中核機関としての機能 

・ 「災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）」及び「武力攻撃事態等及び

存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保

に関する法律（平成 15 年法律第 79 号）」に基づく指定公共機関及び原子力

規制委員会の原子力災害対策・放射線防護のニーズに応える技術支援機関

として、関係行政機関や地方公共団体からの要請に応じて、原子力事故時

等における各拠点からの機材の提供や、専門的な人的・技術的支援を行う

ため、組織体制の整備及び専門的・技術的な水準の向上を図る。国の委託事

業等の外部資金も活用して、我が国において中核的な役割を担うことので

きる専門人材を機構内に確保するように努める。また、原子力災害のほか、

放射線事故、放射線/放射性物質を使用した武力攻撃事態等に対応できるよ

う、国等の訓練・研修に参加するとともに、自らも訓練・研修を実施する。

さらに、医療、放射線計測や線量評価に関する機能の維持・整備によって支

援体制を強化し、健康調査・健康相談を適切に行う観点から、公衆の被ばく

Ⅰ.4. 公的研究機関として担うべき機能 

Ⅰ.4.(1) 原子力災害対策・放射線防護等における中核機関としての機能 

・ 原子力災害等に対応可能な線量評価手法の整備を図るとともに、実用的

で信頼性のある手法を引き続き開発し、関連機関への展開を行う。原子

力災害等が発生した場合に対応できるよう、基幹高度被ばく医療支援セ

ンターに被ばく医療の高度専門人材を配置し、被ばく医療分野の知識や

スキルを保持・蓄積・継承させ、平時から技能向上等の準備を行いつつ、

機構全体として、要員、資機材維持管理等の体制の整備を引き続き強化

し、責務を着実に遂行する。国や自治体の訓練に積極的に協力・参加し、

更に機構独自の訓練を実施する。これら機構内外の訓練・研修を通じ、

職員の専門能力の維持・向上を図る。また、国の要請に応じて、緊急時

被ばく医療の準備・対応に協力する。 

・ 原子力規制委員会の技術支援機関として、放射線源規制・放射線防護に

よる安全確保のための根拠となる調査・研究を継続するとともに、放射

線防護関連機関によるネットワークの自立的運営と放射線防護の高度化
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に、我が国において中核的な役割を担

うことのできる専門人材を機構内で確

保することを継続的かつ計画的に進め

る。また、大学を含む研究機関と連携

し、このような専門人材の育成も継続

的かつ計画的に進める。 

具体的には、原子力災害医療体制に

おける基幹高度被ばく医療支援センタ

ーとして、原子力災害時の被ばく医療

体制に貢献するため、他の高度被ばく

医療支援センターを先導する中核的な

役割を担い、地域の原子力災害拠点病

院等では対応できない緊急時の被ばく

線量評価、高度専門的な診療及び支援

並びに高度専門研修等を行う。 

さらに、放射線の影響、被ばく医療や

線量評価等に関するデータを継続的に

収集整理・解析し、UNSCEAR、IAEA、WHO、

ICRP などの国際機関等へ積極的に情

報提供などを行うとともに、放射線被

ばく、特に、人と環境に対する低線量被

ばくの影響について正確な情報を国民

に広く発信する。 

線量評価を迅速に行えるよう、線量評価チームの確保等、公衆の被ばく線

量評価体制を整備する。 

・ 国外で放射線事故が発生した際には IAEA/RANET 等の要請に基づき、あるい

は国内の放射線事故等に際し、人材の派遣を含む支援を行うため、高度被

ばく医療センターを中心に対応体制を整備する。 

・ 原子力規制委員会により指定された基幹高度被ばく医療支援センターとし

て、他の高度被ばく医療支援センターを先導し、国、立地道府県及び大学を

含む研究機関等と協力・連携して、我が国の被ばく医療体制の強化に貢献

する。このため、高度な被ばく線量評価、高度専門的な診療及びその支援を

行う。また、高度専門研修を行うとともに、被ばく医療の研修内容の標準

化、必要な知識・技能の体系化、専門人材のデータベースの整備等を行うこ

とにより、専門人材の育成等を進める。さらに、被ばく医療、救急・災害医

療、その他の専門医療拠点等の全国的な連携体制において、被ばく医療の

中核機関として主導的な役割を果たす。 

・ 放射線医科学分野の研究情報や被ばく線量データを集約するシステム開発

やネットワーク構築を学協会等と連携して行い、収集した情報を、UNSCEAR、

IAEA、WHO、ICRP や ICRU 等の国際的専門組織の報告書等に反映させる。ま

た我が国における放射線防護に携わる人材の状況を把握するとともに、放

射線作業者の実態を調査し、ファクトシート（科学的知見に基づく概要書）

としてまとめる。さらに放射線医科学研究の専門機関として、国、地方公共

団体、学会等、社会からのニーズに応えて、放射線被ばくに関する正確な情

報を発信するとともに、放射線による被ばくの影響、健康障害、あるいは人

体を防護するために必要となる科学的知見を得るための調査・解析等を行

う。 

への活用を実施する。 

・ 研修等により職員の能力向上を図り、対応体制を引き続き整備する。 

・ 基幹高度被ばく医療支援センターとして診療及び支援機能の整備を行

う。基幹及び高度被ばく医療支援センター間での情報交換を行うための

機器類を引き続き維持するとともに、オールジャパンでの被ばく医療連

携を主導し、教育訓練機能を強化する。被ばく医療分野の多職種の人材

育成のため、体系化された新たな枠組みでの原子力災害医療等の研修内

容を充実させる。特に、物理学的及び生物学的線量評価に関する研修

（WBC、甲状腺、染色体線量評価研修）を拡充する。また、研修履歴等の

情報の一元的な管理運用を継続しつつ、最適化を図る。 

・ UNSCEAR が実施するグローバルサーベイのため、国内情報の集約を継続

するとともに、UNSCEAR の東電福島第一原発事故の報告書の普及に貢献

する。また、ICRP2023 に関して、ICRP と連携し開催準備を行う。放射線

影響・防護に関する情報発信のための Web システムを運用し、国民目線

に立ったわかりやすい低線量放射線影響に関する情報発信を実施する。

特に近年 UNSCEAR や ICRP などが刊行した報告書に関する解説をコンテ

ンツとして充実させる。また、国内学術コミュニティとの連携により、

線量・リスク評価研究の高度化や行政ニーズへの対応を進めるとともに、

国際機関への貢献を図る。過去の被ばく患者に対しての健康診断等を通

じ、健康障害についての科学的知見を得るための追跡調査を継続する。 

Ⅲ.4.(2) 福島復興再生への貢献 

住民や作業員等の放射線による健康

上の不安の軽減、その他安心して暮ら

すことが出来る生活環境の実現、更に

原子力災害対応に貢献できるよう、東

京電力福島第一原子力発電所事故に対

応することで得られた経験を基に、被

災地再生支援に向けた放射線の人や環

4.(2) 福島復興再生への貢献 

・ 「福島復興再生基本方針（平成 24年 7 月 13 日閣議決定）」において、被ば

く線量を正確に評価するための調査研究、低線量被ばくによる健康影響に

係る調査研究、沿岸域を含めた放射性物質の環境動態に対する共同研究を

行うとされている。 

また、「避難解除等区域復興再生計画（平成 26 年 6 月改定 復興庁）」にお

いて、復旧作業員等の被ばくと健康との関連の評価に関する体制の整備、

県民健康調査の適切かつ着実な実施に関し必要な取組を行うとされてい

Ⅰ.4.(2) 福島復興再生への貢献 

・ 前年度に引き続き、福島県が実施する住民の事故初期における外部被ば

く線量推計を支援する。また、内部被ばく線量の推計について得られた

成果を取りまとめ、順次公表する。 

・ 独立行政法人労働者健康安全機構からの委託に基づく緊急時作業員の疫

学的研究において、引き続き被ばく線量評価を実施する。一部の作業員

については、染色体異常解析による遡及的外部被ばく線量評価を継続す

るとともに、臓器線量評価手法について検討を進める。 
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境への影響に関する調査研究等に取り

組む。 

る。 

これらを受けて、国や福島県等からの要請に基づき、東電福島第一原子力

発電所事故後の福島復興再生への支援に向けた調査・研究を包括的、かつ

他の研究機関とも連携して行うとともに、それらの成果を国民はもとより、

国、福島県、UNSCEAR 等の国際的専門組織に対して、正確な科学的情報とし

て発信する。 

・ 特に、国民の安全と安心を科学的に支援するための、住民や原発作業員の

被ばく線量と健康への影響に関する調査・研究、低線量・低線量率被ばくに

よる影響の評価とそのリスク予防に関する研究、放射性物質の環境中の動

態とそれによる人や生態系への影響などの調査・研究を行う。 

・ 前年度に引き続き、環境試料中のウラン・ネプツニウム迅速分析法の高

度化及び新たな手法の開発を進める。海水標準試料の実証実験を行い、

海水試料中の超微量ネプツニウム分析法を確立する。引き続き環境試料

について調査を行い、食品に係る放射性物質濃度データを用いて環境移

行パラメータを導出し、セシウムに関する一連の平均的な値を示す。ス

トロンチウム同位体については、表面電離型質量分析計（TIMS）を用い

た高精度分析法により、食品中におけるストロンチウムの濃度とストロ

ンチウム同位体比の調査を取りまとめ、順次公表する。住民の長期被ば

く線量評価モデル（システム）について、他機関と外部・内部被ばくの

検証を行いつつ、実用性を更に向上させる。また、実験動物を用いた不

溶性セシウム粒子の影響について病理解析をまとめて公表する。 

・ 放射線が環境中の生物に与える影響を明らかにするため、これまでの調

査・研究を継続するとともに、各種環境生物での低線量率長期照射実験

及び解析を継続する。また、結果の取りまとめを行う。 

・ 福島研究分室における研究環境の整備及び関係機関との連携を進めると

ともに、機構として得られた成果を取りまとめ、福島県を始め国や国際

機関に発信する。福島県立医科大と連携して、次期計画について協議を

進める。 

Ⅲ.4.(3) 人材育成業務 

量子科学技術の推進を担う機関とし

て、国内外の当該分野の次世代を担う

人材の育成に取り組む。また、東京電力

福島第一原子力発電所事故後の放射線

に関する社会の関心の高まりを踏ま

え、放射線に係る専門機関として、放射

線防護や放射線の安全取扱い等に関係

する人材や幅広く放射線の知識を国民

に伝えるための人材の育成に取り組

む。 

4.(3)人材育成業務 

・ 「第 5 期科学技術基本計画」に示されているように、イノベーションの芽

を生み出すために、産学官の協力を得て、量子科学技術等の次世代を担う

研究・技術人材の育成を実施する。 

・ 放射線に係る専門機関として、放射線影響研究、被ばく医療研究及び線量

評価研究等に関わる国内外専門人材の連携を強化し、知見や技術の継承と

向上に務める。 

・ 研修事業を通して、放射線防護や放射線の安全取扱い及び放射線事故対応

や放射線利用等に関係する国内外の人材や、幅広く放射線の知識を国民に

伝えるための人材の育成に取り組む。 

・ 国際機関や大学・研究機関との協力を深めて、連携大学院制度の活用を推

進する等、研究者・技術者や医療人材等も積極的に受け入れ、座学のみなら

ず OJT 等実践的な人材育成により資質の向上を図る。 

・ 研究成果普及活動や理科教育支援等を通じて量子科学技術等に対する理解

Ⅰ.4.(3) 人材育成業務 

・ 量子科学技術や放射線に係る医学分野における次世代を担う人材を育成

するため、連携協定締結大学等に対する客員教員等の派遣を行うととも

に、連携大学院生や実習生等の若手研究者及び技術者等を受け入れる。

また、機構各部門において大学のニーズに合った人材育成を行うために、

機構における受入れ等を重層的、多角的に展開する。 

・ 引き続き放射線防護や放射線の安全な取扱い等に関係する人材及び幅広

く放射線の知識を国民に伝える人材等を育成するための研修を実施する

とともに、社会的ニーズに応え、放射線事故等に対応する医療関係者や

初動対応者に対して被ばく医療に関連する研修を実施する。 

・ 国内外の研究機関等との協力により、研究者、技術者、医学物理士を目

指す理工学系出身者を含む医療関係者等を受け入れ、実務訓練（OJT）等

を通して人材の資質向上を図る。 

・ 将来における当該分野の人材確保にも貢献するために、引き続き量子科
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促進を図り、将来における当該分野の人材確保にも貢献する。 学技術の理解促進に係る取組を行う。 

Ⅲ.4.(4) 施設及び設備等の活用促進 

機構が保有する先端的な施設、設備

及び専門的な技術を活用し、幅広い分

野の多数の外部利用者への共用あるい

は提供を行う。その際、外部利用者の利

便性の向上に努める。これにより、量子

科学技術の中核として、我が国の研究

基盤の強化と、多種多様な人材が交流

することによる科学技術イノベーショ

ンの持続的な創出や加速に貢献する。 

4.(4) 施設及び設備等の活用促進 

・ 「第 5 期科学技術基本計画」においても示されたように、先端的な研究施

設・設備を幅広く、産学官による共用に積極的に提供するため、先端研究基

盤共用・プラットフォームとして、利用者の利便性を高める安定的な運転

時間の確保や技術支援者の配置等の支援体制を充実・強化する。 

・ 特に、HIMAC、TIARA、SPring-8 専用 BL、J-KAREN 等、世界にも類を見ない

貴重な量子ビーム・放射線源について、施設の共用あるいは共同研究・共同

利用研究として国内外の研究者・技術者による活用を広く促進し、研究成

果の最大化に貢献する。 

・ 先端的な施設と技術を活用し質の高い実験動物の生産・飼育を行って研究

に供給する。 

・ 保有する施設、設備及び技術を活用し、薬剤や装置の品質管理と保証やそ

れに基づく臨床試験の信頼性保証、並びに、放射線等の分析・測定精度の校

正や保証に貢献する。 

・ 機構内外の研究に利用を促進し、当該分野の研究成果の最大化を図るため

に、各種装置開発、基盤技術の提供、研究の支援を行う。 

Ⅰ.4.(4) 施設及び設備等の活用促進 

・ 運転維持管理体制を維持し、加速器や放射線源等の各種の量子ビームや

実験装置等の利用状況を把握するとともに、所内外で開催される展示会

等を通じて外部への周知を行い、利活用を促進する。 

・ 研究成果の最大化を図るために、加速器施設等を利用する研究課題につ

いて、施設共用課題審査委員会等において、利用課題の公募、選定、利

用時間の配分などを審査し決定する。さらに、各共用施設の状況や問題

点を把握するとともに、機構全体としての共同研究や共同利用研究を含

めた外部利用の推進に努める。また、研究成果等の広報活動を行って外

部への利用を推進する。 

・ 施設の最適環境の維持や研究に必要な質の高い実験動物の供給を行い、

動物実験の適正な実施を支援する。 

・ 薬剤製造や装置利用に関する品質管理体制構築の助言や監査を通じて、

臨床研究や先進医療の信頼性保証活動を実施する。 

・ ホームページ等を活用し、各施設における各種の量子ビーム性能、実験

装置等の仕様及び計測手法等の技術情報について、機構内外に向けて幅

広く発信する。 

Ⅲ.4.(5) 官民地域パートナーシップ

による次世代放射光施設の整備等 

官民地域パートナーシップにより、

新たなサイエンスの創出や材料科学、

触媒化学、生命科学等の幅広い分野の

産業利用等につながる次世代放射光施

設の整備等に取り組む。※ 

※加入金全額の確実なコミットメン

トが得られた上で、整備に着手するも

のとする。 

4.(5) 官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の整備等 

・ パートナー機関と連携協力しながら、官民地域パートナーシップにより、

新たなサイエンスの創出や材料科学、触媒化学、生命科学等の幅広い分野

の産業利用等につながる次世代放射光施設の整備等に取り組む。※ 

※加入金全額の確実なコミットメントが得られた上で、整備に着手するも

のとする。 

Ⅰ.4.(5) 官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の整備等 

・ パートナー機関と連携協力しながら、官民地域パートナーシップによる

次世代放射光施設の整備等における加速器の機器製作等を完了するとと

もに、機器据付・調整を進める。また、運転開始当初に整備するビーム

ラインの機器製作等を着実に進めるとともに、機器据付・調整を開始す

る。パートナー機関等との連携・調整を継続するとともに、運用期を見

据えた組織体制の検討を進める。ウェブサイト等を通じた施設整備に係

る情報発信等を推進する。 

Ｎｏ．８ 
業 務 運 営

の 効 率 化

に 関 す る

Ⅳ.1. 効果的、効率的なマネジメント

体制の確立 

1）効果的、効率的な組織運営 

機構は、自らの社会的責任と役割を

Ⅱ.業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき事項 

1.効果的、効率的なマネジメント体制の確立 

(1)効果的、効率的な組織運営 

理事長のリーダーシップの下、量子科学技術分野における研究成果の最大化

Ⅱ.1. 効率的、効果的なマネジメント体制の確立 

Ⅱ.1.(1) 柔軟かつ効果的な組織運営 

 理事長のリーダーシップの下、機動的な資源配分により研究業務の効率を

高める。また、前年度に研究開発等成果の最大化及び効率的な業務運営に
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事項 認識し、理事長の強いリーダーシップ

の下、研究開発成果の最大化を図るた

め、2）以下の組織編成及び業務運営の

基本方針に基づき、業務に取り組むも

のとする。また、独立行政法人を対象と

した横断的な見直し等については、随

時適切に対応する。 

なお、取組を進めるに当たっては、業

務や組織の合理化及び効率化が、研究

開発能力を損なわないように十分に配

慮する。 

 

2）内部統制の強化 

適正かつ効果的・効率的な内部統制

を強化するために、コンプライアンス

の徹底、経営層による意思決定、内部規

程整備・運用、リスクマネジメント等を

含めた内部統制環境を機構発足当初か

ら整備・運用するとともに不断の見直

しを行う。また、研究開発活動の信頼性

の確保、科学技術の健全性の観点から、

研究不正に適切に対応するため、組織

として研究不正を事前に防止する取組

を強化するとともに、管理責任を明確

化する。さらに、万が一研究不正が発生

した際の対応のための体制を強化す

る。 

また、「独立行政法人の業務の適正を

確保するための体制等の整備」（平成 26 

年 11 月総務省行政管理局長通知）等

の事項を参考にしつつ、必要な取組を

進めることとする。 

を図るために、国の中核研究機関として経営戦略の企画・立案やリスク管理等

の理事長のマネジメントの支援機能を強化し、柔軟かつ効果的な組織運営を行

う。具体的には、次に掲げる事項を行う。 

 機動的な資源（資金、人材）配分により、各部署の研究業務の効率を高め、

研究成果の最大化も図る。 

 複数の拠点に対するマネジメントを適切に機能させるため、役員と拠点幹部

が経営課題等について共有・議論する会議体を設置し、ICT を活用しつつ定期

的に運用する。 

 機構が有する技術的なシーズを開発研究や事業化へと展開し、イノベーショ

ンを推進していくため、産学官の連携も戦略的に主導するイノベーションセ

ンターを設置する。 

 外部有識者を中心とした評価に基づく PDCA サイクルを通じた業務運営体制

の改善・充実を図る。特に、原子力安全規制及び防災等への技術的支援に係

る業務については、機構内に設置した外部有識者から成る規制支援審議会の

意見を尊重し、当該業務の実効性、中立性及び透明性を確保する。 

 法人全体のリスクについて課題の抽出、解決等を図るために、理事長の下に

各拠点の長を構成員とする「リスク管理会議」を設置するとともに、各拠点

にもそれと連動するリスク管理に係る会議を設置することによって、危機管

理を含めた総合的なリスク管理システムを整備・運用する。 

 

(2) 内部統制の強化 

 理事長のリーダーシップの下、理事長が定める「基本理念と行動規範」を軸

に統制環境を充実・強化させ、業務の有効性・効率性、事業活動に関わる法

令等の遵守、規程及びマニュアル類の整備、資産の保全及び財務報告等の信

頼性確保の達成に取り組む。 

 経営環境の変化に対応し、意思決定の迅速化や業務の効率化を図るため、権

限・責任体制の整備を行うとともに、経営に関する重要事項については定期

的に理事会議において審議・報告し、適切なガバナンスを確保する。また、

理事長の指示及び機構の重要決定事項が職員に周知徹底される仕組みを構築

する。 

 監事を補佐する体制整備を行うとともに、監事監査や内部監査等のモニタリ

ングを通じて内部統制の機能状況を点検し、その結果を踏まえて必要な措置

資するため実施した組織改革を踏まえつつ、引き続き、組織体制の不断の

見直し等、適時適切な取組を通じて柔軟かつ効果的な組織運営を行う。 

 役員と各拠点幹部とが経営課題等について定期的に議論する会議体によ

り、良好事例の共有等、ICT を活用しながら複数拠点への適切なマネジメ

ントを図る。 

 イノベーションセンターが中心となり、機構が保有する技術シーズの活用、

戦略的な産学官の連携に取り組む。 

 外部有識者の知見を最大限に活用した評価を実施するとともに、理事長に

よる PDCA サイクルを通じた業務運営体制の改善・充実を図る。 

 原子力安全規制及び防災等への技術的支援に係る業務については、業務の

実効性、中立性及び透明性を確保する。 

 

Ⅱ.1.(2) 内部統制の充実・強化 

・ 理事長が定めた「基本理念と行動規範」を軸に統制環境の充実に努め、

規程及びマニュアル類の必要に応じた見直し、情報の的確な伝達と共有

を図る。 

・ 意思決定の迅速化や業務の効率化を図るため、権限・責任体制を明確に

する体制を維持するとともに、定期的に理事会議、運営連絡会議等を開

催し、重要事項を審議・報告し適切なガバナンスを確保する。また、ICT

を活用して決定事項の周知徹底を図る。 

・ 監事監査が適切に行われるよう補佐するとともに、監事監査や内部監査

等のモニタリングを通じて、内部統制ポリシーを踏まえた内部統制の機

能状況を点検し、必要な措置を講じる。 

・ 各種研修会や講演会を通じて、コンプライアンス、透明性、健全性、安

全管理等に関する重要な情報の確実な伝達と共有を図る。 

・ RI 規制法及び労働安全衛生法等の各種法令及び関係諸規程等に従い安

全管理を確実に実施するとともに、ヒヤリハット運動など安全に係る活

動に取り組む。 

・ 研究不正については、「研究活動の不正行為の防止及び対応に関する規

程」、「公的研究費の不正使用の防止及び対応に関する規程」及び関係諸

規程等に従い、適切な対応と措置を講じる。 

・ 研究開発活動等における不正の防止に向けて、体制が有効に機能してい
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3）研究組織間の連携、研究開発評価等

による研究開発成果の最大化 

今回の移管・統合により機構は複数

拠点を擁することとなることから、拠

点間の連携が密に行われるよう、ICT 

の活用等により連携体制を確保するな

ど、拠点を越えた組織融合の仕組みを

導入するほか、組織内の研究インフラ

の有効活用、随時の組織体制の見直し

等により、機構全体としての研究成果

の最大化につなげる取組を強化する。 

「独立行政法人の評価に関する指

針」（平成 26 年 9 月総務大臣決定）や

「研究開発成果の最大化に向けた国立

研究開発法人の中長期目標の策定及び

評価に関する指針」（平成 26 年 7 月総

合科学技術・イノベーション会議）等に

基づき、自己評価を行い、その成果を研

究計画や資源配分等に反映させること

で研究開発成果の最大化と効果的かつ

効率的な研究開発を行う。また、自己評

価は、客観的で信頼性の高いものとす

ることに十分留意するとともに、外部

評価による評価結果等を適切に活用す

る。 

 

4）情報技術の活用等 

政府機関における情報セキュリティ

対策を踏まえ、機構の情報システムに

係るセキュリティポリシーや対策規律

の見直し等を行うとともに、これらに

対応した情報ネットワークや共通サー

を講じる。 

 全職員を対象とした教育・啓発の実施により、コンプライアンス、透明性、

健全性、安全管理の確保を図る。 

 研究不正に適切に対応するため、機構として研究不正を事前に防止する取組

を強化するとともに、管理責任の明確化を図る。また、万が一研究不正が発

生した際の対応のための体制の強化を図る。 

 中長期目標の達成を阻害する重要なリスクの把握に組織として取り組むとと

もに研究不正に適切に対応するための体制を整備する。また、各部門は、リ

スクマネジメント教育の実施等により、組織的なリスクマネジメント機能の

向上を図る。 

 緊急時・大規模災害発生時等の対応について、危機管理体制の向上を図る。 

 「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」について（平

成 26 年 11 月 28 日総務省行政管理局長通知）」に基づき業務方法書に定めた

事項について、その運用を確実に図る。 

 

(3) 研究組織間の連携、研究開発評価等による研究開発成果の最大化 

機構が複数拠点を擁する観点から、次に掲げる取組を実施・強化することに

より、機構全体として研究成果の最大化に繋げる。 

 拠点間を結ぶ広域 LAN を整備・維持することにより、各拠点において本部等

に設置される各種 ICT システムを利用可能にし、効率的な業務を実施する。

加えて、多拠点間テレビ会議システムを活用し、拠点間で円滑な情報共有、

意見交換を行い、融合的な研究を活性化する。さらに、イントラネットを活

用し、経営方針等重要な情報を速やかに各拠点の職員へ伝達する。 

 組織内の研究インフラを有効に活用するため、共有可能な研究施設・設備を

リスト化するとともに、イントラネット等でそのリストを機構内で共有し、

機構内における施設・設備の共用化を促進する。これにより機構全体の施設・

設備の最適化を図る。 

 種々の要因を総合的に勘案し、統合の効果を最大にするために、常に最適な

人員配置を担保できるよう随時組織体制を見直す。 

「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26 年 9月総務大臣決定）や「研

究開発成果の最大化に向けた国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評価

に関する指針」（平成 26年 7 月総合科学技術・イノベーション会議）等に基づ

るか内部監査を通じて状況を点検するとともに、自立した研究活動の遂

行を支えるよう、コンプライアンス教育の実施や助言等が得られる環境

の維持・充実を図る。 

・ 理事長を議長としたリスク管理会議のほか、研究所長を議長とする各研

究所内のリスク管理会議により、機構全体が連動してリスクを管理する

体制をもって運用する。また、機構としての社会的責任、法令遵守及び

情報セキュリティなどに関するリスク管理について研修等も活用して職

員の意識の向上を図る。「リスクレベルに応じた PDCA運用方針」に従い、

リスク対応状況を確認するとともに、特に取り組むべき重点対応リスク

の対応計画を作成し改善等を図る。 

・ 緊急時・大規模災害に備え災害対応資材及び食料等の計画的整備・備蓄

に努めるとともに、緊急時連絡及び災害対応等について訓練等を実施し、

緊急時・大規模災害に備えた体制の向上を図る。 

・ 政府等の方針に従い、在宅勤務、WEB 会議を積極的に活用し、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止に努める。 

・ 理事長が定めた「業務方法書」に記載した内部統制システムの整備に関

する事項について、必要に応じて見直しを行い、適切に執行する。 

 

Ⅱ.1.(3) 研究組織間の連携、研究開発評価等による研究開発成果の最大化 

・ 拠点間を結ぶ情報網を維持するとともに各種 ICT システムを活用し、融

合的な研究の活性化や重要情報の速やかな周知及び伝達を図る。 

・ 施設利用委員会や機構共用施設等運用責任者連絡会議等を効果的に運用

し、機構内の研究インフラについて、機構全体で有効活用を図る。 

・ 限られた人的資源でも組織横断的な課題に対応できるよう、統合の効果

を発揮するための組織体制の在り方について必要に応じて検討を行う。 

・ 外部有識者からなる評価委員会及び評価軸に対応して設定した評価要素

により、PDCAサイクルが円滑に機能するよう評価を実施するとともに、

評価結果を資源配分の際に適切に反映させる。 

 

Ⅱ.1.(4) 情報技術の活用等 

・ 機構全体をカバーする情報通信インフラを安定稼働させるとともに、政

府の方針を踏まえた、適切な情報セキュリティ対策を順次実施する。 
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バなどを含めた情報技術基盤を維持、

強化する。併せて、職員に対するトレー

ニングの実施やその結果を踏まえた研

修会の開催等の取組を行う。また、取組

の実施状況を毎年度把握し、PDCAサイ

クルにより情報セキュリティ対策の改

善を図る。 

「情報システムの整備及び管理の基

本的な方針」（令和３年 12 月 24 日デ

ジタル大臣決定）にのっとり、情報シス

テムの適切な整備及び管理を行う。 

 

Ⅳ.2. 業務の合理化・効率化 

機構は、管理部門の組織の見直し、調

達の合理化、効率的な運営体制の確保

等に引き続き取り組むことにより、経

費の合理化・効率化を図る。 

運営費交付金を充当して行う事業

は、新規に追加されるもの、拡充分は除

外した上で、法人運営を行う上で各種

法令等の定めにより発生する義務的経

費等の特殊要因経費を除き、平成 28 年

度を基準として、一般管理費（租税公課

を除く。）については毎年度平均で前年

度比 3％以上、業務経費については毎年

度平均で前年度比 1％以上の効率化を

図る。新規に追加されるものや拡充さ

れる分は翌年度から効率化を図ること

とする。ただし、人件費の効率化につい

ては、次項に基づいて取り組む。 

なお、経費の合理化・効率化を進める

に当たっては、研究開発の進捗状況に

き、客観的で信頼性の高い自己評価を行い、その成果を研究計画や資源配分等

に反映させることで研究開発成果の最大化と効果的かつ効率的な研究開発を

行う。具体的には、次に掲げる事項を行う。 

 自己評価に当たっては、評価軸に対応するように評価要素を定め、その評価

要素には可能な限り定量的な実績を含めることとし、研究分野の特性に配慮

しつつも、統一的な評価システムを整備・運用する。 

 自己評価は、不断の PDCA サイクルの一部と位置づけ、自己評価において明ら

かとなった課題等が適切に研究計画等に反映されたかを管理する仕組みを構

築するとともに、予算等の資源配分に適切に反映させる。 

 より客観的な観点から研究開発の実績を見直し、有益な知見を得ることも目

的として、外部有識者による評価委員会を組織し運用するとともに、評価結

果を研究計画や資源の配分に活用する。 

 

(4) 情報技術の活用等 

政府機関における情報セキュリティ対策を踏まえた情報セキュリティの確

保を行うとともに、研究開発成果の最大化と業務運営の効率化のための情報技

術基盤の継続的な維持・強化に努める。 

「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３年 12 月 24 日デジ

タル大臣決定）にのっとり、情報システムの適切な整備及び管理を行う。 

 

2. 業務の合理化・効率化 

(1) 経費の合理化・効率化 

機構の行う業務について既存事業の徹底した見直し、次に掲げる効率化を進

める。 

 運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分は除外

した上で、法人運営を行う上で各種法令等の定めにより発生する義務的経費

等の特殊要因経費を除き、平成 28 年度を基準として、一般管理費（租税公課

を除く。）については毎年度平均で前年度比 3％以上、業務経費については毎

年度平均で前年度比 1％以上の効率化を図る。 

 ただし、新規に追加されるものや拡充される分は翌年度から効率化を図るこ

ととする。 

 また、人件費の効率化については、Ⅱ．３の項に基づいて取り組むこととす

・ 学術情報の調査・収集・整理・提供、適切な学術情報利用の推進及び機

構全体の図書館運営を通じて、研究開発業務を支援する。また、機構内

各種業務システムについて、必要に応じて改修等を行い、業務運営の効

率化を図る。 

・ 研究成果の最大化のための情報技術基盤維持・強化に資するため、高度

計算環境の円滑な利用支援及び整備を行う。 

 

Ⅱ.2. 業務の合理化・効率化 

Ⅱ.2.(1) 経費の合理化・効率化 

・ 一般管理費（法人運営を行う上で各種法令等の定めにより発生する義務

的経費等の特殊要因経費を除く。）について、研究成果の最大化を図るた

めに必要となる効率的で効果的な運営に努めつつ、的確な管理により不

要不急な支出を抑え支出の削減に努める。 

・ 新たな業務の追加又は業務の拡充を行う場合にあっても、中長期計画に

掲げる水準と同様の効率化を図るものとし、人件費の効率化については、

合理化・効率化の検証と併せて適正な給与水準を維持する。 

・ 当初から計画されている業務も含め、経費の合理化・効率化を進めるに

当たっては、安全の確保、公正性・透明性の確保、研究開発の特性及び

研究開発成果の最大化に向けた取組との整合性に配慮する。 

 

Ⅱ.2.(2) 契約の適正化 

・ 令和３年度国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構調達等合理化計

画の自己評価を実施するとともに、契約監視委員会において、自己評価

の点検を受け、透明性、公正性のためその結果を公表する。 

・ 公平性、透明性を確保しつつ公正な調達手続とするため、調達に関する

情報のホームページでの公開や業者への提供等を引き続き実施してい

く。 

・ 令和４年度国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の調達等合理化

計画を策定し、契約監視委員会の点検を受け、文部科学大臣へ提出し、

ホームページでの公開を行う。 
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合わせた柔軟な経営資源の管理を行う

こととする。その際、研究開発成果の最

大化との整合にも留意する。 

契約については、「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取組の推進につい

て」（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決

定）に基づく取組を着実に実施するこ

ととし、契約の公正性、透明性の確保等

を推進し、業務運営の効率化を図るこ 

ととする。 

 

Ⅳ.3. 人件費管理の適正化 

給与水準については、国家公務員の

給与水準を十分配慮し、手当を含め役

職員給与の在り方について厳しく検証

した上で、機構の業務の特殊性を踏ま

えた適正な水準を維持するとともに、

検証結果や取組状況を公表するものと

する。また、適切な人材の確保のために

必要に応じて弾力的な給与を設定でき

るものとし、その際には、国民に対して

納得が得られる説明をする。 

Ⅳ.4. 情報公開に関する事項 

独立行政法人等の保有する情報の公

開に関する法律（平成 13 年法律第 140

号）に基づき、情報公開を行う。また、

独立行政法人等の保有する個人情報の

保護に関する法律（平成 15 年法律第

59 号）に基づき、個人情報を適切に取

り扱う。 

る。 

 なお、経費の合理化・効率化を進めるに当たっては、次の点に配慮する。 

 機構が放射性物質等を取り扱う法人であるという特殊性から、安全の確保を

最優先とする。 

 契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について

（平成 27 年 5 月 25 日、総務大臣決定）」に基づき、事務・事業の特性を踏

まえ、PDCA サイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続

的に調達等の合理化に取り組むため、調達等合理化計画を定めて業務運営の

効率化を図る。 

 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」の趣旨に従い、長期性の観点

からの将来を見越した先行投資、あるいは予見不可能性の観点から、研究上

のブレイクスルーに伴う緊急的な集中投資等、研究開発の特性を踏まえた支

出を行う。 

 研究開発の成果の最大化に向けた取組との整合性を図る。 

 

(2) 契約の適正化 

 機構が策定する「調達等合理化計画」及び「契約監視委員会」による点検等

を通じ、契約の適正化を推進し、業務運営の効率化を図る。 

 機構が締結する契約については、国からの閣議決定等の主旨に沿って、研究

成果の最大化を目指すために、一般競争入札を原則としつつも、真にやむを

得ない場合においては、研究開発業務をはじめ機構の事務・事業の特性を踏

まえ、その他合理的な調達を検討する。その際、随意契約を行う場合にあっ

ても、公表の徹底等により透明性、公正性を図る。 

 調達等合理化計画の実施状況を含む契約の適正な実施については、契約監視

委員会の事後点検等を受け、その結果をウェブサイトにて公表する。 

 

3. 人件費管理の適正化 

 職員の給与については、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成 25

年 12月 24 日閣議決定）」を踏まえ、引き続き人件費の合理化・効率化を図る

とともに、総人件費については政府の方針を踏まえ、厳しく見直しをするも

のとする。 

 給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、役職員給与の在

Ⅱ.3. 人件費管理の適正化 

・ 人件費の合理化・効率化を図るとともに、総人件費については政府の方

針を踏まえ、厳しく見直しをするものとする。 

・ 給与水準については、国家公務員の給与水準や関連の深い業種の民間企

業の給与水準等を十分考慮し、役職員給与の在り方について検証した上

で、業務の特殊性を踏まえた適正な水準を維持するとともに、検証結果

や取組状況を公表するものとする。また、適切な人材の確保のために必

要に応じて弾力的な給与を設定できるものとし、その際には、国民に対

して納得が得られる説明をする。 

 

Ⅱ.4. 情報公開に関する事項 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13年法律第 140

号）に基づき、情報公開を行う。また、独立行政法人等の保有する個人情報

の保護に関する法律（平成 15年法律第 59 号）に基づき、個人情報を適切に

取り扱う。 
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り方について検証した上で、業務の特殊性を踏まえた適正な水準を維持する

とともに、検証結果や取組状況を公表するものとする。また、適切な人材の

確保のために必要に応じて弾力的な給与を設定できるものとし、その際には、

国民に対して納得が得られる説明をする。 

 

4. 情報公開に関する事項 

適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適切かつ積極的に情報

の公開を行うとともに、個人情報の適切な保護を図る取り組みを推進する。具

体的には、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13年法律

第 140 号）及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

15 年法律第 59 号）に基づき、適切に対応するとともに、職員への周知徹底を

行う。 

Ｎｏ．９ 
財 務 内 容

の 改 善 に

関 す る 事

項 

Ⅴ. 財務内容の改善に関する事項 

共同研究収入、競争的研究資金、受託

収入、施設利用料収入、民間からの寄付

や協賛等の自己収入の増加に努め、よ

り健全な財務内容とする。 

また、運営費交付金の債務残高につ

いても勘案しつつ予算を計画的に執行

するとともに、「「独立行政法人会計基

準」及び「独立行政法人会計基準注解」」

（平成 27 年 1 月改訂）を踏まえ、中

長期目標期間の当初から運営費交付金

の収益化基準を見直し、適切な管理を

行う。必要性がなくなったと認められ

る保有財産については適切に処分する

とともに、重要な財産を譲渡する場合

は計画的に進める。 

Ⅲ. 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

1. 予算、収支計画及び資金計画 

(1) 予算 

（別紙１）のとおり 

(2) 収支計画 

（別紙２）のとおり 

(3) 資金計画 

（別紙３）のとおり 

(4) 自己収入の確保 

 競争的研究資金等の外部資金を獲得して得られた成果も合わせて、運営費交

付金による研究開発等を推進し、我が国全体の研究成果の最大化を図る。こ

のために、大型の外部資金を中長期的かつ戦略的に獲得し執行するための体

制を整備する。 

  附属病院について、研究病院である特性を常に念頭に置きつつ、研究開発し

た診断・治療法を新たに保険収載あるいは先進医療へ導入させるためエビデ

ンスの蓄積と他の治療方法との比較を国内外の他施設と協力して、進めて行

く。その過程において、先進医療等の枠組みの中で、適切な範囲における収

入の確保を図り機構の安定的運営に貢献する。 

 

 

Ⅲ.予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

Ⅲ.1. 予算、収支計画及び資金計画 

Ⅲ.1.(1) 予算 

 

Ⅲ.1.(2) 収支計画 

 

Ⅲ.1.(3) 資金計画 

 

Ⅲ.1.(4) 自己収入の確保 

 機構全体として受託研究や競争的資金を増加させるために、大型外部資金

の獲得・執行に引き続き組織横断的に取り組む。 

 国内外の多施設と協力して臨床研究を行うことで、エビデンスの蓄積と他

の治療方法との比較を進めつつ、SNS など Web サービスを活用し、重粒子

線治療の認知、普及を促進し、適切な範囲における自己収入の確保を図る。 

 

Ⅲ.2. 短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額は、37億円とする。短期借入金が想定される事態とし

ては、運営費交付金の受入れの遅延、補助事業や受託事業に係る経費の暫時

立替等がある。 
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2. 短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額は、37億円とする。 

短期借入金が想定される事態としては、運営費交付金の受入れの遅延、補助

事業や受託業務に係る経費の暫時立替等がある。 

 

3. 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、その

処分に関する計画 

保有財産について、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要か否かにつ

いて検証を実施し、必要性がなくなったと認められる場合は、独立行政法人通

則法の手続にのっとり処分する。 

 

4. 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとす

るときは、その計画 

群馬県が実施する県道 13 号線（前橋長瀞線）及び県道 142 号線（綿貫篠

塚線）の道路改築事業に伴い、群馬県高崎市の雑種地の一部について、群馬県

に売却する。 

 

5. 剰余金の使途 

決算における剰余金が生じた場合の使途は以下のとおりとする。 

 臨床医学事業収益等自己収入を増加させるために必要な投資 

 重点研究開発業務や国の中核研究機関としての活動に必要とされる業務の経

費 

 研究環境の整備や知的財産管理・技術移転に係る経費等 

 職員の資質の向上に係る経費 

Ⅲ.3. 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、

その処分に関する計画 

保有資産の必要性について適宜検証を行い、必要性がないと認められる資

産については、独立行政法人通則法の手続に従って適切に処分する。 

また、資産の有効利用等を進めるとともに、適切な研究スペースの配分に

努める。 

Ⅲ.4. 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しよう

とするときは、その計画 

重要な財産の譲渡、又は担保に供する計画はない。 

 

Ⅲ.5. 剰余金の使途 

決算における剰余金が生じた場合の使途は以下のとおりとする。 

・ 臨床医学事業収益等自己収入を増加させるために必要な投資 

・ 重点研究開発業務や国の中核研究機関としての活動に必要とされる業務

の経費 

・ 研究環境の整備や知的財産管理・技術移転に係る経費等 

・ 職員の資質の向上に係る経費 
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Ｎｏ．１０ 
そ の 他 業

務 運 営 に

関 す る 重

要事項 

Ⅵ. その他業務運営に関する重要事項 

Ⅵ.1. 施設及び設備に関する事項 

業務の遂行に必要な施設や設備につ

いては、重点的かつ効率的に、更新及び

整備を実施する。 

 

Ⅵ.2. 国際約束の誠実な履行に関する

事項 

機構の業務運営に当たっては、我が

国が締結した条約その他の国際約束を

誠実に履行する。 

 

Ⅵ.3. 人事に関する事項 

研究開発成果の最大化と効果的かつ

効率的に業務を遂行するために、女性

の活躍や研究者の多様性も含めた人事

に関する計画を策定し戦略的に取り組

む。また、役職員の能力と業務実績を適

切かつ厳格に評価し、その結果を処遇

に反映させることにより、意欲及び資

質の向上を図るとともに、責任を明確

化させ、また、適材適所の人事配置を行

い、職員の能力の向上を図る。 

なお、機構の人材確保・育成について

は、「科学技術・イノベーション創出の

活性化に関する法律」（平成 20 年法律

第 63 号）第 24 条に基づき策定された

「人材活用等に関する方針」に基づい

て取組を進める。 

Ⅳ. その他業務運営に関する重要事項 

1. 施設及び設備に関する計画 

・ 機構内の老朽化した施設・設備について、そこで行われている研究・業務

計画及び安全性も十分に勘案、検討し、順次廃止又は更新する。 

・ 平成 28 年度から令和４年度内に整備・更新する施設・設備は次のとおりで

ある。 

（単位：百万円） 

施設・設備の内容 予定額 財源 

放射線医学総合研究所施

設の整備  

３，６０７  施設整備費補助金  

ＢＡ関連施設の整備  ３１，４５１  施設整備費補助金  

ＢＡ関連設備の整備  ２，００３  設備整備費補助金  

高崎量子応用研究所施設

の整備  

１，０４５  施設整備費補助金  

関西光科学研究所施設の

整備  

７７４  施設整備費補助金 

次世代放射光施設の整備  １５，９００  次世代放射光施設整備費補助

金 

基幹高度被ばく医療支援

センター施設の整備  

２，１４９  原子力災害対策事業費補助金 

量子生命科学研究拠点施

設の整備  

５，０５０  施設整備費補助金 

［注］金額については見込みである。 

・ なお、上記のほか、中長期目標を達成するために必要な施設の整備が追加

されることが有り得る。また、施設・設備の老朽化度合等を勘案した改修

（更新）等が追加される見込みである。 

 

2. 国際約束の誠実な履行に関する事項 

機構の業務運営に当たっては、ITER 計画、BA活動等の国際約束について、他

国の状況を踏まえつつ誠実に履行する。 

 

 

Ⅳ.その他の業務運営に関する重要事項 

Ⅳ.1. 施設及び設備に関する計画 

・ 機構内の老朽化した施設・設備について、当該施設・設備に関連する研

究・業務計画、耐震診断の結果及び施設・設備の老朽化度合等、並びに

費用対効果を踏まえ、廃止又は改修（更新）の検討を進める。 

また、検討の結果、継続使用が決定した施設については、改修（更新）

の実施に向け対応を進める。 

 

Ⅳ.2. 国際約束の誠実な履行に関する事項 

機構の業務運営に当たっては、ITER 計画、BA 活動等の国際約束について、

他国の状況を踏まえつつ誠実に履行する。 

 

Ⅳ.3. 人事に関する計画 

役職員の能力を最大限に引き出し、効率的かつ効果的な職場環境を整備す

るため、優秀な人材を確保し、確保した職員の資質向上を図る観点から、次

の具体的施策に取り組む。 

・ 女性の採用促進及び管理職への登用を進めるとともに、ワークライフバ

ランス実現に向けた施策に積極的に取り組む。また、外国人研究者及び

若手研究者が活躍しやすい職場環境を整える。 

・ 働き方改革を推進するための労働時間管理や有給休暇取得及び同一労働

同一賃金に関する諸施策を着実に実施する。 

・ 人事評価制度を適切に運用し、設定した目標に対する業務実績や発揮能

力を厳格に評価するとともに、これらを昇進や昇格等の処遇に適切に反

映する。 

・ 職員の保有する専門的知見及び職務経験、並びに各部門の業務の進捗状

況等を管理・把握しつつ、これらを総合的に評価の上、適正な人員配置

に努める。 

・ 行政ニーズや研究・業務の動向に応じた多様な教育研修を実施し、また、

海外機関等への派遣経験等を積ませることで、職員の能力を高め、もっ

て研究・業務の効率性を向上させる。また、若手職員の育成の観点から、

再雇用制度を効果的に活用し技術伝承等に取り組む。 

・ 「クロスアポイントメント制度」等の人事諸制度を柔軟かつ適正に運用
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3. 人事に関する計画 

役職員の能力を最大限に引き出し、効率的かつ効果的な職場環境を実現する

ため、計画的かつ戦略的に優秀な人材を確保するとともに確保した職員の資質

向上の観点から、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」（平

成 20年法律第 63 号）第 24条に基づいて策定した「人材活用等に関する方針」

に則って次の具体的施策に取り組む。 

・ 男女共同参画の観点から、女性の採用促進、女性の管理職への登用、ワー

クライフバランス推進に係る目標を定めて、それらを実現する施策を行う。

また、外国人研究者及び若手研究者が活躍し易い職場環境を整える。 

・ 人事評価制度を適切に運用し、所属長との協議を経て個人単位で設定する

目標を基礎として、行動や発揮能力及び達成度合いを厳格に評価するとと

もに、昇進や昇格等の処遇に適切に反映しつつ、能力開発、意欲向上及び

業務の改善に役立てる。 

・ 職員の保有する専門的技術及び職務経験、並びに各部門の業務の特性や業

務量を系統的に管理・把握しつつ、これらの要素を総合的に評価の上、業

務と人員の最適化を図るため、適時に人員の再配置を行う体制を整える。 

・ 高度化する行政ニーズや研究・業務の動向に応じて、多様な教育研修を実

施するとともに、資格取得の奨励や海外機関等への派遣等を行うことを通

じて、職員の能力を高め、もって研究・業務の効率性を向上させる。また、

若手職員の育成の観点から、再雇用制度を効果的に活用し技術伝承等に取

り組む。 

・ 他機関から卓越した研究者を受け入れ、両機関で柔軟に研究活動を担うこ

とにより、研究の強化・発展、及び産学連携の推進等の効果が期待でき、研

究開発成果の最大化に大きく寄与するための「クロスアポイントメント制

度」を整備・運用する。 

 

4. 中長期目標期間を超える債務負担 

中長期目標期間を超える債務負担については、研究基盤の整備等が中長期目

標期間を超える場合で、当該債務負担行為の必要性及び資金計画への影響を勘

案し合理的と判断されるものについて行う。 

5. 積立金の使途 

前中期目標期間の最終年度における積立金残高のうち、主務大臣の承認を受

することで、効果的・効率的な研究環境を整備する。 

 

Ⅳ.4. 中長期目標期間を超える債務負担 

中長期目標期間を超える債務負担については、研究基盤の整備等が中長期

目標期間を超える場合で、当該債務負担行為の必要性及び資金計画への影響

を勘案し合理的と判断されるものについて行う。 

 

Ⅳ.5. 積立金の使途 

前中期目標期間の最終年度における積立金残高のうち、主務大臣の承認を

受けた金額については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法（平

成 11年法律第 176号）に定める業務の財源に充てる。 
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けた金額については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法に定める

業務の財源に充てる。 
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別紙１ 

（１）予算 

①中長期計画 

平成 28 年度～平成４年度 予算 

 
 
［注１］上記予算額は運営費交付金の算定ルールに基づき、一定の仮定の下に試算されたもの。各事業年度の予算については、事業の進展により必要経費が大幅に変わること等を勘案し、各事業年度の予算編成過程

において、再計算の上決定される。一般管理費のうち公租公課については、所用見込額を試算しているが、具体的な額は各事業年度の予算編成過程において再計算の上決定される。 
［注２］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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②年度計画 
 

令和４年度 予算 

 

 
［注］各種積算と合計欄との数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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③実績 
 

令和４年度 予算 
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別紙２ 

（２）収支計画 
 ①中長期計画 

 
平成 28 年度～令和４年度 収支計画 

 
 
［注］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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②年度計画 
 

令和４年度 収支計画 

 

 
［注］各欄積算と合計欄との数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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③実績 
 

令和４年度 収支計画 

 
 
［注］各欄積算と合計欄との数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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別紙３ 

（３）資金計画 
 ①中長期計画 
 

平成 28 年度～令和４年度 資金計画 

 
 
［注］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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②年度計画 
 

令和４年度 資金計画 

 
 
［注］各欄積算と合計欄との数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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③実績 
 

令和４年度 資金計画 

 

 
［注］各欄積算と合計欄との数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
 
 
 


